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奈良地方最低賃金審議会運営規程 

 

 

（規程の目的） 

第１条 奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、最低賃金

法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６

３号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、

奈良労働局長、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員及び公益委

員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集す

る。ただし、年度最初の会議は、奈良労働局長が招集する。 

２ 前項の規定により、奈良労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場

合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１０日前までに会長に

通知しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少

なくとも７日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、奈

良労働局長に通知するものとする。 

 

（小委員会等） 

第３条 会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は細目

にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設けることができる。 

 

（委員の欠席等） 

第４条 委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声

の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシス

テムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席すること

ができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５条第

２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を会

長に適当な方法で通知しなければならない。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ会

長に適当な方法で通知しなければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けるものと

する。 

３ 審議会は、会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこ

とができる。 
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（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保

護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害

されるおそれがある場合、又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある場合は、会長は、審議会の議事を出席委員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところにより、会議を非公開と

することができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなどの必要な

措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録及び議事要旨を作成し、議事録には会長及び会

長の指名した委員２人が署名するものとする。 

   ２ 議事録及び会議資料は原則として公開とする。ただし、公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利

益が不当に侵害されるおそれがある場合、又は率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合は、会長は、議事録の一部

又は全部を非公開とすることができる。 

   ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

   ４ 前三項の規定は、小委員会等について準用する。 

 

（意見の提出） 

第８条 会長は、審議会において議決を行ったときは、答申書又は議決書を奈良労働局

長に提出するものとする。 

 

（小委員会等の議事運営） 

第９条 この規程に定めるもののほか、小委員会等の議事運営に関し必要な事項は、小

委員会等の長が当該小委員会等に諮って定める。 

 

（規定の改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和３年６月２４日から施行する。 
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奈 良 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

奈良県最低賃金専門部会運営規程 

 

令和３年７月１９日改正 

 

（規程の目的） 

第１条 奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に設置する奈良県最低賃金

専門部会（以下「専門部会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法

律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるも

ののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（構成） 

第２条 専門部会の委員の数は、９人とする。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、

奈良労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請求があった

とき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付

議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知し

なければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席等） 

第４条 委員は、部会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と

音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる

システムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席する

ことができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５条第

２項及び第３項（第６条第６項において準用する場合を含む）に規定する会議へ

の出席に含めるものとする。 

  ３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を部

会長に通知しなければならない。 

  ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ部

会長に通知しなければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるもの
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とする。 

３ 専門部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴

くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保

護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害

されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることができ

る。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な

措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長の指

名した委員２人が署名するものとする。 

  ２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが

ある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることがで

きる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報告） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告する

ものとする。 

 

（専門部会の廃止） 

第９条 専門部会は、この専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関する

異議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項は、

部会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、令和３年７月１９日から施行する。 

 

5



奈良地方最低賃金審議会運営小委員会運営規程 

 

令和３年７月２１日改正 

 

（規程の目的） 

第１条 奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会という。」）に設置する奈良地方最低賃

金審議会運営小委員会（以下「小委員会」という。）の議事運営は、最低賃金法

（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１３７

号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（審議事項） 

第２条 小委員会は、奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の付託事項

について、審議を行うものとする。 

 

（委員長） 

第３条 小委員会に委員長を置く。 

  ２ 委員長は、公益を代表する委員のうちから選任する。 

３ 委員長に事故があるときは、予め前項の規程の例により選任された者が委員長

の職務を代理する。 

 

（会議の招集） 

第４条 小委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要と認めたときのほ

か、奈良労働局長又は３人以上の委員から開催の請求があったとき、委員長が招

集する。ただし、年度最初の会議は、審議会会長が招集する。 

２ 前項の規定により、奈良労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場

合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の原則として１週間前ま

でに委員長に通知しなければならない。 

３ 委員長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

奈良労働局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席等） 

第５条 委員は、委員長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシ

ステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席するこ

とができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、会議への出席に含

めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を委

員長に適当な方法で通知しなければならない。 
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４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ委

員長に適当な方法で通知しなければならない。 

 

（会議の議事） 

第６条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、委員長の許可を受けるもの

とする。 

３ 小委員会は、委員長が必要と認めるときには、委員でない者の説明又は意見を

聴くことができる。 

  

（会議の公開） 

第７条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保

護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害

されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれがある場合には、委員長は、会議を非公開とすることができ

る。 

２  委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要

な措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第８条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には委員長及び委員長の指名

した委員２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが

ある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがある場合には、委員長は、議事録の一部または全部を非公開とすることが

できる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報告） 

第９条 委員長は、会議の審議結果について、審議会会長に対して報告するものとする。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、小委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、

委員長が定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、令和３年７月２１日から施行する。 
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奈 良 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

奈 良 県 は ん 用 機 械 器 具 、 生 産 用 機 械 器 具 、 

業務用機械器具製造業最低賃金専門部会運営規程 

 
令和３年１０月４日改正 

 

 

（規程の目的） 

第１条 奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会という。」）に設置する奈良地方最低賃
金審議会奈良県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃
金専門部会（以下「専門部会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和３４
年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１３７号）に定め
るもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（構成） 

第２条 専門部会の委員の数は、９人とする。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほ
か、奈良労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請求があ
ったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付
議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知し
なければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、
局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席等） 

第４条 委員は、部会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシ

ステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席するこ

とができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５条第

２項及び第３項（第６条第６項において準用する場合を含む）に規定する会議へ

の出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を部

会長に通知しなければならない。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ部
会長に通知しなければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるもの
とする。 

３  専門部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を
聴くことができる。 
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（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保
護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害
されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不
当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることがで
きる。 

２  部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要
な措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長の指
名した委員２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが
ある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお
それがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることがで
きる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報告） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告する
ものとする。 

 

（専門部会の廃止） 

第９条 専門部会は、この専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関する異

議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項は、

部会長が定める。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、令和３年１０月４日から施行する。 
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奈 良 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

奈良県電子部品・デバイス・電子回路、 

発電用・送電用・配電用電気機械器具、 

産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業 

最 低 賃 金 専 門 部 会 運 営 規 程 

 

令和３年１０月１日改正 

 

（規程の目的） 

第１条 奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会という。」）に設置する奈良地方最低賃

金審議会奈良県電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機

械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業最低賃金専門部会（以

下「専門部会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１３７号）に定めるもののほか、この

規程の定めるところによる。 

 

（構成） 

第２条 専門部会の委員の数は、９人とする。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、

奈良労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請求があった

とき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付

議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知し

なければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席等） 

第４条 委員は、部会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシ

ステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席するこ

とができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５条第

２項及び第３項（第６条第６項において準用する場合を含む）に規定する会議へ

の出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を部

会長に通知しなければならない。 

  ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ部

会長に通知しなければならない。 
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（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるもの

とする。 

３ 専門部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴

くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保

護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害

されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることができ

る。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な

措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長の指

名した委員２人が署名するものとする。 

  ２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが

ある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることがで

きる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報告） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告する

ものとする。 

 

（専門部会の廃止） 

第９条 専門部会は、この専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関する

異議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項は、

部会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 
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奈 良 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

奈 良 県 自 動 車 小 売 業 

最低賃金専門部会運営規程 

 
平成３年９月２８日改正 

 

（規程の目的） 

第１条 奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会という。」）に設置する奈良地方最低

賃金審議会奈良県自動車小売業最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）

の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会

令（昭和３４年政令第１３７号）に定めるもののほか、この規程の定めるとこ

ろによる。 

 

（構成） 

第２条 専門部会の委員の数は、９人とする。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほ

か、奈良労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請求が

あったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、

付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通

知しなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席等） 

第４条 委員は、部会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像

と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで

きるシステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出

席することができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５

条第２項及び第３項（第６条第６項において準用する場合を含む）に規定す

る会議への出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を

部会長に通知しなければならない。 

  ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ

部会長に通知しなければならない。 
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（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるも

のとする。 

３ 専門部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を

聴くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の

保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に

侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とするこ

とができる。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要

な措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長の

指名した委員２人が署名するものとする。 

  ２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及

ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそ

れがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、部会長は、議事録の一部又は全部を非公開とする

ことができる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報告） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告す

るものとする。 

 

（専門部会の廃止） 

第９条 専門部会は、この専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関す

る異議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項

は、部会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、令和３年９月２８日から施行する。 
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奈良地方最低賃金審議会傍聴規程 

 

第１条  この規程は、奈良地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の傍聴に

関し、必要な事項について定めるものである。 

 

第２条  審議会の会議（以下「会議」という。）を傍聴しようとする者は、係員に住

所及び氏名を告げ、その指示により傍聴席に着かなければならない。 

     ただし、傍聴席が満席の後は、その入場を拒否することができる。 

   ２  集団で多人数の者が傍聴しようとする場合において、その団体（集団）を

入場させることにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、

審議会は、その若干人を指定して傍聴させることができる。 

 

第３条  審議会は、傍聴席の整理上必要があると認めたときには、傍聴券を発行し、

傍聴人の数を制限することができる。 

   ２ 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、入場す

ることができない。 

 

第４条  次の各号の一に該当すると認められる者は、入場を許されない。 

   １ 酒気を帯びている者。 

   ２ 凶器その他危険なものを持っている者。 

   ３ 旗、のぼり、こん棒、プラカード等を携帯している者。 

   ４ 前各号に掲げる外、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者。 

 

第５条  傍聴人は、いかなる理由があっても、傍聴席以外の場所に入ってはならない。 

 

第６条  傍聴人は、傍聴中、次に揚げることをしてはならない。 

   １ みだりに傍聴席を離れること。 

   ２ 飲食等をすること。 

   ３ 拍手その他いかなる方法でも、議事の言論に批評を加え、又は可否を表わす

こと。 

   ４ 放談、私語その他喧噪にわたり又は議事を妨害するような行為をすること。 

   ５ 前各号の外、会場の秩序を乱す言動をすること。 

 

第７条  会議中において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようと

するときは、あらかじめ事務局に申し出て許可を得なければならない。 

 

第８条  審議会会長及び事務局は、この規程を守らない傍聴人に対しては、注意を与

え、なお止めないときは、その者を退場させることができる。 

 

第９条  傍聴人は、会議開始５分前までに着席すること。以降の入場は認めない。 

 

第１０条 この規程の改廃は、審議会の決議に基づいて行う。 

 

附 則     この規程は、平成２９年６月２２日から施行する。 

               

資料№３ 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構 広報・情報戦略統括室 総合情報戦略課 

担当：吉見、清山、川口  E-mail: chosa@smrj.go.jp 

https://www.smrj.go.jp/research_case/survey/index.html 

 

２０２５年６月３０日 
 

第１８０回 中小企業景況調査 

（２０２５年４－６月期） 
調査機関：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

 
《調査結果の概要》 

 

中小企業の業況判断ＤＩは、４期ぶりに上昇した。 

(1) ２０２５年４－６月期の全産業の業況判断ＤＩ（前年同期比）は、▲16.3（前期差5.1ポイン

ト増）と上昇し、４期ぶりの上昇となった。 
 
 

(2) 製造業の業況判断ＤＩ（前年同期比）は、▲17.9（前期差2.9ポイント増）と上昇し、４期

ぶりの上昇となった。業種別に見ると、木材・木製品など１０業種で上昇し、化学など４業種

で低下した。 

（参考）調査対象企業のコメント（例） 

  ・原材料費高騰に伴い、売価（新造船価）も上昇していることから以前に比べ、採算を確保できるよ
うになった。新卒採用は相変わらず困難な状況に変わりはないが、中途採用者が定期的に採用でき
ている。熟練技術者は減少。[輸送用機械器具  長崎] 

 
 

(3) 非製造業の業況判断ＤＩ（前年同期比）は、▲15.8（前期差5.9ポイント増）と上昇し、４

期ぶりの上昇となった。産業別に見ると、サービス業、建設業、小売業、卸売業のすべての産

業で上昇した。 

（参考）調査対象企業のコメント（例） 

・沖縄県全体の観光需要が上昇傾向の影響を受けている。今夏オープンの県内テーマパークの影響
でさらに観光客は増えてくると思うので引き続き、他施設が行わないような戦略を立てていく。[宿
泊業  沖縄] 

 
 

(4) 全産業の原材料・商品仕入単価ＤＩ（前年同期比）は、70.8（前期差0.4ポイント増）とや

や上昇し、３期連続の上昇となった。産業別に見ると、建設業、サービス業、小売業で上昇感

が強まり、卸売業、製造業で上昇感が弱まった。 

（参考）調査対象企業のコメント（例） 

・物価の高騰、最低賃金の上昇に伴い賃上げ、価格転嫁を進めているが顧客の買い控えなどがあり、
苦しい状況。これまで価格を引き上げる事で単純に売り上げも上がってきたが、今後は単純な動向
にならない見込み。[対個人サービス業  熊本] 

 
 

(5) 全産業の従業員数過不足ＤＩ（今期の水準）は、▲23.0（前期差0.6ポイント減）とやや低下

し、２期ぶりに不足感が強まった。産業別に見ると、製造業で上昇し不足感が弱まり、卸売業、

サービス業、建設業、小売業で低下し不足感が強まった。 

（参考）調査対象企業のコメント（例） 

  ・人材不足が大きな課題。求人を出しても集まらない状況で、個々の負担増、社員の高齢化も相まっ
て受注から完工までの期間長期化が想定される。長期化すると物価が上昇する可能性が高く利益の
確保も課題になっている。[建設業  茨城] 

 
 
 

注１)調査結果については、中小企業庁と当機構が共同で取りまとめた。 

注２)本資料の各グラフの網掛けについては、内閣府の定義する景気後退期を示している。 

注３)各ＤＩにおける業種の記載順については、変化幅が大きい順に記載している。 
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 資料№５



［調査要領］ 

(1) 調査時点 ２０２５年６月１日時点 

(2) 調査方法 原則として、全国の商工会、商工会議所の経営指導員、及び中小企業

団体中央会の情報連絡員が訪問面接し、聴き取りによって行った。 

(3) 調査対象 中小企業基本法に定義する全国の中小企業 

(4) その他  ・最新の長期時系列データは中小企業庁及び中小企業基盤整備機構のホーム 

         ページで公表している。 
 

１．業況判断ＤＩ 

(1) 全産業 

２０２５年４－６月期の全産業の業況判断ＤＩ（「好転」－「悪化」）は、▲16.3（前期

▲21.4、前期差5.1ポイント増）と上昇し、４期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

産業別に見ると、製造業の業況判断ＤＩは、▲17.9（前期▲20.8、前期差2.9ポイント増）

と上昇し、４期ぶりにマイナス幅が縮小した。また、非製造業の業況判断ＤＩは、▲15.8（前

期▲21.7、前期差5.9ポイント増）と４期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

 

▲ 80.0

▲ 70.0

▲ 60.0

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

ⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（前年同期比）

全産業

製造業

非製造業

非製造業

▲15.8

全産業

▲16.3

製造業

▲17.9

（ＤＩ）

※網掛け部分は景気後退期 

中小企業の業況判断ＤＩの推移 

 

有効回答率（%）

製  造  業 4,573 (  24.3  ) 4,360 (  24.4  ) 95.3

建  設  業 2,458 (  13.0  ) 2,350 (  13.1  ) 95.6

卸  売  業 1,174 (  6.2  ) 1,072 (  6.0  ) 91.3

小  売  業 4,521 (  24.0  ) 4,285 (  23.9  ) 94.8

サービス業 6,115 (  32.5  ) 5,832 (  32.6  ) 95.4

合      計 18,841 (  100.0  ) 17,899 (  100.0  ) 95.0

   注 ： （    ）内は構成比（％）

調査対象企業数 有効回答企業数
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(2) 製造業 

製造業の業況判断ＤＩは、▲17.9（前期▲20.8、前期差2.9ポイント増）と上昇し、４期ぶ

りにマイナス幅が縮小した。 

製造業の１４業種の内訳では、木材・木製品で▲18.0（前期差14.1ポイント増）、印刷で

▲20.5（前期差13.2ポイント増）、家具・装備品で▲15.5（前期差10.3ポイント増）、輸送

用機械器具で▲8.1（前期差7.4ポイント増）、鉄鋼・非鉄金属で▲23.6（前期差6.2ポイント

増）など１０業種でマイナス幅が縮小した。 

一方、化学で▲7.2（前期差8.5ポイント減）とプラス幅からマイナス幅に転じた。また、

電気・情報通信機械器具・電子部品で▲23.3（前期差6.0ポイント減）、窯業・土石製品で▲

26.7（前期差5.4ポイント減）、機械器具で▲24.9（前期差1.9ポイント減）の３業種でマイ

ナス幅が拡大した。 

 

  

   

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

（ＤＩ）
（前年同期比）

窯業・土石製品 鉄鋼・非鉄金属 金属製品 機械器具
電気・情報通信

機械器具・電子部品
輸送用

機械器具

その他の

製造業

2022年 

4-6月期 

2023年 

4-6月期 

2024年 

4-6月期 

2025年 

4-6月期 

※塗りつぶし部分は、各年の4-6月期 

中小企業の製造業 業種別 業況判断ＤＩの推移(2) 

（2022年4－6月期～2025年4－6月期） 

2022年 

4-6月期 

2023年 

4-6月期 

2024年 

4-6月期 

2025年 

4-6月期 

中小企業の製造業 業種別 業況判断ＤＩの推移(1) 

（2022年4－6月期～2025年4－6月期） 

※塗りつぶし部分は、各年の4-6月期 
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(3) 非製造業 

非製造業の業況判断ＤＩは、▲15.8（前期▲21.7、前期差5.9ポイント増）と４期ぶりに

マイナス幅が縮小した。 

産業別に見ると、サービス業で▲11.1（前期差7.3ポイント増）、建設業で▲8.5（前期差

6.3ポイント増）、小売業で▲26.8（前期差4.4ポイント増）、卸売業で▲13.8（前期差2.4ポ

イント増）とすべての産業でマイナス幅が縮小した。 

  

 

サービス業の内訳では、情報通信・広告業で0.6（前期差9.7ポイント増）とマイナスから

プラスに転じた。また、宿泊業で▲2.9（前期差11.9ポイント増）、飲食業で▲16.6（前期差

9.5ポイント増）、対個人サービス業（生活関連）で▲14.0（前期差7.6ポイント増）、対事

業所サービス業（運送・倉庫）で▲6.9（前期差5.6ポイント増）、対個人サービス業（自動

車整備その他）で▲9.2（前期差4.2ポイント増）、対事業所サービス業（専門技術その他）

で▲8.0（前期差3.1ポイント増）とマイナス幅が縮小した。 

 

  

 

 

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

30.0
（ＤＩ） （前年同期比）

対事業所

サービス業

対個人

サービス業

（自動車整備その他）

対事業所

サービス業

（専門技術その他）

宿泊業 飲食業 対個人

サービス業

対個人

サービス業

（生活関連）

対事業所

サービス業

（運送・倉庫）

情報通信

・広告業

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

（ＤＩ）
（前年同期比）

サービス業小売業建設業 卸売業

中小企業の非製造業 産業別 業況判断ＤＩの推移 

（2022年4－6月期～2025年4－6月期） 

中小企業のサービス業 業種別 業況判断ＤＩの推移 

（2022年4－6月期～2025年4－6月期） 

2025年 

4-6月期 

2025年 

4-6月期 

2022年 

4-6月期 

2023年 

4-6月期 

2024年 

4-6月期 

2024年 

4-6月期 

2023年 

4-6月期 

※塗りつぶし部分は、各年の4-6月期 

2022年 

4-6月期 

※塗りつぶし部分は、各年の4-6月期 

(注)「対個人サービス業（生活関連）」は、不動産業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業等の７業種。 
「対個人サービス業（自動車整備その他）」は、自動車整備業、機械等修理業。 
「対事業所サービス業（運送・倉庫）」は、道路旅客運送業、道路貨物運送業、倉庫業等の５業種。 

「対事業所サービス業（専門技術その他）」は、専門サービス業、技術サービス業、廃棄物処理業等の５業種。 
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(4) 規模別 

規模別に見ると、小規模で▲18.0（前期差5.5ポイント増）、中規模で▲9.9（前期差3.8 

ポイント増）といずれもマイナス幅が縮小した。 

    
 

２．売上額ＤＩ 

全産業の売上額ＤＩ（「増加」－「減少」）は、▲8.1（前期▲12.9、前期差4.8ポイン

ト増）と４期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

産業別に見ると、製造業で▲9.2（前期▲12.9、前期差3.7ポイント増）と上昇し、２期

連続してマイナス幅が縮小となった。また、非製造業で▲7.7（前期▲12.9、前期差5.2ポ

イント増）と上昇し、４期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

  

 

▲ 70.0

▲ 65.0

▲ 60.0

▲ 55.0

▲ 50.0

▲ 45.0

▲ 40.0

▲ 35.0

▲ 30.0

▲ 25.0

▲ 20.0

▲ 15.0

▲ 10.0

▲ 5.0

0.0

ⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

全体
中規模
小規模

（ＤＩ）

中規模
▲9.9

全体
▲16.3

小規模
▲18.0

（前年同期比）

▲ 80.0
▲ 75.0
▲ 70.0
▲ 65.0
▲ 60.0
▲ 55.0
▲ 50.0
▲ 45.0
▲ 40.0
▲ 35.0
▲ 30.0
▲ 25.0
▲ 20.0
▲ 15.0
▲ 10.0
▲ 5.0

0.0
5.0

10.0

ⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

全産業

製造業

非製造業

全産業

▲8.1

製造業

▲9.2

（ＤＩ）

非製造業

▲7.7

（前年同期比）

中小企業の売上額ＤＩの推移 

※網掛け部分は景気後退期 

※網掛け部分は景気後退期 

中小企業の業況判断ＤＩの推移[規模別] 
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３．採算（経常利益）ＤＩ 

全産業の採算（経常利益）ＤＩ（「好転」－「悪化」）は、▲21.9（前期▲27.8、前期

差5.9ポイント増）と上昇し、３期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

産業別に見ると、製造業で▲21.2（前期▲25.8、前期差4.6ポイント増）と上昇し、４期

ぶりにマイナス幅が縮小した。また、非製造業で▲22.1（前期▲28.4、前期差6.3ポイント

増）と上昇し、３期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

 

４．資金繰りＤＩ 

全産業の資金繰りＤＩ（「好転」－「悪化」）は、▲12.5（前期▲16.7、前期差4.2ポイ

ント増）と４期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

産業別に見ると、製造業で▲14.3（前期▲16.5、前期差2.2ポイント増）と４期ぶりにマ

イナス幅が縮小した。また、非製造業で▲11.9（前期▲16.9、前期差5.0ポイント増）と４

期ぶりにマイナス幅が縮小した。 

 

▲ 60.0

▲ 55.0

▲ 50.0

▲ 45.0

▲ 40.0

▲ 35.0

▲ 30.0

▲ 25.0

▲ 20.0

▲ 15.0

▲ 10.0

▲ 5.0

0.0

ⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

全産業
製造業
非製造業

非製造業

▲11.9
全産業

▲12.5
製造業

▲14.3

（ＤＩ） （前年同期比）

▲ 70.0
▲ 65.0
▲ 60.0
▲ 55.0
▲ 50.0
▲ 45.0
▲ 40.0
▲ 35.0
▲ 30.0
▲ 25.0
▲ 20.0
▲ 15.0
▲ 10.0
▲ 5.0

0.0

ⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（前年同期比）

全産業

製造業

非製造業

製造業

▲21.2

全産業

▲21.9
非製造業

▲22.1

（ＤＩ）

※網掛け部分は景気後退期 

中小企業の採算（経常利益）ＤＩの推移 

中小企業の資金繰りＤＩの推移 

※網掛け部分は景気後退期 

30



 

５．生産設備過不足ＤＩ 

  製造業の生産設備過不足ＤＩ（「過剰」－「不足」、今期の水準）は、▲3.5（前期▲3.2、

前期差0.3ポイント減）とやや低下し、不足感が強まった。 

  

 ６．地域別業況判断ＤＩ 

地域別の業況判断ＤＩ（全産業）は、四国、東北、中国、関東、北海道、中部、九州・

沖縄、近畿のすべての地域でマイナス幅が縮小した。 

 

 

 

▲ 10.0

▲ 5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

ⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（「過剰」－「不足」 今期の水準）（ＤＩ）

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

（ＤＩ）

関 東東 北北海道 中 部 近 畿 中 国 四 国 九州・沖縄

（前年同期比）

※網掛け部分は景気後退期 

中小企業（製造業）の生産設備過不足ＤＩの推移 

中小企業の地域別業況判断ＤＩの推移（全産業） 

（2022年4－6月期～2025年4－6月期） 

2022年 

4-6月期 

2025年 

4-6月期 

2023年 

4-6月期 

2024年 

4-6月期 

※塗りつぶし部分は、各年の4-6月期 

(注)１．地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により区分している。 
２．関東には、新潟、長野、山梨、静岡の各県、中部には、石川、富山の各県、近畿には、福井県を含む。 

九州・沖縄は、九州各県と沖縄の合計。 

▲ 3.5 
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　各地域における産業別の動向（業況判断DI・前年同期比）
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７．産業別原材料・商品仕入単価ＤＩ 

全産業の原材料・商品仕入単価ＤＩ（「上昇」－「低下」、前年同期比）は、70.8（前期差0.4

ポイント増）とやや上昇し、３期連続してプラス幅が拡大した。 

産業別に見ると、建設業で78.7（前期差2.8ポイント増）、サービス業で71.9（前期差2.0ポイ

ント増）、小売業で68.0（前期差0.3ポイント増）とプラス幅が拡大した。一方、卸売業で69.5

（前期差3.4ポイント減）、製造業で68.8（前期差1.9ポイント減）と低下し、プラス幅が縮小し

た。 

   

８．産業別従業員数過不足ＤＩ 

全産業の従業員数過不足ＤＩ（「過剰」－「不足」、今期の水準）は、▲23.0（前期▲22.4、

前期差0.6ポイント減）とやや低下し、２期ぶりにマイナス幅が拡大し不足感が強まった。 

産業別に見ると、製造業でマイナス幅が縮小し、卸売業、サービス業、建設業、小売業でマイ

ナス幅が拡大した。 
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［調査対象企業のコメント］ 

・ 度重なる原材料及び人件費の増加に伴い、当社製品の値上げを決断するも、なかなか反映できず苦し
い状況にある。[パルプ・紙・紙加工品  北海道] 

・ 提供サービスの差別化を図り、お客様の満足度を上げている。モーニングサービスの提供を前年より
スタートしており、売上高に貢献している。[小売業  宮城] 

・ 需要低迷に加え加工単位が下がり、鋼材、副資材価格が上昇している。次に来る需要増に対応すべく
人材育成や業務改善、生産性向上に取り組んでいる。[金属製品  山形] 

・ 人材不足が大きな課題。求人を出しても集まらない状況で、個々の負担増、社員の高齢化も相まって
受注から完工までの期間長期化が想定される。長期化すると物価が上昇する可能性が高く利益の確保
も課題になっている。[建設業  茨城] 

・ 新規案件の話はあるものの、開発者及び顧客応対者の不足により停滞気味。未着手案件が思い通りに
対応が進まず先延ばしとなることも多く、案件を逃す場面もあり。人材確保が優先となるため資金調
達で悩む状況にある。[情報通信・広告業  東京] 

・ 仕入価格や光熱費の上昇に対して値上げをほとんどしていなかったが、全ての原価、販管費を見直し、
販売体制、価格を見直した。今のところ客離れもなく、利益率も前年以前より向上している。[飲食業  
石川] 

・ 現状は繁忙であり、業況も好転している。だが、各業界は米国関税の問題、労働力不足を問題視して
おり、人手の取り合いになった時、大手には条件的にかなわないと思われる。常に危機感を持つ事が
大切。[窯業・土石製品  岐阜] 

・ 季節的に売上が増加するので収支では若干の黒字予想。但し今後に関しては、海外、国内情勢が落ち
着かない中、原材料高騰や、需要停滞の材料が散見し、非常に不安。[繊維工業  愛知] 

・ １月～３月の売上高が減少していたが、５月より売上高が回復し、増加傾向にある。[木材・木製品  奈
良] 

・ 原材料価格は依然として上昇している。これまでも副資材の上昇は続いていたが、世界情勢が益々不
安定になり価格上昇が止まらない。[化学  兵庫] 

・ 業績は順調に推移しているが、米国関税の影響や物価の高騰・金利の動向等不確定要素が多い。[卸売
業  大阪] 

・ 今季から来期にかけて大型物件の受注が入っており、この期間の状況は好転。しかしながら原材料・
経費等が立て続けに値上がりし、業況は当面安定しないものと思われる。[家具・装備品  岡山] 

・ 今期は期首から売上は好調であるが継続的に受注できるかは不透明で安心はできない。車業界として
は電化、関税等難題はあるが、現在異業種を開拓しており新規の案件も決まりつつある。[機械器具  広
島] 

・ インバウンド客の増加により、地方都市においても、宿泊施設に関しては客室稼働率が高止まりして
いる状況が続いているため、高い収益性を確保できている。だが、それに伴う人員の確保に課題があ
る状況が続いている。[対事業所サービス業  徳島] 

・ 輸出に関しては、米国関税の影響が大きい。また、食用米の不足から酒米の収穫量が減る見込み。[食
料品  香川] 

・ 看板・動画・内装デザイン・ＨＰ等の事業は引き合いも多く活況だが、打合せや制作等に日数がかか
るため、売上に反映されるまで期間を要する。一方、印刷物の引き合いは確実に減少している。体制
や業態の変更が必要。[印刷  福岡] 

・ 原材料費高騰に伴い、売価（新造船価）も上昇していることから以前に比べ、採算を確保できるよう
になった。新卒採用は相変わらず困難な状況に変わりはないが、中途採用者が定期的に採用できてい
る。熟練技術者は減少。[輸送用機械器具  長崎] 

・ 物価の高騰、最低賃金の上昇に伴い賃上げ、価格転嫁を進めているが顧客の買い控えなどがあり、苦
しい状況。これまで価格を引き上げる事で売り上げも上がってきたが、単純な動向にならない。[対個
人サービス業  熊本] 

・ 沖縄県全体の観光需要が上昇傾向の影響を受けている。今夏オープンの県内テーマパークの影響でさ
らに観光客は増えてくると思うので引き続き、他施設が行わないような戦略を立てていく。[宿泊業  
沖縄] 
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主要ＤＩ時系列表

１．業況判断ＤＩ　（「好転」－「悪化」　前年同期比）

１－(1) 全産業

2023年 2024年 2025年 2025年
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月見通し

全産業 ▲ 14.8 ▲ 18.3 ▲ 15.7 ▲ 17.1 ▲ 18.0 ▲ 21.4 ▲ 16.3 5.1 ▲ 15.0 1.3

　　　中規模 ▲ 7.1 ▲ 14.1 ▲ 11.5 ▲ 9.8 ▲ 11.5 ▲ 13.7 ▲ 9.9 3.8 ▲ 9.1 0.8

　　　小規模 ▲ 16.8 ▲ 19.4 ▲ 16.8 ▲ 19.1 ▲ 19.7 ▲ 23.5 ▲ 18.0 5.5 ▲ 16.6 1.4

　 製造業 ▲ 15.1 ▲ 19.9 ▲ 18.8 ▲ 19.7 ▲ 20.2 ▲ 20.8 ▲ 17.9 2.9 ▲ 14.4 3.5

　 非製造業 ▲ 14.6 ▲ 17.8 ▲ 14.7 ▲ 16.3 ▲ 17.3 ▲ 21.7 ▲ 15.8 5.9 ▲ 15.2 0.6

１－(2) 製造業

2023年 2024年 2025年 2025年
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月見通し

食料品 ▲ 2.2 ▲ 3.9 ▲ 3.8 ▲ 7.7 ▲ 13.5 ▲ 15.2 ▲ 13.0 2.2 ▲ 5.3 7.7

繊維工業 ▲ 15.2 ▲ 19.3 ▲ 22.3 ▲ 27.0 ▲ 25.0 ▲ 19.1 ▲ 18.9 0.2 ▲ 14.4 4.5

木材・木製品 ▲ 29.3 ▲ 39.5 ▲ 37.4 ▲ 33.8 ▲ 30.4 ▲ 32.1 ▲ 18.0 14.1 ▲ 21.1 ▲ 3.1

家具・装備品 ▲ 21.1 ▲ 23.8 ▲ 22.4 ▲ 18.5 ▲ 22.3 ▲ 25.8 ▲ 15.5 10.3 ▲ 14.9 0.6

パルプ・紙・紙加工品 ▲ 2.9 0.0 0.0 ▲ 15.7 ▲ 16.2 ▲ 16.1 ▲ 10.4 5.7 0.0 10.4

印刷 ▲ 28.6 ▲ 32.1 ▲ 31.1 ▲ 31.4 ▲ 28.6 ▲ 33.7 ▲ 20.5 13.2 ▲ 20.6 ▲ 0.1

化学 ▲ 4.8 ▲ 14.3 ▲ 3.5 1.2 2.4 1.3 ▲ 7.2 ▲ 8.5 6.1 13.3

窯業・土石製品 ▲ 18.2 ▲ 27.4 ▲ 17.4 ▲ 27.2 ▲ 26.5 ▲ 21.3 ▲ 26.7 ▲ 5.4 ▲ 29.1 ▲ 2.4

鉄鋼・非鉄金属 ▲ 32.8 ▲ 27.3 ▲ 25.6 ▲ 30.8 ▲ 33.1 ▲ 29.8 ▲ 23.6 6.2 ▲ 16.3 7.3

金属製品 ▲ 14.3 ▲ 21.0 ▲ 25.7 ▲ 26.4 ▲ 23.2 ▲ 18.0 ▲ 17.6 0.4 ▲ 16.4 1.2

機械器具 ▲ 24.5 ▲ 28.7 ▲ 27.7 ▲ 20.9 ▲ 19.8 ▲ 23.0 ▲ 24.9 ▲ 1.9 ▲ 19.7 5.2

電気・情報通信機械器具・
電子部品

▲ 9.2 ▲ 17.1 ▲ 9.7 ▲ 16.4 ▲ 12.8 ▲ 17.3 ▲ 23.3 ▲ 6.0 ▲ 17.4 5.9

輸送用機械器具 ▲ 4.4 ▲ 18.0 ▲ 16.3 ▲ 10.4 ▲ 18.4 ▲ 15.5 ▲ 8.1 7.4 ▲ 6.4 1.7

その他の製造業 ▲ 14.8 ▲ 19.6 ▲ 18.5 ▲ 14.6 ▲ 16.0 ▲ 21.1 ▲ 16.5 4.6 ▲ 14.4 2.1

１－(3) 非製造業

2023年 2024年 2025年 2025年
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月見通し

建設業 ▲ 12.9 ▲ 14.5 ▲ 11.8 ▲ 11.7 ▲ 9.7 ▲ 14.8 ▲ 8.5 6.3 ▲ 11.8 ▲ 3.3

総合工事業 ▲ 13.4 ▲ 14.8 ▲ 10.8 ▲ 12.3 ▲ 11.3 ▲ 14.3 ▲ 8.9 5.4 ▲ 14.0 ▲ 5.1

職別・設備工事業 ▲ 12.3 ▲ 14.1 ▲ 12.8 ▲ 11.1 ▲ 8.0 ▲ 15.3 ▲ 7.9 7.4 ▲ 9.4 ▲ 1.5

卸売業 ▲ 10.3 ▲ 15.1 ▲ 12.4 ▲ 14.3 ▲ 13.7 ▲ 16.2 ▲ 13.8 2.4 ▲ 13.6 0.2

小売業 ▲ 26.4 ▲ 28.4 ▲ 25.0 ▲ 26.9 ▲ 29.2 ▲ 31.2 ▲ 26.8 4.4 ▲ 25.3 1.5

サービス業 ▲ 7.2 ▲ 11.7 ▲ 8.8 ▲ 10.5 ▲ 12.2 ▲ 18.4 ▲ 11.1 7.3 ▲ 9.5 1.6

宿泊業 8.5 ▲ 9.1 ▲ 2.4 ▲ 3.5 0.9 ▲ 14.8 ▲ 2.9 11.9 ▲ 5.4 ▲ 2.5

飲食業 ▲ 1.2 ▲ 5.0 ▲ 5.8 ▲ 11.6 ▲ 16.2 ▲ 26.1 ▲ 16.6 9.5 ▲ 13.8 2.8

対個人サービス業 ▲ 13.8 ▲ 16.6 ▲ 12.9 ▲ 13.3 ▲ 15.6 ▲ 19.4 ▲ 12.8 6.6 ▲ 11.1 1.7

　対個人サービス業
　（生活関連） ▲ 12.7 ▲ 16.2 ▲ 13.1 ▲ 14.3 ▲ 16.3 ▲ 21.6 ▲ 14.0 7.6 ▲ 10.8 3.2

　対個人サービス業
　（自動車整備その他） ▲ 16.8 ▲ 17.7 ▲ 12.3 ▲ 10.4 ▲ 13.7 ▲ 13.4 ▲ 9.2 4.2 ▲ 12.0 ▲ 2.8

対事業所サービス業 ▲ 9.0 ▲ 13.4 ▲ 6.8 ▲ 5.3 ▲ 7.4 ▲ 11.3 ▲ 7.7 3.6 ▲ 6.0 1.7

　対事業所サービス業
　（運送・倉庫） ▲ 3.6 ▲ 15.6 ▲ 4.4 1.5 1.1 ▲ 12.5 ▲ 6.9 5.6 ▲ 11.3 ▲ 4.4

　対事業所サービス業
　（専門技術その他） ▲ 10.6 ▲ 12.7 ▲ 7.4 ▲ 7.3 ▲ 9.9 ▲ 11.1 ▲ 8.0 3.1 ▲ 4.5 3.5

情報通信・広告業 ▲ 1.5 ▲ 3.7 ▲ 8.1 ▲ 15.5 ▲ 5.4 ▲ 9.1 0.6 9.7 1.2 0.6

産 業 ・ 業 種 前期差
今期と
の差

産　　業 前期差
今期と
の差

業　　種 前期差
今期と
の差
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２．－(1) 売上額ＤＩ　（「増加」－「減少」　前年同期比）

2023年 2024年 2025年
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

全産業 ▲ 4.4 ▲ 10.7 ▲ 8.1 ▲ 9.7 ▲ 11.3 ▲ 12.9 ▲ 8.1 4.8

　 製造業 ▲ 5.3 ▲ 12.9 ▲ 13.0 ▲ 13.0 ▲ 13.3 ▲ 12.9 ▲ 9.2 3.7

　 非製造業 ▲ 4.2 ▲ 9.9 ▲ 6.4 ▲ 8.6 ▲ 10.6 ▲ 12.9 ▲ 7.7 5.2

　　　建設業 ▲ 15.1 ▲ 13.9 ▲ 10.6 ▲ 12.5 ▲ 10.0 ▲ 12.0 ▲ 9.9 2.1

　　　卸売業 ▲ 0.2 ▲ 8.8 ▲ 2.4 ▲ 4.7 ▲ 5.3 ▲ 5.8 ▲ 5.6 0.2

　　　小売業 ▲ 13.9 ▲ 20.8 ▲ 16.8 ▲ 19.3 ▲ 22.2 ▲ 21.8 ▲ 16.5 5.3

　　　サービス業 6.7 ▲ 0.5 2.0 0.1 ▲ 3.2 ▲ 8.0 ▲ 0.9 7.1

２．－(2) 売上単価・客単価ＤＩ　（「上昇」－「低下」　前年同期比）

2023年 2024年 2025年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月見通し

全産業 17.1 13.6 15.9 15.2 15.1 14.5 18.7 4.2 11.0 ▲ 7.7

　 製造業 30.4 26.2 26.1 25.7 26.5 25.5 29.2 3.7 19.7 ▲ 9.5

　 非製造業 11.8 8.7 11.9 11.0 10.6 10.3 14.6 4.3 7.7 ▲ 6.9

　　　卸売業 45.2 40.9 46.1 45.5 44.8 46.8 43.6 ▲ 3.2 35.3 ▲ 8.3

　　　小売業 ▲ 1.7 ▲ 5.1 ▲ 2.6 ▲ 4.4 ▲ 2.7 ▲ 2.0 1.8 3.8 ▲ 5.2 ▲ 7.0

　　　サービス業 15.7 13.0 16.2 16.3 14.2 12.5 18.6 6.1 12.0 ▲ 6.6

３．原材料・商品仕入単価ＤＩ　（「上昇」－「低下」　前年同期比）

2023年 2024年 2025年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月見通し

全産業 70.9 67.1 70.3 68.7 69.4 70.4 70.8 0.4 61.7 ▲ 9.1

   製造業 72.5 67.8 72.1 70.6 69.2 70.7 68.8 ▲ 1.9 59.5 ▲ 9.3

　 非製造業 70.5 66.9 69.7 68.0 69.4 70.4 71.7 1.3 62.5 ▲ 9.2

　 　建設業 74.6 74.0 76.3 73.9 73.9 75.9 78.7 2.8 68.5 ▲ 10.2

　 　卸売業　 73.5 66.7 72.7 69.8 71.2 72.9 69.5 ▲ 3.4 61.0 ▲ 8.5

　　 小売業 66.9 62.5 65.2 63.0 65.5 67.7 68.0 0.3 57.1 ▲ 10.9

　　 サービス業 70.9 67.1 69.7 69.3 70.1 69.9 71.9 2.0 64.1 ▲ 7.8

４．在庫水準ＤＩ　（「過剰」－「不足」　今期の水準）

2023年 2024年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

全産業 6.3 6.5 6.9 6.0 5.4 4.8 5.7 0.9

   製造業 2.4 3.4 3.5 3.3 1.7 1.7 1.9 0.2

　 非製造業 9.3 8.8 9.5 8.0 8.2 7.3 8.6 1.3

　 　卸売業　 13.5 14.0 14.3 14.9 12.7 13.7 13.4 ▲ 0.3

　　 小売業 8.3 7.4 8.2 6.4 7.0 5.8 7.3 1.5

５．採算（経常利益）ＤＩ　（「好転」－「悪化」　前年同期比）

2023年 2024年 2025年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月見通し

全産業 ▲ 22.7 ▲ 25.2 ▲ 23.2 ▲ 23.1 ▲ 23.9 ▲ 27.8 ▲ 21.9 5.9 ▲ 20.4 1.5

   製造業 ▲ 20.7 ▲ 23.4 ▲ 22.8 ▲ 23.6 ▲ 23.8 ▲ 25.8 ▲ 21.2 4.6 ▲ 18.6 2.6

　 非製造業 ▲ 23.4 ▲ 25.7 ▲ 23.3 ▲ 23.0 ▲ 23.9 ▲ 28.4 ▲ 22.1 6.3 ▲ 21.0 1.1

　 　建設業 ▲ 24.7 ▲ 26.8 ▲ 23.0 ▲ 20.8 ▲ 20.0 ▲ 23.6 ▲ 18.7 4.9 ▲ 21.0 ▲ 2.3

　 　卸売業　 ▲ 15.6 ▲ 18.9 ▲ 16.6 ▲ 16.6 ▲ 15.8 ▲ 18.6 ▲ 13.5 5.1 ▲ 15.0 ▲ 1.5
　　 小売業 ▲ 30.1 ▲ 31.5 ▲ 29.5 ▲ 30.2 ▲ 31.7 ▲ 35.4 ▲ 29.8 5.6 ▲ 27.4 2.4
　　 サービス業 ▲ 19.2 ▲ 22.3 ▲ 19.9 ▲ 19.6 ▲ 21.5 ▲ 27.0 ▲ 19.5 7.5 ▲ 17.4 2.1

産　　業 前期差
今期と
の差

産　　業 前期差

産　　業 前期差
今期と
の差

産　　業 前期差

産　　業 前期差
今期と
の差
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６．資金繰りＤＩ　（「好転」－「悪化」　前年同期比）

2023年 2024年 2025年
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

全産業 ▲ 12.9 ▲ 14.8 ▲ 12.6 ▲ 12.7 ▲ 14.6 ▲ 16.7 ▲ 12.5 4.2

   製造業 ▲ 13.1 ▲ 15.5 ▲ 13.2 ▲ 14.2 ▲ 16.2 ▲ 16.5 ▲ 14.3 2.2

   非製造業 ▲ 12.9 ▲ 14.6 ▲ 12.3 ▲ 12.3 ▲ 14.1 ▲ 16.9 ▲ 11.9 5.0

　    建設業 ▲ 8.1 ▲ 11.1 ▲ 6.9 ▲ 7.1 ▲ 8.1 ▲ 10.5 ▲ 4.6 5.9

　    卸売業 ▲ 9.3 ▲ 10.6 ▲ 9.0 ▲ 8.2 ▲ 11.0 ▲ 11.2 ▲ 8.8 2.4

　    小売業 ▲ 21.2 ▲ 20.1 ▲ 19.6 ▲ 19.4 ▲ 21.8 ▲ 23.7 ▲ 19.5 4.2

　    サービス業 ▲ 9.2 ▲ 12.8 ▲ 9.7 ▲ 9.7 ▲ 11.4 ▲ 15.4 ▲ 9.8 5.6

７．従業員数ＤＩ　（「増加」－「減少」　前年同期比）
2023年 2024年 2025年 2025年
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月見通し

全産業 ▲ 3.5 ▲ 4.5 ▲ 2.5 ▲ 3.4 ▲ 3.7 ▲ 5.2 ▲ 2.9 2.3 ▲ 1.5 1.4

   製造業 ▲ 3.2 ▲ 5.0 ▲ 2.4 ▲ 3.9 ▲ 4.4 ▲ 6.7 ▲ 3.6 3.1 ▲ 1.4 2.2

   非製造業 ▲ 3.6 ▲ 4.3 ▲ 2.7 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.7 ▲ 2.6 2.1 ▲ 1.5 1.1

　    建設業 ▲ 3.4 ▲ 5.1 ▲ 1.8 ▲ 4.3 ▲ 3.4 ▲ 5.8 ▲ 1.9 3.9 ▲ 2.2 ▲ 0.3

　    卸売業 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 1.6 1.0 ▲ 2.4 ▲ 1.8 ▲ 1.0 0.8 ▲ 0.5 0.5

　    小売業 ▲ 3.6 ▲ 4.7 ▲ 3.5 ▲ 4.4 ▲ 4.9 ▲ 5.7 ▲ 4.4 1.3 ▲ 2.5 1.9

　    サービス業 ▲ 4.1 ▲ 4.3 ▲ 2.6 ▲ 2.7 ▲ 3.1 ▲ 4.1 ▲ 1.7 2.4 ▲ 0.8 0.9

８．従業員数過不足ＤＩ　（「過剰」－「不足」　今期の水準）

2023年 2024年 2025年
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

▲ 23.2 ▲ 21.9 ▲ 21.6 ▲ 22.1 ▲ 22.9 ▲ 22.4 ▲ 23.0 ▲ 0.6

▲ 21.4 ▲ 18.9 ▲ 18.0 ▲ 17.8 ▲ 18.2 ▲ 18.5 ▲ 16.9 1.6

▲ 23.9 ▲ 22.9 ▲ 22.9 ▲ 23.6 ▲ 24.5 ▲ 23.8 ▲ 25.2 ▲ 1.4

▲ 39.9 ▲ 37.1 ▲ 38.3 ▲ 40.8 ▲ 42.4 ▲ 40.7 ▲ 41.8 ▲ 1.1

▲ 18.7 ▲ 20.1 ▲ 19.6 ▲ 20.1 ▲ 17.6 ▲ 19.5 ▲ 22.2 ▲ 2.7

▲ 13.6 ▲ 13.1 ▲ 13.5 ▲ 12.9 ▲ 13.9 ▲ 13.8 ▲ 14.6 ▲ 0.8

▲ 25.4 ▲ 24.5 ▲ 23.8 ▲ 24.6 ▲ 25.8 ▲ 24.5 ▲ 26.1 ▲ 1.6

産　　業

産　　業

全産業

   製造業

　    卸売業

　    小売業

　    サービス業

前期差産　　業

前期差

前期差

今期と
の差

   非製造業

　    建設業
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９．設備投資動向

2023年 2024年 2025年 来期計画

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月

17.9 16.2 17.2 17.5 17.5 15.4 17.8 21.0 3.2

22.5 20.1 21.1 21.7 21.4 19.3 20.2 24.2 4.0

20.7 17.4 20.1 20.4 20.2 19.1 24.0 23.0 ▲ 1.0

21.8 19.6 22.4 18.6 20.2 18.6 20.6 24.4 3.8

12.2 10.4 11.0 12.1 12.7 9.4 12.3 15.6 3.3

16.9 16.3 16.6 16.9 16.6 14.6 17.1 21.1 4.0

１０．生産設備過不足ＤＩ　（「過剰」－「不足」　今期の水準）

2023年 2024年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

▲ 4.4 ▲ 3.5 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 2.9 ▲ 3.2 ▲ 3.5 ▲ 0.3

原材料価格の上昇 需要の停滞 従業員の確保難 生産設備の不足・老 人件費の増加

朽化

製造業 28.0 　 18.7 　 9.5 　 9.1 　 8.3 　

前期 1位 30.5 　 2位 18.3 　 3位 9.3 　 4位 9.2 　 5位 7.4 　

前々期 1位 29.2 　 2位 18.4 　 3位 9.8 　 4位 8.8 　 5位 8.3 　

材料価格の上昇 従業員の確保難 熟練技術者の確保難 官公需要の停滞 民間需要の停滞

建設業 33.8 　 20.9 　 8.7 　 7.7 　 6.7 　

前期 1位 34.8 　 2位 19.4 　 3位 8.1 　 4位 7.2 　 5位 6.8 　

前々期 1位 31.8 　 2位 20.9 　 3位 8.2 　 5位 6.7 　 4位 7.1 　

仕入単価の上昇 需要の停滞 従業員の確保難 人件費の増加 人件費以外の経費の

増加

卸売業 24.7 　 20.4 　 10.9 　 9.3 　 5.3 　

前期 1位 26.7 　 2位 20.0 　 3位 10.3 　 4位 9.3 　 5位 6.6 　

前々期 1位 27.8 　 2位 20.0 　 4位 9.6 　 3位 10.0 　 5位 6.0 　

仕入単価の上昇 消費者ニーズの変化 需要の停滞 大中型店の進出によ 購買力の他地域への

への対応 る競争の激化 流出

小売業 27.5 　 13.8 　 13.0 　 7.6 　 7.4 　

前期 1位 28.4 　 2位 12.9 　 3位 12.4 　 5位 7.9 　 4位 8.1 　

前々期 1位 25.6 　 2位 14.0 　 3位 12.4 　 5位 8.1 　 4位 8.7 　

材料等仕入単価の上 従業員の確保難 利用者ニーズの変化 需要の停滞 人件費の増加

昇 への対応

サービス業 25.7 　 11.8 　 11.3 　 9.9 　 9.3 　

前期 1位 28.5 　 3位 10.4 　 2位 10.7 　 4位 10.3 　 5位 8.9 　

前々期 1位 25.8 　 3位 11.2 　 2位 11.3 　 5位 9.5 　 4位 10.3 　

1位（％） 2位（％） 3位（％） 4位（％） 5位（％）

産　　業 前期差

 製　造　業

１１．経営上の問題点

今期直面している経営上の問題点(構成比）

　    サービス業

設備投資実施企業割合（実施企業／回答企業×100）　単位：％

産　　業
今期との

差

全産業

   製造業

　    建設業

　    卸売業

　    小売業
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前年同期比

2022年 2023年 2024年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

製 造 業 ▲ 17.6 ▲ 25.7 ▲ 11.2 ▲ 2.7 ▲ 8.7 ▲ 21.5 ▲ 15.6 ▲ 16.1 ▲ 18.8 ▲ 36.1 ▲ 24.3 11.8

建 設 業 ▲ 11.6 ▲ 11.9 ▲ 19.2 ▲ 15.8 ▲ 13.6 ▲ 11.6 ▲ 14.2 ▲ 15.5 ▲ 18.8 ▲ 19.2 ▲ 11.9 7.3

卸 売 業 ▲ 17.4 ▲ 20.6 ▲ 4.7 0.0 ▲ 2.9 ▲ 24.3 ▲ 15.0 ▲ 12.5 ▲ 9.1 ▲ 12.3 ▲ 18.2 ▲ 5.9

小 売 業 ▲ 28.9 ▲ 34.2 ▲ 28.7 ▲ 15.2 ▲ 15.9 ▲ 21.2 ▲ 21.8 ▲ 29.1 ▲ 17.8 ▲ 21.1 ▲ 16.4 4.7

サ ー ビ ス 業 ▲ 24.3 ▲ 25.1 ▲ 17.7 ▲ 5.3 ▲ 16.4 ▲ 17.0 ▲ 15.1 ▲ 13.9 ▲ 15.6 ▲ 18.8 ▲ 17.2 1.6

全 産 業 ▲ 21.0 ▲ 24.4 ▲ 17.9 ▲ 8.2 ▲ 12.9 ▲ 18.6 ▲ 16.5 ▲ 17.9 ▲ 16.7 ▲ 22.4 ▲ 17.7 4.7

製 造 業 ▲ 21.3 ▲ 23.7 ▲ 16.5 ▲ 19.8 ▲ 19.1 ▲ 25.0 ▲ 22.4 ▲ 21.1 ▲ 22.1 ▲ 30.8 ▲ 23.3 7.5

建 設 業 ▲ 24.0 ▲ 24.1 ▲ 21.5 ▲ 20.6 ▲ 16.8 ▲ 24.1 ▲ 23.0 ▲ 24.1 ▲ 27.2 ▲ 24.8 ▲ 19.0 5.8

卸 売 業 ▲ 5.1 ▲ 13.1 ▲ 5.1 ▲ 5.1 ▲ 12.3 ▲ 18.2 ▲ 13.4 ▲ 15.8 ▲ 19.8 ▲ 25.6 ▲ 25.8 ▲ 0.2

小 売 業 ▲ 39.8 ▲ 39.7 ▲ 29.9 ▲ 29.9 ▲ 33.8 ▲ 31.6 ▲ 31.9 ▲ 39.2 ▲ 36.4 ▲ 41.3 ▲ 39.5 1.8

サ ー ビ ス 業 ▲ 24.2 ▲ 24.6 ▲ 5.7 ▲ 6.1 ▲ 10.3 ▲ 17.0 ▲ 13.9 ▲ 11.9 ▲ 17.0 ▲ 28.7 ▲ 18.1 10.6

全 産 業 ▲ 26.3 ▲ 27.5 ▲ 16.2 ▲ 17.1 ▲ 19.1 ▲ 23.4 ▲ 21.5 ▲ 22.5 ▲ 24.4 ▲ 31.6 ▲ 25.1 6.5

製 造 業 ▲ 16.1 ▲ 20.0 ▲ 12.3 ▲ 13.9 ▲ 16.0 ▲ 21.9 ▲ 19.1 ▲ 18.5 ▲ 21.2 ▲ 20.5 ▲ 17.7 2.8

建 設 業 ▲ 20.4 ▲ 19.2 ▲ 10.5 ▲ 13.3 ▲ 9.0 ▲ 12.7 ▲ 8.4 ▲ 6.9 ▲ 4.2 ▲ 11.1 ▲ 1.5 9.6

卸 売 業 ▲ 20.1 ▲ 20.0 ▲ 9.7 ▲ 10.8 ▲ 12.8 ▲ 7.8 ▲ 8.4 ▲ 16.2 ▲ 12.3 ▲ 14.9 ▲ 11.7 3.2

小 売 業 ▲ 30.8 ▲ 33.1 ▲ 19.1 ▲ 25.3 ▲ 27.4 ▲ 25.6 ▲ 21.5 ▲ 22.5 ▲ 26.2 ▲ 28.8 ▲ 24.2 4.6

サ ー ビ ス 業 ▲ 11.2 ▲ 11.8 3.5 0.1 ▲ 1.9 ▲ 8.5 ▲ 6.2 ▲ 7.8 ▲ 10.2 ▲ 12.7 ▲ 6.3 6.4

全 産 業 ▲ 18.7 ▲ 20.2 ▲ 8.2 ▲ 11.5 ▲ 12.9 ▲ 16.3 ▲ 13.3 ▲ 14.2 ▲ 15.9 ▲ 18.2 ▲ 12.8 5.4

製 造 業 ▲ 12.5 ▲ 15.5 ▲ 8.0 ▲ 12.3 ▲ 15.3 ▲ 19.8 ▲ 20.4 ▲ 20.2 ▲ 17.5 ▲ 15.1 ▲ 14.4 0.7

建 設 業 ▲ 22.8 ▲ 22.9 ▲ 17.9 ▲ 17.7 ▲ 18.7 ▲ 11.4 ▲ 12.0 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 12.3 ▲ 5.6 6.7

卸 売 業 ▲ 6.8 ▲ 12.0 ▲ 4.1 ▲ 9.7 ▲ 8.4 ▲ 17.0 ▲ 9.0 ▲ 18.3 ▲ 15.8 ▲ 14.0 ▲ 11.5 2.5

小 売 業 ▲ 30.6 ▲ 31.1 ▲ 23.0 ▲ 28.5 ▲ 28.5 ▲ 30.3 ▲ 24.9 ▲ 23.9 ▲ 27.9 ▲ 29.1 ▲ 22.9 6.2

サ ー ビ ス 業 ▲ 18.6 ▲ 21.4 ▲ 5.9 ▲ 10.8 ▲ 9.8 ▲ 17.3 ▲ 9.7 ▲ 11.3 ▲ 8.3 ▲ 16.1 ▲ 9.7 6.4

全 産 業 ▲ 19.8 ▲ 21.8 ▲ 12.0 ▲ 16.4 ▲ 16.8 ▲ 20.4 ▲ 16.5 ▲ 16.3 ▲ 15.5 ▲ 18.4 ▲ 13.7 4.7

製 造 業 ▲ 12.2 ▲ 20.9 ▲ 11.0 ▲ 14.4 ▲ 14.0 ▲ 19.4 ▲ 18.7 ▲ 19.2 ▲ 19.4 ▲ 18.3 ▲ 18.0 0.3

建 設 業 ▲ 10.2 ▲ 18.4 ▲ 14.7 ▲ 19.4 ▲ 16.4 ▲ 16.4 ▲ 13.7 ▲ 21.5 ▲ 14.0 ▲ 15.4 ▲ 11.9 3.5

卸 売 業 ▲ 16.8 ▲ 22.5 ▲ 4.3 ▲ 8.6 ▲ 11.0 ▲ 19.5 ▲ 16.3 ▲ 15.6 ▲ 19.2 ▲ 25.1 ▲ 10.9 14.2

小 売 業 ▲ 21.3 ▲ 29.0 ▲ 24.1 ▲ 25.8 ▲ 25.4 ▲ 28.0 ▲ 24.6 ▲ 27.4 ▲ 29.7 ▲ 32.7 ▲ 28.6 4.1

サ ー ビ ス 業 ▲ 16.3 ▲ 18.9 ▲ 6.2 ▲ 11.3 ▲ 13.7 ▲ 13.1 ▲ 10.9 ▲ 12.1 ▲ 15.3 ▲ 21.3 ▲ 18.9 2.4

全 産 業 ▲ 15.7 ▲ 22.0 ▲ 12.5 ▲ 16.3 ▲ 16.7 ▲ 19.0 ▲ 16.9 ▲ 19.0 ▲ 19.9 ▲ 22.6 ▲ 19.5 3.1

製 造 業 ▲ 14.5 ▲ 19.6 ▲ 15.9 ▲ 20.8 ▲ 18.7 ▲ 18.7 ▲ 18.3 ▲ 23.6 ▲ 16.2 ▲ 19.7 ▲ 16.9 2.8

建 設 業 ▲ 15.6 ▲ 23.4 ▲ 22.2 ▲ 17.3 ▲ 14.3 ▲ 22.4 ▲ 13.4 ▲ 15.6 ▲ 14.0 ▲ 23.4 ▲ 20.5 2.9

卸 売 業 ▲ 6.5 ▲ 6.7 ▲ 16.8 ▲ 14.8 ▲ 17.6 ▲ 19.6 ▲ 19.2 ▲ 15.7 ▲ 17.7 ▲ 17.1 ▲ 20.0 ▲ 2.9

小 売 業 ▲ 29.5 ▲ 30.5 ▲ 23.9 ▲ 26.5 ▲ 29.0 ▲ 35.4 ▲ 25.6 ▲ 27.6 ▲ 32.3 ▲ 31.3 ▲ 27.4 3.9

サ ー ビ ス 業 ▲ 16.3 ▲ 17.4 5.5 ▲ 2.4 ▲ 7.7 ▲ 12.2 ▲ 10.7 ▲ 8.4 ▲ 12.9 ▲ 19.7 ▲ 8.0 11.7

全 産 業 ▲ 18.7 ▲ 21.6 ▲ 12.4 ▲ 16.0 ▲ 17.4 ▲ 21.6 ▲ 17.2 ▲ 18.5 ▲ 19.2 ▲ 23.1 ▲ 17.6 5.5

製 造 業 ▲ 21.0 ▲ 22.4 ▲ 18.4 ▲ 17.3 ▲ 13.9 ▲ 18.1 ▲ 18.4 ▲ 18.9 ▲ 28.0 ▲ 22.3 ▲ 20.8 1.5

建 設 業 ▲ 13.6 ▲ 17.1 ▲ 6.1 ▲ 13.3 ▲ 12.4 ▲ 11.1 ▲ 13.1 ▲ 8.9 ▲ 8.8 ▲ 16.4 ▲ 12.1 4.3

卸 売 業 0.0 ▲ 14.1 ▲ 9.0 ▲ 2.7 ▲ 6.6 ▲ 21.0 ▲ 23.4 ▲ 11.8 ▲ 7.8 ▲ 17.1 ▲ 8.8 8.3

小 売 業 ▲ 34.6 ▲ 32.9 ▲ 23.1 ▲ 30.2 ▲ 32.8 ▲ 36.7 ▲ 26.2 ▲ 28.5 ▲ 30.1 ▲ 36.3 ▲ 24.5 11.8

サ ー ビ ス 業 ▲ 15.1 ▲ 17.8 0.0 ▲ 4.6 ▲ 10.1 ▲ 10.9 ▲ 11.4 ▲ 14.2 ▲ 12.1 ▲ 24.2 ▲ 7.3 16.9

全 産 業 ▲ 20.4 ▲ 22.5 ▲ 11.7 ▲ 15.2 ▲ 16.8 ▲ 19.8 ▲ 17.8 ▲ 18.3 ▲ 19.9 ▲ 25.4 ▲ 15.6 9.8

製 造 業 ▲ 16.7 ▲ 13.7 ▲ 4.6 ▲ 15.6 ▲ 11.8 ▲ 14.5 ▲ 15.7 ▲ 20.0 ▲ 20.0 ▲ 19.0 ▲ 15.9 3.1

建 設 業 ▲ 14.7 ▲ 11.3 ▲ 5.1 ▲ 11.1 ▲ 7.9 ▲ 8.6 ▲ 6.1 ▲ 6.1 ▲ 2.5 ▲ 8.5 ▲ 2.4 6.1

卸 売 業 ▲ 11.7 ▲ 11.0 0.0 ▲ 3.1 ▲ 5.4 ▲ 10.0 ▲ 6.0 ▲ 4.5 ▲ 7.3 ▲ 5.2 ▲ 12.5 ▲ 7.3

小 売 業 ▲ 27.8 ▲ 24.8 ▲ 12.3 ▲ 19.6 ▲ 17.1 ▲ 22.7 ▲ 26.0 ▲ 26.1 ▲ 30.8 ▲ 28.3 ▲ 27.2 1.1

サ ー ビ ス 業 ▲ 11.9 ▲ 11.4 2.8 ▲ 0.2 ▲ 3.4 ▲ 7.4 ▲ 3.9 ▲ 11.3 ▲ 11.9 ▲ 17.8 ▲ 11.3 6.5

全 産 業 ▲ 17.4 ▲ 15.2 ▲ 3.9 ▲ 10.2 ▲ 9.4 ▲ 13.1 ▲ 12.6 ▲ 16.0 ▲ 16.9 ▲ 18.8 ▲ 15.2 3.6

中
部

近
畿

中
国

四
国

九
州
・
沖
縄

関
東

１３．業況判断ＤＩ（地域別）

地域・産業 前期差

北
海
道

東
北
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（１）全産業 前年同期比

2022年 2023年 2024年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

▲ 19.3 ▲ 21.1 ▲ 10.5 ▲ 13.7 ▲ 14.8 ▲ 18.3 ▲ 15.7 ▲ 17.1 ▲ 18.0 ▲ 21.4 ▲ 16.3 5.1

▲ 21.0 ▲ 24.4 ▲ 17.9 ▲ 8.2 ▲ 12.9 ▲ 18.6 ▲ 16.5 ▲ 17.9 ▲ 16.7 ▲ 22.4 ▲ 17.7 4.7

▲ 24.4 ▲ 24.6 ▲ 22.3 ▲ 14.7 ▲ 15.8 ▲ 18.9 ▲ 16.3 ▲ 17.9 ▲ 17.6 ▲ 22.2 ▲ 18.6 3.6

▲ 9.6 ▲ 17.2 ▲ 9.1 ▲ 2.3 ▲ 12.1 ▲ 16.9 ▲ 20.0 ▲ 19.5 ▲ 18.8 ▲ 15.6 ▲ 17.0 ▲ 1.4

十勝･釧路･根室 ▲ 20.8 ▲ 30.2 ▲ 12.0 7.1 ▲ 4.3 ▲ 19.3 ▲ 13.9 ▲ 16.2 ▲ 11.9 ▲ 28.4 ▲ 14.9 13.5

東　北 ▲ 26.3 ▲ 27.5 ▲ 16.2 ▲ 17.1 ▲ 19.1 ▲ 23.4 ▲ 21.5 ▲ 22.5 ▲ 24.4 ▲ 31.6 ▲ 25.1 6.5

青森県 ▲ 34.5 ▲ 29.4 ▲ 26.3 ▲ 24.1 ▲ 27.1 ▲ 31.2 ▲ 29.4 ▲ 26.5 ▲ 31.1 ▲ 37.6 ▲ 24.7 12.9

岩手県 ▲ 34.3 ▲ 29.5 ▲ 18.1 ▲ 21.3 ▲ 24.5 ▲ 27.8 ▲ 17.8 ▲ 24.1 ▲ 22.7 ▲ 32.1 ▲ 21.3 10.8

宮城県 ▲ 23.4 ▲ 22.1 ▲ 16.3 ▲ 15.3 ▲ 16.2 ▲ 14.5 ▲ 19.3 ▲ 18.7 ▲ 26.0 ▲ 31.1 ▲ 22.3 8.8

秋田県 ▲ 24.6 ▲ 31.0 ▲ 14.9 ▲ 16.6 ▲ 19.2 ▲ 27.2 ▲ 21.5 ▲ 19.9 ▲ 19.9 ▲ 22.1 ▲ 22.6 ▲ 0.5

山形県 ▲ 23.8 ▲ 27.8 ▲ 7.5 ▲ 6.2 ▲ 9.7 ▲ 17.8 ▲ 19.9 ▲ 21.0 ▲ 27.9 ▲ 32.4 ▲ 26.4 6.0

福島県 ▲ 20.5 ▲ 25.4 ▲ 16.0 ▲ 19.3 ▲ 19.5 ▲ 23.1 ▲ 22.2 ▲ 25.2 ▲ 21.4 ▲ 35.5 ▲ 31.0 4.5

関　東 ▲ 18.7 ▲ 20.2 ▲ 8.2 ▲ 11.5 ▲ 12.9 ▲ 16.3 ▲ 13.3 ▲ 14.2 ▲ 15.9 ▲ 18.2 ▲ 12.8 5.4

茨城県 ▲ 26.2 ▲ 27.3 ▲ 8.7 ▲ 12.5 ▲ 17.6 ▲ 18.7 ▲ 19.3 ▲ 13.2 ▲ 14.6 ▲ 18.3 ▲ 13.3 5.0

栃木県 ▲ 21.3 ▲ 26.1 2.1 ▲ 9.3 ▲ 11.5 ▲ 18.9 ▲ 11.1 ▲ 13.8 ▲ 12.9 ▲ 16.4 ▲ 12.7 3.7

群馬県 ▲ 20.5 ▲ 19.8 ▲ 10.3 ▲ 10.5 ▲ 12.1 ▲ 17.5 ▲ 13.9 ▲ 14.1 ▲ 15.8 ▲ 23.3 ▲ 15.2 8.1

埼玉県 ▲ 12.9 ▲ 14.7 ▲ 9.1 ▲ 15.0 ▲ 11.1 ▲ 16.2 ▲ 11.7 ▲ 13.4 ▲ 15.1 ▲ 16.6 ▲ 10.8 5.8

千葉県 ▲ 20.5 ▲ 17.9 ▲ 11.2 ▲ 13.6 ▲ 15.5 ▲ 19.7 ▲ 16.6 ▲ 13.6 ▲ 16.2 ▲ 17.0 ▲ 16.1 0.9

東京都 ▲ 14.4 ▲ 8.7 ▲ 2.2 ▲ 5.5 ▲ 2.1 ▲ 4.4 0.3 ▲ 8.1 ▲ 4.2 ▲ 7.5 ▲ 1.6 5.9

神奈川県 ▲ 13.5 ▲ 16.1 ▲ 10.0 ▲ 9.1 ▲ 12.8 ▲ 9.5 ▲ 8.8 ▲ 14.2 ▲ 13.5 ▲ 9.6 ▲ 6.3 3.3

新潟県 ▲ 26.2 ▲ 28.8 ▲ 15.7 ▲ 16.6 ▲ 21.7 ▲ 25.0 ▲ 20.2 ▲ 17.6 ▲ 24.1 ▲ 28.9 ▲ 19.6 9.3

山梨県 ▲ 18.2 ▲ 31.5 ▲ 16.5 ▲ 21.2 ▲ 15.0 ▲ 24.0 ▲ 13.6 ▲ 14.2 ▲ 18.1 ▲ 23.8 ▲ 23.2 0.6

長野県 ▲ 17.7 ▲ 21.1 ▲ 6.7 ▲ 14.2 ▲ 19.8 ▲ 21.4 ▲ 25.0 ▲ 20.8 ▲ 26.3 ▲ 25.9 ▲ 16.7 9.2

静岡県 ▲ 15.2 ▲ 19.0 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 3.7 ▲ 8.7 ▲ 9.5 ▲ 12.9 ▲ 13.6 ▲ 14.5 ▲ 12.6 1.9

中　部 ▲ 19.8 ▲ 21.8 ▲ 12.0 ▲ 16.4 ▲ 16.8 ▲ 20.4 ▲ 16.5 ▲ 16.3 ▲ 15.5 ▲ 18.4 ▲ 13.7 4.7

富山県 ▲ 20.8 ▲ 30.3 ▲ 15.1 ▲ 18.2 ▲ 15.3 ▲ 24.2 ▲ 23.3 ▲ 14.9 ▲ 18.3 ▲ 28.5 ▲ 14.7 13.8

石川県 ▲ 10.2 ▲ 15.2 ▲ 7.8 ▲ 10.9 ▲ 11.3 ▲ 36.1 ▲ 14.3 ▲ 14.6 ▲ 16.0 ▲ 11.1 ▲ 0.8 10.3

岐阜県 ▲ 15.5 ▲ 15.6 ▲ 7.1 ▲ 15.4 ▲ 14.4 ▲ 15.4 ▲ 19.2 ▲ 13.0 ▲ 13.2 ▲ 16.3 ▲ 11.6 4.7

愛知県 ▲ 21.3 ▲ 19.2 ▲ 11.4 ▲ 13.6 ▲ 15.7 ▲ 14.9 ▲ 11.2 ▲ 17.2 ▲ 14.6 ▲ 14.7 ▲ 13.4 1.3

三重県 ▲ 26.1 ▲ 29.8 ▲ 17.9 ▲ 22.4 ▲ 24.9 ▲ 23.3 ▲ 16.7 ▲ 20.7 ▲ 17.2 ▲ 22.9 ▲ 22.5 0.4

近　畿 ▲ 15.7 ▲ 22.0 ▲ 12.5 ▲ 16.3 ▲ 16.7 ▲ 19.0 ▲ 16.9 ▲ 19.0 ▲ 19.9 ▲ 22.6 ▲ 19.5 3.1

福井県 ▲ 20.8 ▲ 25.9 ▲ 21.9 ▲ 21.6 ▲ 21.5 ▲ 23.1 ▲ 18.2 ▲ 16.9 ▲ 21.1 ▲ 33.0 ▲ 23.0 10.0

滋賀県 ▲ 3.1 ▲ 13.8 ▲ 3.4 ▲ 16.5 ▲ 10.4 ▲ 14.7 ▲ 12.9 ▲ 15.5 ▲ 16.3 ▲ 19.8 ▲ 20.4 ▲ 0.6

京都府 ▲ 9.9 ▲ 20.9 ▲ 8.4 ▲ 16.2 ▲ 16.8 ▲ 15.5 ▲ 15.0 ▲ 20.4 ▲ 16.7 ▲ 20.5 ▲ 10.7 9.8

大阪府 ▲ 17.4 ▲ 22.5 ▲ 14.1 ▲ 12.7 ▲ 14.9 ▲ 20.8 ▲ 15.9 ▲ 17.7 ▲ 19.9 ▲ 21.8 ▲ 18.8 3.0

兵庫県 ▲ 15.0 ▲ 19.3 ▲ 10.8 ▲ 17.9 ▲ 14.2 ▲ 19.9 ▲ 14.6 ▲ 18.0 ▲ 19.4 ▲ 17.9 ▲ 18.7 ▲ 0.8

奈良県 ▲ 18.2 ▲ 22.9 ▲ 15.2 ▲ 15.3 ▲ 20.9 ▲ 15.7 ▲ 17.4 ▲ 21.9 ▲ 20.0 ▲ 19.4 ▲ 18.6 0.8

和歌山県 ▲ 24.1 ▲ 29.5 ▲ 13.4 ▲ 18.7 ▲ 20.5 ▲ 21.7 ▲ 26.3 ▲ 22.9 ▲ 26.1 ▲ 30.3 ▲ 30.3 0.0

中　国 ▲ 18.7 ▲ 21.6 ▲ 12.4 ▲ 16.0 ▲ 17.4 ▲ 21.6 ▲ 17.2 ▲ 18.5 ▲ 19.2 ▲ 23.1 ▲ 17.6 5.5

鳥取県 ▲ 14.4 ▲ 19.8 ▲ 11.2 ▲ 17.0 ▲ 18.5 ▲ 21.3 ▲ 18.2 ▲ 19.6 ▲ 17.9 ▲ 18.3 ▲ 6.7 11.6

島根県 ▲ 18.8 ▲ 20.7 ▲ 3.7 ▲ 9.3 ▲ 11.2 ▲ 16.7 ▲ 11.5 ▲ 10.7 ▲ 17.6 ▲ 27.5 ▲ 16.6 10.9

岡山県 ▲ 15.6 ▲ 21.0 ▲ 14.3 ▲ 17.8 ▲ 19.3 ▲ 22.1 ▲ 16.6 ▲ 19.3 ▲ 20.7 ▲ 18.2 ▲ 15.2 3.0

広島県 ▲ 22.0 ▲ 20.3 ▲ 13.0 ▲ 14.7 ▲ 14.6 ▲ 22.0 ▲ 17.1 ▲ 21.6 ▲ 19.9 ▲ 26.5 ▲ 22.1 4.4

山口県 ▲ 20.4 ▲ 25.2 ▲ 17.4 ▲ 20.1 ▲ 22.3 ▲ 24.6 ▲ 21.1 ▲ 19.8 ▲ 19.1 ▲ 22.9 ▲ 22.0 0.9

四　国 ▲ 20.4 ▲ 22.5 ▲ 11.7 ▲ 15.2 ▲ 16.8 ▲ 19.8 ▲ 17.8 ▲ 18.3 ▲ 19.9 ▲ 25.4 ▲ 15.6 9.8

徳島県 ▲ 18.1 ▲ 24.7 ▲ 13.5 ▲ 11.2 ▲ 15.1 ▲ 16.8 ▲ 19.7 ▲ 16.7 ▲ 23.0 ▲ 24.9 ▲ 16.8 8.1

香川県 ▲ 23.2 ▲ 27.0 ▲ 14.6 ▲ 22.3 ▲ 22.2 ▲ 22.3 ▲ 19.0 ▲ 15.4 ▲ 21.6 ▲ 25.0 ▲ 16.0 9.0

愛媛県 ▲ 21.2 ▲ 20.8 ▲ 9.1 ▲ 10.4 ▲ 16.2 ▲ 21.0 ▲ 16.7 ▲ 21.1 ▲ 16.4 ▲ 24.6 ▲ 13.6 11.0

高知県 ▲ 18.7 ▲ 16.8 ▲ 10.0 ▲ 19.3 ▲ 12.9 ▲ 18.6 ▲ 15.7 ▲ 19.1 ▲ 19.4 ▲ 27.7 ▲ 17.3 10.4

九州・沖縄 ▲ 17.4 ▲ 15.2 ▲ 3.9 ▲ 10.2 ▲ 9.4 ▲ 13.1 ▲ 12.6 ▲ 16.0 ▲ 16.9 ▲ 18.8 ▲ 15.2 3.6

福岡県 ▲ 18.0 ▲ 17.0 ▲ 7.0 ▲ 10.1 ▲ 12.2 ▲ 12.2 ▲ 13.9 ▲ 17.8 ▲ 18.4 ▲ 20.9 ▲ 17.2 3.7

佐賀県 ▲ 26.9 ▲ 25.1 ▲ 8.8 ▲ 19.3 ▲ 17.5 ▲ 19.1 ▲ 19.7 ▲ 15.3 ▲ 17.4 ▲ 23.5 ▲ 17.1 6.4

長崎県 ▲ 16.4 ▲ 13.9 ▲ 5.8 ▲ 7.8 ▲ 13.5 ▲ 21.5 ▲ 16.4 ▲ 23.5 ▲ 21.0 ▲ 26.7 ▲ 22.8 3.9

熊本県 ▲ 21.1 ▲ 16.1 ▲ 1.8 ▲ 6.7 ▲ 4.8 ▲ 8.3 ▲ 8.3 ▲ 16.4 ▲ 16.8 ▲ 19.4 ▲ 14.2 5.2

大分県 ▲ 24.3 ▲ 21.5 ▲ 14.5 ▲ 23.6 ▲ 17.0 ▲ 20.7 ▲ 18.1 ▲ 21.3 ▲ 26.6 ▲ 23.2 ▲ 25.4 ▲ 2.2

宮崎県 ▲ 13.5 ▲ 8.8 ▲ 0.6 ▲ 8.8 ▲ 5.1 ▲ 11.7 ▲ 6.1 ▲ 9.1 ▲ 14.1 ▲ 15.0 ▲ 8.6 6.4

鹿児島県 ▲ 20.4 ▲ 19.0 ▲ 1.2 ▲ 13.1 ▲ 9.7 ▲ 12.9 ▲ 12.5 ▲ 21.2 ▲ 19.0 ▲ 20.5 ▲ 18.8 1.7

沖縄県 5.8 4.8 14.8 14.8 11.3 7.8 ▲ 0.8 2.7 3.5 6.6 9.6 3.0
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１４．業況判断ＤＩ（都道府県別）

都道府県 前期差

全　国

北海道

道南・道央

40



（２）製造業 前年同期比

2022年 2023年 2024年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

▲ 15.9 ▲ 19.4 ▲ 11.5 ▲ 15.1 ▲ 15.1 ▲ 19.9 ▲ 18.8 ▲ 19.7 ▲ 20.2 ▲ 20.8 ▲ 17.9 2.9

▲ 17.6 ▲ 25.7 ▲ 11.2 ▲ 2.7 ▲ 8.7 ▲ 21.5 ▲ 15.6 ▲ 16.1 ▲ 18.8 ▲ 36.1 ▲ 24.3 11.8

▲ 24.5 ▲ 30.0 ▲ 17.1 ▲ 11.3 ▲ 10.7 ▲ 22.0 ▲ 8.9 ▲ 9.9 ▲ 15.0 ▲ 32.0 ▲ 24.5 7.5

12.1 ▲ 6.9 ▲ 3.3 13.3 ▲ 5.9 ▲ 16.7 ▲ 34.5 ▲ 32.1 ▲ 34.5 ▲ 37.0 ▲ 29.6 7.4

十勝･釧路･根室 ▲ 29.2 ▲ 30.5 4.4 13.1 ▲ 4.3 ▲ 26.1 ▲ 25.0 ▲ 25.0 ▲ 15.0 ▲ 55.0 ▲ 15.8 39.2

東　北 ▲ 21.3 ▲ 23.7 ▲ 16.5 ▲ 19.8 ▲ 19.1 ▲ 25.0 ▲ 22.4 ▲ 21.1 ▲ 22.1 ▲ 30.8 ▲ 23.3 7.5

青森県 ▲ 35.3 ▲ 41.2 ▲ 29.8 ▲ 39.6 ▲ 32.6 ▲ 47.9 ▲ 31.3 ▲ 21.3 ▲ 29.8 ▲ 38.3 ▲ 27.7 10.6

岩手県 ▲ 33.3 ▲ 21.1 ▲ 16.7 ▲ 15.7 ▲ 14.2 ▲ 23.6 ▲ 23.6 ▲ 28.6 ▲ 23.5 ▲ 30.4 ▲ 15.3 15.1

宮城県 ▲ 28.2 ▲ 23.1 ▲ 30.1 ▲ 25.4 ▲ 20.6 ▲ 23.4 ▲ 30.8 ▲ 12.5 ▲ 26.1 ▲ 43.4 ▲ 24.6 18.8

秋田県 ▲ 13.1 ▲ 25.0 ▲ 13.8 ▲ 17.2 ▲ 25.0 ▲ 27.2 ▲ 20.5 ▲ 22.4 ▲ 21.5 ▲ 22.5 ▲ 15.0 7.5

山形県 ▲ 9.9 ▲ 13.4 2.9 ▲ 4.6 ▲ 5.9 ▲ 7.2 ▲ 15.1 ▲ 22.9 ▲ 20.0 ▲ 33.8 ▲ 29.5 4.3

福島県 ▲ 15.4 ▲ 22.7 ▲ 17.4 ▲ 22.3 ▲ 18.6 ▲ 27.3 ▲ 17.6 ▲ 18.9 ▲ 15.5 ▲ 24.2 ▲ 28.9 ▲ 4.7

関　東 ▲ 16.1 ▲ 20.0 ▲ 12.3 ▲ 13.9 ▲ 16.0 ▲ 21.9 ▲ 19.1 ▲ 18.5 ▲ 21.2 ▲ 20.5 ▲ 17.7 2.8

茨城県 ▲ 20.6 ▲ 23.2 ▲ 8.4 ▲ 11.5 ▲ 18.7 ▲ 26.4 ▲ 24.8 ▲ 16.5 ▲ 21.4 ▲ 20.2 ▲ 24.1 ▲ 3.9

栃木県 ▲ 4.9 ▲ 7.4 12.5 5.0 1.3 ▲ 27.4 ▲ 12.4 ▲ 6.2 ▲ 12.3 ▲ 3.7 ▲ 2.7 1.0

群馬県 ▲ 12.4 ▲ 18.7 ▲ 9.4 ▲ 8.2 ▲ 4.8 ▲ 17.6 ▲ 10.3 ▲ 16.0 ▲ 21.5 ▲ 37.1 ▲ 29.1 8.0

埼玉県 ▲ 15.5 ▲ 7.3 ▲ 16.6 ▲ 14.0 ▲ 8.0 ▲ 21.5 ▲ 16.8 ▲ 22.0 ▲ 20.9 ▲ 21.4 ▲ 14.3 7.1

千葉県 ▲ 23.8 ▲ 26.6 ▲ 17.7 ▲ 23.1 ▲ 18.9 ▲ 22.1 ▲ 20.2 ▲ 21.5 ▲ 22.7 ▲ 20.0 ▲ 28.1 ▲ 8.1

東京都 ▲ 14.8 ▲ 16.3 ▲ 12.9 ▲ 3.9 ▲ 11.4 ▲ 11.4 ▲ 5.0 ▲ 15.1 ▲ 12.5 ▲ 14.1 ▲ 6.3 7.8

神奈川県 ▲ 6.3 ▲ 16.5 ▲ 17.0 ▲ 16.5 ▲ 18.7 ▲ 18.8 ▲ 16.3 ▲ 11.8 ▲ 11.9 ▲ 7.7 ▲ 7.6 0.1

新潟県 ▲ 24.8 ▲ 25.0 ▲ 13.9 ▲ 17.5 ▲ 23.7 ▲ 28.4 ▲ 27.2 ▲ 18.2 ▲ 29.1 ▲ 20.0 ▲ 12.8 7.2

山梨県 ▲ 13.5 ▲ 29.0 ▲ 22.7 ▲ 29.3 ▲ 17.1 ▲ 18.4 ▲ 15.4 ▲ 14.6 ▲ 18.1 ▲ 22.7 ▲ 25.0 ▲ 2.3

長野県 ▲ 14.1 ▲ 20.2 ▲ 13.8 ▲ 31.9 ▲ 37.9 ▲ 32.7 ▲ 42.2 ▲ 38.5 ▲ 42.4 ▲ 36.7 ▲ 36.3 0.4

静岡県 ▲ 19.4 ▲ 28.5 ▲ 13.2 ▲ 5.9 ▲ 12.6 ▲ 18.2 ▲ 17.1 ▲ 18.5 ▲ 14.4 ▲ 18.7 ▲ 15.7 3.0

中　部 ▲ 12.5 ▲ 15.5 ▲ 8.0 ▲ 12.3 ▲ 15.3 ▲ 19.8 ▲ 20.4 ▲ 20.2 ▲ 17.5 ▲ 15.1 ▲ 14.4 0.7

富山県 ▲ 18.0 ▲ 20.8 ▲ 16.8 ▲ 20.7 ▲ 20.6 ▲ 26.4 ▲ 32.5 ▲ 22.2 ▲ 21.7 ▲ 21.4 ▲ 17.5 3.9

石川県 ▲ 7.2 ▲ 12.3 ▲ 7.0 ▲ 16.0 ▲ 21.0 ▲ 34.0 ▲ 19.3 ▲ 28.1 ▲ 24.5 ▲ 22.8 ▲ 10.7 12.1

岐阜県 ▲ 9.1 ▲ 6.0 ▲ 0.7 ▲ 11.3 ▲ 7.7 ▲ 11.6 ▲ 21.7 ▲ 14.4 ▲ 16.1 ▲ 8.3 ▲ 10.7 ▲ 2.4

愛知県 ▲ 13.7 ▲ 17.6 ▲ 7.2 ▲ 8.4 ▲ 15.5 ▲ 14.4 ▲ 13.9 ▲ 22.1 ▲ 17.7 ▲ 13.1 ▲ 13.5 ▲ 0.4

三重県 ▲ 12.1 ▲ 20.0 ▲ 9.7 ▲ 9.6 ▲ 15.9 ▲ 25.6 ▲ 18.8 ▲ 18.1 ▲ 11.2 ▲ 17.1 ▲ 19.5 ▲ 2.4

近　畿 ▲ 12.2 ▲ 20.9 ▲ 11.0 ▲ 14.4 ▲ 14.0 ▲ 19.4 ▲ 18.7 ▲ 19.2 ▲ 19.4 ▲ 18.3 ▲ 18.0 0.3

福井県 ▲ 17.0 ▲ 16.1 ▲ 19.3 ▲ 18.7 ▲ 9.8 ▲ 28.3 ▲ 13.1 ▲ 21.3 ▲ 15.0 ▲ 27.9 ▲ 18.4 9.5

滋賀県 ▲ 3.0 ▲ 13.6 ▲ 4.6 ▲ 21.8 ▲ 18.8 ▲ 19.3 ▲ 21.9 ▲ 16.3 ▲ 11.4 ▲ 19.3 ▲ 20.4 ▲ 1.1

京都府 ▲ 7.6 ▲ 26.5 ▲ 11.7 ▲ 19.8 ▲ 24.5 ▲ 23.7 ▲ 34.5 ▲ 29.3 ▲ 23.9 ▲ 16.2 ▲ 13.0 3.2

大阪府 ▲ 20.5 ▲ 22.0 ▲ 12.3 ▲ 5.0 ▲ 7.5 ▲ 20.3 ▲ 15.8 ▲ 17.8 ▲ 20.1 ▲ 21.5 ▲ 21.1 0.4

兵庫県 ▲ 7.6 ▲ 14.9 ▲ 1.0 ▲ 17.5 ▲ 11.7 ▲ 16.5 ▲ 13.5 ▲ 14.5 ▲ 18.1 ▲ 9.6 ▲ 13.5 ▲ 3.9

奈良県 ▲ 13.1 ▲ 20.7 ▲ 17.4 ▲ 8.5 ▲ 10.7 ▲ 6.3 ▲ 11.6 ▲ 17.4 ▲ 14.6 ▲ 7.0 ▲ 12.2 ▲ 5.2

和歌山県 ▲ 6.4 ▲ 31.8 ▲ 11.7 ▲ 26.2 ▲ 25.8 ▲ 25.8 ▲ 25.4 ▲ 18.6 ▲ 32.2 ▲ 33.9 ▲ 32.8 1.1

中　国 ▲ 14.5 ▲ 19.6 ▲ 15.9 ▲ 20.8 ▲ 18.7 ▲ 18.7 ▲ 18.3 ▲ 23.6 ▲ 16.2 ▲ 19.7 ▲ 16.9 2.8

鳥取県 ▲ 10.5 ▲ 25.9 ▲ 31.5 ▲ 22.8 ▲ 19.3 ▲ 21.4 ▲ 16.1 ▲ 31.6 ▲ 13.5 ▲ 12.5 ▲ 12.5 0.0

島根県 ▲ 14.1 ▲ 23.1 ▲ 9.4 ▲ 20.3 ▲ 19.4 ▲ 11.3 ▲ 18.7 ▲ 17.4 ▲ 17.2 ▲ 12.5 ▲ 12.1 0.4

岡山県 ▲ 16.1 ▲ 20.9 ▲ 18.4 ▲ 21.8 ▲ 24.2 ▲ 21.2 ▲ 19.3 ▲ 15.1 ▲ 15.5 ▲ 16.1 ▲ 1.2 14.9

広島県 ▲ 4.3 ▲ 4.3 ▲ 7.3 ▲ 9.1 ▲ 10.3 ▲ 16.8 ▲ 18.2 ▲ 30.4 ▲ 18.2 ▲ 24.2 ▲ 24.2 0.0

山口県 ▲ 26.4 ▲ 27.8 ▲ 17.2 ▲ 31.5 ▲ 21.7 ▲ 21.5 ▲ 18.7 ▲ 23.9 ▲ 15.4 ▲ 28.1 ▲ 29.4 ▲ 1.3

四　国 ▲ 21.0 ▲ 22.4 ▲ 18.4 ▲ 17.3 ▲ 13.9 ▲ 18.1 ▲ 18.4 ▲ 18.9 ▲ 28.0 ▲ 22.3 ▲ 20.8 1.5

徳島県 ▲ 17.6 ▲ 21.6 ▲ 25.3 ▲ 12.0 ▲ 20.0 ▲ 13.5 ▲ 21.4 ▲ 14.7 ▲ 30.6 ▲ 21.4 ▲ 18.9 2.5

香川県 ▲ 18.5 ▲ 27.2 ▲ 19.5 ▲ 22.9 ▲ 14.7 ▲ 24.4 ▲ 24.3 ▲ 13.3 ▲ 29.3 ▲ 25.3 ▲ 25.3 0.0

愛媛県 ▲ 24.7 ▲ 21.6 ▲ 9.7 ▲ 12.8 ▲ 13.0 ▲ 18.7 ▲ 15.2 ▲ 27.5 ▲ 28.1 ▲ 30.8 ▲ 21.9 8.9

高知県 ▲ 22.4 ▲ 18.6 ▲ 22.9 ▲ 25.4 ▲ 6.8 ▲ 14.1 ▲ 11.7 ▲ 17.5 ▲ 22.5 ▲ 4.9 ▲ 15.0 ▲ 10.1

九州・沖縄 ▲ 16.7 ▲ 13.7 ▲ 4.6 ▲ 15.6 ▲ 11.8 ▲ 14.5 ▲ 15.7 ▲ 20.0 ▲ 20.0 ▲ 19.0 ▲ 15.9 3.1

福岡県 ▲ 15.0 ▲ 8.6 ▲ 8.1 ▲ 11.7 ▲ 13.3 ▲ 4.4 ▲ 8.8 ▲ 16.8 ▲ 22.8 ▲ 23.3 ▲ 22.6 0.7

佐賀県 ▲ 26.9 ▲ 28.9 ▲ 2.6 ▲ 22.4 ▲ 16.9 ▲ 29.0 ▲ 19.7 ▲ 26.3 ▲ 34.7 ▲ 28.8 ▲ 33.4 ▲ 4.6

長崎県 ▲ 14.9 ▲ 20.9 ▲ 3.0 ▲ 17.4 ▲ 21.8 ▲ 28.3 ▲ 31.9 ▲ 27.5 ▲ 28.6 ▲ 26.1 ▲ 23.6 2.5

熊本県 ▲ 26.5 ▲ 14.5 ▲ 11.3 ▲ 20.6 ▲ 13.1 ▲ 25.8 ▲ 19.1 ▲ 27.0 ▲ 25.7 ▲ 10.5 ▲ 13.7 ▲ 3.2

大分県 ▲ 17.6 ▲ 21.3 ▲ 20.0 ▲ 31.0 ▲ 17.6 ▲ 16.0 ▲ 18.4 ▲ 27.6 ▲ 27.2 ▲ 17.5 ▲ 10.8 6.7

宮崎県 ▲ 18.5 ▲ 12.7 2.7 ▲ 16.0 ▲ 6.7 ▲ 14.8 ▲ 18.1 ▲ 16.2 ▲ 10.0 ▲ 17.6 ▲ 7.5 10.1

鹿児島県 ▲ 22.8 ▲ 14.2 ▲ 5.4 ▲ 16.3 ▲ 10.8 ▲ 11.0 ▲ 17.0 ▲ 22.8 ▲ 18.1 ▲ 24.7 ▲ 15.1 9.6

沖縄県 12.7 13.2 16.1 13.4 10.1 12.8 7.9 10.9 13.8 6.7 9.1 2.4
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（３）非製造業 前年同期比

2022年 2023年 2024年 2025年

10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月

▲ 20.3 ▲ 21.7 ▲ 10.1 ▲ 13.2 ▲ 14.6 ▲ 17.8 ▲ 14.7 ▲ 16.3 ▲ 17.3 ▲ 21.7 ▲ 15.8 5.9

▲ 21.9 ▲ 24.2 ▲ 19.6 ▲ 9.7 ▲ 14.1 ▲ 17.9 ▲ 16.7 ▲ 18.4 ▲ 16.2 ▲ 18.8 ▲ 15.9 2.9

▲ 24.3 ▲ 23.1 ▲ 23.6 ▲ 15.7 ▲ 17.3 ▲ 18.0 ▲ 18.7 ▲ 20.2 ▲ 18.3 ▲ 19.5 ▲ 16.9 2.6

▲ 16.6 ▲ 20.4 ▲ 10.8 ▲ 6.9 ▲ 14.1 ▲ 16.8 ▲ 15.6 ▲ 15.8 ▲ 14.1 ▲ 8.9 ▲ 13.5 ▲ 4.6

十勝･釧路･根室 ▲ 18.9 ▲ 30.2 ▲ 15.1 5.9 ▲ 4.3 ▲ 18.0 ▲ 12.0 ▲ 14.8 ▲ 11.5 ▲ 24.0 ▲ 14.7 9.3

東　北 ▲ 27.9 ▲ 28.6 ▲ 16.1 ▲ 16.2 ▲ 19.1 ▲ 23.0 ▲ 21.2 ▲ 23.0 ▲ 25.2 ▲ 32.0 ▲ 25.7 6.3

青森県 ▲ 34.3 ▲ 26.5 ▲ 25.6 ▲ 20.6 ▲ 25.8 ▲ 27.5 ▲ 29.0 ▲ 27.8 ▲ 31.3 ▲ 37.4 ▲ 24.0 13.4

岩手県 ▲ 34.5 ▲ 32.3 ▲ 18.6 ▲ 23.2 ▲ 27.8 ▲ 29.2 ▲ 15.8 ▲ 22.6 ▲ 22.5 ▲ 32.7 ▲ 23.3 9.4

宮城県 ▲ 21.9 ▲ 21.8 ▲ 12.2 ▲ 12.2 ▲ 14.8 ▲ 11.8 ▲ 15.7 ▲ 20.6 ▲ 25.9 ▲ 27.6 ▲ 21.6 6.0

秋田県 ▲ 28.7 ▲ 33.1 ▲ 15.2 ▲ 16.4 ▲ 17.2 ▲ 27.3 ▲ 21.8 ▲ 19.0 ▲ 19.4 ▲ 21.8 ▲ 25.2 ▲ 3.4

山形県 ▲ 28.1 ▲ 31.9 ▲ 10.5 ▲ 6.6 ▲ 10.7 ▲ 20.9 ▲ 21.1 ▲ 20.4 ▲ 30.3 ▲ 32.0 ▲ 25.4 6.6

福島県 ▲ 22.1 ▲ 26.2 ▲ 15.6 ▲ 18.3 ▲ 19.8 ▲ 21.9 ▲ 23.6 ▲ 27.1 ▲ 23.2 ▲ 38.9 ▲ 31.6 7.3

関　東 ▲ 19.5 ▲ 20.2 ▲ 6.8 ▲ 10.7 ▲ 11.8 ▲ 14.4 ▲ 11.4 ▲ 12.8 ▲ 14.1 ▲ 17.4 ▲ 11.2 6.2

茨城県 ▲ 28.6 ▲ 29.2 ▲ 8.8 ▲ 12.9 ▲ 17.2 ▲ 15.7 ▲ 16.9 ▲ 11.8 ▲ 12.0 ▲ 17.5 ▲ 9.1 8.4

栃木県 ▲ 27.6 ▲ 33.3 ▲ 1.9 ▲ 14.8 ▲ 16.6 ▲ 15.6 ▲ 10.6 ▲ 16.8 ▲ 13.2 ▲ 21.4 ▲ 16.2 5.2

群馬県 ▲ 23.5 ▲ 20.3 ▲ 10.7 ▲ 11.3 ▲ 14.7 ▲ 17.6 ▲ 15.2 ▲ 13.3 ▲ 13.7 ▲ 18.3 ▲ 10.0 8.3

埼玉県 ▲ 12.2 ▲ 17.2 ▲ 6.7 ▲ 15.4 ▲ 12.2 ▲ 14.7 ▲ 9.9 ▲ 10.7 ▲ 13.1 ▲ 14.9 ▲ 9.6 5.3

千葉県 ▲ 19.7 ▲ 16.0 ▲ 9.7 ▲ 11.4 ▲ 14.7 ▲ 19.1 ▲ 15.7 ▲ 11.7 ▲ 14.7 ▲ 16.3 ▲ 13.2 3.1

東京都 ▲ 14.3 ▲ 6.5 1.0 ▲ 6.0 0.8 ▲ 2.2 2.0 ▲ 5.9 ▲ 1.7 ▲ 5.4 ▲ 0.2 5.2

神奈川県 ▲ 15.5 ▲ 16.0 ▲ 8.1 ▲ 7.3 ▲ 11.3 ▲ 7.0 ▲ 6.9 ▲ 14.8 ▲ 13.9 ▲ 10.2 ▲ 5.9 4.3

新潟県 ▲ 26.8 ▲ 30.3 ▲ 16.4 ▲ 16.4 ▲ 21.0 ▲ 23.8 ▲ 17.6 ▲ 17.3 ▲ 22.3 ▲ 32.2 ▲ 22.2 10.0

山梨県 ▲ 19.9 ▲ 32.4 ▲ 14.3 ▲ 18.3 ▲ 14.2 ▲ 26.1 ▲ 12.9 ▲ 14.0 ▲ 18.2 ▲ 24.4 ▲ 22.6 1.8

長野県 ▲ 18.9 ▲ 21.3 ▲ 4.6 ▲ 8.9 ▲ 14.3 ▲ 18.1 ▲ 19.8 ▲ 15.5 ▲ 21.6 ▲ 22.7 ▲ 10.6 12.1

静岡県 ▲ 13.5 ▲ 14.9 4.4 0.7 0.0 ▲ 4.8 ▲ 6.3 ▲ 10.7 ▲ 13.3 ▲ 12.8 ▲ 11.5 1.3

中　部 ▲ 22.4 ▲ 24.1 ▲ 13.5 ▲ 17.8 ▲ 17.4 ▲ 20.7 ▲ 15.0 ▲ 15.0 ▲ 14.8 ▲ 19.6 ▲ 13.5 6.1

富山県 ▲ 22.2 ▲ 34.7 ▲ 14.3 ▲ 16.9 ▲ 13.0 ▲ 23.1 ▲ 19.0 ▲ 11.5 ▲ 16.5 ▲ 32.0 ▲ 13.4 18.6

石川県 ▲ 11.1 ▲ 16.0 ▲ 8.0 ▲ 9.4 ▲ 8.5 ▲ 36.8 ▲ 12.8 ▲ 10.7 ▲ 13.5 ▲ 7.7 2.1 9.8

岐阜県 ▲ 17.7 ▲ 18.8 ▲ 9.2 ▲ 16.7 ▲ 16.6 ▲ 16.7 ▲ 18.4 ▲ 12.5 ▲ 12.3 ▲ 18.9 ▲ 11.8 7.1

愛知県 ▲ 24.4 ▲ 19.9 ▲ 13.2 ▲ 15.7 ▲ 15.8 ▲ 15.1 ▲ 10.1 ▲ 15.1 ▲ 13.2 ▲ 15.4 ▲ 13.5 1.9

三重県 ▲ 30.5 ▲ 32.7 ▲ 20.3 ▲ 26.3 ▲ 27.5 ▲ 22.6 ▲ 16.1 ▲ 21.5 ▲ 19.0 ▲ 24.6 ▲ 23.5 1.1

近　畿 ▲ 16.9 ▲ 22.5 ▲ 13.1 ▲ 16.9 ▲ 17.6 ▲ 18.9 ▲ 16.2 ▲ 18.9 ▲ 20.0 ▲ 24.2 ▲ 20.0 4.2

福井県 ▲ 22.2 ▲ 28.9 ▲ 22.7 ▲ 22.5 ▲ 25.1 ▲ 21.7 ▲ 19.7 ▲ 15.5 ▲ 23.0 ▲ 34.5 ▲ 24.4 10.1

滋賀県 ▲ 3.2 ▲ 13.8 ▲ 3.1 ▲ 14.8 ▲ 7.5 ▲ 13.2 ▲ 9.7 ▲ 15.1 ▲ 17.9 ▲ 19.8 ▲ 20.4 ▲ 0.6

京都府 ▲ 10.8 ▲ 18.8 ▲ 7.2 ▲ 14.8 ▲ 14.0 ▲ 12.4 ▲ 8.1 ▲ 17.0 ▲ 14.0 ▲ 22.0 ▲ 9.7 12.3

大阪府 ▲ 16.4 ▲ 22.6 ▲ 14.8 ▲ 15.6 ▲ 17.9 ▲ 21.0 ▲ 15.9 ▲ 17.6 ▲ 19.9 ▲ 21.9 ▲ 17.9 4.0

兵庫県 ▲ 17.6 ▲ 20.9 ▲ 14.1 ▲ 18.2 ▲ 15.0 ▲ 21.0 ▲ 15.1 ▲ 19.0 ▲ 19.9 ▲ 20.8 ▲ 20.4 0.4

奈良県 ▲ 20.4 ▲ 23.9 ▲ 14.4 ▲ 18.4 ▲ 25.1 ▲ 19.7 ▲ 19.8 ▲ 23.8 ▲ 22.3 ▲ 24.6 ▲ 21.3 3.3

和歌山県 ▲ 29.6 ▲ 28.9 ▲ 13.9 ▲ 16.5 ▲ 18.9 ▲ 20.4 ▲ 26.5 ▲ 24.2 ▲ 24.4 ▲ 29.3 ▲ 29.6 ▲ 0.3

中　国 ▲ 20.0 ▲ 22.3 ▲ 11.3 ▲ 14.4 ▲ 17.0 ▲ 22.6 ▲ 16.9 ▲ 16.9 ▲ 20.1 ▲ 24.1 ▲ 17.8 6.3

鳥取県 ▲ 15.6 ▲ 18.0 ▲ 5.2 ▲ 15.1 ▲ 18.2 ▲ 21.3 ▲ 18.9 ▲ 16.1 ▲ 19.3 ▲ 20.1 ▲ 4.9 15.2

島根県 ▲ 20.1 ▲ 20.1 ▲ 2.2 ▲ 6.1 ▲ 9.1 ▲ 18.2 ▲ 9.5 ▲ 8.9 ▲ 17.7 ▲ 31.7 ▲ 18.0 13.7

岡山県 ▲ 15.5 ▲ 20.9 ▲ 12.6 ▲ 16.1 ▲ 17.3 ▲ 22.5 ▲ 15.6 ▲ 21.0 ▲ 22.9 ▲ 19.1 ▲ 20.8 ▲ 1.7

広島県 ▲ 27.5 ▲ 25.2 ▲ 14.8 ▲ 16.5 ▲ 16.0 ▲ 23.6 ▲ 16.9 ▲ 18.8 ▲ 20.4 ▲ 27.3 ▲ 21.5 5.8

山口県 ▲ 18.7 ▲ 24.5 ▲ 17.3 ▲ 16.9 ▲ 22.4 ▲ 25.4 ▲ 21.8 ▲ 18.6 ▲ 20.2 ▲ 21.3 ▲ 19.9 1.4

四　国 ▲ 20.3 ▲ 22.5 ▲ 9.4 ▲ 14.4 ▲ 17.7 ▲ 20.5 ▲ 17.7 ▲ 18.0 ▲ 17.2 ▲ 26.5 ▲ 13.9 12.6

徳島県 ▲ 18.3 ▲ 25.7 ▲ 9.6 ▲ 10.9 ▲ 13.5 ▲ 17.9 ▲ 19.2 ▲ 17.4 ▲ 20.5 ▲ 26.1 ▲ 16.1 10.0

香川県 ▲ 24.8 ▲ 27.0 ▲ 13.0 ▲ 22.1 ▲ 25.0 ▲ 21.5 ▲ 17.1 ▲ 16.3 ▲ 18.9 ▲ 24.9 ▲ 12.9 12.0

愛媛県 ▲ 20.1 ▲ 20.6 ▲ 8.8 ▲ 9.5 ▲ 17.3 ▲ 21.8 ▲ 17.2 ▲ 18.9 ▲ 12.3 ▲ 22.5 ▲ 10.6 11.9

高知県 ▲ 17.6 ▲ 16.2 ▲ 5.9 ▲ 17.2 ▲ 14.8 ▲ 20.0 ▲ 17.0 ▲ 19.5 ▲ 18.4 ▲ 35.4 ▲ 18.0 17.4

九州・沖縄 ▲ 17.5 ▲ 15.7 ▲ 3.6 ▲ 8.5 ▲ 8.8 ▲ 12.7 ▲ 11.7 ▲ 14.8 ▲ 16.1 ▲ 18.8 ▲ 15.0 3.8

福岡県 ▲ 18.9 ▲ 19.2 ▲ 6.7 ▲ 9.7 ▲ 12.0 ▲ 14.1 ▲ 15.0 ▲ 18.1 ▲ 17.4 ▲ 20.3 ▲ 16.0 4.3

佐賀県 ▲ 26.8 ▲ 23.9 ▲ 10.7 ▲ 18.4 ▲ 17.7 ▲ 16.2 ▲ 19.7 ▲ 12.2 ▲ 12.8 ▲ 22.1 ▲ 12.9 9.2

長崎県 ▲ 16.7 ▲ 12.2 ▲ 6.5 ▲ 5.3 ▲ 11.4 ▲ 19.8 ▲ 12.4 ▲ 22.5 ▲ 19.2 ▲ 26.9 ▲ 22.7 4.2

熊本県 ▲ 19.2 ▲ 16.5 1.4 ▲ 2.0 ▲ 1.9 ▲ 2.5 ▲ 4.7 ▲ 13.1 ▲ 14.0 ▲ 22.2 ▲ 14.4 7.8

大分県 ▲ 26.3 ▲ 21.6 ▲ 13.0 ▲ 21.5 ▲ 16.8 ▲ 22.0 ▲ 18.0 ▲ 19.4 ▲ 26.4 ▲ 24.8 ▲ 29.6 ▲ 4.8

宮崎県 ▲ 11.9 ▲ 7.6 ▲ 1.9 ▲ 6.4 ▲ 4.6 ▲ 10.7 ▲ 2.2 ▲ 6.8 ▲ 15.3 ▲ 14.2 ▲ 8.8 5.4

鹿児島県 ▲ 19.5 ▲ 20.8 0.4 ▲ 11.9 ▲ 9.3 ▲ 13.5 ▲ 10.8 ▲ 20.5 ▲ 19.3 ▲ 18.9 ▲ 20.0 ▲ 1.1

沖縄県 3.7 2.3 14.3 15.3 11.7 6.3 ▲ 3.2 0.5 0.5 6.5 9.8 3.3

道北･ｵﾎｰﾂｸ

１４．業況判断ＤＩ（都道府県別）

都道府県 前期差

全　国

北海道

道南・道央
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奈良県内経済情勢報告 
（令和7年4月判断） 

１．総論 

【総括判断】 

「県内経済は、持ち直している」 
 

項 目 前回（7年1月判断） 今回（7年4月判断） 
前回 
比較 

総括判断 持ち直している 持ち直している  

（注）令和7年4月判断は、前回7年1月判断以降、足下の状況までを含めた期間で判断している。 

（判断の要点） 

個人消費は、緩やかに回復しつつある。生産活動は、足踏みの状況にある。雇用情勢は、緩やかに持ち

直している。 

【各項目の判断】 

項 目 前回（7年1月判断） 今回（7年4月判断） 
前回 
比較 

 

個人消費 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復しつつある 
 

生産活動 足踏みの状況にある 足踏みの状況にある 
 

雇用情勢 緩やかに持ち直している 緩やかに持ち直している  
 

設備投資 6年度は前年度を上回る見込み 6年度は前年度を上回る見込み 
 

企業収益 6年度は増益見込み 6年度は増益見込み 
 

 

【先行き】 

 

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、持ち直していくことが
期待される。ただし、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっていることに加え、物価
上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、景気を下押しするリス
クとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要がある。 
 

 

財務省近畿財務局 

奈良財務事務所 
 

令和7年4月22日 

Kinki Finance Bureau Ministry of Finance Nara Finance Office Kinki Local Finance Bureau Ministry of Finance 
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 資料№６



 
 

２．各論 

 
【主な項目】 
 
 個 人 消 費 「緩やかに回復しつつある」 

・百貨店・スーパー販売は、物価上昇に伴う消費者の節約志向の高まりにより、低調に推移している。 

・コンビニエンスストア販売は、消費者の節約志向がみられており、足踏みの状況にある。 

・ドラッグストア販売は、インバウンドの増加などにより医薬品や化粧品を中心に、堅調に推移してい 

る。 

・ホームセンター販売は、足下で園芸用品の需要が高まっているものの、物価上昇の影響で全体として 

は買い控えの動きがみられており、足踏みの状況にある。 

・家電大型専門店販売は、エアコンなどの季節商品や携帯電話を中心に、堅調に推移している。 

・乗用車新車登録届出台数は、普通車で前年を下回っているものの、小型車・軽自動車で前年を上回っ 

ており、全体では前年を上回っている。 

・観光動向は、インバウンドや国内観光客の増加により、回復している。 

（主なヒアリング結果） 

➢ 米類、生鮮食品、衣料品など様々な商品の販売価格が上昇している影響で、全体として来店客数や買い上げ点数が減少し

ており、消費者は買い物に慎重になっていると感じる。                      (百貨店・スーパー)        

 

➢ 賃上げが物価上昇に追いつかないなかで、日々の食費を節約するため、最低限必要な商品だけを購入する利用客が多い。

米や野菜の値上がりに伴い、麺類や冷凍食品が好調であるほか、比較的価格の安定したカット野菜が売れている。 

                                               (百貨店・スーパー) 

 

➢ 商品価格を重視していない日常使いの客が多く、敢えて値引き商品を選んで購入する客は少ない。ただ、1、2月と厳しい

寒さが続いたこともあり、温かい飲食料品はよく売れたものの、全体としては客数が伸び悩んでおり、売上は前年比微減で

推移している。                                     (コンビニエンスストア) 
 
 
➢ 奈良市中心部においては観光客の増加に伴い売上が増加している一方で、住宅地においては節約志向による購買意欲の低

下がみられている。                                   （コンビニエンスストア） 

 

➢ インバウンドが増加しており、足下では花粉症対策の商品や菓子類が好調であるほか、医薬品や化粧品などの売上が伸び

ている。                                           (ドラッグストア) 
 
 
➢ 日用品を安く売り出しても、まとめ買いせず、必要な分のみを購入する客が多い。食費節約を目的に家庭菜園を始めよう

と野菜の苗・肥料を購入する客がみられるなど、足下では園芸用品の売上が好調。          (ホームセンター) 
 
 
➢ 例年に比べて寒さが厳しかった影響で、高性能エアコンや暖房器具が前年よりも売れたほか、足下では学生向けのパソコ

ンや携帯電話が好調。物価高の影響で消費者の財布の紐は堅いものの、本当に欲しい商品であれば値段が高くても購入する

など、メリハリ消費の傾向が継続している。                             (家電量販店) 
 
 
➢ 新車・中古車販売ともに好調に推移しており、全体の販売台数・売上は前年同期を上回っている。   (自動車販売店) 
 
 
➢ 春節の時期にアジア系のインバウンド団体客の利用が増加したことなどから、宿泊部門・レストラン部門ともに好調だっ

た。また、企業・経済団体・学校等による宴会が増加しており、コロナ禍前の状況に戻りつつある。       (宿泊) 
 
 
➢ 県内飲食店において宴会需要が回復しているほか、奈良市内だけでなく県南部の観光地にある飲食店において、インバウ

ンドが増加している。また、コロナ禍をきっかけにネット販売を始めた飲食店も好調である。          (飲食) 
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 生 産 活 動 「足踏みの状況にある」 

鉱工業生産指数は、「食料品」「生産用機械」などが低下しているものの、「汎用機械」「プラスチック製

品」などが上昇している。 

なお、企業からは、自動車メーカーによるEV関連投資の縮小に伴う影響を受けているとの声が聞かれ

る一方、化粧品・日用品向けプラスチック容器の受注が増加しているとの声やAI向け半導体関連の需要

が旺盛との声が聞かれている。 

以上のことから、生産活動は、足踏みの状況にある。 

（主なヒアリング結果） 

➢ EV向け機器について、前期に引き続きアメリカ・ヨーロッパの自動車メーカーが生産計画をEV車中心からハイブリッド

車も含めた計画へ変更している影響などで新規受注がストップしている。また、一部の受注済案件ではアメリカの関税措置

の影響により、アメリカへ円滑に輸出できるか不透明な状況となっている。               （生産用機械) 

 

➢ パワー半導体向け加工機器について、EV市場が予測を上回って減速しており、中国の半導体メーカーが在庫を抱えて調整

に入っていることから、受注数量が減少している。なお、アメリカによる関税措置については、アメリカへ当社製品を輸出

していないことから直接的な影響はみられないものの、米中関係の更なる悪化により中国経済が低迷する場合など、間接的

に影響を受ける可能性はある。                                   （生産用機械) 

 

➢ 工作機械向け部品について、令和5年度に減少した半導体関連の需要は戻っていないものの、全体では増加傾向にあり生

産数量は前年同期をやや上回っている。                               （汎用機械) 

 

➢ 特殊な成形技術に強みを持っていることなどから化粧品・日用品向けプラスチック容器の受注が増加している。今後は工

場を新設し、生産能力を拡大する見込み。                            （プラスチック) 

 

➢ パワー半導体関連は、自動車メーカーによる EV 関連投資が縮小している影響で、納期の延期要望があるなど需要が減少

している。一方、AI向け半導体関連は、引き続き需要が旺盛であり、顧客は価格よりも納期を重要視している。 

                                                 （生産用機械) 

 

 雇 用 情 勢 「緩やかに持ち直している」 

有効求人倍率でみると、引き続き求人が求職を上回っている。また、法人企業景気予測調査の従業員数

判断BSIについて、全産業の現状判断は、令和3年4-6期調査以降16期連続の「不足気味」超となって

いることなどから、緩やかに持ち直している。 

（主なヒアリング結果） 

➢ 多くの若者が労働条件のより良い大阪府の企業に流れており、思うように採用活動が進まない。人手不足解消のため、今

後は日本人・外国人の区別なく、能力に応じて積極的に正社員や管理職として登用する予定。          （繊維） 

 

➢ 万博期間中の臨時輸送等の実施における勤務協力を促進するため、時間外勤務手当の引上げ等の賃金改善施策を実施予

定。万博に多くの人材が集められており人手不足感が強まる中、採用強化と定着向上を図る狙いから今年度についても賃上

げを実施した。                                       (陸運)          

                                                                                                                          

➢ 技術者を中心に人手不足の状況が続いているが、業界の中で先行して働き方改革に取り組んでいることや、学校訪問にお

いて地道にPRを続けていることを通して、着実に新規採用者を獲得している。             (プラスチック) 

 

➢ 鮮魚・精肉部門を中心に専門職が不足している。会社説明会やインターンシップを実施しているものの、参加者自体が減

少しており採用に苦戦している。                          (百貨店・スーパー) 

 

➢ 価格転嫁が進んでおらず、原資が確保できていないため賃上げまで手が回らない中小企業が多数見受けられる。休暇制度

や福利厚生など、ソフト面で改革しやすい部分から見直しを行い、求職者に少しでも魅力を感じてもらえるよう工夫してい

る事業所が増加している。                                      (公的機関)               

 

45



 

 

◼ 設 備 投 資 「6年度は前年度を上回る見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」令和7年1～3月期 

6年度の設備投資は、全産業で前年度を上回る見込みとなっている。産業別では、製造業、非製造業と
もに前年度を上回る見込みとなっている。 
 

◼ 企 業 収 益 「6年度は増益見込み」（全産業）「法人企業景気予測調査」令和7年1～3月期 

6年度の経常利益は、全産業で増益見込みとなっている。産業別では、製造業、非製造業ともに増益見
込みとなっている。 

 

【その他の項目】 

■ 住 宅 建 設  新設住宅着工戸数でみると、持家、分譲において前年を下回っていることから、全体では

前年を下回っている。 

 

■ 公 共 事 業  前払金保証請負金額（累計）でみると、国、県、市町村で前年を下回っていることから、全

体では前年を下回っている。 

 

■ 企 業 倒 産  倒産件数は足下で前年を下回っている。負債総額は前年を下回っている。 

 

■ 企業の景況感  法人企業景気予測調査（令和7年1～3月期調査）の景況判断BSIでみると、現状判断は「下

降」超となっている。先行きについては、「上昇」超の見通しとなっている。 

 

 

 

〔連絡・問い合わせ先〕 

 近畿財務局 奈良財務事務所 財務課  

℡  0742-27-3162（直通） 
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法人企業景気予測調査 
（令和 7年 4－6月期調査） 

 

奈良県分 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 6月 12日 

財務省 近畿財務局 奈良財務事務所 

 

【お問い合わせ先】 

財務省近畿財務局奈良財務事務所 財務課 

電話：0742-27-3162（ダイヤルイン） 
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【調査要領等】 

 

１．調査の根拠と目的 

   本調査は、経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状及び今後の見通

しに関する基礎資料を得ることを目的に、統計法に基づく一般統計調査として四半期毎に実施してい

る。 

２．調査時点  

   令和 7年 5月 15日（前回調査 令和 7年 2月 15日） 

３．調査対象期間 

  （１）判断調査項目  令和 7年 4～6月期（又は 6月末）見込み 

             令和 7年 7～9月期（又は 9月末）見通し 

令和 7年 10～12月期（又は 12月末）見通し 

  （２）計数調査項目  令和 7年度実績見込み 

４．調査対象企業の範囲 

   奈良県に所在する資本金、出資金又は基金（以下、「資本金」という。）1千万円以上の法人。ただ

し、電気・ガス・水道業及び金融・保険業は資本金 1億円以上を対象とする。 

５．集計方法 

   判断調査項目、計数調査項目ともに単純集計を行っている。 

６．標本企業の選定方法及び調査票の回収状況 

   標本は、四半期別法人企業統計調査の標本などから、一定の方法により選定を行う。 

   調査対象企業による自計記入方式とし、郵送による提出もしくはオンライン入力により回答を得てい

る。 

   なお、毎年 4～6月期調査前に標本の抽出替えを行っている。 

 

７．業種分類 

日本標準産業分類に基づき業種分類を行っている。 

 

（参考：ＢＳＩについて） 

   ＢＳＩ（ビジネス・サーベイ・インデックス）とは、前期と比較した変化方向別の回答社数構成比か

ら、先行きの経済動向を予測する方法である。 

例：「企業の景況判断」の場合、前期と比べて   

｢上昇｣と回答した企業の構成比…40.0％  ｢不変｣と回答した企業の構成比…25.0％ 

｢下降｣と回答した企業の構成比…30.0％  ｢不明｣と回答した企業の構成比… 5.0％ 

 

ＢＳＩ＝（｢上昇｣と回答した企業の構成比 40.0％） 

－（｢下降｣と回答した企業の構成比 30.0％）＝10％ポイント

（調査対象企業数・回収率）

標 本
企 業 数

回 収
企 業 数

回 収 率
（ ％ ）

標 本
企 業 数

回 収
企 業 数

回 収 率
（ ％ ）

標 本
企 業 数

回 収
企 業 数

回 収 率
（ ％ ）

全規模 104 95 91.3% 48 44 91.7% 56 51 91.1%

大企業 10 10 100.0% 4 4 100.0% 6 6 100.0%

中堅企業 25 23 92.0% 10 9 90.0% 15 14 93.3%

中小企業 69 62 89.9% 34 31 91.2% 35 31 88.6%

（注）大企業：資本金10億円以上
　　　中堅企業：資本金1億円以上10億円未満
　　　中小企業：資本金1千万円以上1億円未満

　なお、本文で「全産業」のみの記載は「全規模の全産業」を示す

全産業 製造業 非製造業
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１．企業の景況 
 ―全産業の現状判断は「下降」超― 

  （大企業は「上昇」と「下降」が均衡、中堅企業は「上昇」超、中小企業は

「下降」超） 

 

7年 4～6 月期の企業の景況判断ＢＳＩ(前期比｢上昇｣－｢下降｣社数構成比、原数

値)をみると、全産業は「下降」超となっている。 

製造業では、食料品などが「上昇」超となっているものの、生産用機械やはん用

機械などが「下降」超となっていることから、全体では「下降」超となっている。 

非製造業では、宿泊・飲食サービスなどが「上昇」超となっているものの、建

設、卸売などが「下降」超となっていることから、全体では「下降」超となってい

る。 

規模別では、大企業は「上昇」と「下降」が均衡、中堅企業は「上昇」超、中小

企業は「下降」超となっている。 

先行きについては、全産業でみると、7 年 7～9 月期は「下降」超、7年 10～12

月期は「上昇」超で推移する見通しとなっている。  

 
 

企業の景況判断ＢＳＩ(原数値)  

              （前期比｢上昇｣－｢下降｣社数構成比：％ポイント） 

 
（注 1） 回答社数：95 社 

（注 2） （  ）は前回（令和 7 年 1～3 月期）調査結果 

7年1～3月 7年4～6月 7年7～9月 7年10～12月
(前回調査時）
現 状 判 断

(△ 14.3) (  3.1) (  3.1)

△ 8.4 △ 12.6 4.2

(△ 27.9) (△ 4.7) (  2.3)

△ 4.5 △ 11.4 6.8

(△ 3.6) (  9.1) (  3.6)

△ 11.8 △ 13.7 2.0

(△ 10.0) (  10.0) (  0.0)

0.0 0.0 10.0

(  9.5) (  19.0) (  9.5)

8.7 △ 13.0 4.3

(△ 22.4) (△ 3.0) (  1.5)

△ 16.1 △ 14.5 3.2

製 造 業

区　　　　分
現 状 判 断 見　通　し 見　通　し

全 産 業

非 製 造 業

規

模

別

大 企 業

中 堅 企 業

中 小 企 業
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企業の景況判断ＢＳＩの推移（原数値） 
 

①産業別 

 
②規模別 

   

（単位：％ポイント）
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２．雇用 

－ 全産業の現状判断は「不足気味」超 － 
 

7年 6月末時点の従業員数判断ＢＳＩ(期末判断｢不足気味｣－｢過剰気味｣社数構成

比、原数値)をみると、全産業は「不足気味」超となっている。 

製造業では、食料品、電気機械などが「不足気味」超となっていることから、全

体では「不足気味」超となっている。 

非製造業では、建設、運輸・郵便などが「不足気味」超となっていることから、

全体では「不足気味」超となっている。 

規模別では、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超となっている。 

先行きについては、全産業でみると、「不足気味」超で推移する見通しとなってい

る。 

 

従業員数判断ＢＳＩ(原数値) 

（期末判断｢不足気味｣－｢過剰気味｣社数構成比：％ポイント） 

 
（注 1） 回答社数：95 社 

（注 2） （ ）は前回（令和 7 年 1～3 月期）調査結果 

  

7年3月末 7年6月末 7年9月末 7年12月末
(前回調査時）
現 状 判 断

(  36.7) (  33.7) (  33.7)

38.9 32.6 34.7

(  32.6) (  30.2) (  25.6)

38.6 34.1 34.1

(  40.0) (  36.4) (  40.0)

39.2 31.4 35.3

(  30.0) (  20.0) (  10.0)

20.0 10.0 10.0

(  42.9) (  38.1) (  42.9)

30.4 26.1 21.7

(  35.8) (  34.3) (  34.3)

45.2 38.7 43.5

見　通　し 見　通　し

全 産 業

製 造 業

非 製 造 業

区　　　　分

規

模

別

大 企 業

中 堅 企 業

中 小 企 業

現 状 判 断
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従業員数判断ＢＳＩの推移（原数値） 
 

①産業別 

 
②規模別 
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３．売上高・経常利益 (除く電気・ガス・水道、金融・保険)  

－ 7 年度の売上高は 0.5％の増収見込み、経常利益は 37.6％の増益見込み － 

 

① 売上高 

7年度の売上高は、全産業で 0.5％（対前年度増減率、以下同じ。）の増収見込み

となっている。 

製造業では、生産用機械などが減収となるものの、化学、食料品などが増収とな

ることから、全体では 0.7％の増収見込みとなっている。 

非製造業では、卸売などが減収となるものの、物品賃貸、農林水産業などが増収

となることから、全体では 0.2％の増収見込みとなっている。 

規模別では、大企業で減収見込み、中堅企業、中小企業で増収見込みとなってい

る。   

                           (対前年度増減率：％)   

 
（注 1） 6・7 年度ともに回答があった企業（66 社）を基に単純集計 

 

 

② 経常利益 

7年度の経常利益は、全産業で 37.6％（対前年度増減率、以下同じ。）の増益見

込みとなっている。 

製造業では、はん用機械などが減益となるものの、化学や輸送用機械が黒字転化

となることから、全体では 100.0％の増益見込みとなっている。 

非製造業では、小売などが増益となるものの、宿泊・飲食サービス、農林水産業

などが減益となることから、全体では 17.0％の減益見込みとなっている。 

規模別では、大企業、中堅企業、中小企業いずれも増益見込みとなっている。 

                           (対前年度増減率：％)  

 
（注 1） 6・7 年度ともに回答があった企業（65 社）を基に単純集計 

 

  

製 造 業 非 製 造 業 大 企 業 中 堅 企 業 中 小 企 業

0.5 0.7 0.2 △ 6.5 3.2 2.0

全 産 業 規 模 別

7 年 度

製 造 業 非 製 造 業 大 企 業 中 堅 企 業 中 小 企 業

37.6 100.0 △ 17.0 184.7 20.9 3.1

全 産 業 規 模 別

7 年 度
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４．設備投資(除く土地、含むソフトウェア投資)      

  － 7 年度は全産業で 17.9％の減少見込み － 

 

7年度の設備投資は、全産業で 17.9％（対前年度増減率、以下同じ。）の減少見

込みとなっている。 

製造業では、輸送用機械などが前年度を上回っているものの、化学などが前年度

を下回っていることから、全体では 11.4％の減少見込みとなっている。 

非製造業では、運輸・郵便などが前年度を上回っているものの、金融・保険など

が前年度を下回っていることから、全体では 20.2％の減少見込みとなっている。 

規模別では、大企業、中小企業で前年度を下回るが、中堅企業で前年度を上回る

見込みとなっている。 

                           (対前年度増減率：％) 

 
（注 1） 6・7 年度ともに回答があった企業（71 社）を基に単純集計 

 

製 造 業 非 製 造 業 大 企 業 中 堅 企 業 中 小 企 業

△ 17.9 △ 11.4 △ 20.2 △ 32.8 29.3 △ 44.3

全 産 業 規 模 別

7 年 度
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奈良県経済の概況・経済指標（奈良県・全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    一般財団法人南都経済研究所ＨＰ 

経済動向「奈良県の経済」より 

資料№８ 
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     奈　良　県　経　済　指　標

先行 一致 遅行 消費性向

単位 15年=100 15年=100 15年=100 百万円 前年比％ 台 前年比％ 台 前年比％ 円 前年比％ 円 前年比％ 円 前年比％ ％ 20年＝100 前年比％
2021年 － － － 209,668 △1.8 37,935 △ 6.2 14,329 △ 6.6 643,245 △ 0.5 515,366 △ 2.0 342,936 3.4 66.5 99.9 △ 0.1
2022年 － － － 207,920 △0.8 34,904 △ 8.0 13,288 △ 7.3 660,753 2.7 533,167 3.5 323,792 △ 5.6 60.7 102.5 2.6
2023年 － － － 209,215 0.6 40,289 15.4 14,615 10.0 691,132 4.6 552,724 3.7 348,684 7.7 63.1 105.9 3.4
2024年 － － － 208,890 △0.2 38,196 △ 5.2 13,264 △ 9.2 738,466 6.8 595,091 7.7 363,597 4.3 61.1 109.7 3.5
2024年3月 58.8 86.4 92.5 16,892 1.1 3,884 △ 13.7 1,298 △ 17.7 539,577 △ 12.8 439,872 △ 9.9 547,776 45.2 124.5 108.2 3.6

4月 64.0 87.2 91.1 16,358 △2.2 2,685 △ 16.3 896 △ 23.1 584,769 △ 20.8 446,705 △ 22.2 311,601 △ 13.2 69.8 108.9 3.5
5月 57.2 86.9 92.0 16,648 △2.5 2,874 △ 2.8 1,007 1.7 636,457 12.9 467,596 11.4 365,485 17.2 78.2 109.7 3.7
6月 57.5 85.0 91.4 17,047 1.5 3,055 △ 7.1 1,071 △ 2.0 1,640,666 51.6 1,378,264 61.4 331,402 △ 31.0 24.0 109.6 4.0
7月 58.0 86.1 92.0 17,350 △3.8 3,261 △ 3.7 1,124 △ 7.6 690,282 △ 7.9 535,797 △ 9.2 320,540 △ 10.6 59.8 110.1 3.9
8月 59.8 86.3 92.0 18,193 3.5 2,839 △ 2.3 1,014 △ 3.5 660,913 14.0 534,764 13.3 297,336 △ 5.2 55.6 110.7 4.1
9月 57.4 88.5 90.3 16,316 △0.4 3,797 11.6 1,287 9.1 612,397 21.1 483,435 16.7 389,831 28.0 80.6 110.4 3.9
10月 62.1 88.4 90.5 16,872 △1.8 3,445 2.2 1,219 △ 6.2 697,436 19.1 567,611 17.2 452,680 1.2 79.8 110.5 2.8
11月 70.1 87.7 90.6 17,489 0.7 3,314 △ 3.5 1,219 △ 3.1 577,078 10.0 462,607 9.1 358,378 32.8 77.5 111.3 3.5
12月 69.0 88.3 89.4 21,983 1.2 2,691 △ 8.5 977 △ 9.8 1,164,016 1.4 965,000 1.6 333,896 △ 8.5 34.6 111.7 4.1

2025年1月 79.8 88.2 89.9 18,003 1.2 3,600 16.7 1,290 21.2 537,565 9.8 438,802 12.4 324,181 △ 7.1 73.9 112.4 4.5
2月 84.4 85.4 88.5 r16,088 r0.8 3,755 15.0 1,426 31.1 630,025 10.9 507,302 8.1 381,826 25.0 75.3 111.8 4.0
3月 p16,988 p0.6 4,059 4.5 1,431 10.2 505,296 △ 6.4 408,384 △ 7.2 387,454 △ 29.3 94.9 112.3 3.8
4月 3,121 16.2 1,186 32.4 112.3 3.1

資料出所

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
単位 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ ㎡ ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年 5,900 14.8 2,846 12.4 1,343 17.5 1,710 22.3 ※374,258 39.1 ＃121,940 1.3 ※18,038 △ 23.0 ※31,308 △ 5.2 ※34,333 △ 26.8
2022年 6,154 4.3 2,591 △ 9.0 1,531 14.0 1,985 16.1 ※321,502 △ 14.1 ＃118,874 △ 2.5 ※15,616 △ 13.4 ※26,632 △ 14.9 ※26,825 △ 21.9
2023年 5,520 △ 10.3 2,326 △ 10.2 1,711 11.8 1,439 △ 27.5 ※331,003 3.0 ＃126,784 6.7 ※20,238 29.6 ※31,139 16.9 ※38,157 42.2
2024年 5,559 0.7 2,330 0.2 1,697 △ 0.8 1,497 4.0 ※330,015 △ 0.3 ＃122,000 △ 3.8 ※14,737 △ 27.2 ※28,118 △ 9.7 ※37,440 △ 1.9
2024年3月 457 21.9 180 5.9 160 44.1 101 12.2 20,849 △ 0.7 10,948 36.9 1,401 △ 30.2 4,427 58.6 1,759 67.4

4月 526 18.5 166 △ 11.2 212 152.4 148 9.6 16,915 △ 27.1 （1～3月） （1～3月） 979 1.4 5,778 △ 22.1 10,475 3,403.3
5月 394 △ 26.1 193 1.6 124 △ 44.4 77 △ 35.8 15,179 △ 3.5 39,205 △ 11.9 2,531 △ 64.4 2,135 258.0 3,771 △ 45.8
6月 461 △ 5.7 181 △ 12.1 86 △ 55.0 194 110.9 11,726 15.1 984 △ 58.0 2,188 46.1 2,122 △ 69.7
7月 525 19.6 237 24.7 144 △ 1.4 142 37.9 53,095 122.4 1,232 139.1 2,409 △ 28.5 3,988 △ 28.6
8月 527 10.7 190 △ 14.8 251 70.7 72 △ 32.1 11,167 △ 18.9 9,998 △ 23.6 1,630 107.4 1,452 3.9 2,391 △ 44.3
9月 514 9.1 234 10.4 136 △ 20.5 144 63.6 31,654 110.0 921 107.9 2,129 △ 40.5 3,820 36.3
10月 446 △ 3.5 186 0.0 142 △ 9.6 118 △ 0.8 8,816 △ 83.4 673 238.7 2,719 20.1 2,402 △ 21.9
11月 524 30.7 189 8.6 146 55.3 188 41.4 90,754 322.5 11,343 △ 6.7 18 △ 95.6 1,970 22.2 1,612 6.6
12月 411 △ 32.0 208 9.5 116 △ 43.4 86 △ 58.9 24,997 △ 58.3 229 △ 88.7 2,076 6.4 3,498 84.1

2025年1月 321 43.3 128 △ 2.3 100 212.5 93 55.0 23,294 87.8 842 △ 36.8 1,367 △ 34.5 1,276 79.2
2月 613 11.5 200 △ 14.9 318 114.9 95 △ 43.1 25,356 △ 58.8 6,249 △ 42.9 2,963 11.2 1,399 49.6 738 △ 67.5
3月 485 6.1 252 40.0 118 △ 26.3 114 12.9 17,062 △ 18.2 1,728 23.4 2,489 △ 43.8 1,343 △ 23.6
4月 1,514 54.6 11,029 90.9 4,666 △ 55.5

資料出所
♯は年度最終補正予算　　※は年度

奈 良 県

景気動向指数 百貨店・スーパー 乗用車販売台数 勤労者世帯家計（奈良市） 奈良市消費者

奈　良　県 経 済 産 業 省 奈良運輸支局・奈良軽自動車協会 総　　　務　　　　省 奈良県

販売額（全店ベース） 合計（普通＋小型＋軽） うち軽乗用車 実収入 可処分所得

分　　　譲 （非居住用） 施行契約済額 国 県

物価指数消費支出

奈良県 西日本建設業保証

新　設　住　宅　着　工　戸　数 着工建築物床面積 県公共事業等事業                        公共工事請負金額
総　　　数 持　　　家 貸　　　家 市町村

国土交通省

景 気 動 向 個 人 消 費

住宅投資

物 価

設備投資 公共投資
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　　　　新規求人倍率 雇用
指数

前年比 前年比 前年比 全産業 製造業 全産業 製造業 前年比 前年比 前年比 前年比
単位 倍 ポイント 倍 ポイント 人 ％ 20年=100 件　 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年 ※1.19 0.05 ※1.98 0.07 ※50,387 △ 5.4 99.4 86.5 111.8 95.8 101.8 62 △ 34.0 4,407 △ 67.4 ※59,780 △ 84.8 ※2,161 △ 6.9
2022年 ※1.23 0.04 ※2.03 0.05 ※47,754 △ 5.2 96.9 109.2 124.5 102.6 105.8 64 3.2 11,699 165.5 ※67,342 12.6 ※2,933 35.7
2023年 ※1.15 △ 0.08 ※1.94 △ 0.09 ※49,969 4.6 96.7 103.5 114.3 99.2 106.3 64 0.0 6,428 △ 45.1 ※82,534 22.6 ※4,710 60.6
2024年 ※1.15 0.00 ※1.96 0.02 ※50,136 0.3 97.3 101.7 121.9 108.0 111.3 110 71.9 15,138 135.5 ※74,523 △ 9.7 ※4,855 3.1
2024年3月 1.13 △ 0.05 1.97 △ 0.01 3,659 △ 0.5 97.6 96.9 124.2 93.6 91.0 11 83.3 552 △ 15.6 9,011 1.4 497 8.7

4月 1.13 △ 0.01 1.89 0.16 3,746 4.8 97.2 104.6 125.3 93.1 93.9 9 350.0 277 102.2 4,513 13.6 925 506.2
5月 1.12 △ 0.04 1.81 △ 0.21 4,167 0.3 97.3 96.9 105.3 95.1 89.2 14 75.0 640 △ 17.4 5,333 1.8 498 115.8
6月 1.11 △ 0.05 1.78 △ 0.28 4,148 △ 3.5 97.6 100.0 118.9 138.5 135.1 9 200.0 932 95.0 7,895 4.4 450 18.1
7月 1.13 △ 0.04 1.95 0.01 4,794 4.1 96.9 100.0 118.9 127.9 156.1 7 75.0 325 △ 35.1 6,040 △ 22.1 122 △ 66.9
8月 1.14 △ 0.04 1.99 △ 0.05 4,634 △ 3.6 97.0 96.9 113.7 93.8 98.2 12 100.0 707 △ 7.6 5,606 △ 22.4 291 64.8
9月 1.15 0.00 1.91 △ 0.01 4,594 △ 0.1 96.8 100.0 120.0 93.4 93.9 8 60.0 7,170 3,576.9 7,003 △ 12.8 538 323.2
10月 1.17 0.02 2.01 0.08 4,389 △ 2.6 97.0 110.8 133.7 93.5 95.0 9 350.0 358 68.9 5,863 3.9 123 △ 80.4
11月 1.17 0.02 2.03 0.13 4,073 △ 2.0 96.7 112.3 140.0 100.0 105.8 6 0.0 1,004 16.7 5,707 △ 24.2 420 314.4
12月 1.18 0.05 2.06 0.24 4,029 3.5 97.3 112.3 141.1 188.3 194.4 12 33.3 2,169 194.3 6,846 △ 15.6 409 △ 49.0

2025年1月 1.20 0.07 2.08 0.11 4,005 1.7 98.5 113.8 122.1 90.8 95.9 7 0.0 265 △ 45.0 5,770 3.5 406 △ 48.8
2月 1.16 0.03 2.02 0.11 3,821 1.2 99.0 109.2 112.6 89.8 91.1 4 △ 33.3 102 △ 80.5 5,905 △ 14.4 207 △ 54.5
3月 1.16 0.03 1.93 △ 0.04 3,736 2.1 9 △ 18.2 110 △ 80.1 8,042 △ 10.8 466 △ 6.2
4月 13 44.4 496 79.1 3,884 △ 13.9 212 △ 77.0

資料出所
※は年度、rは改訂、pは速報を表す。 

　

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
15年=100 ％ 15年=100 ％ 15年=100 ％ 15年=100 ％ 15年=100 ％ 15年=100 ％ 15年=100 ％ 15年=100 ％

2021年 85.3 0.7 71.6 10.5 73.6 △1.7 156.9 △2.1 86.2 △8.8 91.0 △4.1 83.1 △8.7 67.6 △9.0
2022年 86.8 1.8 76.6 7.0 74.5 1.2 163.1 4.0 88.3 2.4 92.8 2.0 83.0 △0.1 49.6 △26.6
2023年 86.7 △0.1 77.5 1.2 80.9 8.6 169.7 4.0 89.1 0.9 96.3 3.8 85.0 2.4 47.2 △4.8
2024年 86.9 0.2 69.7 △10.1 68.5 △15.3 198.8 17.1 88.0 △1.2 107.5 11.6 87.8 3.3 44.7 △5.3
2024年3月 83.4 △3.1 61.1 △18.1 65.4 △25.5 165.2 7.8 81.1 △10.0 108.7 11.4 97.9 11.1 49.4 △2.4

4月 84.4 △0.8 67.1 △16.1 61.5 △24.6 184.8 20.3 93.1 2.1 106.3 17.6 94.2 22.3 40.8 △17.1
5月 88.1 1.6 75.2 △6.2 80.4 △6.0 197.6 17.1 85.0 △5.1 99.4 7.8 94.7 18.3 42.1 △0.5
6月 84.5 △5.4 71.9 0.5 72.5 △16.7 175.5 7.8 88.5 △2.7 109.4 7.5 86.8 △6.6 41.4 △20.0
7月 86.8 2.9 63.9 △19.3 72.3 △2.7 216.4 31.6 87.9 △0.8 107.5 15.0 85.6 1.2 44.0 20.4
8月 82.5 △7.1 60.2 △27.7 69.8 △17.4 215.9 34.0 80.0 △5.0 111.1 10.2 79.5 △14.9 46.5 △4.0
9月 88.3 △0.1 71.7 △10.7 73.0 △13.3 224.4 24.8 88.7 1.4 111.3 12.3 91.4 3.8 47.9 △7.7
10月 94.0 8.3 65.8 △19.3 73.4 △7.1 230.7 23.9 94.3 5.1 117.0 22.0 91.6 3.8 44.7 △4.5
11月 89.6 2.2 72.3 6.5 69.2 △14.4 250.3 44.8 93.0 6.3 109.4 10.7 83.9 2.5 43.9 0.4
12月 88.6 △2.1 61.6 △34.4 65.8 △13.2 212.4 △9.8 89.0 △0.6 105.5 8.3 80.3 △9.7 37.8 △17.5

2025年1月 87.7 2.5 66.9 △35.2 74.4 28.0 188.5 29.8 90.6 5.2 111.6 10.7 87.8 8.1 53.4 19.3
2月 r83.5 r△5.5 r64.8 r△7.5 68.7 11.4 r185.2 r2.4 85.8 △4.2 110.9 6.1 84.0 △5.1 52.3 △4.9
3月 p88.3 p6.9 p58.6 p△4.2 p64.0 p0.3 p204.9 p24.3 p89.6 p10.6 p117.4 p9.4 p98.7 p2.4 p49.0 p0.6
4月

資料出所

有効求人倍率
雇用保険 所定外労働時間指数 名目賃金指数 企　業　倒　産

保証承諾 代位弁済

20年=100 20年=100

奈良労働局 奈良県　※規模5人以上 帝国データバンク

食料品・たばこ 繊　　　維 木材・木製品

奈良県信用保証協会

保　証　状　況
受給者実人員 （現金給与総額） 件　数 負債総額

奈　　　　　　　　　　良　　　　　　　　　　県
※鉱工業生産指数調整値、前年比は原指数を使用。 

＊有効求人倍率、新規求人倍率は季節調整値を使用。2025年１月分公表時に季節調整替えを実施。

鉱　　　　　工　　　　　業　　　　　生　　　　　産　　　　　指　　　　　数
総　　　合 一般機械 輸送機械 化　　　学 プラスチック

生 産

労働需給 企業倒産・保証状況
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令和７年 春闘要求妥結状況 

2025年 7月 1日現在 

 

 

 

 １ 【日本労働組合総連合会】 

    ・2025 春季生活闘争 第 6回回答集計 平均賃金方式 

（2024年 6月 5日公表との比較） 

・2025 春季生活闘争 第 6回回答集計 夏季一時金（年間） 

・2025 春季生活闘争 第 6回回答集計 夏季一時金（夏季） 

 

 

２ 【（一社）日本経済団体連合会】 

    ・2025年 春季労使交渉・大手企業業種別回答状況[了承・妥結含]（加重平均） 

    ・2025年 春季労使交渉・中小企業業種別回答状況[了承・妥結含]（加重平均） 

 

 

  ３ 【（一社）奈良経済産業協会】 

    ・令和 7年 春季労使交渉要求・妥結状況（県内企業・対前年同企業集計） 

 

 

 

 

 

資料№９ 
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 2025 春季生活闘争　第6回回答集計　平均賃金方式（2024年6月5日公表との比較）  2025/6/5

額 率 額 率 額 率 額 率

組合数 人員 組合数 人員 組合数 人員 計 計 計 計 計 計 計 計

～99 1,318 59,835 1,353 59,924 ▲ 35 ▲ 89 40.23 14.07 258,598 16,242 6.36 11,575 4.48 10,175 4.09 1,400 0.39

100～299 976 172,606 990 174,947 ▲ 14 ▲ 2,341 39.57 14.66 273,810 17,448 6.42 13,657 5.02 12,334 4.68 1,323 0.34

300未満計 2,294 232,441 2,343 234,871 ▲ 49 ▲ 2,430 39.73 14.52 270,068 17,139 6.40 13,117 4.89 11,775 4.54 1,342 0.35

300～999 613 324,022 608 328,101 5 ▲ 4,079 39.34 15.03 296,474 18,556 6.30 15,737 5.32 14,890 5.22 847 0.10

1,000～ 308 1,099,633 296 1,058,888 12 40,745 39.51 16.00 333,724 20,003 5.99 18,909 5.66 18,667 5.87 242 ▲ 0.21

計 3,215 1,656,096 3,247 1,621,860 ▲ 32 34,236 39.50 15.63 317,847 19,322 6.11 17,486 5.50 16,897 5.55 589 ▲ 0.05

～99 80 3,569 79 3,598 1 ▲ 29 44.10 15.19 272,071 15,543 5.82 8,572 3.20 8,589 3.23 ▲ 17 ▲ 0.03

100～299 111 20,692 93 17,927 18 2,765 42.51 15.90 279,722 17,076 6.13 10,289 3.69 11,305 4.29 ▲ 1,016 ▲ 0.60

300未満計 191 24,261 172 21,525 19 2,736 42.68 15.82 278,674 16,856 6.08 10,043 3.62 10,869 4.13 ▲ 826 ▲ 0.51

300～999 124 68,642 113 62,387 11 6,255 40.14 14.17 285,644 17,075 6.04 12,289 4.33 13,233 4.86 ▲ 944 ▲ 0.53

1,000～ 73 223,743 71 220,538 2 3,205 40.14 13.63 314,783 18,067 5.84 14,855 4.77 15,967 5.33 ▲ 1,112 ▲ 0.56

計 388 316,646 356 304,450 32 12,196 40.29 13.86 305,752 17,761 5.90 13,938 4.59 15,052 5.15 ▲ 1,114 ▲ 0.56

～99 320 11,696 367 13,298 ▲ 47 ▲ 1,602 47.31 14.30 227,536 15,149 6.92 7,422 3.54 6,089 3.12 1,333 0.42

100～299 127 22,304 126 21,588 1 716 44.79 13.13 233,860 15,819 7.12 8,939 3.94 7,761 4.00 1,178 ▲ 0.06

300未満計 447 34,000 493 34,886 ▲ 46 ▲ 886 45.55 13.49 231,878 15,556 7.05 8,375 3.81 7,031 3.66 1,344 0.15

300～999 94 55,061 94 53,255 0 1,806 41.72 13.32 264,922 17,290 6.50 12,111 4.46 9,100 3.69 3,011 0.77

1,000～ 47 266,641 47 265,330 0 1,311 42.32 15.19 299,917 16,371 5.50 14,265 4.74 9,594 3.24 4,671 1.50

計 588 355,702 634 353,471 ▲ 46 2,231 42.45 14.84 291,570 16,407 5.70 13,416 4.64 9,256 3.31 4,160 1.33

～99 11 407 17 642 ▲ 6 ▲ 235 39.08 13.40 234,528 9,988 4.24 10,482 4.15 10,092 4.26 390 ▲ 0.11

100～299 9 1,508 9 1,520 0 ▲ 12 38.25 10.69 242,787 18,699 7.47 13,699 5.49 9,841 3.39 3,858 2.10

300未満計 20 1,915 26 2,162 ▲ 6 ▲ 247 38.36 11.07 241,814 17,828 7.13 13,261 5.30 9,937 3.71 3,324 1.59

300～999 7 3,097 5 1,721 2 1,376 36.26 12.27 241,050 14,448 5.74 9,972 3.49 7,703 2.97 2,269 0.52

1,000～ 8 234,627 9 233,188 ▲ 1 1,439 43.44 17.00 316,034 21,020 6.65 16,029 5.07 11,124 3.72 4,905 1.35

計 35 239,639 40 237,071 ▲ 5 2,568 43.34 16.93 315,216 20,960 6.65 15,961 5.06 11,103 3.71 4,858 1.35

～99 12 602 7 260 5 342 41.53 14.69 240,021 13,248 5.15 13,202 5.86 9,733 4.69 3,469 1.17

100～299 10 1,889 8 1,616 2 273 36.34 11.50 265,302 13,379 4.82 14,167 5.46 12,237 4.51 1,930 0.95

300未満計 22 2,491 15 1,876 7 615 37.23 12.18 260,689 13,323 4.89 13,670 5.60 11,961 4.53 1,709 1.07

300～999 17 9,350 19 10,477 ▲ 2 ▲ 1,127 37.97 12.15 302,845 17,286 5.85 16,721 5.31 12,927 3.94 3,794 1.37

1,000～ 12 140,326 10 137,955 2 2,371 40.60 15.77 401,993 14,846 6.20 14,303 5.79 11,724 5.76 2,579 0.03

計 51 152,167 44 150,308 7 1,859 39.70 14.60 371,753 15,481 5.88 15,234 5.64 12,168 5.24 3,066 0.40

～99 3 182 4 169 ▲ 1 13 56.80 36.20 395,000 27,650 5.18 17,394 5.64 12,603 5.00 4,791 0.64

100～299 4 884 5 1,115 ▲ 1 ▲ 231 36.03 12.19 288,913 15,439 5.36 13,620 4.69 13,665 4.82 ▲ 45 ▲ 0.13

300未満計 7 1,066 9 1,284 ▲ 2 ▲ 218 36.24 12.43 289,982 15,562 5.34 14,007 4.79 13,605 4.83 402 ▲ 0.04

300～999 3 1,315 6 2,838 ▲ 3 ▲ 1,523 33.49 9.80 292,819 14,061 4.81 13,759 4.70 13,618 4.62 141 0.08

1,000～ 0 0 1 1,795 ▲ 1 ▲ 1,795 15,788 5.04

計 10 2,381 16 5,917 ▲ 6 ▲ 3,536 34.60 10.87 291,671 14,668 5.03 13,866 4.74 14,285 4.79 ▲ 419 ▲ 0.05

～99 292 10,836 317 11,447 ▲ 25 ▲ 611 40.74 12.60 257,115 16,032 6.31 11,586 4.68 10,018 3.93 1,568 0.75

100～299 139 24,692 141 24,804 ▲ 2 ▲ 112 40.12 12.23 278,977 17,491 6.27 13,237 4.66 12,744 4.68 493 ▲ 0.02

300未満計 431 35,528 458 36,251 ▲ 27 ▲ 723 40.29 12.33 272,495 17,060 6.28 12,760 4.66 11,890 4.45 870 0.21

300～999 89 46,820 89 47,128 0 ▲ 308 39.69 12.65 286,424 17,267 6.06 14,845 5.09 13,094 4.61 1,751 0.48

1,000～ 56 128,537 54 129,879 2 ▲ 1,342 38.66 14.37 310,765 19,330 6.26 17,778 5.67 15,280 5.14 2,498 0.53

計 576 210,885 601 213,258 ▲ 25 ▲ 2,373 39.12 13.70 298,996 18,435 6.22 16,241 5.36 14,039 4.87 2,202 0.49

～99 2,036 87,127 2,144 89,338 ▲ 108 ▲ 2,211 41.12 13.96 257,214 16,062 6.35 10,976 4.38 9,586 3.96 1,390 0.42

100～299 1,376 244,575 1,372 243,517 4 1,058 40.17 14.37 273,266 17,324 6.39 12,978 4.80 12,017 4.62 961 0.18

300未満計 3,412 331,702 3,516 332,855 ▲ 104 ▲ 1,153 40.39 14.28 269,340 16,998 6.38 12,453 4.70 11,361 4.45 1,092 0.25

300～999 947 508,307 934 505,907 13 2,400 39.64 14.47 292,140 18,092 6.24 14,855 5.08 14,106 5.01 749 0.07

1,000～ 504 2,093,507 488 2,047,573 16 45,934 40.37 15.64 325,243 19,481 6.03 17,441 5.39 16,211 5.19 1,230 0.20

300以上計 1,451 2,601,814 1,422 2,553,480 29 48,334 40.23 15.42 318,617 19,208 6.07 16,932 5.33 15,784 5.16 1,148 0.17

計 4,863 2,933,516 4,938 2,886,335 ▲ 75 47,181 40.25 15.30 313,105 18,948 6.11 16,399 5.26 15,236 5.08 1,163 0.18

業種別
集計組合 昨年同時期 対比

組合員１人あたり平均（加重平均）

平均年齢 平均勤続 要求ベース

2025要求 2025回答 昨年実績 対比

その他

計

製造業

商業流通

交通運輸

サービス
・ホテル

情報・出版

金融・保険
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 2025 春季生活闘争　第6回回答集計　平均賃金方式（2024年6月5日公表との比較）  2025/6/5

組合数 人員 組合数 人員 組合数 人員

～99 1,318 59,835 1,353 59,924 ▲ 35 ▲ 89

100～299 976 172,606 990 174,947 ▲ 14 ▲ 2,341

300未満計 2,294 232,441 2,343 234,871 ▲ 49 ▲ 2,430

300～999 613 324,022 608 328,101 5 ▲ 4,079

1,000～ 308 1,099,633 296 1,058,888 12 40,745

計 3,215 1,656,096 3,247 1,621,860 ▲ 32 34,236

～99 80 3,569 79 3,598 1 ▲ 29

100～299 111 20,692 93 17,927 18 2,765

300未満計 191 24,261 172 21,525 19 2,736

300～999 124 68,642 113 62,387 11 6,255

1,000～ 73 223,743 71 220,538 2 3,205

計 388 316,646 356 304,450 32 12,196

～99 320 11,696 367 13,298 ▲ 47 ▲ 1,602

100～299 127 22,304 126 21,588 1 716

300未満計 447 34,000 493 34,886 ▲ 46 ▲ 886

300～999 94 55,061 94 53,255 0 1,806

1,000～ 47 266,641 47 265,330 0 1,311

計 588 355,702 634 353,471 ▲ 46 2,231

～99 11 407 17 642 ▲ 6 ▲ 235

100～299 9 1,508 9 1,520 0 ▲ 12

300未満計 20 1,915 26 2,162 ▲ 6 ▲ 247

300～999 7 3,097 5 1,721 2 1,376

1,000～ 8 234,627 9 233,188 ▲ 1 1,439

計 35 239,639 40 237,071 ▲ 5 2,568

～99 12 602 7 260 5 342

100～299 10 1,889 8 1,616 2 273

300未満計 22 2,491 15 1,876 7 615

300～999 17 9,350 19 10,477 ▲ 2 ▲ 1,127

1,000～ 12 140,326 10 137,955 2 2,371

計 51 152,167 44 150,308 7 1,859

～99 3 182 4 169 ▲ 1 13

100～299 4 884 5 1,115 ▲ 1 ▲ 231

300未満計 7 1,066 9 1,284 ▲ 2 ▲ 218

300～999 3 1,315 6 2,838 ▲ 3 ▲ 1,523

1,000～ 0 0 1 1,795 ▲ 1 ▲ 1,795

計 10 2,381 16 5,917 ▲ 6 ▲ 3,536

～99 292 10,836 317 11,447 ▲ 25 ▲ 611

100～299 139 24,692 141 24,804 ▲ 2 ▲ 112

300未満計 431 35,528 458 36,251 ▲ 27 ▲ 723

300～999 89 46,820 89 47,128 0 ▲ 308

1,000～ 56 128,537 54 129,879 2 ▲ 1,342

計 576 210,885 601 213,258 ▲ 25 ▲ 2,373

～99 2,036 87,127 2,144 89,338 ▲ 108 ▲ 2,211

100～299 1,376 244,575 1,372 243,517 4 1,058

300未満計 3,412 331,702 3,516 332,855 ▲ 104 ▲ 1,153

300～999 947 508,307 934 505,907 13 2,400

1,000～ 504 2,093,507 488 2,047,573 16 45,934

300以上計 1,451 2,601,814 1,422 2,553,480 29 48,334

計 4,863 2,933,516 4,938 2,886,335 ▲ 75 47,181

業種別
集計組合 昨年同時期 対比

その他

計

製造業

商業流通

交通運輸

サービス
・ホテル

情報・出版

金融・保険

額 率 額 率 額 率 額 率

計 計 計 計 計 計 計 計

41.12 14.46 255,092 15,938 6.34 10,875 4.26 9,563 3.87 1312 0.39

39.55 14.59 271,778 17,318 6.42 13,426 4.97 12,049 4.60 1377 0.37

40.39 14.52 262,557 16,525 6.38 11,949 4.58 10,603 4.19 1346 0.39

39.36 15.03 294,795 18,452 6.31 15,522 5.28 14,595 5.15 927 0.13

39.54 15.41 320,187 19,546 6.10 18,099 5.63 16,892 5.47 1207 0.16

40.08 14.73 274,844 17,161 6.33 13,179 4.82 11,865 4.49 1314 0.33

43.99 15.23 267,899 15,822 6.01 8,854 3.30 8,403 3.20 451 0.10

42.77 16.00 279,631 17,305 6.15 10,127 3.63 11,024 4.19 ▲ 897 ▲ 0.56

43.21 15.72 274,951 16,688 6.09 9,604 3.50 9,847 3.75 ▲ 243 ▲ 0.25

40.19 14.21 285,226 17,111 6.06 12,239 4.31 13,285 4.87 ▲ 1046 ▲ 0.56

40.19 14.15 313,775 17,867 5.78 14,224 4.57 14,821 4.98 ▲ 597 ▲ 0.41

41.43 14.81 285,762 17,051 6.02 11,342 3.97 11,960 4.37 ▲ 618 ▲ 0.40

48.11 14.53 221,082 14,988 7.01 6,793 3.29 5,870 3.12 923 0.17

44.98 13.04 231,387 15,710 7.16 8,807 3.91 7,703 3.98 1104 ▲ 0.07

47.02 14.01 224,167 15,149 7.06 7,300 3.48 6,248 3.34 1052 0.14

42.41 13.47 262,936 17,227 6.54 11,939 4.45 8,929 3.64 3010 0.81

42.93 15.88 265,171 16,869 6.38 12,536 4.57 9,041 3.36 3495 1.21

45.51 14.14 234,549 15,495 6.91 8,229 3.75 6,654 3.39 1575 0.36

41.98 13.98 206,006 11,200 4.46 10,649 4.95 9,633 4.14 1016 0.81

38.45 9.70 231,155 17,860 7.45 13,320 5.47 10,111 3.34 3209 2.13

40.21 11.84 219,977 14,833 6.25 11,985 5.23 9,770 3.91 2215 1.32

36.92 12.90 241,737 14,057 5.58 10,438 3.66 7,599 2.92 2839 0.74

43.13 17.00 305,981 21,993 7.05 17,069 5.59 11,512 4.02 5557 1.57

39.56 13.14 255,098 17,109 6.42 13,161 5.13 10,066 3.83 3095 1.30

38.93 13.27 231,048 13,469 5.40 14,086 6.53 9,733 4.69 4353 1.84

36.48 11.93 261,987 13,299 4.83 13,732 5.37 12,248 4.48 1484 0.89

37.40 12.50 248,727 13,401 5.08 13,990 6.07 11,619 4.53 2371 1.54

37.60 11.95 298,508 17,282 5.91 16,763 5.32 12,970 4.04 3793 1.28

37.70 13.02 338,982 18,554 6.59 17,984 6.10 12,370 5.08 5614 1.02

37.56 12.32 294,446 16,308 5.59 15,594 5.66 12,498 4.35 3096 1.31

56.80 36.20 395,000 27,650 6.00 20,595 5.90 12,429 4.99 8166 0.91

35.77 11.73 285,245 15,598 5.49 13,723 4.80 13,665 4.88 58 ▲ 0.08

39.98 16.62 307,196 18,008 5.66 16,013 5.17 13,312 4.91 2701 0.26

33.50 9.90 293,375 14,012 4.78 13,678 4.67 14,255 4.80 ▲ 577 ▲ 0.13

15,788 5.04

37.55 14.10 302,013 16,509 5.37 15,235 5.00 13,893 4.87 1342 0.13

42.04 13.52 252,176 15,928 6.51 10,512 4.31 8,675 3.59 1837 0.72

40.21 12.27 276,780 17,383 6.26 12,938 4.57 12,440 4.63 498 ▲ 0.06

41.36 13.05 260,438 16,398 6.42 11,318 4.40 9,788 3.91 1530 0.49

39.65 12.54 287,039 17,422 6.05 14,682 5.02 13,768 4.85 914 0.17

39.11 13.25 306,780 19,360 6.33 16,497 5.33 16,716 5.67 ▲ 219 ▲ 0.34

40.79 12.98 269,328 16,832 6.36 12,315 4.59 10,822 4.17 1493 0.42

42.11 14.38 252,760 15,804 6.39 10,185 4.15 8,852 3.74 1333 0.41

40.19 14.32 271,335 17,230 6.40 12,761 4.76 11,744 4.55 1017 0.21

41.23 14.35 260,829 16,381 6.39 11,218 4.41 9,971 4.08 1247 0.33

39.69 14.49 291,081 18,043 6.24 14,700 5.05 13,968 4.99 732 0.06

39.91 15.03 315,401 19,154 6.10 16,889 5.37 16,018 5.25 871 0.12

39.77 14.68 299,520 18,425 6.19 15,461 5.16 14,653 5.08 808 0.08

40.73 14.47 273,127 16,973 6.33 12,440 4.65 11,246 4.37 1194 0.28

１組合あたり平均（単純平均）

対比昨年実績

平均年齢 平均勤続 要求ベース

2025要求 2025回答
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2025 春季生活闘争　第6回回答集計　夏季一時金（年間）

2025/6/5

【額集計】

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 金額 金額 金額 金額 金額 金額

601 450,081 1,793,178 1,738,776 1,659,670 1,525,261 1,366,937 1,301,510

63 70,904 1,293,357 1,126,367 1,112,280 1,213,080 1,025,402 1,027,381

45 10,576 1,051,406 921,001 888,375 1,161,087 814,039 741,547

1 465 854,000 854,000 854,000 854,000

16 121,787 1,775,102 1,784,320 1,741,965 1,636,829 1,603,675 1,466,901

139 108,206 1,752,418 1,688,232 1,578,307 1,462,145 1,357,049 1,295,780

865 762,019 1,713,019 1,670,005 1,607,551 1,466,071 1,315,496 1,247,416

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 金額 金額 金額 金額 金額 金額

114 96,443 1,359,232 1,220,976 1,241,602 1,264,749 1,123,730 1,147,059

96 53,129 837,140 1,579,414 1,679,044 1,067,000 1,080,245 1,057,689

45 128,317 1,953,776 1,878,976 1,759,334 1,693,150 1,670,625 1,557,037

220 118,520 1,790,434 1,701,349 1,650,204 1,503,839 1,350,811 1,306,084

132 103,233 1,809,168 1,745,798 1,634,585 1,560,791 1,463,061 1,385,964

6 115,700 1,774,102 1,786,223 1,765,967 1,686,948 1,629,681 1,155,099

21 2,500 1,251,798 1,178,744 1,013,433 1,185,789 740,696 644,769

63 29,227 1,783,773 1,924,148 1,633,518 1,652,778 1,607,568 1,468,377

2 120 667,100 734,200

36 14,977 1,660,943 1,634,553 1,384,102 1,515,117 1,447,436 1,349,247

32 41,766 1,684,104 1,684,167 1,645,129 1,384,827 1,347,291 1,318,238

16 7,208 971,178 796,797 764,638 1,032,308 738,030 752,193

38 19,855 1,505,538 1,431,044 1,384,210 1,359,172 1,229,159 1,136,132

32 25,893 1,690,293 1,574,556 1,347,859 1,272,663

1 900,000 820,000 790,000 900,000 820,000 790,000

9 4,600 1,973,246 1,913,347 1,861,222 1,507,189 1,425,322 1,500,321

2 488 868,705 868,705 1,339,320 1,010,000 1,010,000 1,253,000

※2024実績は昨年同時期実績。ただし、2024実績と2025回答は集計対象組合が異なる。

集計組合
組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

ＵＡゼンセン

自動車総連

電機連合

業種別
集計組合

組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

ＪＡＭ

電力総連

情報労連

運輸労連

ＪＥＣ連合

私鉄総連

製造業

商業流通

交通運輸

サービス・ホテル

情報・出版

その他

計

構成組織

フード連合

ゴム連合

交通労連

紙パ連合

全電線

印刷労連

セラミックス連合

メディア労連
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【月数集計】

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 月数 月数 月数 月数 月数 月数

1,498 1,211,967 5.66 5.48 5.42 5.11 4.72 4.69

82 101,262 4.30 3.87 3.82 4.18 3.51 3.55

214 162,263 5.21 4.28 4.26 4.99 3.67 3.63

23 224,442 4.58 4.28 4.29 4.55 4.31 3.32

24 67,903 5.57 6.45 5.29 5.43 5.25 4.88

23 11,128 4.42 4.41 4.40 4.59 4.61 4.55

163 112,177 5.04 4.84 4.81 4.86 4.49 4.49

2,027 1,891,142 5.35 5.14 5.06 5.03 4.54 4.51

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 月数 月数 月数 月数 月数 月数

133 137,798 4.43 4.14 4.17 4.34 3.78 3.99

770 683,997 5.75 5.62 5.62 5.03 4.70 4.66

49 129,429 5.71 5.37 5.16 5.22 4.93 4.78

314 146,227 5.29 4.95 5.09 5.03 4.48 4.58

132 92,749 5.92 5.73 5.54 5.70 5.07 4.96

4 217,050 4.60 4.30 4.30 4.60 4.33 4.33

141 105,337 5.17 4.99 4.94 5.12 4.81 4.73

20 60,772 5.41 6.57 5.00 4.82 4.75 4.17

4 30,297 5.00 3.10 3.23 5.00 2.89 3.34

67 37,267 5.62 5.53 5.28 5.31 5.04 5.04

159 82,725 5.14 4.55 4.53 5.03 3.58 3.49

38 14,282 5.32 5.18 4.26 5.21 4.94 4.82

12 27,892 5.56 5.04 4.94 5.15 4.35 4.16

21 18,010 5.51 4.08 4.07 4.87 4.18 4.19

32 41,766 5.23 5.23 5.27 4.66 4.52 4.59

21 4,329 4.18 3.61 3.49 4.47 3.72 3.55

13 7,026 3.90 3.54 3.63 4.30 3.94 2.81

18 9,066 5.22 5.19 4.81 5.21 4.67 4.53

33 25,900 5.32 5.03 4.76 5.18 4.37 4.14

5 1,002 4.71 4.69 4.69 4.88 4.79 4.82

2 268 4.74 3.86 3.83 4.18 3.58 3.48

11 6,060 5.38 5.24 5.34 5.16 4.82 5.19

1 6.50 5.30 5.20 6.50 5.30 5.20

6 488 5.95 6.03 5.59 5.60 5.64 5.52

14 6,739 4.55 4.55 4.58 4.54 4.54 4.57

7 4,216 4.19 4.16 4.14 4.60 4.53 4.43

※2024実績は昨年同時期実績。ただし、2024実績と2025回答は集計対象組合が異なる。

製造業

商業流通

情報労連

構成組織
集計組合

組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

ＵＡゼンセン

自動車総連

電機連合

ＪＡＭ

組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

業種別
集計組合

印刷労連

セラミックス連合

ＪＲ総連

メディア労連

全労金

労済労連

ゴム連合

交通労連

サービス連合

紙パ連合

全電線

全国ガス

サービス・ホテル

交通運輸

情報・出版

金融・保険

その他

計

運輸労連

ＪＥＣ連合

私鉄総連

フード連合

ＪＲ連合

航空連合

基幹労連

ＪＰ労組

電力総連
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2025 春季生活闘争　第6回回答集計　夏季一時金（夏季）

【額集計】

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 金額 金額 金額 金額 金額 金額

763 434,430 895,114 849,060 806,026 751,068 664,696 631,084

54 47,120 597,666 523,015 515,467 560,579 477,615 482,984

122 97,849 688,206 478,011 475,869 618,817 355,732 323,013

1 465 427,000 427,000 427,000 427,000

14 7,657 865,605 829,058 756,185 788,237 751,744 745,722

148 106,097 879,383 858,356 812,047 735,140 691,747 683,501

1,102 693,618 837,277 775,485 738,024 726,102 625,847 593,256

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 金額 金額 金額 金額 金額 金額

110 99,715 666,334 708,567 594,260 606,984 570,416 568,755

89 24,856 418,570 593,966 566,686 533,500 518,908 493,667

9 8,561 703,698 637,582 825,803 678,775 597,107 732,159

326 149,386 876,181 824,776 800,318 739,306 653,551 624,026

132 92,749 1,010,701 970,181 878,162 816,685 738,046 668,013

135 104,652 901,489 881,708 824,408 778,877 740,401 707,550

8 1,808 655,415 570,538 655,843 696,446 670,092 676,567

113 96,459 688,505 477,610 475,121 614,641 339,928 306,153

56 24,748 905,791 858,973 834,434 820,189 760,296 731,339

21 6,681 791,936 775,999 715,916 667,227 636,876 614,474

34 42,177 838,822 840,277 820,234 683,731 663,866 644,887

4 559 318,809 405,468 354,758 378,610

43 20,617 747,363 712,966 687,697 678,247 605,916 554,952

5 11,182 752,606 745,229 680,363 676,057 663,830 578,086

15 8,980 948,980 1,017,930 985,935 738,292 723,302 713,724

2 488 434,352 434,352 669,660 505,000 505,000 626,500

※2024実績は昨年同時期実績。ただし、2024実績と2025回答は集計対象組合が異なる。

その他

計

商業流通

交通運輸

サービス・ホテル

情報・出版

１組合あたり平均（単純平均）

業種別
集計組合

組合員１人あたり平均（加重平均）

基幹労連

電力総連

情報労連

運輸労連

ＪＥＣ連合

フード連合

組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

ＵＡゼンセン

自動車総連

電機連合

ＪＡＭ

ゴム連合

交通労連

紙パ連合

印刷労連

構成組織
集計組合

製造業

セラミックス連合

メディア労連
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【月数集計】

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 月数 月数 月数 月数 月数 月数

1,506 1,012,150 2.82 2.71 2.69 2.55 2.32 2.32

79 79,492 1.90 1.74 1.81 1.95 1.66 1.75

78 92,580 2.76 2.19 2.19 2.54 2.08 2.04

39 230,411 1.90 2.13 2.13 2.14 1.93 1.59

22 10,474 2.88 2.79 2.72 2.84 2.77 2.52

21 10,955 2.21 2.20 2.20 2.29 2.27 2.27

163 109,973 2.54 2.47 2.45 2.47 2.29 2.33

1,908 1,546,035 2.72 2.52 2.52 2.51 2.28 2.28

2025要求 2025回答 2024実績 2025要求 2025回答 2024実績

組合数 人員 月数 月数 月数 月数 月数 月数

132 128,930 2.03 2.08 2.00 2.05 1.86 1.95

723 577,814 2.89 2.80 2.77 2.54 2.33 2.33

11 9,651 2.35 2.05 2.50 2.28 2.02 2.41

441 179,435 2.62 2.44 2.51 2.49 2.20 2.23

132 92,749 2.96 2.87 2.77 2.85 2.53 2.48

4 217,050 2.15 2.15 2.16 2.16

145 107,606 2.61 2.54 2.49 2.58 2.45 2.42

20 4,631 2.90 2.90 2.64 2.95 2.79 2.29

4 30,297 1.55 1.63 1.38 1.82

56 25,590 2.74 2.59 2.63 2.63 2.48 2.49

6 556 1.28 1.30 1.38 1.32

24 7,293 2.57 2.51 2.61 2.39 2.27 2.32

34 37,198 2.99 2.78 2.77 2.74 2.44 2.42

26 22,954 2.09 2.02 2.03 2.06 1.96 2.05

34 42,177 2.61 2.61 2.63 2.32 2.24 2.25

15 2,212 1.96 1.51 1.90 1.57

23 11,592 1.85 1.65 1.90 2.09 1.74 1.48

23 9,316 2.59 2.58 2.39 2.56 2.23 2.21

5 11,182 2.51 2.47 2.38 2.28 2.19 2.11

20 10,859 2.61 2.79 2.85 2.46 2.30 2.50

3 5,500 3.18 2.79 2.70 3.17 2.83 2.77

6 488 2.98 3.02 2.78 2.80 2.82 2.75

14 6,739 2.25 2.26 2.27 2.25 2.26 2.27

7 4,216 2.14 2.12 2.11 2.40 2.29 2.27

※2024実績は昨年同時期実績。ただし、2024実績と2025回答は集計対象組合が異なる。

組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

構成組織
集計組合

組合員１人あたり平均（加重平均） １組合あたり平均（単純平均）

ＵＡゼンセン

製造業

商業流通

交通運輸

情報・出版

金融・保険

情報労連

運輸労連

ＪＥＣ連合

私鉄総連

フード連合

ＪＲ連合

自動車総連

電機連合

ＪＡＭ

基幹労連

ＪＰ労組

電力総連

セラミックス連合

ＪＲ総連

メディア労連

全労金

労済労連

航空連合

ゴム連合

交通労連

サービス連合

紙パ連合

印刷労連

その他

計

サービス・ホテル

業種別
集計組合
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　（単純平均）　 単位：円

妥結

集計 基準賃金 金額 アップ率 集計 基準賃金 金額 アップ率 金額 ポイント 集計 基準賃金 金額 アップ率 集計 基準賃金 金額 アップ率

全産業 18社 278,259 13,589 4.88% 28社 298,139 13,497 4.52% 4,203 1.29 18社 269,631 9,937 3.68% 28社 287,366 9,294 3.23%

製造業 14社 277,066 12,741 4.59% 18社 300,464 15,898 5.29% 7,198 2.28 14社 269,130 8,727 3.24% 18社 288,549 8,700 3.01%

繊維工業 2社 242,334 15,803 6.52% 2社 242,334 11,183 4.61% 2,463 0.85 2社 231,634 14,262 6.15% 2社 231,634 8,720 3.76%

金属工業 2社 273,403 10,500 3.84% 3社 301,989 10,087 3.34% 2,566 0.90 2社 284,321 8,000 2.81% 3社 307,650 7,521 2.44%

化学ゴム 4社 293,728 16,267 5.53% 4社 293,728 14,953 5.09% 5,138 1.61 4社 281,905 9,864 3.49% 4社 281,905 9,815 3.48%

その他 5社 295,196 10,940 3.70% 8社 330,782 21,092 6.37% 11,800 3.39 5社 284,344 7,040 2.47% 8社 311,686 9,292 2.98%

非製造業 4社 282,434 16,560 5.86% 10社 293,953 9,176 3.12% -1,187 -0.51 4社 271,388 14,173 5.22% 10社 285,235 10,363 3.63%

自動車小売 2社 285,103 16,666 5.84% 2社 285,103 12,079 4.23% 1,762 0.46 2社 273,568 11,287 4.12% 2社 273,568 10,317 3.77%

サービス・
その他

1社 299,735 14,348 4.78% 7社 301,362 8,143 2.70% -2,213 -0.82 1社 287,792 14,518 5.04% 7社 293,513 10,356 3.52%

対前年比
要求

令和７年　春季労使交渉要求・妥結結果（県内企業・対前年同企業集計）
（一社）奈良経済産業協会

＜第２回集計＞

要求

令和7年6月27日

妥結

令和７年　 令和６年
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令和６年賃金構造基本統計調査の概況 
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結果の概要  １ 一般労働者の賃金 

（１）賃金の推移  ....................... ６ 頁 
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（６）雇用形態別にみた賃金  ............. 12 頁 

（７）勤続年数階級別にみた賃金  ......... 14 頁 
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（９）在留資格区分別にみた賃金  ......... 15 頁 

（10）新規学卒者の学歴別にみた賃金  ..... 16 頁 

（11）都道府県別にみた賃金  ............. 16 頁 

２ 短時間労働者の賃金 

（１）性別にみた賃金  ................... 17 頁 

（２）企業規模別にみた賃金  ............. 18 頁 
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令和６年賃金構造基本統計調査の結果は、厚生労働省のホームページにも掲載しています。 

アドレス (https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou_a.html)

令和７年３月 17 日 

【照会先】政策統括官付参事官付賃金福祉統計室 

室  長  田中 伸彦 

室長補佐  野々部 恵美子 

賃金第一係 

（代表電話）03(5253)1111(内線 7656,7634) 

（直通電話）03(3595)3147 
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調査の概要 

 

 

１ 調査の目的 

この調査は、統計法に基づく基幹統計「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であ

り、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職

種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。  

 

２ 調査の範囲 

(1) 地域 

日本全国（ただし、一部島しょ部を除く。） 

(2) 産業 

日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）に基づく 16 大産業［「鉱業，採石業，砂利採

取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、

「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸

業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連

サービス業，娯楽業」（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）、

「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分

類されないもの）」（外国公務を除く。）］ 

(3) 事業所 

事業所母集団データベース（令和３年次フレーム）の事業所を母集団として、上記(2)に

掲げる産業に属し、５人以上の常用労働者を雇用する民営事業所（５～９人の事業所につい

ては企業規模が５～９人の事業所に限る。）及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業

所から、都道府県、産業及び事業所規模別に無作為抽出した78,679事業所を客体とした。 

 

３ 調査事項 

事業所の属性及び雇用形態別労働者数、企業全体の常用労働者数、労働者の性、雇用形態、

就業形態、最終学歴、新規学卒者への該当性、年齢、勤続年数、役職、職種、経験年数、実労

働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きまって支給する現金給与額、超過労働給

与額、令和５年１月から令和５年12月までの１年間の賞与、期末手当等特別給与額、在留資格 

 

４ 調査の時期 

令和６年６月分の賃金等(賞与、期末手当等特別給与額については原則として令和５年１月か

ら令和５年12月までの１年間)について、令和６年７月に調査を行った。 

 

５ 調査の方法 

調査票の配布は、複数の調査事業所を有し、これらの事業所の報告を一括して行うことを厚

生労働大臣が指定する企業（以下「一括調査企業」という。）にあっては厚生労働省が業務を

委託する民間事業者（以下「民間事業者」という。）から、一括調査企業に属する調査事業所

以外の調査事業所（以下「一括調査企業以外の事業所」という。）にあっては厚生労働省から、

それぞれ郵送することにより行った。 

調査票の回収は、（ア）記入済みの調査票を郵送する方式、（イ）インターネットを利用し

たオンライン報告方式、（ウ）調査票の様式により記入した光ディスクを郵送する方式のうち

いずれかの方法により、以下のとおり回収した。 
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(1) 一括調査企業 

 （ア）及び（ウ）については民間事業者が、（イ）については厚生労働省が回収した。 

(2) 一括調査企業以外の事業所 

 （ア）及び（ウ）については都道府県労働局又は労働基準監督署が郵送により回収した。 

ただし、一部の事業所については、都道府県労働局若しくは労働基準監督署の職員又は統

計調査員が訪問し、回収した。（イ）については厚生労働省が回収した。 

 

６ 集計・推計方法 

都道府県、産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した労働者数

の加重平均により賃金等を算出した。 

 

７ 調査系統 

(1) 一括調査企業 

（ア）調査票の配布 

厚生労働省 － 民間事業者 － 報告者 

（イ）調査票の回収 

（オンライン調査以外） 

厚生労働省 － 民間事業者 － 報告者 

（オンライン調査） 

厚生労働省 － 報告者 

(2) 一括調査企業以外の事業所 

（ア）調査票の配布 

厚生労働省 － 報告者 

（イ）調査票の回収 

（オンライン調査以外） 

厚生労働省 － 都道府県労働局 －（労働基準監督署）－（調査員・職員）－ 報告者 

（オンライン調査） 

厚生労働省 － 報告者 

 

８ 調査対象数、有効回答数及び有効回答率  

調査対象数：78,679 事業所  有効回答数：58,375 事業所  有効回答率：74.2％ 

 

なお、本概況では、有効回答を得た58,375事業所のうち、10人以上の常用労働者を雇用する

民営事業所（50,682事業所）について集計した。 
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利用上の注意 

 

 

１ 本概況に用いている「賃金」は、令和６年６月分として支払われた所定内給与額の平均を

いう。 

 

２ 賃金カーブとは、年齢（階級）とともに変化する賃金の状況をグラフで表したものをいう。 

 

３ 年齢階級別の図の線上の●印は賃金のピークを示す。 

 

４ 統計表に用いている符号等 

「＊」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合を示す。 

「…」は、計数を表章することが不適当な場合を示す。 

「－」は、該当する数値がない場合を示す。 

 

５ 本概況では、10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所について、次の要件を満たす

常用労働者を集計している。 

(1) 調査対象期日の令和６年６月 30 日（給与締切日の定めがある場合には、６月における最

終給与締切日）現在において、年齢が満 15 歳以上のもの。 

(2) 令和６年６月分の給与の算定期間（例えば、毎月 25 日が給与締切日であれば、５月 26 日

～６月 25 日の期間、給与締切日がない場合は、６月１日～６月 30 日の期間）中に、実労働

日数が 18 日以上であって、１日当たりの所定内実労働時間数が５時間以上のもの（ただし、

短時間労働者については、１日以上であって、１日当たり１時間以上９時間未満のもの。）。 

(3) 令和６年６月分の所定内給与額が 50.0 千円以上のもの（ただし、短時間労働者について

は、１時間当たり所定内給与額が 400 円以上のもの。）。 
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主な用語の定義 

 

 

「常用労働者」 

次のいずれかに該当する労働者をいう。 

(1) 期間を定めずに雇われている労働者 

(2) １か月以上の期間を定めて雇われている労働者 

 

「賃金」 

本概況に用いている「賃金」は、調査実施年６月分の所定内給与額の平均をいう。 

「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により６

月分として支給された現金給与額（きまって支給する現金給与額）のうち、超過労働給与額（①

時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給され

る給与をいう。）を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。 

 

「１時間当たり賃金」 

短時間労働者について、労働者ごとに賃金を所定内実労働時間数で除したものを平均した額

をいう。 

 

「企業規模」 

調査労働者の属する企業の全常用労働者数の規模をいい、本概況では、常用労働者1,000人以

上を「大企業」、100～999人を「中企業」、10～99人を「小企業」に区分している。 

 

「就業形態」 

常用労働者を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分している。 

「一般労働者」とは、「短時間労働者」に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者

をいう。 

「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日

の所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない労働者をいう。 

 

「雇用形態」 

常用労働者を「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に区分している。 

「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以

外」とは、正社員・正職員に該当しない者をいう。 

 

就業形態 雇用形態

常用労働者 　一般労働者 正社員・正職員

正社員・正職員以外

　短時間労働者 正社員・正職員

正社員・正職員以外
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「年齢」 

調査対象期日現在の満年齢の平均をいう。 

 

「勤続年数」 

労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数の平均をいう。 

 

「役職」 

一般労働者のうち、雇用期間の定めのない者について、役職者を｢部長級｣、｢課長級｣、｢係長

級｣等の階級に区分し、役職者以外の者を｢非役職者｣としている。 

 

「在留資格区分」 

常用労働者のうち外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に基

づき、以下のとおり区分している。ただし、特別永住者及び外交又は公用の在留資格をもって

在留する者を除く。 

在留資格区分 含まれる在留資格

専門的・技術的分野（特定
技能を除く）

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能

特定技能 特定技能１号、特定技能２号

身分に基づくもの 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

技能実習 技能実習

留学（資格外活動） 留学

その他（特定活動及び留学
以外の資格外活動）

文化活動、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動
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結果の概要 

 

１ 一般労働者の賃金 

(1) 賃金の推移 

賃金は、男女計 330.4 千円、男性 363.1 千円、女性 275.3 千円となっている。 

男女間賃金格差（男＝100）は、75.8 となっている。（第１図、第１表、付表１） 

 

第１図 性別賃金の推移 

 
第１表 性別賃金、対前年増減率及び男女間賃金格差、対前年差の推移 

平成 13 (2001) 年 305.8 1.2 340.7 1.2 222.4 0.8 65.3 -0.2 
14 (2002) 302.6 -1.0 336.2 -1.3 223.6 0.5 66.5 1.2 
15 (2003) 302.1 -0.2 335.5 -0.2 224.2 0.3 66.8 0.3 
16 (2004) 301.6 -0.2 333.9 -0.5 225.6 0.6 67.6 0.8 
17 (2005) 302.0 0.1 337.8 1.2 222.5 -1.4 65.9 -1.7 
18 (2006) 301.8 -0.1 337.7 0.0 222.6 0.0 65.9 0.0 
19 (2007) 301.1 -0.2 336.7 -0.3 225.2 1.2 66.9 1.0 
20 (2008) 299.1 -0.7 333.7 -0.9 226.1 0.4 67.8 0.9 
21 (2009) 294.5 -1.5 326.8 -2.1 228.0 0.8 69.8 2.0 
22 (2010) 296.2 0.6 328.3 0.5 227.6 -0.2 69.3 -0.5 
23 (2011) 296.8 0.2 328.3 0.0 231.9 1.9 70.6 1.3 
24 (2012) 297.7 0.3 329.0 0.2 233.1 0.5 70.9 0.3 
25 (2013) 295.7 -0.7 326.0 -0.9 232.6 -0.2 71.3 0.4 
26 (2014) 299.6 1.3 329.6 1.1 238.0 2.3 72.2 0.9 
27 (2015) 304.0 1.5 335.1 1.7 242.0 1.7 72.2 0.0 
28 (2016) 304.0 0.0 335.2 0.0 244.6 1.1 73.0 0.8 
29 (2017) 304.3 0.1 335.5 0.1 246.1 0.6 73.4 0.4 
30 (2018) 306.2 0.6 337.6 0.6 247.5 0.6 73.3 -0.1 

令和 元 (2019) 307.7 0.5 338.0 0.1 251.0 1.4 74.3 1.0 

※令和 元 (2019) 年2) 306.0 … 336.1 … 249.8 … 74.3 … 

２2) (2020) 307.7 0.6 338.8 0.8 251.8 0.8 74.3 0.0 

３ (2021) 307.4 -0.1 337.2 -0.5 253.6 0.7 75.2 0.9 

４ (2022) 311.8 1.4 342.0 1.4 258.9 2.1 75.7 0.5 

５ (2023) 318.3 2.1 350.9 2.6 262.6 1.4 74.8 -0.9 

６ (2024) 330.4 3.8 363.1 3.5 275.3 4.8 75.8 1.0 
注：　１）平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業，飲食サービス業」のうち「バー，キャバレー，ナイトクラブ」を除外
　　　　している。
　　　２）令和２年より有効回答率を考慮した推計方法に変更しているため、令和２年の対前年増減率及び対前年差(ポイン
　　　　ト)は、同じ推計方法で集計した令和元年の数値を基に算出している。

　　　　「
※
令和元(2019)年

2)
」は、令和２年と同じ推計方法で集計した令和元年の数値を参考として掲載したものである。

年1)

男女計 男 女
男女間

賃金格差
(男＝100)

賃金
(千円)

対前年

増減率2)

 (％)

賃金
(千円)

対前年

増減率2)

 (％)

賃金
(千円)

対前年

増減率2)

 (％)

対前年差2）

(ポイント)
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(2) 性別にみた賃金 

男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて賃金も高く、55～59

歳で 444.1 千円（20～24 歳の賃金を 100 とすると 189.6）と賃金がピークとなり、その後下降

している。女性では、45～49 歳の 298.0 千円（同 129.2）がピークとなっているが、男性に比

べ賃金の上昇が緩やかとなっている。（第２図、第２表） 

 

第２図 性、年齢階級別賃金     

 

第２表 性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差 

令和６年

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

年齢階級間
賃金格差

（20～24歳
=100）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

年齢階級間
賃金格差
（20～24歳
=100）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

年齢階級間
賃金格差
（20～24歳
=100）

年齢計1) 330.4 3.8 142.1 363.1 3.5 155.0 275.3 4.8 119.4

　　～１９歳 199.3 4.9 85.7 203.6 6.5 86.9 191.3 1.5 83.0

２０～２４ 232.5 3.5 100.0 234.2 2.1 100.0 230.6 5.0 100.0

２５～２９ 267.2 3.4 114.9 274.7 2.6 117.3 258.1 5.0 111.9

３０～３４ 299.5 4.7 128.8 316.3 4.7 135.1 271.6 4.6 117.8

３５～３９ 328.7 4.4 141.4 352.3 4.3 150.4 284.3 5.3 123.3

４０～４４ 351.4 3.7 151.1 385.5 3.7 164.6 288.4 4.2 125.1

４５～４９ 372.7 4.8 160.3 416.0 4.8 177.6 298.0 5.8 129.2

５０～５４ 380.4 2.5 163.6 428.2 2.5 182.8 295.4 3.3 128.1

５５～５９ 392.0 4.1 168.6 444.1 3.9 189.6 294.0 4.4 127.5

６０～６４ 317.7 3.9 136.6 344.7 3.1 147.2 259.9 5.4 112.7

６５～６９ 275.5 2.1 118.5 294.3 0.3 125.7 234.0 7.8 101.5

年齢（歳） 44.1 44.9 42.7 

勤続年数（年） 12.4 13.9 10.0 

年齢階級

男女計 男 女

注：　１）年齢計には70歳以上の労働者を含む。
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(3) 学歴別にみた賃金 

学歴別に賃金をみると、男女計では、高校 288.9 千円、専門学校 306.9 千円、高専・短大

307.2 千円、大学 385.8 千円、大学院 497.0 千円となっている。男女別にみると、男性では、

高校 313.2 千円、大学 417.7 千円、女性では、高校 237.7 千円、大学 315.1 千円となっている。

（第３表、第３図） 

第３表 学歴、性､年齢階級別賃金及び対前年増減率 
令和６年

対前年
増減率
 (％)

対前年
増減率
 (％)

対前年
増減率
 (％)

対前年
増減率
 (％)

対前年
増減率
 (％)

年齢計1) 288.9 2.5 306.9 2.2 307.2 3.3 385.8 4.4 497.0 4.3
　　～１９歳 199.8 4.3 - - - - - - - -
２０～２４ 217.3 0.5 231.0 3.6 230.4 4.7 250.8 4.6 286.2 4.5
２５～２９ 243.0 1.0 256.1 2.8 258.6 4.1 283.9 4.1 311.6 5.2
３０～３４ 265.4 2.7 276.3 2.4 279.6 7.8 325.2 5.2 388.0 7.7
３５～３９ 282.9 2.2 296.8 2.8 299.1 5.3 373.2 5.4 448.9 2.2
４０～４４ 301.1 2.6 315.9 2.7 312.0 2.6 406.2 2.9 525.5 5.5
４５～４９ 316.7 2.0 337.2 1.2 330.1 4.5 459.2 6.6 593.5 6.0
５０～５４ 327.6 2.5 350.0 1.4 341.2 0.5 491.7 3.8 639.6 4.9
５５～５９ 331.3 2.7 355.5 1.7 348.3 2.3 527.2 5.6 678.2 5.5
６０～６４ 273.3 2.7 305.4 7.2 292.0 0.4 404.9 5.6 580.3 -9.8
６５～６９ 242.4 2.7 270.9 -0.1 273.7 3.1 349.5 -5.2 586.2 -3.7
年齢（歳） 46.2 43.1 44.7 41.6 42.2
勤続年数（年） 13.9 11.5 13.1 11.9 11.8
年齢計1) 313.2 2.3 331.2 1.7 364.4 2.7 417.7 4.5 513.7 4.6

　　～１９歳 203.1 5.6 - - - - - - - -
２０～２４ 223.3 0.4 226.3 1.4 239.9 6.3 251.5 3.8 288.8 2.3
２５～２９ 252.6 0.7 257.5 2.2 277.2 3.7 290.3 2.9 316.3 6.0
３０～３４ 280.5 2.5 287.0 2.9 311.4 9.9 340.5 5.4 397.1 8.7
３５～３９ 302.3 2.3 313.3 2.7 350.4 8.6 392.8 4.8 458.5 1.8
４０～４４ 328.2 2.8 341.4 2.1 378.3 4.3 433.0 3.0 543.0 6.7
４５～４９ 348.2 2.1 364.9 -0.3 413.3 2.8 493.3 7.2 618.0 6.8
５０～５４ 362.8 2.0 384.2 0.9 432.0 -1.4 521.6 4.5 661.6 6.3
５５～５９ 369.4 2.5 396.0 -0.4 453.5 2.3 549.6 5.6 696.0 6.0
６０～６４ 293.4 2.2 330.9 9.9 336.4 -6.2 413.6 5.9 573.2 -12.8
６５～６９ 257.2 3.3 272.5 -5.5 307.2 6.4 354.2 -5.6 621.1 -0.4
年齢（歳） 46.2 43.5 44.0 43.7 42.4
勤続年数（年） 15.1 13.1 14.9 13.7 12.5
年齢計1) 237.7 3.1 281.3 3.5 284.2 3.9 315.1 5.3 420.9 3.2
　　～１９歳 193.1 1.4 - - - - - - - -
２０～２４ 206.9 0.5 234.0 5.0 226.8 3.9 250.2 5.6 278.0 9.7
２５～２９ 223.7 3.6 254.9 3.2 251.0 4.8 276.7 6.0 296.1 2.6
３０～３４ 229.3 2.8 264.5 2.0 259.7 6.1 300.0 5.0 345.3 2.5
３５～３９ 235.2 2.0 275.1 4.2 270.5 2.9 331.3 7.5 403.2 3.5
４０～４４ 241.6 2.9 281.9 2.8 285.7 3.0 338.9 4.1 448.5 1.1
４５～４９ 247.0 1.6 303.8 5.0 303.2 5.6 365.7 7.5 479.9 2.5
５０～５４ 255.9 3.2 307.4 2.3 309.0 1.9 381.4 2.4 522.7 -0.9
５５～５９ 257.1 4.4 318.3 3.5 311.6 2.8 403.7 4.6 ＊ 558.2 1.4
６０～６４ 230.4 5.2 282.9 4.9 273.7 4.4 345.8 2.3 619.3 9.2
６５～６９ 212.3 3.3 269.8 6.6 256.2 2.3 306.0 -2.8 459.3 -11.8
年齢（歳） 46.2 42.7 44.9 37.0 40.9
勤続年数（年） 11.4 9.7 12.4 8.2 8.9

注：　１）年齢計には70歳以上の労働者を含む。

男
女
計

男

女

賃金
（千円）

大学院

性、年齢階級

高校 専門学校 高専・短大 大学

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

 
 

第３図 学歴、性､年齢階級別賃金 
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(4) 企業規模別にみた賃金 

企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業 364.5 千円、中企業 323.1 千円、小企業

299.3 千円となっている。男女別にみると、男性では、大企業 403.4 千円、中企業 355.6 千円、

小企業 324.5 千円、女性では、大企業 296.6 千円、中企業 271.3 千円、小企業 255.5 千円と

なっている。（第４表、第４図） 

 

第４表 企業規模､性､年齢階級別賃金、対前年増減率及び企業規模間賃金格差 
令和６年

年齢計
2) 364.5 5.3 323.1 3.8 88.6 ( 90.0) 299.3 1.8 82.1 ( 85.0) 

　　～１９歳 206.5 7.1 194.3 2.9 94.1 ( 97.9) 194.5 4.2 94.2 ( 96.8) 

２０～２４ 244.7 4.6 227.3 2.9 92.9 ( 94.4) 221.8 3.3 90.6 ( 91.8) 

２５～２９ 284.8 5.2 258.7 2.1 90.8 ( 93.6) 252.1 2.6 88.5 ( 90.7) 

３０～３４ 326.1 6.1 287.8 3.7 88.3 ( 90.3) 278.7 3.6 85.5 ( 87.5) 

３５～３９ 369.8 8.1 313.1 2.4 84.7 ( 89.4) 296.8 2.0 80.3 ( 85.0) 

４０～４４ 396.3 6.1 340.1 2.6 85.8 ( 88.8) 313.8 2.3 79.2 ( 82.1) 

４５～４９ 419.7 6.9 364.3 4.0 86.8 ( 89.2) 329.8 2.4 78.6 ( 82.0) 

５０～５４ 425.0 1.8 378.6 4.8 89.1 ( 86.5) 329.9 0.0 77.6 ( 79.1) 

５５～５９ 452.6 5.4 385.0 4.8 85.1 ( 85.6) 332.8 2.0 73.5 ( 76.0) 

６０～６４ 332.7 6.0 316.7 3.5 95.2 ( 97.5) 304.4 1.9 91.5 ( 95.2) 

６５～６９ 275.0 -0.7 281.7 3.8 102.4 ( 97.9) 270.2 1.9 98.3 ( 95.7) 

年齢（歳） 42.8 44.0 45.7

勤続年数（年） 13.5 12.4 11.2

年齢計2) 403.4 4.3 355.6 4.1 88.2 ( 88.3) 324.5 1.5 80.4 ( 82.7) 

　　～１９歳 210.2 8.6 197.0 4.1 93.7 ( 97.8) 199.5 4.3 94.9 ( 98.8) 

２０～２４ 244.9 2.3 230.1 2.8 94.0 ( 93.4) 224.8 1.8 91.8 ( 92.2) 

２５～２９ 291.8 3.5 266.5 2.1 91.3 ( 92.6) 260.2 2.3 89.2 ( 90.2) 

３０～３４ 343.7 4.6 303.1 4.6 88.2 ( 88.1) 295.4 4.2 85.9 ( 86.2) 

３５～３９ 396.9 7.9 333.1 1.9 83.9 ( 88.9) 318.3 1.9 80.2 ( 84.9) 

４０～４４ 438.1 6.2 370.6 2.4 84.6 ( 87.8) 341.7 2.3 78.0 ( 81.0) 

４５～４９ 470.8 6.9 406.7 4.3 86.4 ( 88.5) 363.4 2.1 77.2 ( 80.8) 

５０～５４ 484.1 2.2 427.2 5.4 88.2 ( 85.6) 363.9 -0.3 75.2 ( 77.0) 

５５～５９ 514.1 4.1 439.9 5.5 85.6 ( 84.5) 366.2 1.4 71.2 ( 73.1) 

６０～６４ 358.4 4.2 345.7 3.4 96.5 ( 97.2) 329.5 1.3 91.9 ( 94.5) 

６５～６９ 291.4 -11.9 305.3 4.5 104.8 ( 88.3) 286.2 2.4 98.2 ( 84.4) 

年齢（歳） 43.6 44.8 46.5

勤続年数（年） 15.3 13.9 12.2

年齢計2) 296.6 8.0 271.3 3.4 91.5 ( 95.6) 255.5 2.9 86.1 ( 90.5) 

　　～１９歳 196.3 2.1 190.6 1.2 97.1 ( 98.0) 184.9 3.6 94.2 ( 92.8) 

２０～２４ 244.6 7.2 224.4 3.0 91.7 ( 95.4) 218.5 4.8 89.3 ( 91.3) 

２５～２９ 276.3 8.1 249.6 2.5 90.3 ( 95.3) 241.7 3.1 87.5 ( 91.7) 

３０～３４ 295.2 8.4 263.6 2.1 89.3 ( 94.9) 251.2 2.8 85.1 ( 89.8) 

３５～３９ 314.1 8.5 278.4 4.3 88.6 ( 92.2) 256.8 2.5 81.8 ( 86.6) 

４０～４４ 314.4 6.8 285.9 3.2 90.9 ( 94.1) 262.6 2.3 83.5 ( 87.2) 

４５～４９ 325.2 8.6 295.0 4.6 90.7 ( 94.2) 272.5 3.6 83.8 ( 87.8) 

５０～５４ 318.2 5.4 295.9 3.1 93.0 ( 95.0) 267.4 -0.2 84.0 ( 88.7) 

５５～５９ 319.8 7.1 291.3 2.7 91.1 ( 95.0) 271.6 4.1 84.9 ( 87.4) 

６０～６４ 268.4 7.1 260.1 4.2 96.9 ( 99.5) 252.3 5.4 94.0 ( 95.5) 

６５～６９ 244.4 21.1 231.4 2.3 94.7 ( 112.0) 230.3 4.0 94.2 ( 109.8) 

年齢（歳） 41.4 42.7 44.3

勤続年数（年） 10.4 9.9 9.6

注：　１）（　）内は、令和５年の数値である。
　　　２）年齢計には70歳以上の労働者を含む。

男
女
計

男

女

性、年齢階級

大企業 中企業 小企業

賃金
(千円)

対前年
増減率
（％）

賃金
(千円)

対前年
増減率
（％）

企業規模間

賃金格差1)

【大企業＝100】

賃金
(千円)

対前年
増減率
（％）

企業規模間

賃金格差1)

【大企業＝100】

 
第４図 企業規模、性、年齢階級別賃金 
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(5) 産業別にみた賃金 

産業別に賃金をみると、男女計では、「電気・ガス・熱供給・水道業」（437.5 千円）が最

も高く、次いで「金融業，保険業」（410.6 千円）となっており、「宿泊業，飲食サービス

業」（269.5 千円）が最も低くなっている（第５－１表、第５－２表、第５図）。 

 

第５－１表 産業､年齢階級別賃金及び対前年増減率 

令和６年

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

年齢計1) 372.3 1.5 352.6 0.9 318.6 4.1 437.5 6.7 391.0 2.6 304.7 3.5 343.6 7.5 410.6 4.4

　　～１９歳 212.5 4.4 203.6 2.3 198.1 7.0 204.2 7.7 200.4 4.7 204.5 3.0 199.7 -1.4 183.9 8.4

２０～２４ 267.4 9.6 238.9 2.3 216.8 4.3 244.4 8.5 249.1 2.5 234.9 4.4 230.6 -0.9 250.5 9.1

２５～２９ 324.3 13.2 273.2 1.4 249.8 4.3 298.5 6.9 287.7 1.5 266.4 7.2 266.1 1.8 298.2 5.9

３０～３４ 351.4 5.5 306.5 0.0 282.4 4.8 370.5 4.4 349.8 6.2 292.0 5.9 292.8 2.8 359.3 4.2

３５～３９ 396.6 6.1 340.2 1.9 313.8 2.8 429.6 3.1 390.9 1.0 308.1 4.3 327.5 6.0 419.3 4.5

４０～４４ 438.3 6.1 357.8 0.3 341.9 5.0 472.6 5.5 439.5 3.5 318.8 1.2 363.4 6.9 464.3 3.0

４５～４９ 385.0 -0.5 399.4 3.2 356.5 3.2 506.8 6.5 474.5 3.3 327.0 2.1 396.7 9.1 487.5 3.7

５０～５４ 420.6 -0.1 407.5 -3.5 374.4 2.2 556.5 6.7 485.2 3.8 327.8 2.4 416.3 10.3 496.6 6.5

５５～５９ 398.6 -6.4 437.3 1.1 390.6 3.5 563.5 8.3 520.5 5.1 333.5 4.3 426.4 13.0 471.9 2.5

６０～６４ 347.9 -1.7 389.8 8.3 294.6 5.8 318.9 16.2 330.9 -11.5 279.0 1.6 316.2 9.2 362.3 9.3

６５～６９ 273.2 -0.4 333.1 5.7 247.7 11.9 299.3 5.7 * 307.3 11.0 245.4 2.9 253.9 -10.1 346.7 7.0

48.0 45.3 43.8 43.5 40.8 48.1 43.5 43.7

14.1 13.4 14.9 18.2 11.9 13.5 13.6 13.9

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

年齢計1) 371.6 9.0 401.8 1.3 269.5 3.9 285.7 2.5 376.2 -0.3 306.4 2.8 306.9 1.6 285.8 0.0

　　～１９歳 204.2 12.1 195.4 2.4 194.6 7.3 200.1 6.0 188.3 5.4 199.0 4.5 188.2 6.0 206.7 4.3

２０～２４ 259.6 11.7 245.3 5.0 221.0 7.0 224.5 4.1 232.5 3.8 244.0 4.9 213.5 5.4 222.1 0.4

２５～２９ 292.6 7.4 295.2 1.4 243.1 5.7 252.8 3.6 267.5 3.2 274.9 5.2 239.0 2.8 244.7 0.4

３０～３４ 337.5 11.9 352.8 6.6 263.1 6.4 274.1 3.0 310.5 -0.4 296.3 7.6 258.8 1.5 263.3 -1.5

３５～３９ 416.5 19.9 398.0 2.8 282.9 4.0 295.7 2.5 350.2 1.6 307.2 4.6 287.7 -0.1 289.3 3.1

４０～４４ 414.3 11.4 434.8 5.8 295.2 4.1 322.5 2.9 387.8 1.2 310.0 -0.4 313.4 0.8 302.1 -0.3

４５～４９ 427.0 6.5 458.1 0.7 307.1 6.5 331.2 5.0 420.0 2.4 330.4 5.1 346.2 -0.5 325.5 4.6

５０～５４ 431.9 3.0 479.8 0.0 305.3 4.1 316.7 -1.1 436.8 -2.1 326.4 1.3 369.6 2.0 316.1 -3.3

５５～５９ 446.6 5.6 496.6 0.0 292.5 1.2 317.1 0.2 466.4 -2.4 333.6 1.2 380.6 6.7 319.7 -2.7

６０～６４ 339.7 7.5 411.4 -11.5 264.6 5.3 264.4 3.8 451.1 -2.9 318.9 0.6 240.9 -3.3 276.1 3.6

６５～６９ 251.2 6.0 373.8 -0.3 226.3 1.3 215.3 1.9 422.0 -0.5 303.6 -3.4 203.3 0.6 242.7 3.7

43.3 42.9 42.8 42.7 44.3 43.4 45.0 45.7

10.4 12.7 9.4 10.8 12.3 9.4 16.5 9.1

注：　１）年齢計には70歳以上の労働者を含む。

男
女
計

年齢階級

男
女
計

賃
金
（

千
円
）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

サービス業（他に分類
されないもの）

勤続年数（年）

医療，福祉 複合ｻｰﾋﾞｽ事業
不動産業，物品賃貸

業
学術研究，専門・技術

サービス業
宿泊業，飲食
サービス業

生活関連サービス業，
娯楽業

教育，学習支援業

年齢（歳）

賃金
（千円）

賃
金
（

千
円
）

年齢（歳）

勤続年数（年）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

年齢階級

鉱業，採石業，砂利
採取業

建設業 製造業
電気・ガス・ 熱供給

・水道業
情報通信業 運輸業，郵便業 卸売業，小売業 金融業，保険業

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）
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第５－２表 産業､性､年齢階級別賃金及び対前年増減率 

令和６年

年齢計1) 380.1 365.6 344.0 451.5 412.3 312.4 386.2 514.2 416.0 435.1 301.0 318.3 433.2 368.5 333.7 307.3

　　～１９歳 207.6 204.8 202.2 204.2 188.3 209.3 209.5 181.9 207.6 195.1 194.8 195.4 191.8 203.7 194.1 212.7

２０～２４ 258.5 240.0 222.1 244.9 249.6 237.0 236.9 258.8 268.5 245.5 221.7 222.7 234.0 238.4 221.4 226.8

２５～２９ 320.6 276.6 256.3 301.8 293.1 270.4 274.3 326.4 313.9 304.9 252.6 262.9 282.4 289.9 242.8 253.0

３０～３４ 353.5 317.5 295.1 375.4 366.7 297.7 309.2 432.5 364.9 365.4 278.9 287.4 335.8 329.0 267.8 277.4

３５～３９ 402.7 352.2 329.5 435.4 407.9 312.8 356.9 513.2 469.1 425.2 308.3 318.6 391.9 339.6 300.2 307.7

４０～４４ 449.3 374.8 363.4 487.9 461.6 330.0 402.3 597.7 477.1 469.5 324.3 351.0 443.5 363.2 334.3 329.9

４５～４９ 396.9 424.1 387.5 525.0 496.8 335.9 450.1 670.3 478.9 503.5 343.9 376.7 487.6 407.4 373.7 362.7

５０～５４ 438.6 426.9 412.7 576.4 507.1 335.3 475.2 658.7 494.4 529.0 350.3 370.2 507.4 424.1 407.5 354.7

５５～５９ 415.4 453.2 431.9 583.4 542.1 342.5 498.3 590.0 524.0 538.3 342.5 367.4 528.1 472.2 424.9 347.6

６０～６４ 354.8 403.7 319.6 326.1 333.7 285.3 357.4 427.7 368.1 431.2 300.4 290.9 469.6 451.7 258.2 287.4

６５～６９ 276.9 336.5 272.1 309.1 * 310.4 250.0 280.3 354.6 255.9 381.5 256.5 227.4 440.1 426.5 212.0 252.2

0.9 0.4 2.7 7.1 1.2 3.0 8.4 3.4 10.3 1.1 3.8 1.2 -0.6 3.3 1.9 -0.1

48.3 45.6 44.0 43.9 42.0 49.0 44.3 43.8 44.4 44.0 43.7 44.2 47.0 42.9 45.6 47.1

14.4 13.8 15.9 18.9 12.9 14.0 15.2 15.7 11.4 14.0 10.3 12.2 14.1 9.7 17.8 10.4

年齢計1) 318.5 275.7 243.7 348.6 333.8 267.7 266.5 323.6 293.1 321.3 233.7 248.4 323.5 282.1 252.8 248.4

　　～１９歳 * 257.8 188.8 188.2 203.8 217.9 194.0 188.8 184.2 200.3 197.6 194.4 202.5 186.8 197.0 183.7 194.9

２０～２４ 313.9 232.2 206.7 242.8 248.1 230.9 223.4 244.3 247.0 244.9 220.5 225.5 232.0 245.5 205.7 217.0

２５～２９ 345.1 255.9 234.1 284.0 278.9 256.5 255.5 274.8 268.2 280.7 235.0 245.1 260.1 269.4 234.0 235.4

３０～３４ 336.6 256.6 238.5 338.6 316.4 272.9 264.4 299.8 291.8 322.8 244.2 258.2 288.7 278.6 240.2 241.4

３５～３９ 354.1 271.5 254.0 394.0 346.5 287.7 272.9 332.1 318.8 330.8 244.8 263.1 308.3 287.6 256.5 255.5

４０～４４ 371.2 276.4 265.0 368.4 371.9 270.0 282.9 353.1 293.2 351.9 247.9 276.4 327.5 284.1 264.5 256.4

４５～４９ 310.0 288.2 262.1 386.6 397.2 280.6 293.0 353.9 331.5 346.3 258.1 267.8 357.0 301.3 283.6 263.2

５０～５４ 311.7 299.7 266.6 414.0 409.5 290.9 291.6 355.3 321.4 350.9 243.0 253.2 378.5 294.1 287.7 256.7

５５～５９ 302.8 318.9 257.1 416.7 428.7 277.3 280.9 351.4 306.3 361.6 234.3 252.7 389.5 296.1 276.4 268.2

６０～６４ 255.5 266.4 214.0 244.9 * 304.2 226.4 221.3 302.5 257.0 308.9 222.2 226.5 415.9 278.4 207.1 241.1

６５～６９ 233.6 269.7 194.0 209.7 246.0 196.2 197.7 341.8 235.1 * 305.8 191.8 198.4 370.8 257.7 186.1 202.6

2.8 3.1 6.7 2.2 5.2 9.9 5.2 5.7 6.1 2.5 5.4 5.2 2.2 3.4 1.1 1.0

46.0 43.3 43.3 41.2 37.6 43.9 42.1 43.6 41.5 40.3 41.9 41.1 41.7 43.6 44.0 43.3

12.4 10.8 11.9 14.0 9.1 11.2 10.7 12.4 8.8 9.7 8.4 9.3 10.7 9.3 13.9 6.9

教育，
学習支援業

性、年齢階級
鉱業，採石
業，砂利採

取業
建設業 製造業

電気・ガス・
 熱供給・
水道業

情報通信業
運輸業，
郵便業

卸売業，
小売業

金融業，
保険業

不動産業，
物品賃貸業

学術研究，
専門・技術
サービス業

宿泊業，飲
食サービス

業

生活関連
サービス

業，娯楽業

医療，
福祉

複合ｻｰﾋﾞｽ
事業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

賃金(年齢計)の
対前年増減率(％)

年齢（歳）

勤続年数（年）

注：　１）年齢計には70歳以上の労働者を含む。

勤続年数（年）

女

賃
金
（

千
円
）

賃金(年齢計)の
対前年増減率(％)

年齢（歳）

男

賃
金
（

千
円
）

 
 

第５図 主な産業、性、年齢階級別賃金 
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(6) 雇用形態別にみた賃金 

雇用形態別に賃金をみると、男女計では、正社員・正職員 348.6 千円に対し、正社員・正職

員以外 233.1 千円となっている。男女別にみると、男性では、正社員・正職員 376.9 千円に対

し、正社員・正職員以外 259.2 千円、女性では、正社員・正職員 294.2 千円に対し、正社員・

正職員以外 210.3 千円となっている。 

雇用形態間賃金格差（正社員・正職員＝100）は、男女計 66.9、男性 68.8、女性 71.5 と

なっている。男女計でみると賃金格差が最も大きいのは、企業規模別では大企業（61.2）で、

産業別では「卸売業，小売業」（58.8）となっている。（第６－１表、第６－２表、第６－３

表、第６図） 

 

第６－１表 雇用形態、性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び雇用形態間賃金格差 

令和６年

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

348.6 3.7 233.1 2.9 66.9 (67.4) 376.9 3.7 259.2 1.6 68.8 (70.1) 294.2 4.4 210.3 3.3 71.5 (72.2)

　　～１９歳 201.6 4.6 179.4 5.1 89.0 (88.5) 205.2 6.0 184.2 8.3 89.8 (87.9) 194.1 1.2 174.8 2.1 90.1 (89.3)

２０～２４ 237.0 3.6 197.3 1.3 83.2 (85.2) 238.2 2.6 199.0 -1.5 83.5 (87.0) 235.7 4.8 195.8 3.2 83.1 (84.4)

２５～２９ 272.8 3.5 219.6 1.5 80.5 (82.1) 278.7 2.7 227.2 -0.8 81.5 (84.4) 265.1 4.9 214.4 3.7 80.9 (81.9)

３０～３４ 308.5 4.9 221.9 0.2 71.9 (75.3) 322.9 5.2 232.8 -2.2 72.1 (77.6) 282.2 4.4 213.4 1.4 75.6 (77.9)

３５～３９ 340.3 4.1 221.6 0.5 65.1 (67.4) 359.5 4.3 239.7 -0.6 66.7 (69.9) 299.6 4.6 209.6 1.0 70.0 (72.5)

４０～４４ 366.8 3.4 222.6 0.9 60.7 (62.2) 393.4 3.5 245.3 -0.1 62.4 (64.6) 308.0 3.8 211.4 1.8 68.6 (70.0)

４５～４９ 390.5 4.3 227.9 4.7 58.4 (58.1) 424.0 4.3 264.4 7.6 62.4 (60.5) 320.8 5.4 212.9 4.0 66.4 (67.2)

５０～５４ 403.7 2.4 223.3 0.5 55.3 (56.4) 439.0 2.5 250.7 -4.5 57.1 (61.3) 324.1 2.8 212.6 4.0 65.6 (64.8)

５５～５９ 420.4 3.9 228.0 2.8 54.2 (54.8) 459.1 4.2 264.9 0.2 57.7 (60.0) 327.2 3.4 209.0 3.6 63.9 (63.8)

６０～６４ 356.8 2.1 271.6 5.7 76.1 (73.5) 382.2 2.6 298.7 4.8 78.2 (76.6) 299.2 3.0 217.0 3.9 72.5 (71.9)

６５～６９ 319.8 2.3 238.7 3.0 74.6 (74.1) 337.4 1.7 256.1 0.5 75.9 (76.8) 276.1 6.4 203.8 8.0 73.8 (72.7)

42.9 50.6 43.8 53.3 41.1 48.2

12.8 10.2 14.1 12.0 10.4 8.6
注：　１）（　）内は、令和５年の数値である。
　　　２）年齢計には70歳以上の労働者を含む。

年齢計2)

年齢（歳）

勤続年数（年）

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差1)

【正社員・正職員

=100】

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差1)

【正社員・正職員

=100】

賃金
(千円)

賃金
(千円)

正社員・正職員 正社員・正職員以外

雇用形態間

賃金格差1)

【正社員・正職員=100】

年齢階級

男女計 男 女

正社員・正職員 正社員・正職員以外 正社員・正職員 正社員・正職員以外

 

 

第６－２表 雇用形態、性、企業規模別賃金、対前年増減率及び雇用形態間賃金格差 

対前年
増減率

（％）

対前年
増減率

（％）

対前年
増減率

（％）

対前年
増減率

（％）

対前年
増減率

（％）

対前年
増減率

（％）

大 企 業 391.9 3.8 239.8 4.6 61.2 (60.8) 422.9 3.6 269.8 4.3 63.8 (63.4) 327.0 6.1 215.3 4.1 65.8 (67.1)

中 企 業 342.0 4.5 233.6 2.5 68.3 (69.7) 371.5 5.2 256.9 0.4 69.2 (72.5) 289.3 3.4 211.1 3.1 73.0 (73.2)

小 企 業 309.1 1.8 219.2 0.5 70.9 (71.8) 331.4 1.5 243.7 -0.8 73.5 (75.2) 266.5 2.8 199.0 2.8 74.7 (74.7)

注：　１）（　）内は、令和５年の数値である。

正社員・正職員以外 正社員・正職員 正社員・正職員以外

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差
1)

【正社員・正職員

=100】

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差
1)

【正社員・正職員

=100】

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差
1)

【正社員・正職員

=100】

正社員・正職員

令和６年

企業
規模

男女計 男 女

正社員・正職員 正社員・正職員以外
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第６－３表 雇用形態、性、産業別賃金、対前年増減率及び雇用形態間賃金格差 

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

鉱業，採石業，砂利採取業 372.0 0.6 377.5 12.2 101.5 (91.0) 378.7 -0.2 399.2 14.2 105.4 (92.2) 324.4 3.0 254.1 9.7 78.3 (73.5)

建設業 356.5 0.8 296.2 0.2 83.1 (83.6) 368.7 0.1 316.1 2.3 85.7 (83.9) 281.2 3.7 223.7 1.5 79.6 (81.2)

製造業 334.9 3.1 221.0 7.5 66.0 (63.3) 354.8 2.8 247.6 4.2 69.8 (68.9) 262.8 4.5 191.4 6.5 72.8 (71.5)

電気・ガス・熱供給・水道業 449.0 6.6 269.2 2.4 60.0 (62.4) 460.6 6.9 290.5 4.9 63.1 (64.3) 369.0 2.9 214.1 -3.6 58.0 (61.9)

情報通信業 401.5 3.4 288.6 -4.3 71.9 (77.7) 421.5 2.2 309.8 -8.3 73.5 (81.9) 345.4 6.0 249.2 -0.4 72.1 (76.7)

運輸業，郵便業 315.0 3.4 229.0 3.6 72.7 (72.6) 320.6 3.0 238.9 3.5 74.5 (74.1) 284.5 10.1 207.3 4.4 72.9 (76.8)

卸売業，小売業 370.3 8.0 217.8 3.2 58.8 (61.5) 402.5 9.0 252.1 3.2 62.6 (66.2) 296.7 5.4 195.1 2.1 65.8 (67.9)

金融業，保険業 418.7 3.9 ＊ 301.6 18.1 72.0 (63.3) 521.5 2.6 ＊ 403.5 29.4 77.4 (61.4) 331.1 5.8 230.1 4.5 69.5 (70.3)

不動産業，物品賃貸業 391.9 9.1 255.9 12.6 65.3 (63.3) 435.3 10.3 278.5 14.0 64.0 (61.9) 308.3 5.9 230.7 11.4 74.8 (71.1)

学術研究，専門・技術サービス業 412.8 2.2 305.2 -5.8 73.9 (80.2) 443.7 2.1 345.1 -8.1 77.8 (86.4) 333.7 3.2 244.9 0.6 73.4 (75.3)

宿泊業，飲食サービス業 295.4 4.0 204.2 3.4 69.1 (69.5) 319.5 4.3 221.3 3.4 69.3 (69.9) 258.8 5.5 195.0 3.3 75.3 (76.9)

生活関連サービス業，娯楽業 311.8 1.6 211.2 5.2 67.7 (65.4) 341.1 0.9 223.0 4.9 65.4 (62.9) 271.2 4.3 203.5 5.3 75.0 (74.3)

教育，学習支援業 392.8 -0.1 258.2 -7.0 65.7 (70.6) 445.5 -0.8 311.0 -8.2 69.8 (75.5) 340.5 2.4 229.0 -1.1 67.3 (69.6)

医療，福祉 316.2 2.8 232.1 2.7 73.4 (73.5) 379.0 3.5 264.5 1.1 69.8 (71.5) 290.7 3.3 222.9 3.4 76.7 (76.6)

複合サービス事業 341.1 2.4 223.6 -0.4 65.6 (67.4) 364.2 2.1 243.1 0.3 66.7 (68.0) 285.8 2.8 197.1 -0.4 69.0 (71.2)

サービス業
（他に分類されないもの） 316.0 0.4 234.1 -1.4 74.1 (75.5) 332.4 0.3 244.8 -1.6 73.6 (75.1) 274.3 2.2 223.5 -1.3 81.5 (84.4)

注：　１）（　）内は、令和５年の数値である。

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差1)

【正社員・正職員=100】

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差1)

【正社員・正職員=100】

賃金
(千円)

賃金
(千円)

雇用形態間

賃金格差1)

【正社員・正職員=100】

正社員・正職員 正社員・正職員以外

令和６年

産　業

男女計 男 女

正社員・正職員 正社員・正職員以外 正社員・正職員 正社員・正職員以外

 
 

第６図 雇用形態、性、年齢階級別賃金 
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(7) 勤続年数階級別にみた賃金 

勤続年数階級別に賃金をみると、賃金が最も高い勤続年数階級は、男女計では、30 年以上

433.9 千円、男性では、25～29 年 457.7 千円、女性では、30 年以上 359.6 千円となっている

（第７表、第７図）。 

 

第７表 勤続年数階級、性、企業規模別賃金及び対前年増減率 

令和６年

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

賃金
（千円）

対前年
増減率
（％）

企業規模計 266.5  5.2 271.8  3.0 283.1  4.0 303.7  4.7 327.2  3.3 367.9  4.8 393.0  3.2 428.7  3.5 433.9  2.5

大企業 284.7  9.6 287.9  4.9 292.0  6.1 320.3  6.6 353.5  5.0 407.2  6.7 445.8  3.5 487.5  3.8 477.4  2.1

中企業 259.9  1.8 268.8  3.0 282.4  3.6 303.7  6.2 320.4  3.0 353.3  3.4 380.8  4.2 414.6  4.4 416.2  3.3

小企業 253.2  4.1 258.9  0.9 274.7  2.2 286.9  0.7 309.8  2.1 335.7  3.8 342.3  1.1 360.2  0.8 366.0  2.5

企業規模計 287.9  5.1 289.4  1.4 304.5  3.2 329.6  4.9 357.2  3.4 400.4  5.0 425.5  2.4 457.7  3.5 452.6  2.4

大企業 310.7  9.3 303.6  1.0 312.1  4.4 349.1  7.0 389.9  4.6 442.7  5.8 484.0  2.0 518.5  4.5 496.4  2.0

中企業 280.2  1.7 290.3  3.6 304.5  3.5 331.1  7.4 349.6  3.8 383.2  3.7 412.0  3.3 442.3  3.3 434.5  3.5

小企業 272.0  4.1 275.2 -0.5 297.1  1.9 309.0 -0.1 335.6  2.4 365.0  4.8 365.5  0.6 383.6  0.9 382.9  2.7

企業規模計 241.6  5.1 251.0  5.3 256.0  5.4 265.5  4.3 276.8  3.3 301.3  5.0 317.9  6.6 343.3  4.1 359.6  4.1

大企業 255.8  8.7 270.9  10.4 267.7  8.7 278.6  6.0 294.7  6.8 326.1  8.6 347.8  9.1 387.3  2.0 398.1  5.2

中企業 238.6  2.7 244.7  2.3 255.6  4.2 265.2  4.2 274.0  1.9 296.5  3.8 311.5  5.4 334.2  6.3 346.1  3.3

小企業 226.7  3.6 236.3  3.2 243.7  3.4 251.8  2.3 261.3  1.3 277.8  2.2 292.9  5.6 298.4  4.0 303.1  0.6

男
女
計

男

女

性、企業規模

30年以上３～４年 ５～９年 10～14年 15～19年 20～24年 25～29年０年 １～２年

 

 

第７図 勤続年数階級、性、企業規模別賃金 
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 (8) 役職別にみた賃金 

一般労働者のうち、雇用期間の定めのない者について、役職別の賃金をみると、男女計では、

部長級 627.2 千円、課長級 512.0 千円、係長級 385.9 千円となっている。男女別にみると、男

性では、部長級 636.4 千円、課長級 522.4 千円、係長級 396.3 千円、女性では、部長級 549.9

千円、課長級 458.1 千円、係長級 354.0 千円となっている。（第８表） 

 

第８表 役職、性別賃金、対前年増減率及び役職・非役職間賃金格差 

対前年
増減率
（％）

年齢
（歳）

勤続
年数
（年）

対前年
増減率
（％）

年齢
（歳）

勤続
年数
（年）

対前年
増減率
（％）

年齢
（歳）

勤続
年数
（年）

部長級 627.2 5.2 207.1 (204.7) 53.0 22.2 636.4 5.3 195.5 (193.7) 53.0 22.6 549.9 5.5 203.4 (200.2) 52.7 19.4

課長級 512.0 4.3 169.1 (168.6) 49.3 20.7 522.4 4.3 160.4 (160.5) 49.3 21.0 458.1 6.3 169.5 (165.5) 49.3 19.2

係長級 385.9 4.1 127.4 (127.4) 45.6 17.8 396.3 3.7 121.7 (122.6) 45.4 18.1 354.0 5.4 131.0 (129.0) 46.0 16.9

非役職者 302.8 4.0 100.0 (100.0) 41.5 10.5 325.6 4.4 100.0 (100.0) 41.8 11.4 270.3 3.8 100.0 (100.0) 41.0 9.3

注：　１）（　）内は、令和５年の数値である。

賃金
（千円）

賃金
（千円）

賃金
（千円）

令和６年

役職

男女計 男 女

役職･非役職

間賃金格差
1)

(非役職者＝100)

役職･非役職

間賃金格差
1)

(非役職者＝100)

役職･非役職

間賃金格差
1)

(非役職者＝100)

 

 

(9) 在留資格区分別にみた賃金 

外国人労働者の賃金は 242.7 千円で、在留資格区分別にみると、専門的・技術的分野（特定

技能を除く）292.0 千円、特定技能 211.2 千円、身分に基づくもの 300.3 千円、技能実習

182.7 千円、その他（特定活動及び留学以外の資格外活動）226.5 千円となっている（第９

表）。 

 

第９表 外国人労働者の在留資格区分別賃金及び対前年増減率 

令和６年

在留資格区分
1)

対前年

増減率
（％）

年齢

（歳）

勤続年数

（年）

外国人労働者計 242.7 4.3 32.8 3.3

専門的・技術的分野（特定技能を除く） 292.0 -1.6 32.4 3.3

特定技能 211.2 6.7 28.8 2.2

身分に基づくもの 300.3 13.4 45.3 6.5

技能実習 182.7 0.6 27.0 1.7

その他（特定活動及び留学以外の資格外活動） 226.5 -2.1 30.0 1.7

賃金

（千円）

注：　１）在留資格区分については、５頁「主な用語の定義「在留資格区分」」を参照。

　　　　　「留学（資格外活動）」を含めた６区分となる。
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(10) 新規学卒者の学歴別にみた賃金 

新規学卒者の賃金を学歴別にみると、男女計で高校 197.5 千円、専門学校 222.8 千円、高

専・短大 223.9 千円、大学 248.3 千円、大学院 287.4 千円となっている（第 10 表）。 

 

第 10 表 新規学卒者の性、学歴別賃金及び対前年増減率 

令和６年

対前年

増減率
（％）

対前年

増減率
（％）

対前年

増減率
（％）

対前年

増減率
（％）

対前年

増減率
（％）

男女計 197.5 5.7 222.8 3.9 223.9 4.3 248.3 4.6 287.4 4.1

男 200.5 6.1 219.3 4.0 231.0 3.7 251.3 4.6 290.2 2.5

女 191.7 4.6 224.8 3.6 221.1 4.4 244.9 4.5 278.1 6.6

性

高校 専門学校 高専・短大 大学 大学院

賃金

（千円）

賃金

（千円）

賃金

（千円）

賃金

（千円）

賃金

（千円）

 
 

(11) 都道府県別にみた賃金 

都道府県別の賃金をみると、全国計（330.4 千円）よりも賃金が高かったのは４都府県（東

京都、神奈川県、愛知県、大阪府）となっており、最も高かったのは、東京都（403.7 千円）

となっている（第８図）。 

第８図 都道府県別賃金（男女計） 
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２ 短時間労働者の賃金 

(1) 性別にみた賃金 

短時間労働者の１時間当たり賃金は、男女計 1,476 円、男性 1,699 円、女性 1,387 円となっ

ている。 

男女別に１時間当たり賃金を年齢階級別にみると、１時間当たり賃金が最も高い年齢階級は、

男性では、50～54 歳で 2,434 円、女性では、30～34 歳で 1,545 円となっている。（第９図、

第 11 表） 

 

第９図 短時間労働者の性、年齢階級別１時間当たり賃金 

 

 

第 11 表 短時間労働者の性、年齢階級別１時間当たり賃金、 

            対前年増減率及び年齢階級間賃金格差 

令和６年

対前年
増減率
（％）

年齢階級間

賃金格差

（20～24歳

＝100）

対前年
増減率
（％）

年齢階級間

賃金格差

（20～24歳

＝100）

対前年
増減率
（％）

年齢階級間

賃金格差

（20～24歳

＝100）

    年齢計1) 1,476 4.5 120.2 1,699 2.5 138.7 1,387 5.7 112.8

　　～１９歳 1,137 3.1 92.6 1,134 1.2 92.6 1,139 4.5 92.6

２０～２４ 1,228 2.2 100.0 1,225 0.1 100.0 1,230 4.7 100.0

２５～２９ 1,523 6.7 124.0 1,693 10.1 138.2 1,425 4.9 115.9

３０～３４ 1,653 1.5 134.6 1,985 -3.3 162.0 1,545 3.8 125.6

３５～３９ 1,674 8.6 136.3 2,275 2.5 185.7 1,539 10.3 125.1

４０～４４ 1,644 5.3 133.9 2,422 -3.4 197.7 1,503 7.1 122.2

４５～４９ 1,551 5.2 126.3 2,182 -6.5 178.1 1,444 8.1 117.4

５０～５４ 1,540 6.1 125.4 2,434 13.6 198.7 1,390 3.3 113.0

５５～５９ 1,536 4.7 125.1 2,253 -1.4 183.9 1,413 6.3 114.9

６０～６４ 1,566 2.5 127.5 2,059 -9.2 168.1 1,422 7.4 115.6

６５～６９ 1,536 4.9 125.1 1,856 5.2 151.5 1,353 5.0 110.0

年齢(歳) 45.9 43.1 47.0

勤続年数(年) 6.5 5.4 6.9

実労働日数(日) 14.1 13.0 14.5

１日当たり所定内
実労働時間数(時間)

5.2 5.2 5.2

注：　１）年齢計には70歳以上の労働者を含む。

年齢階級

男女計 男 女

１時間
当たり
賃金
（円）

１時間
当たり
賃金
（円）

１時間
当たり
賃金
（円）
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(2) 企業規模別にみた賃金 

企業規模別に１時間当たり賃金をみると、男女計では、大企業 1,413 円、中企業 1,638 円、

小企業 1,424 円となっている。男女別にみると、男性では、大企業 1,527 円、中企業 2,089 円、

小企業 1,605 円、女性では、大企業 1,365 円、中企業 1,458 円、小企業 1,358 円となっている。

（第 12 表） 

第 12 表 短時間労働者の企業規模、性別１時間当たり賃金、 

            対前年増減率及び企業規模間賃金格差 

令和６年

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

大企業 1,413 4.1 100.0 (100.0) 1,527 0.7 100.0 (100.0) 1,365 6.1 100.0 (100.0)

中企業 1,638 7.3 115.9 (112.4) 2,089 8.8 136.8 (126.6) 1,458 5.6 106.8 (107.3)

小企業 1,424 2.0 100.8 (102.8) 1,605 -4.3 105.1 (110.6) 1,358 5.2 99.5 (100.3)

注：　１）（　）内は、令和５年の数値である。

男女計 男 女

企業規模間

賃金格差1)

（大企業＝100）

企業規模間

賃金格差1)

（大企業＝100）

企業規模間

賃金格差1)

（大企業＝100）

企業規模
１時間
当たり
賃金

（円）

１時間
当たり
賃金

（円）

１時間
当たり
賃金

（円）

 
 

(3) 産業別にみた賃金 

産業別に１時間当たり賃金をみると、男女計で１時間当たり賃金が最も高い産業は、「教育，

学習支援業」（2,627 円）となっている。男女別にみると、男性では、「医療，福祉」

（3,833 円）、女性では、「教育，学習支援業」（2,219 円）となっている。（第 13 表） 

 

第 13 表 短時間労働者の産業、性別１時間当たり賃金及び対前年増減率 

令和６年

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

対前年
増減率
（％）

鉱業，採石業，砂利採取業 1,556 19.8 1,562 14.4 1,550 26.7

建設業 1,535 -2.7 1,719 -2.8 1,433 0.2

製造業 1,238 5.7 1,411 7.1 1,188 4.9

電気・ガス・ 熱供給・水道業 1,683 6.6 1,803 0.0 1,597 14.1

情報通信業 1,784 9.2 1,751 1.1 1,795 12.3

運輸業，郵便業 1,291 0.2 1,406 -1.3 1,207 1.6

卸売業，小売業 1,217 1.1 1,237 -2.4 1,210 2.9

金融業，保険業 1,864 13.7 ＊ 2,715 30.1 1,759 9.7

不動産業，物品賃貸業 1,342 7.2 1,323 7.4 1,355 7.2

学術研究，専門・技術サービス業 1,698 -0.8 2,137 1.9 1,536 -0.6

宿泊業，飲食サービス業 1,190 4.8 1,188 4.1 1,191 5.0

生活関連サービス業，娯楽業 1,246 -0.6 1,232 -3.8 1,254 1.0

教育，学習支援業 2,627 1.7 3,243 1.6 2,219 1.4

医療，福祉 2,086 3.4 3,833 -3.7 1,742 8.3

複合ｻｰﾋﾞｽ事業 1,359 4.8 1,438 4.7 1,320 4.8

サービス業（他に分類されないもの） 1,364 7.5 1,431 9.6 1,330 6.2

１時間当たり
賃金（円）

１時間当たり
賃金（円）

１時間当たり
賃金（円）

産　業

男女計 男 女
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統計表 

 

付表１ 一般労働者の性別賃金、対前年増減率、男女間賃金格差及び対前年差の推移（昭和 51 年～令和６年） 

昭和 51 (1976) 年 131.8 … 151.5 … 89.1 … 58.8 …  

52 (1977) 144.5 9.6 166.0 9.6 97.9 9.9 59.0 0.2 

53 (1978) 153.9 6.5 176.7 6.4 104.2 6.4 59.0 0.0 

54 (1979) 162.4 5.5 186.3 5.4 109.9 5.5 59.0 0.0 

55 (1980) 173.1 6.6 198.6 6.6 116.9 6.4 58.9 -0.1 

56 (1981) 184.1 6.4 211.4 6.4 124.6 6.6 58.9 0.0 

57 (1982) 193.3 5.0 222.0 5.0 130.1 4.4 58.6 -0.3 

58 (1983) 199.4 3.2 229.3 3.3 134.7 3.5 58.7 0.1 

59 (1984) 206.5 3.6 237.5 3.6 139.2 3.3 58.6 -0.1 

60 (1985) 213.8 3.5 244.6 3.0 145.8 4.7 59.6 1.0 

61 (1986) 220.6 3.2 252.4 3.2 150.7 3.4 59.7 0.1 

62 (1987) 226.2 2.5 257.7 2.1 155.9 3.5 60.5 0.8 

63 (1988) 231.9 2.5 264.4 2.6 160.0 2.6 60.5 0.0 

平成 元 (1989) 年 241.8 4.3 276.1 4.4 166.3 3.9 60.2 -0.3 

2 (1990) 254.7 5.3 290.5 5.2 175.0 5.2 60.2 0.0 

3 (1991) 266.3 4.6 303.8 4.6 184.4 5.4 60.7 0.5 

4 (1992) 275.2 3.3 313.5 3.2 192.8 4.6 61.5 0.8 

5 (1993) 281.1 2.1 319.9 2.0 197.0 2.2 61.6 0.1 

6 (1994) 288.4 2.6 327.4 2.3 203.0 3.0 62.0 0.4 

7 (1995) 291.3 1.0 330.0 0.8 206.2 1.6 62.5 0.5 

8 (1996) 295.6 1.5 334.0 1.2 209.6 1.6 62.8 0.3 

9 (1997) 298.9 1.1 337.0 0.9 212.7 1.5 63.1 0.3 

10 (1998) 299.1 0.1 336.4 -0.2 214.9 1.0 63.9 0.8 

11 (1999) 300.6 0.5 336.7 0.1 217.5 1.2 64.6 0.7 

12 (2000) 302.2 0.5 336.8 0.0 220.6 1.4 65.5 0.9 

13 (2001) 305.8 1.2 340.7 1.2 222.4 0.8 65.3 -0.2 

14 (2002) 302.6 -1.0 336.2 -1.3 223.6 0.5 66.5 1.2 

15 (2003) 302.1 -0.2 335.5 -0.2 224.2 0.3 66.8 0.3 

16 (2004) 301.6 -0.2 333.9 -0.5 225.6 0.6 67.6 0.8 

17 (2005) 302.0 0.1 337.8 1.2 222.5 -1.4 65.9 -1.7 

18 (2006) 301.8 -0.1 337.7 0.0 222.6 0.0 65.9 0.0 

19 (2007) 301.1 -0.2 336.7 -0.3 225.2 1.2 66.9 1.0 

20 (2008) 299.1 -0.7 333.7 -0.9 226.1 0.4 67.8 0.9 

21 (2009) 294.5 -1.5 326.8 -2.1 228.0 0.8 69.8 2.0 

22 (2010) 296.2 0.6 328.3 0.5 227.6 -0.2 69.3 -0.5 

23 (2011) 296.8 0.2 328.3 0.0 231.9 1.9 70.6 1.3 

24 (2012) 297.7 0.3 329.0 0.2 233.1 0.5 70.9 0.3 

25 (2013) 295.7 -0.7 326.0 -0.9 232.6 -0.2 71.3 0.4 

26 (2014) 299.6 1.3 329.6 1.1 238.0 2.3 72.2 0.9 

27 (2015) 304.0 1.5 335.1 1.7 242.0 1.7 72.2 0.0 

28 (2016) 304.0 0.0 335.2 0.0 244.6 1.1 73.0 0.8 

29 (2017) 304.3 0.1 335.5 0.1 246.1 0.6 73.4 0.4 

30 (2018) 306.2 0.6 337.6 0.6 247.5 0.6 73.3 -0.1 

令和 元 (2019) 年 307.7 0.5 338.0 0.1 251.0 1.4 74.3 1.0 

※令和 元 (2019) 年3) 306.0 … 336.1 … 249.8 … 74.3 … 

２3) (2020) 307.7 0.6 338.8 0.8 251.8 0.8 74.3 0.0 

３ (2021) 307.4 -0.1 337.2 -0.5 253.6 0.7 75.2 0.9 

４ (2022) 311.8 1.4 342.0 1.4 258.9 2.1 75.7 0.5 

５ (2023) 318.3 2.1 350.9 2.6 262.6 1.4 74.8 -0.9 

６ (2024) 330.4 3.8 363.1 3.5 275.3 4.8 75.8 1.0 

注：　１）10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に関する集計は、昭和51年以降行っている。
　　　２）平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業，飲食サービス業」のうち「バー，キャバレー，ナイトクラブ」を除

　　　　外している。
　　　３）令和２年より有効回答率を考慮した推計方法に変更しているため、令和２年の対前年増減率及び対前年差(ポイ
　　　　ント)は、同じ推計方法で集計した令和元年の数値を基に算出している。

　　　　「※令和元(2019)年3)」は、令和２年と同じ推計方法で集計した令和元年の数値を参考として掲載したものである。

年1)2)

男女計 男 女
男女間

賃金格差
（男＝100）

賃　 金
(千円)

対前年

増減率3)

 (％)

賃　 金
(千円)

対前年

増減率3)

 (％)

賃　 金
(千円)

対前年

増減率3)

 (％)

対前年差
3)

(ポイント)
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付表２ 一般労働者の性、雇用形態別賃金及び雇用形態間賃金格差の推移 

正社員・正職員 正社員・正職員 正社員・正職員

賃金
（千円）

賃金
（千円）

雇用形態間

賃金格差
【正社員・正職員

＝100】

賃金
（千円）

賃金
（千円）

雇用形態間

賃金格差
【正社員・正職員

＝100】

賃金
（千円）

賃金
（千円）

雇用形態間

賃金格差
【正社員・正職員

＝100】

平成 17 (2005) 年 318.5 191.4 60.1 348.1 221.3 63.6 239.2 168.4 70.4

18 (2006) 318.8 191.0 59.9 348.5 222.8 63.9 240.3 165.4 68.8

19 (2007) 318.2 192.9 60.6 347.5 224.3 64.5 243.3 168.8 69.4

20 (2008) 316.5 194.8 61.5 345.3 224.0 64.9 243.9 170.5 69.9

21 (2009) 310.4 194.6 62.7 337.4 222.0 65.8 244.8 172.1 70.3

22 (2010) 311.5 198.1 63.6 338.5 228.8 67.6 244.0 170.9 70.0

23 (2011) 312.8 195.9 62.6 339.6 222.2 65.4 248.8 172.2 69.2

24 (2012) 317.0 196.4 62.0 343.8 218.4 63.5 252.2 174.8 69.3

25 (2013) 314.7 195.3 62.1 340.4 216.9 63.7 251.8 173.9 69.1

26 (2014) 317.7 200.3 63.0 343.2 222.2 64.7 256.6 179.2 69.8

27 (2015) 321.1 205.1 63.9 348.3 229.1 65.8 259.3 181.0 69.8

28 (2016) 321.7 211.8 65.8 349.0 235.4 67.4 262.0 188.6 72.0

29 (2017) 321.6 210.8 65.5 348.4 234.5 67.3 263.6 189.7 72.0

30 (2018) 323.9 209.4 64.6 351.1 232.5 66.2 265.3 187.9 70.8

令和 元 (2019) 年 325.4 211.2 64.9 351.5 234.8 66.8 269.4 189.1 70.2

※令和 元 (2019) 年3) 324.1 209.6 64.7 349.6 232.4 66.5 268.7 188.7 70.2

２3) (2020) 324.2 214.8 66.3 350.7 240.2 68.5 269.2 193.3 71.8

３ (2021) 323.4 216.7 67.0 348.8 241.3 69.2 270.6 195.4 72.2

４ (2022) 328.0 221.3 67.5 353.6 247.5 70.0 276.4 198.9 72.0

５ (2023) 336.3 226.6 67.4 363.6 255.0 70.1 281.8 203.5 72.2

６ (2024) 348.6 233.1 66.9 376.9 259.2 68.8 294.2 210.3 71.5

年
1)2)

男女計 男 女

注：　１）雇用形態別に関する集計は平成17年以降行っている。

　　　２）平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業，飲食サービス業」のうち「バー，キャバレー，ナイトクラブ」を除外している。

　　　３）令和２年より有効回答率を考慮した推計方法に変更している。

　　　　　「※令和元(2019)年 3)」は、令和２年と同じ推計方法で集計した令和元年の数値を参考として掲載したものである。

正社員・正職員以外 正社員・正職員以外 正社員・正職員以外

 
 

付表３ 一般労働者の賃金階級、性、企業規模別労働者割合 
令和６年

男女計 男 女

 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

　       ～   99.9 (千円) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 

  100.0  ～  119.9 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6 

  120.0  ～  139.9 0.5 0.5 0.4 0.7 0.3 0.2 0.2 0.4 0.9 0.8 0.8 1.3 

  140.0  ～  159.9   1.5 1.3 1.4 1.9 0.8 0.6 0.8 1.1 2.6 2.5 2.3 3.3 

  160.0  ～  179.9   4.1 3.0 4.1 5.3 2.4 1.4 2.6 3.3 7.0 5.8 6.7 8.7 

  180.0  ～  199.9   6.4 5.0 6.9 7.5 4.4 3.1 5.0 5.3 9.7 8.2 9.8 11.4 

  200.0  ～  219.9   8.0 6.5 8.6 9.1 6.0 4.7 6.4 6.9 11.5 9.6 12.1 12.9 

　220.0  ～  239.9   8.8 7.1 9.6 9.7 7.1 5.6 7.8 8.1 11.6 9.8 12.4 12.5 

  240.0  ～  259.9   9.1 7.7 9.7 10.1 8.0 6.5 8.4 9.2 11.1 9.9 11.7 11.7 

　260.0  ～  279.9   8.5 7.8 8.7 8.9 7.9 7.0 8.1 8.8 9.4 9.2 9.7 9.2 

　280.0  ～  299.9   7.4 7.0 7.6 7.7 7.2 6.4 7.4 8.1 7.7 8.1 7.9 7.0 

　300.0  ～  319.9   6.5 5.9 6.5 7.1 6.7 5.7 6.7 8.1 6.0 6.1 6.2 5.5 

　320.0  ～  339.9   5.4 5.4 5.4 5.5 5.9 5.6 5.9 6.4 4.5 5.1 4.6 3.8 

　340.0  ～  359.9 4.6 4.7 4.4 4.7 5.3 5.2 5.1 5.8 3.4 4.0 3.3 2.7 

　360.0  ～  379.9   3.9 4.3 3.9 3.6 4.7 4.7 4.7 4.6 2.7 3.5 2.5 2.0 

　380.0  ～  399.9   3.3 3.6 3.2 3.0 4.0 4.1 4.0 3.8 2.1 2.7 1.9 1.6 

　400.0  ～  449.9   6.5 7.6 6.0 5.6 8.1 9.0 7.7 7.4 3.7 5.2 3.3 2.4 

　450.0  ～  499.9   4.4 5.7 4.0 3.2 5.8 7.3 5.4 4.4 2.0 2.9 1.6 1.3 

　500.0  ～  549.9 3.1 4.2 2.8 2.1 4.2 5.5 3.9 3.0 1.3 2.0 1.1 0.7 

　550.0  ～  599.9 2.1 3.0 1.8 1.2 2.8 4.0 2.6 1.7 0.7 1.2 0.5 0.4 

　600.0  ～  699.9   2.5 4.0 2.1 1.2 3.5 5.5 3.1 1.6 0.8 1.3 0.6 0.4 

　700.0  ～  799.9 1.4 2.5 1.0 0.5 1.9 3.5 1.4 0.7 0.4 0.7 0.3 0.2 

　800.0  ～  899.9 0.7 1.3 0.5 0.3 1.0 1.8 0.8 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 

　900.0  ～  999.9 0.4 0.6 0.3 0.1 0.5 0.9 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 

 1000.0  ～ 1199.9 0.4 0.5 0.4 0.2 0.5 0.7 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

 1200.0  ～ 0.4 0.5 0.5 0.2 0.6 0.7 0.8 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 

　平    均    値　 (千円) 330.4 364.5 323.1 299.3 363.1 403.4 355.6 324.5 275.3 296.6 271.3 255.5 

　第１・十分位数1) (千円) 191.8 200.1 191.9 184.7 206.4 218.9 204.0 199.0 177.7 181.3 180.1 172.1 

　第１・四分位数1) (千円) 229.7 243.7 227.3 220.3 249.9 267.9 244.7 239.4 207.5 215.1 208.9 199.4 

　中    位    数
1) (千円) 287.2 313.0 281.1 271.5 316.7 350.8 309.0 296.6 251.3 266.3 249.7 238.7 

　第３・四分位数1) (千円) 379.9 430.5 367.9 344.4 422.4 482.0 410.4 374.1 309.3 337.9 304.3 288.3 

　第９・十分位数1) (千円) 512.3 589.2 492.2 440.5 564.5 649.8 543.9 474.3 394.1 438.8 378.9 353.5 

　十分位分散係数2) 0.56 0.62 0.53 0.47 0.57 0.61 0.55 0.46 0.43 0.48 0.40 0.38 

　四分位分散係数2) 0.26 0.30 0.25 0.23 0.27 0.31 0.27 0.23 0.20 0.23 0.19 0.19 

注： 1) 分位数とは、分布の形を示す値である。具体的には、該当労働者を賃金の低い者から高い者へと一列に並べたとき、以下の説明内容に該当する者の賃金である。

　　　　図示すれば下図のとおりである。

　　　　　　○　第１・十分位数 …… 低い方から数えて全体の10分の１番目に

該当する者の賃金

　　　　　　○　第１・四分位数 …… 低い方から数えて全体の４分の１番目に

該当する者の賃金

　　　　　　○　中　　位　　数 …… 低い方（あるいは高い方）から数えて全

体の２分の１番目に該当する者の賃金

　　　　　　○　第３・四分位数…… 高い方から数えて全体の４分の１番目に

該当する者の賃金

　　　　　　○　第９・十分位数…… 高い方から数えて全体の10分の１番目に

該当する者の賃金

　　 ２）分散係数とは、分布の広がりを示す指標の一つであり、次の算式により計算された数値をいう。一般に、その値が小さいほど分布の広がりの程度が小さいことを示す。

　　　　　　○　十分位分散係数　　　＝
第９･十分位数 － 第１･十分位数 第３･四分位数 － 第１･四分位数

２× 中位数 ２× 中位数
　　　　　○　四分位分散係数　　　＝

小企業

 計

小企業 企業規模計 大企業 中企業
賃 金 階 級

企業規模計 中企業 小企業 企業規模計 大企業 中企業大企業

  ▼第１・十分位数

   ▼第１・四分位数

     ▼中　位　数 

   第３・四分位数▼  

  第９・十分位数▼  

低 高

低 高

低 高

低 高

低 高
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付表４ 短時間労働者の 1 時間当たり賃金階級、性、企業規模別労働者割合 

令和６年
男女計 男 女

企業規模計 大企業 中企業 小企業 企業規模計 大企業 中企業 小企業 企業規模計 大企業 中企業 小企業

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

～   599 (円) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

600 ～   649 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

650 ～   699 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

700 ～   719 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

720 ～   739 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

740 ～   759 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

760 ～   779 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

780 ～   799 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

800 ～   819 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 

820 ～   839 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

840 ～   859 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 

860 ～   879 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 

880 ～   899 0.5 0.2 0.5 0.9 0.5 0.3 0.4 0.9 0.5 0.2 0.5 0.9 

900 ～   949 3.6 1.9 3.6 5.9 3.4 2.0 3.4 5.8 3.6 1.8 3.7 5.9 

950 ～   999 6.9 5.2 6.6 9.5 6.5 4.9 5.9 9.4 7.0 5.3 6.8 9.6 

1,000 ～ 1,049 10.8 9.9 10.5 12.2 10.0 9.9 9.6 10.7 11.1 10.0 10.9 12.8 

1,050 ～ 1,099 11.0 11.3 10.6 11.1 10.3 11.3 9.9 9.1 11.3 11.3 10.9 11.8 

1,100 ～ 1,149 11.4 12.6 10.9 10.3 11.4 12.9 10.2 10.0 11.5 12.4 11.2 10.4 

1,150 ～ 1,199 8.5 9.9 8.3 6.6 8.4 9.7 8.4 6.4 8.5 10.0 8.3 6.7 

1,200 ～ 1,299 13.9 15.9 13.5 11.4 14.0 15.7 14.0 11.5 13.8 16.0 13.3 11.4 

1,300 ～ 1,399 8.2 9.2 7.9 7.2 8.1 9.0 7.9 7.1 8.3 9.2 7.9 7.3 

1,400 ～ 1,499 5.3 5.9 5.0 4.8 5.3 6.3 4.4 4.7 5.3 5.7 5.2 4.9 

1,500 ～ 1,599 3.8 4.0 3.7 3.6 3.6 3.4 3.6 4.0 3.9 4.2 3.8 3.5 

1,600 ～ 1,799 4.5 4.3 5.1 4.3 4.1 3.9 4.0 4.6 4.7 4.4 5.6 4.2 

1,800 ～ 1,999 2.7 2.4 3.0 2.8 2.1 1.6 2.4 2.8 2.9 2.7 3.2 2.8 

2,000 ～ 2,199 1.8 1.4 1.8 2.3 1.6 1.1 1.5 2.3 1.8 1.5 1.9 2.3 

2,200 ～ 2,399 1.0 0.9 1.2 1.2 1.0 0.6 1.1 1.6 1.1 1.0 1.2 1.0 

2,400 ～ 2,599 0.8 0.6 0.9 0.9 0.9 0.6 1.0 1.2 0.7 0.6 0.8 0.8 

2,600 ～ 2,799 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.3 

2,800 ～ 2,999 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 

3,000 ～　　　 3.5 3.0 5.0 2.9 6.4 5.1 10.1 5.2 2.3 2.2 2.9 2.1 

　平    均    値　 (円) 1,476 1,413 1,638 1,424 1,699 1,527 2,089 1,605 1,387 1,365 1,458 1,358

　第１・十分位数1) (円) 986 1,010 988 961 988 1,009 993 960 986 1,010 987 961

　第１・四分位数1) (円) 1,061 1,081 1,064 1,031 1,066 1,081 1,073 1,035 1,059 1,081 1,061 1,030

　中    位    数1) (円) 1,179 1,191 1,189 1,145 1,190 1,190 1,207 1,171 1,174 1,192 1,182 1,138

　第３・四分位数1) (円) 1,391 1,380 1,434 1,382 1,421 1,382 1,493 1,457 1,382 1,379 1,414 1,362

　第９・十分位数1) (円) 1,848 1,756 1,991 1,867 2,114 1,787 3,029 2,134 1,787 1,745 1,871 1,785

　十分位分散係数2) 0.37 0.31 0.42 0.40 0.47 0.33 0.84 0.50 0.34 0.31 0.37 0.36

　四分位分散係数
2)

0.14 0.13 0.16 0.15 0.15 0.13 0.17 0.18 0.14 0.13 0.15 0.15

注： 1) 分位数とは、分布の形を示す値である。具体的には、該当労働者を賃金の低い者から高い者へと一列に並べたとき、以下の説明内容に該当する者の賃金である。

　　　　図示すれば下図のとおりである。

　　　　　　○　第１・十分位数 …… 低い方から数えて全体の10分の１番目に

該当する者の賃金

　　　　　　○　第１・四分位数 …… 低い方から数えて全体の４分の１番目に

該当する者の賃金

　　　　　　○　中　　位　　数 …… 低い方（あるいは高い方）から数えて全

体の２分の１番目に該当する者の賃金

　　　　　　○　第３・四分位数…… 高い方から数えて全体の４分の１番目に

該当する者の賃金

　　　　　　○　第９・十分位数…… 高い方から数えて全体の10分の１番目に

該当する者の賃金

　　 ２）分散係数とは、分布の広がりを示す指標の一つであり、次の算式により計算された数値をいう。一般に、その値が小さいほど分布の広がりの程度が小さいことを示す。

第３･四分位数 － 第１･四分位数

２× 中位数

１ 時 間 当 た り

賃 金 階 級

 計

　　　　　　○　十分位分散係数　　　＝　　　　　　 
第９･十分位数 － 第１･十分位数

　　　　　○　四分位分散係数　　　＝ 
２× 中位数

  ▼第１・十分位数

   ▼第１・四分位数

     ▼中　位　数 

   第３・四分位数▼  

  第９・十分位数▼  

低 高

低 高

低 高

低 高

低 高
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規模30人 規模 5人 規模30人 規模 5人 規模30人 規模 5人

以上 以上 以上 以上 以上 以上

金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円)

平成２７年平均 290,940 0.5 260,577 0.3 249,529 0.8 224,887 1.3 313,736 0.2 284,805 -0.6

平成２８年平均 292,593 0.6 261,183 0.2 247,716 -0.7 225,242 0.1 309,387 -1.4 283,984 -0.3

平成２９年平均 294,010 0.4 262,407 0.5 250,719 1.3 231,259 2.6 312,721 1.1 280,655 -1.1
平成３０年平均 295,944 0.7 264,570 0.9 246,585 -1.7 225,666 -2.3 301,370 -3.6 280,982 0.1

令和元年平均 296,064 0.1 264,180 -0.2 245,584 -0.4 222,947 -1.3 300,287 -0.4 273,997 -2.5

令和２年平均 293,056 -1.1 262,325 -0.7 247,530 0.8 222,410 -0.2 298,391 -0.6 268,554 -2.0

令和３年平均 296,652 1.2 263,739 0.5 243,086 -1.8 213,503 -3.9 298,732 0.2 268,997 0.2

令和４年平均 303,496 2.4 267,461 1.4 256,714 5.6 226,816 6.3 300,791 0.7 276,110 2.7

令和５年平均 308,436 1.6 270,229 1.1 246,523 -4.0 221,483 -2.4 297,954 -0.9 280,608 1.6

令和６年１月 306,323 1.2 274,770 1.1 262,440 4.4 232,030 2.2 287,247 -1.4 264,718 -3.4

２月 308,062 1.9 276,230 1.5 259,718 3.6 230,177 0.9 304,112 3.2 280,898 0.5

３月 312,109 2.1 279,231 1.5 256,851 3.7 228,344 0.8 300,680 2.0 277,641 -0.5

４月 316,529 2.3 283,316 1.6 269,867 6.8 238,672 2.7 309,290 3.5 284,504 0.2

５月 315,038 2.8 281,665 2.0 260,584 3.8 232,306 0.3 304,546 3.4 281,256 0.7

６月 317,112 2.8 283,880 2.1 266,808 5.1 238,230 2.2 313,361 6.7 292,519 4.2

７月 317,490 2.8 283,858 2.2 262,891 3.4 239,878 3.8 309,211 4.9 294,185 5.5

８月 315,918 3.2 282,038 2.4 263,100 4.7 237,760 4.4 311,125 7.7 292,874 5.2

９月 316,549 2.8 282,810 2.2 267,032 5.5 241,160 4.9 316,688 7.5 298,029 5.6

１０月 319,057 2.9 284,948 2.3 271,321 3.9 243,709 4.8 314,222 6.3 297,066 4.1

１１月 319,881 3.1 285,231 2.5 272,011 2.5 244,919 4.0 324,664 9.3 306,202 6.8

１２月 319,913 3.1 285,298 2.4 272,088 2.5 245,114 4.0 322,557 6.4 322,557 7.7

令和７年１月 314,095 2.6 280,617 2.2 255,458 -2.6 235,213 1.3 313,506 9.1 296,503 12.0

２月 313,462 1.8 280,243 1.4 254,712 -1.9 234,702 1.9 305,086 0.3 287,372 2.3

３月 316,657 1.4 282,931 1.4 260,007 1.2 239,996 5.1 311,220 3.5 292,568 5.4

４月 323,962 2.3 289,291 2.1
毎月勤労統計調査（全国・確報）
毎月勤労統計調査（地方月報）

定期給与の推移（全国・奈良県）

年　月

対前年
同月比

項　目
全　　　　　　国 奈　　　　　　良　　　　　　県

産　　業　　計 産　　業　　計 製　　造　　業

対前年
同月比

対前年
同月比

対前年
同月比

対前年
同月比

対前年
同月比
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○
○
○

新規求人倍率は１．９７倍で、前月より ０．０６ポイント減少
◎ 就業地別有効求人倍率は １．３６倍で、前月より０．０１ポイント減少

有効求人倍率は１．１９倍で、前月と同水準

県内の雇用情勢については、引き続き求人が求職を上回って推移しており、一部の求人に
持ち直しの動きが見られる。今後も物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。

職業安定部職業安定課

課 長 尾 崎 和 雄

【照会先】

地方労働市場情報官 北 村 充 康

就 業 地 別 有 効 求 人 倍 率 は １ ． ３ ６ 倍
令 和 ７ 年 ５ 月 の 有 効 求 人 倍 率 は １ ． １ ９ 倍

午　前　８　時　３０　分　解　禁

0742-32-0208電 話

奈良県の一般職業紹介状況（令和７年５月分）について

◎

◎

有効求職者数（季節調整値）は 18,150人で、前月に比べて334人増加し、1.9％増となりました。

◆　有効求人、求職、求人倍率の状況

１．２６倍全　国近　畿

奈良県 近　畿 全　国

有効求人数（季節調整値）は 21,524人で、前月に比べて321人増加し、1.5％増となりました。

５月

有効求人倍率（季節調整値）は 1.19倍となり、前月と同水準となりました。

４月 １．１９倍 １．１６倍奈良県

有効求人倍率（季節調整値）

１．１９倍 １．１６倍 １．２４倍

Press Release

厚 生 労 働 省 奈 良 労 働 局 発 表

令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ７ 日 （ 金 ）

（注） １. 月別の数値は季節調整値である。なお、令和６年12月以前の数値は、令和７年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

２. 年度計は原数値である。

※ 求人倍率や求人数には、県内のハローワークが受理した求人数を用いた「受理地別」、実際の就業地が県内である求人数を用いた

「就業地別」があり、本資料において「就業地別」の記載がないものは、「受理地別」を用いています。

※ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、特段の記載があるものを除き、ハローワークに

来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が

含まれています。
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公務（他に分類されるものを除く）･その他は 179人で、前年同月と比べて、21.1％減となりました。

建設業は 367人で、前年同月と比べて、7.8％減となりました。

サービス業（他に分類されないもの）は 638人で、前年同月と比べて、9.9％減となりました。

製造業は 835人で、前年同月と比べて、2.5％増となりました。

卸売業、小売業は 606人で、前年同月と比べて、5.8％減となりました。

産業別新規求人の状況

新規求人数の多い産業は、次のとおりです。

（注）　年度別の数値は原数値で、月別の数値は季節調整値である。なお、令和６年12月以前の数値は、令和７年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

運輸業、郵便業は 1,087人で、前年同月と比べて、16.1％増となりました。

新規求人数（季節調整値）は 7,773人で、前月に比べて166人増加し、2.2％増となりました。

５月

医療、福祉は 2,587人で、前年同月と比べて、13.4％増となりました。

２．２４倍

離職者のうち事業主都合離職者は 579人となり、前年同月と比較すると13.8％減となりました。

離職者のうち自己都合離職者は 1,842人となり、前年同月と比較すると 0.5％増となりました。

全　国

新規求職者（常用）の状況から
在職者は 965人となり、前年同月と比較すると 7.7％減となりました。

離職者は 2,693人となり、前年同月と比較すると 3.6％減となりました。

１．９７倍 近　畿奈良県

新規求人、求職、求人倍率の状況

４月
２．１４倍

奈良県 ２．０３倍 ２．２２倍近　畿 全　国
２．１５倍

新規求人倍率（季節調整値）

新規求職者数（季節調整値）は 3,937人で、前月に比べて183人増加 し、4.9％増となりました。

新規求人倍率（季節調整値）は 1.97倍となり、前月に比べて 0.06ポイント下回りました。

卸売業、小売業は 606人で、前年同月と比べて、5.8％減となりました。

運輸業、郵便業は 1,087人で、前年同月と比べて、16.1％増となりました。

【減少】 サービス業（他に分類されないもの）は 638人で、前年同月と比べて、9.9％減となりました。

宿泊業、飲食サービス業は 507人で、前年同月と比べて、7.0％増となりました。

建設業は 367人で、前年同月と比べて、7.8％減となりました。

主な産業（300人以上）のうち前年同月比で新規求人数の増加・減少が多い産業は、次のとおりです。

製造業は 835人で、前年同月と比べて、2.5％増となりました。
【増加】 医療、福祉は 2,587人で、前年同月と比べて、13.4％増となりました。

宿泊業、飲食サービス業は 507人で、前年同月と比べて、7.0％増となりました。
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奈良労働局 1902 1901 1802 令和7年5月

令和7年5月 令和7年4月 令和6年5月 対前年比
A.B.　農、林、漁業（０１～０４） 58 131 48 20.8
C　鉱業、砕石業、砂利採取業（０５） 0 0 0 0.0
Ｄ　建設業（０６～０８） 367 449 398 ▲ 7.8

　（０６　総合工事業） 171 246 229 ▲ 25.3
Ｅ　製造業（０９～３２） 835 840 815 2.5

０９　食料品製造業 145 144 131 10.7
１０　飲料・たばこ・飼料製造業 24 10 29 ▲ 17.2
１１　繊維工業 57 85 51 11.8
１２　木材・木製品製造業（家具を除く） 31 27 20 55.0
１３　家具・装備品製造業 11 14 7 57.1
１４　パルプ・紙・紙加工品製造業 38 53 29 31.0
１５　印刷・同関連業 23 22 31 ▲ 25.8
１６　化学工業 64 59 53 20.8
１７　石油製品・石炭製品製造業 0 0 5 ▲ 100.0
１８　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 148 132 130 13.8
１９　ゴム製品製造業 39 12 31 25.8
２１　窯業・土石製品製造業 20 18 18 11.1
２２　鉄鋼業 10 4 17 ▲ 41.2
２３　非鉄金属製造業 4 10 4 0.0
２４　金属製品製造業 67 75 61 9.8
２５　はん用機械器具製造業 44 41 23 91.3
２６　生産用械器具製造業 23 23 40 ▲ 42.5
２７　業務用機械器具製造業 3 6 4 ▲ 25.0
２８　電子部品・デバイス・電子回路製造業 18 11 13 38.5
２９　電気機械器具製造業 26 43 16 62.5
３０　情報通信機械器具製造業 0 0 3 ▲ 100.0
３１　輸送用機械器具製造業 15 14 53 ▲ 71.7
２０，３２　その他の製造業 25 37 46 ▲ 45.7

F　電気・ガス・熱供給・水道業（３３～３６） 4 5 6 ▲33.3
G　情報通信業（３７～４１） 39 29 47 ▲17.0

　（３９　情報サービス業） 33 25 38 ▲13.2
Ｈ　運輸業、郵便業（４２～４９） 1,087 550 936 16.1
Ｉ　卸売業、小売業（５０～６１） 606 705 643 ▲5.8

５０～５５　卸売業 158 144 155 1.9
５６～６１　小売業 448 561 488 ▲8.2
　（５６　各種商品小売業） 18 43 24 ▲25.0

Ｊ　金融業、保険業（６２～６７） 12 38 7 71.4
Ｋ　不動産業、物品賃貸業（６８～７０） 52 75 73 ▲28.8
Ｌ　学術研究、専門・技術サービス業（７１～７４） 179 233 194 ▲7.7
M　宿泊業、飲食サービス業（７５～７７） 507 439 474 7.0

　（７６　飲食店） 396 333 320 23.8
N　生活関連サービス業、娯楽業（７８～８０） 242 188 224 8.0
O　教育、学習支援業（８１，８２） 141 118 89 58.4
Ｐ　医療、福祉（８３～８５） 2,587 2,991 2,282 13.4

　（８３　医療業） 627 879 630 ▲0.5
　（８５　社会保険・社会福祉・介護事業） 1,958 2,109 1,647 18.9

Ｑ　複合サービス事業（８６，８７） 59 38 57 3.5
Ｒ　サービス業（他に分類されないもの）（８８～９６） 638 656 708 ▲9.9

（９１　職業紹介・労働者派遣業） 172 139 134 28.4
（９２　その他の事業サービス業） 345 387 402 ▲14.2

S．Ｔ　公務（他に分類されるものを除く）・その他（９７，９８，９９） 179 165 227 ▲21.1
7,592 7,650 7,228 5.0
4,550 4,495 4,188 8.6
2,118 1,917 2,108 0.5

715 970 715 0.0
64 167 57 12.3

144 88 146 ▲ 1.4
1 13 14 ▲ 92.9

（注） 令和６年４月以降については令和５年７月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分、令和６年３月以前については平成25年10月改定の「日本
標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。

30～99人
100～299人
300～499人
500～999人
1000人以上

産業別一般新規求人状況（新産業分類区分）　（新規学卒者を除きパートタイムを含む）

産　　　　業　　　別
新規求人数

合　　　　　　　　　　　　　　計

事
業
所
規
模

29人以下
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【産業別新規求人数】

奈良労働局 1902 1901 1802
全国

全数 パートを除く パートタイム 全数 パートを除く パートタイム 全数
A.B.　農、林、漁業（０１～０４） 58 17 41 20.8 41.7 13.9 4,766
C　鉱業、砕石業、砂利採取業（０５） 0 0 0 0.0 0.0 0.0 427
Ｄ　建設業（０６～０８） 367 319 48 ▲ 7.8 ▲ 9.9 9.1 68,681
Ｅ　製造業（０９～３２） 835 531 304 2.5 4.1 ▲ 0.3 68,998
F　電気・ガス・熱供給・水道業（３３～３６） 4 4 0 ▲ 33.3 ▲ 20.0 ▲ 100.0 894
G　情報通信業（３７～４１） 39 34 5 ▲ 17.0 ▲ 5.6 ▲ 54.5 21,723
Ｈ　運輸業、郵便業（４２～４９） 1,087 984 103 16.1 20.7 ▲ 14.9 44,328
Ｉ　卸売業、小売業（５０～６１） 606 241 365 ▲ 5.8 ▲ 24.2 12.3 98,882
Ｊ　金融業、保険業（６２～６７） 12 7 5 71.4 133.3 25.0 5,905
Ｋ　不動産業、物品賃貸業（６８～７０） 52 36 16 ▲ 28.8 ▲ 20.0 ▲ 42.9 13,415
Ｌ　学術研究、専門・技術サービス業（７１～７４） 179 148 31 ▲ 7.7 ▲ 12.4 24.0 21,619
M　宿泊業、飲食サービス業（７５～７７） 507 162 345 7.0 5.2 7.8 57,001
N　生活関連サービス業、娯楽業（７８～８０） 242 86 156 8.0 19.4 2.6 26,089
O　教育、学習支援業（８１，８２） 141 40 101 58.4 66.7 55.4 12,156
Ｐ　医療、福祉（８３～８５） 2,587 1,167 1,420 13.4 12.2 14.3 214,272
Ｑ　複合サービス事業（８６，８７） 59 46 13 3.5 24.3 ▲ 35.0 5,925
Ｒ　サービス業（他に分類されないもの）（８８～９６） 638 340 298 ▲ 9.9 ▲ 3.1 ▲ 16.5 109,072

179 53 126 ▲ 21.1 ▲ 46.5 ▲ 1.6 11,865
7,592 4,215 3,377 5.0 4.2 6.1 786,018

（注）

【新規求人の産業別割合】 奈良 全国

全国円グラフ元データ
農、林、漁業
鉱業、砕石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業

【主要産業における新規求人数の推移】

人

左軸の波線以上は、左軸の数値を直接入力

状況を見ながら、グラフの設定を変更すること。

令和５年７月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分による。

S．Ｔ　公務（他に分類されるものを除く）・その他（９７，９８，９９）

新規求人数（人)
産　　　　業　　　別

前年同月比

合　　　　　　　　　　　　　　計
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0.8% サービス業

8.4%

公務・その他
2.4%

農、林、漁業
0.6%

鉱業、砕石業、

砂利採取業
0.1%

建設業
8.7%

製造業
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情報通信業
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0.8%

不動産業、物品

賃貸業
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2.8%

宿泊業、飲食

サービス業
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生活関連サービス業、娯楽業
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教育、学習支援業
1.5%

医療、福祉
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複合サービス事業
0.8%
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13.9%

公務・その他
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◆　正社員求人の状況

○

○

○

 

５月 奈良県 ０．９４倍 近　畿 ０．８８倍 全　国 ０．９８倍

４月 奈良県 ０．９６倍 近　畿 ０．９０倍 全　国 ０．９９倍

６年５月 奈良県 ０．８４倍 近　畿 ０．８４倍 全　国 ０．９４倍

５年５月 奈良県 ０．８４倍 近　畿 ０．８８倍 全　国 ０．９６倍

（注）　正社員有効求人倍率は、正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出しているが、パートタイムを除く

○

.

前年同月と比較すると0.3ポイント増となりました。

新規求人数に占める正社員求人の割合は 48.5％となりました。

正社員新規求人数は3,684人で、前年同月と比較すると5.8％増となりました。

正社員有効求人倍率（原数値）

常用の月間有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

正社員の職業別有効求人倍率については、管理的職業、事務的職業、農林漁業の職業、運搬・清掃・包装等

の職業で、職業計（0.94）を下回っている状況となっています。

正社員有効求人倍率（原数値）は 0.94倍で、前年同月と比較すると0.10ポイント上回りました。

0.94 0.65
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1.29 0.83
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6.00 職種別有効求人倍率（正社員・原数値）

0.94

（倍）
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0.97 0.98
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正社員求人数、求人倍率の推移
正社員新規求人数 非正社員求人数

（倍）（千人）

0.84 0.85
0.91 0.93 0.94
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1.04

1.09 1.09 1.06

1.01
0.96 0.94
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正社員求人数、求人倍率の推移
正社員新規求人数 非正社員求人数 正社員有効求人倍率 （倍）（千人）

６年
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

7年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月

正社員新規求人数 3,483 2,781 3,520 3,585 3,064 3,899 3,691 3,160 3,670 3,588 3,038 3,528 3,684

新規求人正社員割合 48.2 43.4 45.9 47.2 44.0 45.8 48.5 44.9 44.5 44.6 43.8 46.1 48.5

正社員有効求人倍率 0.84 0.85 0.91 0.93 0.94 0.99 1.04 1.09 1.09 1.06 1.01 0.96 0.94
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◆

○

○

なりました。

就職件数は1,199件で、前年同月に比べて7.3％減となりました。

就職の状況

正社員就職件数は 333件で、前年同月に比べて15.9％減となりました。

就職件数（全数）に占める正社員就職件数の割合は 27.8％で、前年同月に比べて2.8ポイント減 と

一般フルタイムは 431件（前年同月比17.7％減）、パートは 768件（前年同月比0.1％減）です。

◆　就業地別の求人数を用いた求人倍率

　○ 就業地別有効求人倍率は  １．３６倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。

　○ 就業地別新規求人倍率は   ２．１６倍となり、前月を0.22ポイント下回りました。

 　参考：就業地別の統計を取り始めた2005年（平成17年）2月以降の就業地別有効求人倍率の過去最高値は、令和元年5月の1.74倍。

　　○ 就業地別の有効求人数（季節調整値）は 24,675人で、前月に比べて180人増加し、0.7％増となりました。

　　○ 就業地別の新規求人数（季節調整値）は 8,518人で、前月に比べて428人減少し、4.8％減となりました。

 　「就業地別の求人数」とは、
　　全国のハローワークで受理した求人から、実際の就業地が奈良県内となっている求人数を抽出し、これを
　　用いて就業地別求人倍率を算出しました。

 （注）  ・就業地として複数の市区町村が挙げられている求人については、求人数を該当の市区町村に割り当てる
　　　　　ことにより集計しています。

　　※通常、公表している求人倍率（１ページ、２ページ、５ページ等）は、県内のハローワークが受理した求人数を
　　　 用いて算出したもので、受理地別求人倍率と言います。
　　※求職者数は、受理地別求人倍率と同じ数値を用いています。
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.

※受理地別・就業地別各求人倍率の①～⑥は、近畿各労働局内の順位を記載している。

５月
新規求人倍率
（季節調整値）

府県名 奈良 滋賀 京都

⑥ 1.76 ① 2.64④ 1.97受理地別 1.83 2.15

就業地別

1.19

1.31 ⑥① 1.36

2.14
就業地別 2.14

②

近畿 ５月
有効求人倍率
（季節調整値）

③ ⑤ 1.02

1.23

①

府県名

1.29

1.15

④ 1.15

1.15 ④1.05 ⑤

1.21

全国

受理地別 1.16
1.24

⑥

2.05

③ 2.112.04 ④2.16

③ 1.30 ②

1.00

全国

② 2.19 ① 2.59 ⑤

和歌山兵庫大阪

③

近畿

2.07

2.30 ⑤

⑥

②

和歌山奈良 滋賀 京都 大阪 兵庫

1.27 
1.30 

1.37 
1.31 1.33 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35 1.36 1.38 

1.34 1.34 1.37 1.36 

1.14 
1.19 

1.23 
1.15 1.15 

1.12 1.11 1.13 1.14 1.15 1.17 1.17 1.18 1.20 1.16 1.16 1.19 1.19 
1.10 

1.16 

1.31 
1.29 1.25 1.25 1.24 1.25 1.24 1.25 

1.25 1.25 1.25 1.26 1.24 1.26 1.26 1.24 

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

有効求人倍率の推移（就業地別・受理地別）
奈良県の有効求人倍率（就業地） 奈良県の有効求人倍率（受理地） 全国の有効求人倍率（倍）

年度計は原数値であり、月別の数値は季節調整値である。

令和６年12月以前の数値は、令和７年１月分公表時に新季節指数により改訂されている。季節調整法はセンサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による。

年度計は原数値であり、月別の数値は季節調整値である。

令和6年12月以前の数値は、令和7年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。季節調整法はセンサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による。

2.13 2.15 
2.25 2.21 

2.26 

2.10 

2.22 

2.27 

2.21 

2.22 
2.32 2.32 

2.40 2.38 

2.22 2.26 

2.38 

2.16 

1.91 
1.98 2.03 

1.94 
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1.81 1.78 

1.95 1.99 
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2.01 2.03 2.06 2.08 
2.02 
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2.03 
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2.30 2.28 2.26 
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2.30 2.32 

2.24 
2.14 

1.20
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2.20
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2.60

新規求人倍率の推移（就業地別・受理地別）

奈良県の新規求人倍率（就業地） 奈良県の新規求人倍率（受理地） 全国の新規求人倍率（倍）
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職業紹介状況 1902

4,096 1,532 1,402 412 221 529

19,239 7,041 6,567 2,152 996 2,483

4,270 1,639 1,421 411 234 565

1,196 392 444 122 103 135

344 122 120 31 30 41

382 173 126 33 17 33

7,592 3,402 2,166 699 447 878

20,693 8,593 5,885 2,192 1,363 2,660

1,091 410 376 114 84 107

29.2 25.6 31.7 29.6 46.6 25.5

14.4 12.1 17.4 16.3 18.8 12.2

※雇用保険受給者の早期再就職数＝３月実績

・ハローワーク利用登録者による数値を用いており、令和３年９月以降は充足のみ、求職者がハローワーク

インターネットサービスの求人に直接応募した数値を含みます。

（単位：倍）

1.85 2.22 1.54 1.70 2.02 1.66

1.08 1.22 0.90 1.02 1.37 1.07

　求人倍率は原数値

雇用保険 （単位：人、日、千円）

1,482 582 477 162 61 200

1,289 575 391 120 65 138

4,123 1,703 1,316 400 193 511

102,447 41,658 33,466 9,597 4,769 12,957

536,341 223,299 173,733 47,436 23,577 68,297

547 208 195 57 20 67

・受給資格決定件数は速報値であり、修正があり得ます。

基本手当
基本

給 付 延 日 数

給  付  金  額

支 給 終 了 者

求人倍率
新規

有効

受給資格決定

一般
初 回 受 給 者

受給者実人員

５　新規求人

６　月間有効求人

７　充　　　　足

８　就職率 % 　(新規）

９　充足率 %  （新規）

１　新規求職

２　月間有効求職

３　紹  介

４　就　　　  職

雇用保険受給者

雇用保険受給者の早期再就職

公共職業安定所別　業務取扱状況

令和7年5月

（単位：人、％）

奈良局計 奈　良 大和高田 桜　井 下　市 大和郡山
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奈良労働局職業安定部

新規求人 有効求人

倍      率 倍      率 新   規 新   規

年  月 前年比 前年比 (季調） 前年比 前年比 (季調） 前年比 前年比 前年比 前年比

60,541 ▲ 3.0 82,362 ▲ 1.7 1.36 253,048 ▲ 6.4 225,223 ▲ 0.6 0.89 20,613 ▲ 7.4 34.0 ▲ 1.7 18,348 ▲ 7.2 22.3 ▲ 1.3 109,675 ▲ 14.2 203,304 ▲ 6.4

58,675 ▲ 3.1 92,815 12.7 1.58 244,184 ▲ 3.5 253,703 12.6 1.04 19,815 ▲ 3.9 33.8 ▲ 1.9 17,619 ▲ 4.0 19.0 ▲ 4.6 99,604 ▲ 9.2 197,780 ▲ 2.7

54,959 ▲ 6.3 98,468 6.1 1.79 231,819 ▲ 5.1 272,781 7.5 1.18 19,222 ▲ 3.0 35.0 1.2 17,103 ▲ 2.9 17.4 ▲ 1.6 88,798 ▲ 10.8 212,767 7.6

51,867 ▲ 5.6 105,419 7.1 2.03 218,522 ▲ 5.7 291,747 7.0 1.34 18,514 ▲ 3.7 35.7 0.7 16,529 ▲ 3.4 15.7 ▲ 1.7 80,026 ▲ 9.9 204,115 ▲ 4.1

48,199 ▲ 7.1 108,079 2.5 2.24 203,047 ▲ 7.1 302,096 3.5 1.49 17,289 ▲ 6.6 35.9 0.2 15,242 ▲ 7.8 14.1 ▲ 1.6 69,072 ▲ 13.7 195,540 ▲ 4.2

46,994 ▲ 2.5 104,187 ▲ 3.6 2.22 202,222 ▲ 0.4 297,141 ▲ 1.6 1.47 16,115 ▲ 6.8 34.3 ▲ 1.6 14,146 ▲ 7.2 13.6 ▲ 0.5 64,946 ▲ 6.0 194,293 ▲ 0.6

46,022 ▲ 2.1 88,059 ▲ 15.5 1.91 215,697 6.7 245,614 ▲ 17.3 1.14 14,536 ▲ 9.8 31.6 ▲ 2.7 12,958 ▲ 8.4 14.7 1.1 62,936 ▲ 3.1 223,110 14.8

46,879 1.9 92,631 5.2 1.98 214,969 ▲ 0.3 256,595 4.5 1.19 14,584 0.3 31.1 ▲ 0.5 13,006 0.4 14.0 ▲ 0.7 62,110 ▲ 1.3 221,170 ▲ 0.9

48,269 3.0 98,113 5.9 2.03 221,725 3.1 273,188 6.5 1.23 14,950 2.5 31.0 ▲ 0.1 13,256 1.9 13.5 ▲ 0.5 56,163 ▲ 9.6 215,109 ▲ 2.7

46,938 ▲ 2.8 90,875 ▲ 7.4 1.94 222,631 0.4 255,770 ▲ 6.4 1.15 14,136 ▲ 5.4 30.1 ▲ 0.9 12,487 ▲ 5.8 13.7 0.2 52,986 ▲ 5.7 210,488 ▲ 2.1

令和5年 4月 5,346 ▲ 1.5 6,965 ▲ 20.7 1.73 20,084 2.0 21,276 ▲ 7.2 1.14 1,387 ▲ 0.1 25.9 0.3 1,228 0.5 17.6 3.7 4,577 ▲ 6.5 18,341 ▲ 7.6

5 4,289 1.7 7,669 ▲ 1.1 2.02 20,114 1.3 21,036 ▲ 5.5 1.16 1,244 ▲ 2.3 29.0 ▲ 1.2 1,128 0.4 14.7 0.2 4,554 ▲ 4.2 18,386 ▲ 1.2

6 3,892 ▲ 3.3 7,559 ▲ 3.2 2.06 19,956 1.7 20,736 ▲ 7.0 1.16 1,306 ▲ 1.4 33.6 0.7 1,152 ▲ 0.7 15.2 0.3 4,680 ▲ 5.4 18,543 ▲ 2.2

7 3,485 0.9 7,370 ▲ 9.0 1.94 18,772 1.8 20,961 ▲ 5.0 1.17 1,106 ▲ 3.5 31.7 ▲ 1.5 946 ▲ 4.3 12.8 0.6 4,068 0.6 17,601 2.9

8 3,643 ▲ 2.0 7,890 0.4 2.04 18,540 1.7 21,409 ▲ 4.3 1.18 999 ▲ 4.1 27.4 ▲ 0.6 903 ▲ 4.1 11.4 ▲ 0.6 3,851 ▲ 7.5 17,902 ▲ 2.6

9 3,838 ▲ 1.7 7,248 ▲ 9.5 1.92 18,407 1.3 21,135 ▲ 7.2 1.15 1,164 ▲ 4.5 30.3 ▲ 0.9 1,026 ▲ 4.0 14.2 0.8 4,369 ▲ 6.3 17,633 ▲ 3.3

10 3,871 0.7 8,051 ▲ 8.4 1.93 18,277 ▲ 0.3 21,628 ▲ 6.9 1.15 1,211 ▲ 1.5 31.3 ▲ 0.7 1,075 ▲ 0.3 13.4 1.1 4,472 ▲ 1.6 18,101 2.5

11 3,370 ▲ 1.3 7,550 ▲ 4.1 1.90 17,802 0.0 21,409 ▲ 7.7 1.15 1,051 ▲ 11.7 31.2 ▲ 3.7 929 ▲ 10.3 12.3 ▲ 0.9 4,045 ▲ 5.0 16,695 ▲ 1.2

12 2,891 ▲ 0.7 6,794 ▲ 7.5 1.82 16,895 1.1 20,842 ▲ 5.7 1.13 995 ▲ 2.5 34.4 ▲ 0.7 858 ▲ 4.0 12.6 0.4 3,107 ▲ 2.8 14,875 ▲ 0.1

令和6年 1月 4,230 ▲ 5.4 8,186 ▲ 7.5 1.97 17,389 0.2 21,284 ▲ 6.0 1.13 927 ▲ 3.9 21.9 0.3 779 ▲ 7.9 9.5 ▲ 0.1 4,523 ▲ 10.5 17,011 ▲ 1.4

2 4,221 ▲ 4.5 8,496 ▲ 5.2 1.91 17,941 ▲ 2.0 22,454 ▲ 6.5 1.13 1,205 ▲ 15.9 28.5 ▲ 3.9 1,077 ▲ 15.5 12.7 ▲ 1.5 5,795 ▲ 3.8 17,967 ▲ 0.6

3 3,862 ▲ 13.5 7,097 ▲ 11.2 1.97 18,454 ▲ 4.1 21,600 ▲ 7.2 1.13 1,541 ▲ 10.4 39.9 1.4 1,386 ▲ 14.6 19.5 ▲ 0.8 4,945 ▲ 12.0 17,433 ▲ 9.2

45,650 ▲ 2.7 89,488 ▲ 1.5 1.96 218,280 ▲ 2.0 251,514 ▲ 1.7 1.15 13,409 ▲ 5.1 29.4 ▲ 0.7 11,759 ▲ 5.8 13.1 ▲ 0.6 51,046 ▲ 3.7 208,882 ▲ 0.8

令和6年 4月 5,414 1.3 7,240 3.9 1.89 19,721 ▲ 1.8 20,615 ▲ 3.1 1.13 1,252 ▲ 9.7 23.1 ▲ 2.8 1,092 ▲ 11.1 15.1 ▲ 2.5 4,813 5.2 19,207 4.7

5 4,397 2.5 7,228 ▲ 5.8 1.81 19,940 ▲ 0.9 20,098 ▲ 4.5 1.12 1,293 3.9 29.4 0.4 1,183 4.9 16.4 1.7 4,696 3.1 18,938 3.0

6 3,501 ▲ 10.0 6,403 ▲ 15.3 1.78 19,288 ▲ 3.3 19,186 ▲ 7.5 1.11 1,143 ▲ 12.5 32.6 ▲ 1.0 990 ▲ 14.1 15.5 0.3 4,097 ▲ 12.5 16,700 ▲ 9.9

7 3,832 10.0 7,670 4.1 1.95 18,688 ▲ 0.4 20,005 ▲ 4.6 1.13 1,140 3.1 29.7 ▲ 2.0 974 3.0 12.7 ▲ 0.1 4,228 3.9 18,739 6.5

8 3,483 ▲ 4.4 7,599 ▲ 3.7 1.99 18,253 ▲ 1.5 20,490 ▲ 4.3 1.14 978 ▲ 2.1 28.1 0.7 832 ▲ 7.9 10.9 ▲ 0.5 3,636 ▲ 5.6 17,196 ▲ 3.9

9 3,609 ▲ 6.0 6,966 ▲ 3.9 1.91 18,058 ▲ 1.9 20,714 ▲ 2.0 1.15 1,113 ▲ 4.4 30.8 0.5 999 ▲ 2.6 14.3 0.1 4,267 ▲ 2.3 17,386 ▲ 1.4

10 3,928 1.5 8,506 5.7 2.01 18,177 ▲ 0.5 21,789 0.7 1.17 1,250 3.2 31.8 0.5 1,083 0.7 12.7 ▲ 0.7 4,551 1.8 19,061 5.3

11 3,155 ▲ 6.4 7,606 0.7 2.03 17,589 ▲ 1.2 21,640 1.1 1.17 1,007 ▲ 4.2 31.9 0.7 853 ▲ 8.2 11.2 ▲ 1.1 3,796 ▲ 6.2 16,460 ▲ 1.4

12 2,684 ▲ 7.2 7,043 3.7 2.06 16,672 ▲ 1.3 21,477 3.0 1.18 960 ▲ 3.5 35.8 1.4 829 ▲ 3.4 11.8 ▲ 0.8 2,972 ▲ 4.3 14,781 ▲ 0.6

令和7年 1月 4,044 ▲ 4.4 8,256 0.9 2.08 16,756 ▲ 3.6 21,826 2.5 1.20 850 ▲ 8.3 21.0 ▲ 0.9 757 ▲ 2.8 9.2 ▲ 0.3 4,063 ▲ 10.2 16,717 ▲ 1.7

2 3,758 ▲ 11.0 8,036 ▲ 5.4 2.02 17,265 ▲ 3.8 22,216 ▲ 1.1 1.16 1,056 ▲ 12.4 28.1 ▲ 0.4 953 ▲ 11.5 11.9 ▲ 0.8 5,109 ▲ 11.8 16,564 ▲ 7.8

3 3,845 ▲ 0.4 6,935 ▲ 2.3 1.93 17,873 ▲ 3.1 21,458 ▲ 0.7 1.16 1,367 ▲ 11.3 35.6 ▲ 4.3 1,214 ▲ 12.4 17.5 ▲ 2.0 4,818 ▲ 2.6 17,133 ▲ 1.7

9,396 ▲ 4.2 15,242 5.3 38,723 ▲ 2.4 41,705 2.4 2,412 ▲ 5.2 25.7 ▲ 0.2 2,192 ▲ 3.6 14.4 ▲ 1.3 8,737 ▲ 8.1 36,923 ▲ 3.2

令和7年 4月 5,215 ▲ 3.7 7,650 5.7 2.03 19,183 ▲ 2.7 21,012 1.9 1.19 1,213 ▲ 3.1 23.3 0.2 1,101 0.8 14.4 ▲ 0.7 4,467 ▲ 7.2 18,707 ▲ 2.6

5 4,181 ▲ 4.9 7,592 5.0 1.97 19,540 ▲ 2.0 20,693 3.0 1.19 1,199 ▲ 7.3 28.7 ▲ 0.7 1,091 ▲ 7.8 14.4 ▲ 2.0 4,270 ▲ 9.1 18,216 ▲ 3.8

6

7

8

9

10

11

12

令和8年 1月

2

3

令和5年度

※令和6年12月以前の季節調整値は、令和7年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。
※紹介件数には、求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した数値は含まず。

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

相談件数
（一般） 前年比

有効

最      近      の      雇      用      失      業      情      勢           （１）       【主要指標】

充    足

就職率 充    足    率         項   目

求    職 求    人

新　規

前年比求    職
紹介件数就    職

求    人

平成30年度

令和2年度

令和7年度

令和6年度

平成31年度

令和4年度

令和3年度

▲
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      奈良労働局職業安定部

離職票 (基本） (基本） 受給率 事業所数

年    月 交付数 （平均）

802 1.8 904 50.2 16,580 0.3 214,859 1.5 42,447 ▲ 4.6 39,869 7.8 4,031 8.9 27,646 5.3 20,021 ▲ 1.3 77,902 ▲ 8.2 2.93 5,912 ▲ 1.6

788 ▲ 1.7 627 ▲ 30.6 16,663 0.5 216,528 0.8 43,109 1.6 40,920 2.6 4,324 7.3 29,184 5.6 19,818 ▲ 1.0 76,886 ▲ 1.3 2.87 5,866 ▲ 0.8

835 6.0 766 22.2 16,779 0.7 219,796 1.5 44,347 2.9 40,689 ▲ 0.6 2,816 ▲ 34.9 28,230 ▲ 3.3 17,534 ▲ 11.5 71,164 ▲ 7.4 2.63 5,857 ▲ 0.2

799 ▲ 4.3 709 ▲ 7.4 16,866 0.5 224,214 2.0 47,066 6.1 41,730 2.6 3,487 23.8 28,296 0.2 16,904 ▲ 3.6 61,268 ▲ 13.9 2.23 5,836 ▲ 0.4

797 ▲ 0.3 720 1.6 16,966 0.6 229,182 2.2 45,688 ▲ 2.9 41,020 ▲ 1.7 3,237 ▲ 7.2 28,130 ▲ 0.6 16,439 ▲ 2.8 59,098 ▲ 3.5 2.10 5,811 ▲ 0.4

937 17.6 643 ▲ 10.7 17,165 1.2 234,281 2.3 48,571 6.3 41,345 0.8 2,492 ▲ 23.0 27,766 ▲ 1.3 14,657 ▲ 10.8 50,723 ▲ 14.2 1.77 5,796 ▲ 0.3

962 2.7 515 ▲ 19.9 17,604 3.8 243,140 3.8 48,309 ▲ 0.5 41,751 1.0 2,342 ▲ 6.0 28,385 2.2 14,068 ▲ 4.0 47,572 ▲ 6.2 1.60 5,946 2.6

759 ▲ 21.1 569 10.5 17,886 1.6 246,581 1.4 47,429 ▲ 1.8 43,993 5.4 2,411 3.0 29,691 4.6 13,410 ▲ 4.7 44,252 ▲ 7.0 1.47 6,015 1.2

717 ▲ 25.6 584 ▲ 11.1 18,030 0.8 249,927 1.4 47,422 ▲ 0.0 43,640 ▲ 0.8 2,398 ▲ 0.5 29,184 ▲ 1.7 13,508 0.7 44,233 ▲ 0.0 1.45 6,014 ▲ 0.0

868 21.1 495 ▲ 15.2 18,351 1.8 251,074 0.5 44,182 ▲ 6.8 43,729 0.2 2,550 6.3 28,385 ▲ 2.7 14,487 7.2 53,265 20.4 1.74 6,046 0.5

766 ▲ 11.8 551 11.3 18,696 1.9 251,598 0.2 43,828 ▲ 0.8 43,599 ▲ 0.3 1,950 ▲ 23.5 27,914 ▲ 1.7 13,106 ▲ 9.5 50,387 ▲ 5.4 1.64 6,116 1.2

751 ▲ 2.0 597 8.4 18,839 0.8 251,004 ▲ 0.2 44,502 1.5 43,547 ▲ 0.1 1,999 2.5 28,792 3.2 13,256 1.1 47,754 ▲ 5.2 1.56 6,136 0.3

782 4.1 592 ▲ 0.8 19,015 0.9 250,942 ▲ 0.0 44,939 1.0 43,510 ▲ 0.1 2,286 14.4 29,721 3.2 13,444 1.4 49,969 4.6 1.63 6,134 ▲ 0.0

令和5年 4月 99 7.6 49 22.5 18,957 0.9 247,458 ▲ 1.4 6,207 ▲ 23.0 7,998 1.2 437 9.3 5,612 4.3 1,616 ▲ 4.2 3,574 0.3 1.42 6,147 ▲ 0.1

5 72 20.0 60 62.2 18,974 0.8 251,382 ▲ 0.6 7,654 39.2 3,672 4.7 215 33.5 2,432 7.8 1,441 7.5 4,155 8.9 1.63 6,142 ▲ 0.1

6 88 4.8 67 17.5 18,998 0.8 251,917 0.1 3,702 ▲ 2.4 3,192 0.1 164 47.7 2,118 3.2 1,179 3.2 4,300 6.3 1.68 6,126 ▲ 0.1

7 64 ▲ 12.3 55 27.9 19,009 0.7 251,906 0.1 3,171 ▲ 5.3 3,185 ▲ 4.2 172 6.8 2,167 ▲ 0.5 1,099 17.4 4,606 7.9 1.80 6,121 ▲ 0.2

8 52 ▲ 11.9 32 ▲ 42.9 19,031 0.8 251,530 0.0 2,892 1.2 3,223 2.7 162 40.9 2,194 3.1 1,006 ▲ 1.6 4,806 4.8 1.87 6,118 ▲ 0.2

9 53 ▲ 20.9 164 7.9 18,924 0.7 251,149 0.0 2,768 ▲ 7.9 3,133 ▲ 1.5 165 16.2 2,254 3.7 1,013 ▲ 2.4 4,599 6.2 1.80 6,104 ▲ 0.4

10 60 30.4 36 ▲ 20.0 18,952 0.8 250,890 0.1 3,584 3.3 3,782 ▲ 5.3 131 ▲ 40.5 2,433 ▲ 1.0 1,132 ▲ 0.9 4,505 8.2 1.76 6,114 ▲ 0.1

11 70 45.8 21 ▲ 36.4 19,004 1.0 251,361 0.2 3,251 9.1 2,804 2.7 140 23.9 1,862 3.2 983 ▲ 1.5 4,157 3.2 1.63 6,128 ▲ 0.2

12 49 ▲ 12.5 20 ▲ 58.3 19,034 1.1 251,535 0.2 2,693 11.7 2,596 7.2 208 61.2 1,747 10.4 814 10.6 3,892 2.1 1.52 6,140 0.1

令和6年 1月 68 21.4 33 ▲ 5.7 19,069 1.2 250,901 0.3 3,010 6.9 3,622 4.3 185 79.6 2,507 5.8 1,112 10.8 3,939 3.4 1.55 6,143 0.2

2 57 ▲ 8.1 25 19.0 19,103 1.1 250,678 0.3 2,973 ▲ 5.4 3,181 ▲ 0.6 133 ▲ 3.6 2,250 15.3 1,054 1.3 3,777 3.5 1.48 6,157 0.4

3 50 4.2 30 0.0 19,125 1.2 250,596 0.5 3,034 ▲ 2.8 3,122 ▲ 10.3 174 ▲ 15.5 2,145 ▲ 12.8 995 ▲ 15.0 3,659 ▲ 0.5 1.44 6,167 0.5

712 ▲ 9.0 579 ▲ 2.2 19,189 0.9 251,834 0.4 43,691 ▲ 2.8 44,052 1.2 2,406 5.2 29,823 0.3 13,280 ▲ 1.2 50,136 0.3 1.63 6,106 ▲ 0.5

令和6年 4月 95 ▲ 4.0 66 34.7 19,154 1.0 248,639 0.5 6,224 0.3 8,131 1.7 493 12.8 5,628 0.3 1,703 5.4 3,746 4.8 1.48 6,158 0.2

5 73 1.4 46 ▲ 23.3 19,182 1.1 252,703 0.5 7,812 2.1 3,812 3.8 235 9.3 2,414 ▲ 0.7 1,388 ▲ 3.7 4,167 0.3 1.62 6,154 0.2

6 60 ▲ 31.8 60 ▲ 10.4 19,181 1.0 252,975 0.4 3,377 ▲ 8.8 3,122 ▲ 2.2 144 ▲ 12.2 1,988 ▲ 6.1 1,050 ▲ 10.9 4,148 ▲ 3.5 1.61 6,130 0.1

7 68 6.3 65 18.2 19,183 0.9 252,870 0.4 3,291 3.8 3,446 8.2 141 ▲ 18.0 2,396 10.6 1,162 5.7 4,794 4.1 1.86 6,115 ▲ 0.1

8 57 9.6 45 40.6 19,191 0.8 252,778 0.5 2,747 ▲ 5.0 3,149 ▲ 2.3 221 36.4 2,212 0.8 1,069 6.3 4,634 ▲ 3.6 1.80 6,103 ▲ 0.2

9 49 ▲ 7.5 126 ▲ 23.2 19,114 1.0 252,418 0.5 2,605 ▲ 5.9 3,188 1.8 141 ▲ 14.5 2,216 ▲ 1.7 1,009 ▲ 0.4 4,594 ▲ 0.1 1.79 6,074 ▲ 0.5

10 73 21.7 28 ▲ 22.2 19,155 1.1 251,799 0.4 3,549 ▲ 1.0 4,072 7.7 210 60.3 2,605 7.1 1,254 10.8 4,389 ▲ 2.6 1.71 6,084 ▲ 0.5

11 40 ▲ 42.9 21 0.0 19,174 0.9 252,090 0.3 2,917 ▲ 10.3 2,608 ▲ 7.0 122 ▲ 12.9 1,801 ▲ 3.3 934 ▲ 5.0 4,073 ▲ 2.0 1.59 6,087 ▲ 0.7

12 45 ▲ 8.2 28 40.0 19,187 0.8 252,185 0.3 2,607 ▲ 3.2 2,563 ▲ 1.3 147 ▲ 29.3 1,700 ▲ 2.7 765 ▲ 6.0 4,029 3.5 1.57 6,086 ▲ 0.9

令和7年 1月 57 ▲ 16.2 26 ▲ 21.2 19,223 0.8 251,413 0.2 2,825 ▲ 6.1 3,618 ▲ 0.1 179 ▲ 3.2 2,533 1.0 1,039 ▲ 6.6 4,005 1.7 1.57 6,088 ▲ 0.9

2 44 ▲ 22.8 14 ▲ 44.0 19,262 0.8 251,196 0.2 2,696 ▲ 9.3 2,979 ▲ 6.4 193 45.1 2,080 ▲ 7.6 893 ▲ 15.3 3,821 1.2 1.50 6,105 ▲ 0.8

3 51 2.0 54 80.0 19,260 0.7 250,940 0.1 3,041 0.2 3,364 7.8 180 3.4 2,250 4.9 1,014 1.9 3,736 2.1 1.47 6,093 ▲ 1.2

172 2.4 128 14.3 19,290 0.6 251,053 0.2 13,448 ▲ 4.2 11,501 ▲ 3.7 761 4.5 7,939 ▲ 1.3 3,124 1.1 7,832 ▲ 1.0 1.54 6,109 ▲ 0.8

令和7年 4月 97 2.1 82 24.2 19,278 0.6 249,277 0.3 6,184 ▲ 0.6 7,797 ▲ 4.1 511 3.7 5,384 ▲ 4.3 1,642 ▲ 3.6 3,709 ▲ 1.0 1.47 6,113 ▲ 0.7

5 75 2.7 46 0.0 19,301 0.6 252,828 0.0 7,264 ▲ 7.0 3,704 ▲ 2.8 250 6.4 2,555 5.8 1,482 6.8 4,123 ▲ 1.1 1.60 6,105 ▲ 0.8

6

7

8

9

10

11

12

令和8年 1月

2

3

平成28年度

平成27年度

平成24年度

平成23年度

平成25年度

平成26年度

最      近      の      雇      用      失      業      情      勢          （２）       【主要指標】

        項     目 被 保 険 者 数 資 格 取 得 数 受給資格決定件数月末事業所数     資 格 喪 失 数廃止事業所数新規適用事業所数 受給者実人員

前年対比前年対比

事務組合委託数

前年対比（平均） 前年対比前年対比 （平均） 前年対比 前年対比 前年対比前年対比前年対比 解雇数前年対比

平成29年度

令和2年度

平成30年度

平成31年度

令和7年度

※令和6年4月以降の受給資格決定件数は速報値であり、修正があり得ます。

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和6年度

▲
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令 和 ６ 年 度  奈 良 県 の 最 低 賃 金 改 定 状 況 

 

件    名 

最低賃金額 
引上げ額 引上げ率 

答申日 
公示日 

発効日 

影響率 

(基礎調査) 

専門部会 

開催状況 
改正前 現行 

日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 日額 時間額 

奈良県最低賃金  936  986  50  5.34％ R6.18.15 
R6. 8.30 
R6.10.11 

23.9% 

7月 24日  
7月 29日  
8月 21日  
8月 22日  

新
産
別 

奈良県はん用機械器具、生産

用機械器具、業務用機械器具

製造業最低賃金 

 905  
※986 

905 

※奈良県最低賃金適用 

R6.10.1～ 

R3.10.28 
R3.11.29 
R3.12.29 

 

奈良県電子部品・デバイス・
電子回路、発電用・送電用・
配電用電気機械器具、産業用
電気機械器具、民生用電気機
械器具製造業最低賃金 

 891  
※986 

891 
R3.10.28 

R3.11.29 
R3.12.29 

 

奈良県自動車小売業最低賃金  892  
※986 

892 
R3.10.28 

R3.11.29 
R3.12.29 

 

旧
産
別 

奈良県木材・木製品・家具・

装備品製造業最低賃金 

（製材熟練等） 

6,527 
※986 

816 

日額については平成元年度以降 金額凍結 

※時間額については奈良県最低賃金適用 
S63.12.2 

S63.12.26 
H11. 1.25 

 

 

資料№13 
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                        　　　　　　　　　　　地域別・年次別最低賃金額及び引き上げ率の推移

最低賃金額
時間額
引上率

発効年月日 最低賃金額
時間額
引上率

発効年月日 最低賃金額
時間額
引上率

発効年月日 最低賃金額
時間額
引上率

発効年月日 最低賃金額
時間額
引上率

発効年月日

東 京 1,013 0.00 R1.10.1 1,041 2.76 R3.10.1 1,072 2.98 R4.10.1 1,113 3.82 R5.10.1 1,163 4.49 R6.10.1
神 奈 川 1,012 0.10 R2.10.1 1,040 2.77 R3.10.1 1,071 2.98 R4.10.1 1,112 3.83 R5.10.1 1,162 4.50 R6.10.1
大 阪 964 0.00 R1.10.1 992 2.90 R3.10.1 1,023 3.13 R4.10.1 1,064 4.01 R5.10.1 1,114 4.70 R6.10.1
埼 玉 928 0.22 R2.10.1 956 3.02 R3.10.1 987 3.24 R4.10.1 1,028 4.15 R5.10.1 1,078 4.86 R6.10.1
愛 知 927 0.11 R2.10.1 955 3.02 R3.10.1 986 3.25 R4.10.1 1,027 4.16 R5.10.1 1,077 4.87 R6.10.1
千 葉 925 0.22 R2.10.1 953 3.03 R3.10.1 984 3.25 R4.10.1 1,026 4.27 R5.10.1 1,076 4.87 R6.10.1
京 都 909 0.00 R1.10.1 937 3.08 R3.10.1 968 3.31 R4.10.9 1,008 4.13 R5.10.6 1,058 4.96 R6.10.1
兵 庫 900 0.11 R2.10.1 928 3.11 R3.10.1 960 3.45 R4.10.1 1,001 4.27 R5.10.1 1,052 5.09 R6.10.1
静 岡 885 0.00 R1.10.4 913 3.16 R3.10.2 944 3.40 R4.10.5 984 4.24 R5.10.1 1,034 5.08 R6.10.1
三 重 874 0.11 R2.10.1 902 3.20 R3.10.1 933 3.44 R4.10.1 973 4.29 R5.10.1 1,023 5.14 R6.10.1
広 島 871 0.00 R1.10.1 899 3.21 R3.10.1 930 3.45 R4.10.1 970 4.30 R5.10.1 1,020 5.15 R6.10.1
滋 賀 868 0.23 R2.10.1 896 3.23 R3.10.1 927 3.46 R4.10.6 967 4.31 R5.10.1 1,017 5.17 R6.10.1
北 海 道 861 0.00 R1.10.3 889 3.25 R3.10.1 920 3.49 R4.10.2 960 4.35 R5.10.1 1,010 5.21 R6.10.1
茨 城 851 0.24 R2.10.1 879 3.29 R3.10.1 911 3.64 R4.10.1 953 4.61 R5.10.1 1,005 5.46 R6.10.1
栃 木 854 0.12 R2.10.1 882 3.28 R3.10.1 913 3.51 R4.10.1 954 4.49 R5.10.1 1,004 5.24 R6.10.1
岐 阜 852 0.12 R2.10.1 880 3.29 R3.10.1 910 3.41 R4.10.1 950 4.40 R5.10.1 1,001 5.37 R6.10.1
富 山 849 0.12 R2.10.1 877 3.30 R3.10.1 908 3.53 R4.10.1 948 4.41 R5.10.1 998 5.27 R6.10.1
長 野 849 0.12 R2.10.1 877 3.30 R3.10.1 908 3.53 R4.10.1 948 4.41 R5.10.1 998 5.27 R6.10.1
福 岡 842 0.12 R2.10.1 870 3.33 R3.10.1 900 3.45 R4.10.8 941 4.56 R5.10.6 992 5.42 R6.10.5
山 梨 838 0.12 R2.10.9 866 3.34 R3.10.1 898 3.70 R4.10.20 938 4.45 R5.10.1 988 5.33 R6.10.1
奈 良 838 0.12 R2.10.1 866 3.34 R3.10.1 896 3.46 R4.10.1 936 4.46 R5.10.1 986 5.34 R6.10.1
群 馬 837 0.24 R2.10.3 865 3.35 R3.10.2 895 3.47 R4.10.8 935 4.47 R5.10.5 985 5.35 R6.10.4
新 潟 831 0.12 R2.10.1 859 3.37 R3.10.1 890 3.61 R4.10.1 931 4.61 R5.10.1 985 5.80 R6.10.1
石 川 833 0.12 R2.10.7 861 3.36 R3.10.7 891 3.48 R4.10.8 933 4.71 R5.10.8 984 5.47 R6.10.5
福 井 830 0.12 R2.10.2 858 3.37 R3.10.1 888 3.50 R4.10.2 931 4.84 R5.10.1 984 5.69 R6.10.5
岡 山 834 0.12 R2.10.3 862 3.36 R3.10.2 892 3.48 R4.10.1 932 4.48 R5.10.1 982 5.36 R6.10.2
和 歌 山 831 0.12 R2.10.1 859 3.37 R3.10.1 889 3.49 R4.10.1 929 4.50 R5.10.1 980 5.49 R6.10.1
徳 島 796 0.38 R2.10.4 824 3.52 R3.10.1 855 3.76 R4.10.6 896 4.80 R5.10.1 980 9.38 R6.11.1
山 口 829 0.00 R1.10.5 857 3.38 R3.10.1 888 3.62 R4.10.13 928 4.50 R5.10.1 979 5.50 R6.10.1
宮 城 825 0.12 R2.10.1 853 3.39 R3.10.1 883 3.52 R4.10.1 923 4.53 R5.10.1 973 5.42 R6.10.1
香 川 820 0.24 R2.10.1 848 3.41 R3.10.1 878 3.54 R4.10.1 918 4.56 R5.10.1 970 5.66 R6.10.2
島 根 792 0.25 R2.10.1 824 4.04 R3.10.2 857 4.00 R4.10.5 904 5.48 R5.10.6 962 6.42 R6.10.12
愛 媛 793 0.38 R2.10.3 821 3.53 R3.10.1 853 3.90 R4.10.5 897 5.16 R5.10.6 956 6.58 R6.10.13
福 島 800 0.25 R2.10.2 828 3.50 R3.10.1 858 3.62 R4.10.6 900 4.90 R5.10.1 955 6.11 R6.10.5
鳥 取 792 0.25 R2.10.2 821 3.66 R3.10.6 854 4.02 R4.10.6 900 5.39 R5.10.5 957 6.33 R6.10.5
佐 賀 792 0.25 R2.10.2 821 3.66 R3.10.6 853 3.90 R4.10.2 900 5.51 R5.10.14 956 6.22 R6.10.17
山 形 793 0.38 R2.10.3 822 3.66 R3.10.2 854 3.89 R4.10.6 900 5.39 R5.10.14 955 6.11 R6.10.19
大 分 792 0.25 R2.10.1 822 3.79 R3.10.6 854 3.89 R4.10.5 899 5.27 R5.10.6 954 6.12 R6.10.5
青 森 793 0.38 R2.10.3 822 3.66 R3.10.6 853 3.77 R4.10.5 898 5.28 R5.10.7 953 6.12 R6.10.5
長 崎 793 0.38 R2.10.3 821 3.53 R3.10.2 853 3.90 R4.10.8 898 5.28 R5.10.13 953 6.12 R6.10.12
鹿 児 島 793 0.38 R2.10.3 821 3.53 R3.10.2 853 3.90 R4.10.6 897 5.16 R5.10.6 953 6.24 R6.10.5
岩 手 793 0.38 R2.10.3 821 3.53 R3.10.2 854 4.02 R4.10.20 893 4.57 R5.10.4 952 6.61 R6.10.27
高 知 792 0.25 R2.10.3 820 3.54 R3.10.2 853 4.02 R4.10.9 897 5.16 R5.10.8 952 6.13 R6.10.9
熊 本 793 0.38 R2.10.1 821 3.53 R3.10.1 853 3.90 R4.10.1 898 5.28 R5.10.8 952 6.01 R6.10.5
宮 崎 793 0.38 R2.10.3 821 3.53 R3.10.6 853 3.90 R4.10.6 897 5.16 R5.10.6 952 6.13 R6.10.5
沖 縄 792 0.25 R2.10.3 820 3.54 R3.10.8 853 4.02 R4.10.6 896 5.04 R5.10.8 952 6.25 R6.10.9
秋 田 792 0.25 R2.10.1 822 3.79 R3.10.1 853 3.77 R4.10.1 897 5.16 R5.10.1 951 6.02 R6.10.1

R4年度 R5年度R2年度 R3年度

961 1,004902 930

R6年度

1,055

Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

Ｃ
ラ
ン
ク

全国加重平均額
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（１）　本　審 奈 良 労 働 局
年
度

通
算

○ 奈良県最低賃金の改正について（諮問） ○ 令和６年度地域別最低賃金額改正の目安につ
いて（報告）

○ 奈良県最低賃金専門部会の審議結果について

内
○ 奈良県最低賃金改正の審議の進め方について ○ 奈良県最低賃金専門部会委員の任命について ○ 奈良県最低賃金の改正決定について(答申）

○ 審議日程について ○ 関係労使の意見聴取について ○ 奈良県特定最低賃金改正の必要性の有無につ
いて（諮問）

容
○ 運営小委員会の設置,委員の選出及び委員の指

名について

年
度

通
算

○ 運営小委員会の審議結果について ○ 奈良県特定最低賃金改正の申出に関する意向
表明について

内
○ 奈良県特定最低賃金の改正の必要性の有無に

ついて(答申)
○ 令和７年度奈良県特定最低賃金にかかる必要

性審議の進め方について

○ 意見に関する異議申出について

容

第　２　回

第　４　回

第５１１回

開催日　令和６年８月２１日（水）

第　５　回

第５１２回

開催日　令和７年３月７日（金）

令和６年度　奈良地方最低賃金審議会　開催状況

第５０８回

開催日　令和６年７月２日（火）

第　１　回

第５０９回

開催日　令和６年７月２９日（月）

第　３　回

第５１０回

開催日　令和６年８月５日（月）
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（２）　専　門　部　会

○ 部会長及び部会長代理の選出について ○ 令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について ○ 金額の審議について

○ 専門部会の進め方について ○ 金額の審議について

○ 専門部会の審議日程について

○ 関係資料について

○ 令和６年度最低賃金に関する基礎調査結果について

○ 金額の審議について

○ 部会報告書の作成

【 結審状況 】

時間額：９８６円【９３６円＋５０円】

発効日：令和６年１０月１日　

開催日 令和６年８月７日（月）

最　低　賃　金　名

奈良県はん用機械器具、生産
用機械器具、業務用機械器具
製造業最低賃金

奈良県電子部品・デバイス・
電子回路、発電用・送電用・
配電用電気機械器具、産業用
電気機械器具、民生用電気機
械器具製造業最低賃金

奈良県自動車小売業最低賃金

第 １ 回

開催日 令和６年７月２４日（水）

奈 良 県 最 低 賃 金
第 ４ 回

開催日 令和６年８月２日（金）

第４回で結審につき開催なし

     令和６年度　奈良地方最低賃金審議会　各専門部会　開催状況

改正の必要性なしにつき開催なし

改正の必要性なしにつき開催なし

改正の必要性なしにつき開催なし

第 ２ 回

開催日 令和６年７月２９日（月）

第 ３ 回

開催日 令和６年８月１日（木）

第 ５ 回
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（３）　運営小委員会 奈 良 労 働 局

○委員長及び委員長代理の選出について

○奈良県特定最低賃金改正決定の必要性の有無について

令和６年度　奈良地方最低賃金審議会　運営小委員会　開催状況

第　１　回

開催日　令和６年８月７日（水）
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Ⅰ．賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現 
 

１．成長型経済の起点となる実質賃金１％上昇のノルムの定着 

賃上げこそが成長戦略の要である。 

新しい資本主義では、これまで、賃上げ・設備投資・スタートアップ育成・イノ

ベーションのための施策に一体的に取り組むとともに、社会全体での賃上げの機運

醸成に向けて粘り強く官民連携での取組を進めてきた。 

今年の春季労使交渉に向けては、ベースアップを念頭に大幅な賃上げへの協力を

呼び掛けるとともに、賃上げ環境の整備に加速して取り組んできた。 

その結果、日本経済は、現在、33 年ぶりの高水準となった昨年を更に上回り、２

年連続で５％を上回る水準となっている春季労使交渉での賃上げ1、過去最高水準の

設備投資2、600 兆円を超える名目 GDP など、30 年間の長きにわたるデフレ経済から

完全脱却する歴史的チャンスを手にしている。 

我が国経済は、現在、「賃上げと投資がけん引する成長型経済」へと移行できる

か否かの分岐点にあり、この成長型経済を実現するためには、現在の賃上げのすう

勢が、我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者、地方で働く皆様にも

行き渡るように取り組むことで、賃上げを起点として、賃上げと投資の好循環を確

実なものとし、さらに、その好循環の拡大と加速を図ることが重要である3。 

2029 年度までの５年間で、日本経済全体で、実質賃金で年１％程度の上昇、すな

わち、持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年１％程度上回る賃金上昇を

賃上げのノルム（社会通念）として我が国に定着させる。 

この賃上げのノルム（社会通念）の定着のため、今般、「新しい資本主義実行計画」

を改訂し、 賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現に向けて、「中小企業・小

規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の実行を通じた中小企業・小規模事業者の

経営変革の後押しと賃上げ環境の整備、投資立国の実現、スタートアップ育成と科

学技術・イノベーション力の強化、人への投資・多様な人材の活躍推進、資産運用

立国の取組の深化、地方経済の高度化等に、官民が連携して取り組む。 

 

２．デフレ時代に固定化されたあらゆる制度の見直し 

日本経済を、賃上げと投資の好循環による成長軌道に確実に乗せていくためには、

足元での円安等を背景としたコストプッシュインフレ・物価高への対応を進めると

ともに、物価が上昇基調になったことを踏まえ、予算・税制における長年据え置か

れたままの様々な公的制度について、国民生活へ深刻な影響が及ばないよう、見直

しを進める必要がある。すなわち、国が民間に賃上げと価格転嫁を呼び掛けるだけ

でなく、今こそ、国が賃上げと価格転嫁の先導役になり、日本経済を絶対にデフレ

時代に後戻りさせることのないように、官の取組を進めなければならない。 

この観点から、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」において、

①働き手の賃上げ原資を確保するための官公需における価格転嫁の徹底、②公定価

格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げに取り組むとともに、政府自身が物価上昇を

上回る賃金上昇の実現に向けて率先垂範すべく、③全府省庁における予算・税制に

係る公的制度の基準額・閾値の総点検と見直しを進めることにより、官側の制度が

デフレ時代から長年にわたり変更されずに固定化されていないか、それが成長型経

済の実現を阻害することになっていないか、あらゆる角度から総点検し、 デフレ時



 

 

2  

代に固定化されたあらゆる官側の制度の抜本見直しによる我が国のインフレへの対

応力の強化を進める。また、官民で消費者のデフレマインドを払拭していく。 

 

３．労働供給制約社会の中での「稼ぐ力」の向上 

官が先導役となって我が国のデフレ心理を払拭した上で、我が国が本格的な労働

供給制約社会へと突入し、人手不足が深刻化する中にあっても、企業・産業の供給

力、すなわち、「稼ぐ力」を高めることで、賃上げと投資の好循環の拡大と加速を

図る必要がある。 

すなわち、我が国のものづくりの強みをいかして、アジアなど成長市場の活力を

取り込み、進化した製造業が勝ち筋を追求するとともに、地方においてサービス業

等の生産性向上を実現するといった課題の克服が必要である。 

このため、刻々と変化する国際経済環境の中であっても、諸外国における政策変

更に揺るがされることなく、ＧＸ分野での 150 兆円超の成長志向型カーボンプライ

シングの制度化、ＤＸ分野での 50兆円超のＡＩ・半導体産業基盤フレーム、経済安

全保障分野でのサプライチェーン国内回帰策など、国内投資について、予見可能性

を高め、規制・制度・支援一体で推し進めていく。また、中堅企業の創出・成長加

速、新たな勝ち筋となる分野の研究開発・輸出の後押し、ＰＥファンド（プライベー

ト・エクイティ・ファンド：未上場企業の株式への出資を行うファンド）等への成長投資の

強化等を通じて、我が国における投資の量と質の双方を大幅に強化する。さらに、

地方におけるスタートアップ・エコシステムの形成と創業後の成長促進の観点から

の「スタートアップ育成５か年計画」の強化、大学と企業の双方での科学技術・イ

ノベーション力の強化に取り組む。 

海外市場と両輪で、我が国の成長のドライバーとなり得るのは、地方に眠る活力

である。伸びしろのある地方においてこそ、賃上げと投資の好循環を拡大させるこ

とが重要であり、企業版ふるさと納税の制度改善や、大企業やスタートアップの積

極的な投資による拠点整備に大胆なインセンティブが働くよう、税制も含めた環境

整備に取り組む。こうした取組も含め、様々なアイデアを実現することにより、全

国各地での新しい形の企業城下町の形成を一気呵成に進めていく。 

同時に、こうした「稼ぐ力」の向上のための取組と併せて、構造的な賃上げのた

めの三位一体の労働市場改革等の人への投資と多様な人材の活躍推進、国民の長

期・安定的な資産形成を支援する「資産運用立国」の取組について、手綱を緩める

ことなく加速して取り組んでいく。 

個別の短期的課題には適切に対処しつつ、それがこうした 30年ぶりの我が国の構

造的な経済回復のチャレンジを停滞させることのないよう、スピード感を持って取

組を進める。 

 

 

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進 
賃上げこそが成長戦略の要である。 

2029 年度までの５年間で、日本経済全体で、実質賃金で年１％程度の上昇、すな

わち、持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年１％程度上回る賃金上昇を

賃上げのノルム（社会通念）として我が国に定着させる。 

特に、我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者の経営変革の後押し

と賃上げ環境の整備を通じ、全国津々浦々で物価上昇に負けない賃上げを早急に実
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現・定着させるため、2029 年度までの５年間で集中的に取り組む政策対応を「中小

企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の施策パッケージとして以下に示

し、政策資源を総動員してこれを実行する。 

具体的には、官公需も含めた価格転嫁・取引適正化、中小企業・小規模事業者の

生産性向上、事業承継・M&A 等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化に取り

組むとともに、地域で活躍する人材の育成と処遇改善を進める。 

取り分け、サービス業を中心に最低賃金の引上げの影響を大きく受ける、人手不

足が取り分け深刻と考えられる 12業種については、業種ごとに生産性向上の目標を

掲げ、2029 年度までの５年間で集中的な省力化投資・生産性向上を実現するための

「省力化投資促進プラン」を強力に実行する。 

また、最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受

ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1,500 円と

いう高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の

取組を５年間で集中的に実施する。 

 

～国・自治体・業種ごとの価格転嫁状況の徹底的な可視化と改善～ 

中小企業・小規模事業者の賃上げと経営変革の原資の確保のため、地方の中小企

業・小規模事業者の需要の多くを占める自治体の官公需（17.4兆円（2023年度））及び

国・独立行政法人等の官公需（11.0兆円）において、低入札価格調査制度・最低制限

価格制度の導入・活用を進めるとともに、自治体における両制度の導入状況の可視

化や重点支援地方交付金の徹底活用等を通じ、的確な発注手続の実施と徹底した価

格転嫁を進める。また、価格転嫁率が低い業種を中心に、中小受託取引適正化法の

執行強化及び労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の徹底等により、

原材料費やエネルギーコストの転嫁はもとより、労務費を含む価格転嫁の商習慣化

を社会全体に定着させる。 

 

～５年間 60 兆円の官民での生産性向上投資と全国 2,000 を超える者によるきめ細

かな支援～ 

2030年度 135兆円・2040年度 200兆円という新たな官民国内投資目標を必ず達成

するため、その重要な担い手である中小企業・小規模事業者が、労働供給制約下に

おいても省力化等を通じて生産性を向上させることができるよう、2029 年度までの

５年間でおおむね 60 兆円程度（中小企業実態基本調査ベース）の生産性向上のための

投資を実現する。このため、12 業種の「省力化投資促進プラン」の実行とともに、

全国約 2,200 か所の商工会・商工会議所や中小企業団体中央会等でデジタル支援ツ

ールも活用した全国規模でのサポート、全国約 500 機関の地域金融機関による賃上

げ等に悩む中小企業・小規模事業者に対する政府の支援等の紹介やデジタル支援ツ

ールを活用した支援、希望する中小企業・小規模事業者に対する専門家派遣や徹底

した伴走支援、複数年にわたる生産性向上支援を通じて、おおむね 60兆円の生産性

向上投資を官民で実現する。 

 

～336 万者の経営者全員がいつでも事業承継・M&A 等を相談できる支援体制の構築～ 

336 万者の中小企業・小規模事業者のうち、約 100 万者では経営者の年齢が 70 歳

以上であり、こうした経営者の高齢化などを背景に黒字廃業も増加している現状を

踏まえ、希望する全ての経営者が、自らの意向や経営基盤の状況に基づき、事業承
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継・M&A 等の選択肢も含めて先々の経営判断を計画的に行うことができる事業環境

を整備する。 

 

～地域で活躍する人材の育成と処遇改善～ 

国民生活を支えている就業人口の約６割を占める現場人材の持続的な賃上げを実

現するためには、高度なスキルを身につけて生産性を高めつつ、処遇を含め、より

魅力ある職業としていくことが必要である。アドバンスト・エッセンシャルワーカ

ー（デジタル技術等も活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成や、

ＡＩ等の技術トレンドを踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング、医療・介護・保

育・福祉等の現場での公定価格の引上げに取り組むことを通じ、全国津々浦々のそ

れぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できる環境を整備する。 

 

～地方創生のための地方での賃上げ環境整備の後押し～ 

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、中小企業・小

規模事業者の生産性向上、官公需の価格転嫁等について、都道府県・市町村が地域

の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むことを、各種の交付金等を活

用して、国としても後押しする。その際、地域の労使ともよくコミュニケーション

を取って取組を進めることとする。 

 

１．官公需も含めた価格転嫁・取引適正化 

これまでの官民の価格転嫁の取組により、価格転嫁率は徐々に上昇してきている。

他方で、「価格転嫁が全くできない」と回答した企業も、その比率は減少している

ものの残っており、価格転嫁対策等の取引適正化を更に徹底して進めることが必要

である4。また、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知

的財産が大企業等との取引において適切に保護されることが重要である。 

中小企業・小規模事業者が「成長型経済」の競争に向けた経営変革にチャレンジ

するためには、まず、積極的な賃上げと投資を可能とするだけの十分な原資を確保

することのできる環境を整備する必要がある。 

社会全体で適切な取引慣行の定着に向けて、労務費等の価格転嫁について、中小

受託取引適正化法を踏まえた業所管省庁の執行体制強化や、労働基準監督署の活用

等により、業種別・規模別での改善策の徹底を図るとともに、地方の中小企業・小

規模事業者にとって重要度の高い「官公需における価格転嫁のための施策パッケー

ジ」を以下のとおり、新たに策定し、関係省庁一丸となってこれを強力に実行する。 

また、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の源泉・生産性向上の鍵となる知的財産

の保護の強化と活用促進に取り組む。 

 

（１）官公需における価格転嫁策の強化 

地方部ほど官公需が都道府県GDPに占める割合が高く、地方経済において官公需

は重要な役割を果たしている5。中小企業・小規模企業者の賃上げ・投資の原資の確

保の観点から、関係省庁が連携し、総合的に取り組むため、「官公需における価格

転嫁のための施策パッケージ」として、以下を強力に実行する。 

 

① 労務費等の価格転嫁の徹底 

官公需については、発注側の目線だけではなく、受注側の目線でも、その在り方



 

 

5  

が適切かを検証すべきであり、そうした観点から、官公需法に基づき閣議決定され

ている「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の中で実施が明記されている

「物価上昇に伴うスライド対応」、「期中改定」等の対応の徹底を進める。自治体

に対しても、同基本方針に沿った対応の徹底を図る必要があり、通知の発出にとど

まらず、その結果のフォローを徹底する。 

官公需における適切な価格転嫁の実施に向けて、国・独立行政法人等と自治体の

双方が必要となる予算を確保する。 

取り分け、義務的経費の物価上昇対応分については、概算要求段階を含む予算編

成過程において的確な対応を行う。国立大学法人運営費交付金についても、現場の

実情を踏まえて適切に対応する。自治体の財政負担については、的確に地方財政計

画に計上し、その上で、適切に地方財政措置を実施するとともに、年度途中の対応

のための重点支援地方交付金については、必要な事業者にできる限り広く行き渡る

よう更なる活用を徹底するなど、適切な対応を実施する。これらの対応に当たって

は、特に以下の点に留意して取組を進める。 

・ 予算における単価等が、最低賃金の上昇やエネルギー代金の値上がりに対応

できるようにする。発注における予定価格も同様な対応を行うとともに、前

年度の低入札の価格が次年度の予定価格の検討のベースとなることは厳格に

禁止する。 

・ 契約後も、年度途中の物価上昇や最低賃金の上昇に適切に対応する。また、

長期継続契約も含め、契約後の状況に応じて必要な契約変更を実施する。指

定管理者制度においても、期中における様々な物価や最低賃金の上昇などを

委託料に適切に反映する。その際、可能な限り手続の簡素化に努める。 

・ 土地改良工事の場合は、受益者負担に配慮する。 

 さらに、一般廃棄物処理業等において、価格転嫁の重要性についての認識が十分

に進んでいない自治体が多いとの指摘があることを踏まえ、政府が発出した価格転

嫁の取組を自治体等に促す通知について、その更なる周知徹底及びフォローアップ

を行い、結果につなげていく。その際、業種ごとの価格交渉・価格転嫁の好事例の

横展開等を図る。 

 

② 国・独立行政法人等の低入札価格調査制度 

低入札価格調査の対象となった事業のうち、失格となった事業が１％にも満たな

いなど、受注側の目線からは、低入札価格調査制度が機能していない。国・独立行

政法人等において、低入札価格調査制度を適切に運用するように改め、また、工事

以外の請負契約にも、その導入を拡大する。 

また、同制度の調査対象となる契約は、おおむね予定価格の60％未満の極めて低

い入札率であり、原則的に失格とする。そうした運用見直しを実施しても、現状が

改善されない場合、最低制限価格制度の導入も含めた抜本的改革も検討する。 

加えて、同制度に基づく調査の中では、最低賃金の支払、社会保険などの法定福

利費、履行計画書、配置人数、応札した価格での積算書などの調査を徹底するとと

もに、調査実施後の点検についても、大幅に強化する。 

低入札価格調査制度の設定基準について、各種法令を遵守できる適正な率を業種

ごとに検証し、同種の発注について同様の取扱いを徹底する。 

 

③ 自治体の低入札価格調査制度・最低制限価格制度 
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低入札価格調査制度・最低制限価格制度について、工事関係以外では、制度未導

入の自治体が非常に多く、特に市町村においては、約７割で未導入となっている6。

また、未導入の理由について、「必要性を認識していない」と回答する自治体が多

いのも大きな問題との指摘がある。これを踏まえ、特別な理由がない限り、発注に

際しては最低制限価格制度等を付す運用を徹底する。そうした運用見直しを実施し

ても、現状が改善されない場合、制度面での抜本的改革も検討する。 

また、自治体における両制度の導入状況について、一覧性を持って可視化する。

工事関係での速やかな導入の徹底に加え、工事契約以外の請負契約にも拡大する。 

最低制限価格制度等の設定基準について、各種法令を遵守できる適正な率を業種

ごとに示し、統一的な基準を作成する。 

「下請かけこみ寺」において、中小企業・小規模事業者等からの官公需に関する

苦情や相談を積極的に受け付けることや、個々の相談概要を総務省と共有して対応

状況を確認する仕組み等を設けることに加え、各自治体において適切に対応される

よう、的確な助言・指導を実施する。 

各市町村における基準値等について、都道府県で一定の方向付けを行うなど、マ

ンパワー的にも厳しい市町村現場を支えられるよう、仕組みを見直す。 

 

④ 的確な発注のための具体的な取組 

官公需において、緊急時対応のための地域要件の設定や、新技術を使って工期を

短くするといった、価格以外の要素を評価する取組を徹底する。 

スライド条項やキャンセルポリシー等の契約約款のひな型を作成・周知する。オ

ープンカウンター方式を採用する場合は、適切な地域要件を付すとともに、提出さ

れた見積書等に記載された価格が契約履行に支障を来すような著しく低い価格とな

っていないか等を確認する。 

有資格者に見合った適切な公共工事設計労務単価の設定を行う。また、改正建設

業法に基づく「労務費の基準」について、交通誘導警備員を含む幅広い職種につい

て作成することを検討する。 

あわせて、各分野の様々な課題に真摯に向き合い、的確な対応を進める。 

・ 燃料小売業において、石油組合と災害協定を締結している国等又は地方公共

団体について、当該石油組合との随意契約が可能であり、国は積極的にこの

制度を活用するとともに、自治体にも積極的な活用を促す。 

・ 警備業・ビルメンテナンス業において、分離発注を徹底する。 

・ 警備業において、危険業務などの警備業務の割増加算をルール化する。 

・ 印刷業において、国の契約形態の多くが物品購入契約となっているが、これ

を請負契約とする。 

・ 印刷業において、コンテンツ版バイ・ドール契約を徹底する。 

・ 電気の託送料金に関するレベニューキャップ制度において、国の承認後の状

況の変化に応じて必要な費用（レベニューキャップ）を適切に変更する。 

・ NPO等への委託に係る間接事務費について、事業の内容に応じ適切に設定す

る。 

また、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の入札制度につい

て、その見直しの要否の検討を含め、的確な対応を進める。 

 

（２）労務費等の価格転嫁の更なる推進 
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近年、労務費を含む中小企業・小規模事業者の価格転嫁率は全体では改善傾向に

あるが、業種別に見ても、例えばトラック運送・広告・放送コンテンツ等の業種を

始めとして更なる改善が必要であり、同時に、中小企業間や中小企業・小規模事業

者間の価格転嫁も課題である。業種ごとに様々なサプライチェーンの形態が存在す

ることにも鑑み、業所管省庁において労務費等の価格転嫁の進捗を業種別にきめ細

かに把握するとともに、中小企業間、中小企業・小規模事業者間の取引への対応を

含めて更なる取引適正化を推進する。 

 

①中小受託取引適正化法の執行強化のための体制強化と対応厳格化 

取引先との協議を適切に行わない代金額の決定を禁止するなどの措置を講じると

ともに、業所管省庁に指導・助言の権限を新たに付与する、下請法改正法（中小受託

取引適正化法）の成立を受け、その施行に向けて、公正取引委員会の体制を抜本強化

するとともに、中小企業庁・業所管省庁との連携体制を早期に構築し、各業所管省

庁においても、同法に基づく検査や問題事例への対処を適切に実施できるよう、執

行体制の抜本強化を図る。 

取り分け、価格転嫁率が平均よりも低い業種を中心に業所管省庁において徹底的

に業種別の価格転嫁状況の改善を図るため、中小企業庁による下請Ｇメン、公正取

引委員会による優越Ｇメンといった省庁横断的な執行体制の強化に加え、中小企業

庁・公正取引委員会から具体的な執行・業務のノウハウの共有を行った上で、業種

別のＧメン等を通じた取引環境改善の枠組みを価格転嫁率が低く課題の多い業種を

所管する業所管省庁全体へと広げる等、十分な規模での執行体制を構築する。 

中小企業の取引適正化を一層推進するため、中小受託取引適正化法違反により勧

告を受けた企業には、行為の内容や中小企業との取引への影響等の観点に留意しつ

つ、補助金交付や入札参加資格を停止する方策を検討し、措置していく。 

 

②パートナーシップ構築宣言の更なる拡大と実効性確保 

パートナーシップ構築宣言を行った企業数は本年５月には約７万社に増加し、そ

の全ての宣言企業が、それぞれの受注先の８割以上から価格協議に応じたと評価さ

れている。他方で、業界によっては同宣言が浸透していないことから、取引適正化

に関する自主行動計画を制定している各業界団体の役員企業に対して宣言を働き掛

けるとともに、生産性向上関連の補助金における加点措置を拡充すること等により、

宣言の更なる拡大を図る。また、一部の企業は問題となり得る行為を受注先から指

摘されている点も踏まえ、宣言内容に違反する企業の宣言掲載を取りやめ、一定期

間、生産性向上関連の補助金における加点措置や賃上げ促進税制の対象から除外す

るといった対応等により、宣言の実効性確保に取り組む。 

 

③「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」のサプライチェーン全体

への徹底 

労務費転嫁指針は徐々に浸透してきているものの、労務費転嫁指針の認知度が半

数にも達していない状況を踏まえ、コストに占める労務費の割合が高い、あるいは、

労務費の転嫁率が低いといった、特に対応が必要な重点 22業種については、サプラ

イチェーンの深い層まで労務費転嫁指針の遵守が徹底されているかを重点的に確認

し、必要に応じ更なる改善策を検討するとともに、更なる周知徹底に取り組む。 
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④サプライチェーンの深い層まで労務費等の価格転嫁を浸透させるための労働基準

監督署の活用 

労務費等の価格転嫁の必要性を中小企業・小規模事業者間の取引を含めてサプラ

イチェーンの深い層の経営者にまで浸透させるため、新たに、労働基準監督署（全

国で 321 か所）が、企業への監督指導等の機会を捉え、労務費転嫁指針の活用や公正

取引委員会・中小企業庁等の窓口の活用も含め、中小企業・小規模事業者の賃上げ

の原資の確保に向けた働き掛けを実施する。 

 

⑤ 官民でのデフレマインドの払拭 

我が国でも、この 20年間で「自分が気に入った付加価値には対価を払う」、「購入

する際に安さよりも利便性を重視」といった価格よりも付加価値を重視する消費者

は徐々に増加している。小売業・サービス業などでの価格転嫁を進めていくために

も、「良い物・良いサービスには適正な良い値がつく」ということが社会全体の意

識として受け入れられるよう、官民で消費者のデフレマインドを払拭していくため、

消費者への周知・啓発を行う。 

 

（３）中小企業・小規模事業者の知的財産の保護の強化 

中小企業庁の調査によると、利益の主な使い道として「研究開発」を挙げる中小

企業は売上高を大きく成長させる傾向にある7。他方で、大企業等との取引関係の中

で中小企業・小規模事業者が知的財産侵害を受けるケースも見られることに鑑み、

政府全体で中小企業等の知財経営リテラシーの向上や、侵害抑止強化に向けた制度

の構築に取り組む。また、公正取引委員会においては、実態調査と、その結果を踏

まえた適切な知的財産取引のための独占禁止法上の指針の策定と遵守徹底に取り組

む。加えて、中小企業・小規模事業者への知財の活用促進により、その「稼ぐ力」

を高めていくため、知財経営支援ネットワーク（特許庁、工業所有権情報・研修館、日

本弁理士会、中小企業庁が、日本商工会議所と連携して中小企業・小規模事業者を知財の観点

から支援する枠組み）を通じた好事例の創出や伴走支援、知財経営支援人材の育成等

も併せて実施していく。 

 

２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 

足元では企業の人手不足感はバブル期以来の高水準まで増加しており、特に国内

の雇用の７割を支える中小企業・小規模事業者、同じく雇用の７割を支えるサービ

ス業で深刻な状況である。今後も我が国の生産年齢人口は減少し、労働供給制約が

ますます厳しくなることが見込まれる一方で、いまだ十分な省力化投資やデジタル

化が進んでいない現状を踏まえ、労働供給制約下であっても中小企業・小規模事業

者が付加価値の向上を実現できるよう、本年から2029年度までの５年間を集中取組

期間として、省力化投資・デジタル化投資を通じた、生産性向上を集中的に後押し

する。 

取り分け生産性向上の必要が大きい「最低賃金引上げの影響を大きく受ける業種」

や「人手不足が深刻な業種」8について、業種別の「省力化投資促進プラン」を新た

に策定した。この中で、業種ごとの生産性向上の目標を設定するとともに、2029年

度までの５年間を集中取組期間として、業種の特徴を踏まえたきめ細かな対応や支

援策の充実、全国的なサポート体制の整備に取り組む。 

また、成長志向の中小企業・小規模事業者が、自社の付加価値向上のための投資
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に積極的に取り組むことができるように取組を強化する。 

 

（１）業種別の「省力化投資促進プラン」 の実行 

サービス業を中心に、最低賃金引上げの影響を大きく受ける、人手不足が取り分

け深刻と考えられる12業種（飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業（理容業、美容

業、クリーニング業、冠婚葬祭業）、その他サービス業（自動車整備業、ビルメンテナンス

業）、製造業、運輸業、建設業、医療、介護・福祉、保育、農林水産業）については、その

生産性を向上させる必要性が一層高いことに鑑み、各業所管省庁において、官民で

の取組の目標と具体策を「省力化投資促進プラン」として公表する。 

ここで定める目標は、我が国の生産年齢人口が減少し、労働供給制約が今後ます

ます厳しくなる中にあっても、地域経済を支える中小企業・小規模事業者が成長し

続けていくために政府が目指すべきものであり、これに向けた集中的な省力化投

資・デジタル化投資等を後押しする。 

同プランの中では、こうした業種の多くがサービス業であることを踏まえ、各業

所管省庁が業種ごとの課題や優良事例を捉えて、きめ細かに各業種の生産性向上を

後押しするとともに、全国的なサポート体制を整備する。 

全国の中小企業・小規模事業者にとって具体的に何をすれば投資・業務プロセス

の見直し等による生産性向上の効果を得られるかについて、指導やアドバイスの体

制の充実を行うとともに、分かりやすい周知と普及啓発に努め、全国の中小企業・

小規模事業者の現場への浸透を図る。 

その際、生産性向上の促進には業種ごとに業務プロセスを踏まえた実態把握が不

可欠である。各業種の優良事例や効果的な省力化投資のポイントを踏まえ、ⅰ）各

業種のフロントヤードでの業務効率化の鍵となる製品・システムの導入促進、ⅱ）

各業種の実情に応じたバックオフィスでのデジタルツールの導入促進を後押しする

とともに、一部の先行企業が実施している先駆的な省力化の取組を業界全体に横展

開・浸透させていく方策も含め、2029年度までを中心とするロードマップに基づき、

着実に取組を実施する。 

省力化投資の知識・経験の不足が、中小企業・小規模事業者の省力化投資のボト

ルネックになっている9。「業務の標準化が難しい」という中小企業・小規模事業者

の声も踏まえ、サービス業も含めて、業所管省庁として、省力化投資の前提となる

業務プロセスの見直しの支援や、業界内での業務・規格の標準化などの取組を支援

していく。あわせて、必要となる制度・規制の見直しや、地域での省エネルギー化

の取組を進めていく。 

業種ごとの特徴を踏まえ、生産性向上支援策と官公需も含めた価格転嫁・取引適

正化を両輪で進めることが重要であることを踏まえて対応を進める。 

なお、各業種で設定されている生産性目標は、省力化投資を中心としつつ、本施

策パッケージの「１．官公需も含めた価格転嫁・取引適正化」、「３．事業承継・

M&A等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化」等を含めた総合的な取組によ

り達成を図るものである。 

今後の対応として、業種別の省力化投資の規模や市場規模の把握、関連する補助

金や融資等の実態や効果の分析、中小企業・小規模事業者による過剰投資を招かな

いような効果的な情報提供を行う。これも含めて、省力化投資促進プランの策定と

実行のための関係府省連絡会議において、施策の継続的な進捗管理とそれも踏まえ

た内容の充実を図る。 
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同時に、省力化投資促進プランの対象業種のみならず、幅広く、中小企業・小規

模事業者の成長投資の後押し、販路開拓・海外展開の促進、マッチングの強化等を

通じた中小企業・小規模事業者の挑戦支援を進めるとともに、地域における消費の

活性化等を通じ地域経済の好循環を図る。 

 

（２）全国的なサポート体制を通じた業種別の「省力化投資促進プラン」の徹底的

な伴走支援と業種横断的な支援の充実 

特に地方のサービス業や小規模な企業にとっては、生産性向上に向けた取組を行

うためのノウハウ・人的資源・資金面での経営基盤が不足していること、また、現

在の政府の支援策へのアクセスや申請時の事務的負担にも課題がある点を踏まえ、

全国的に、希望する中小企業・小規模事業者に徹底的に伴走支援を行う新たなサポ

ート体制を整備することを検討する。その際、「中小・地域金融機関向けの総合的

な監督指針」等においても、人手不足の影響等により厳しい環境に置かれた事業者

等を下支えし、地域経済の回復・成長に貢献することは、地域金融機関自身の事業

基盤の存立にも関わる重要な役割と位置付けられていることを踏まえ、地域金融機

関が付加価値の高いコンサルティング機能を提供し、中小企業・小規模事業者の省

力化投資を支援するよう促す。 

カタログ式・オーダーメイド式の省力化投資補助金について、広く各業種や地方

の中小企業・小規模事業者が利用できるよう、引き続き運用を改善するとともに、

支援メニュー等の拡充を行う。また、業務改善助成金、各業種での設備投資等を支

援する補助金等の強化を図る。あわせて、生産性革命推進事業（ものづくり補助金、

ＩＴ導入補助金、事業承継・M&A補助金、小規模事業者持続化補助金、成長加速化補助金）や

新事業進出補助金等の強化を図る。 

また、警備業等のその他の業種についても、人手不足等の実態や動向を踏まえ、

省力化投資・デジタル化投資等の課題・効果を業所管省庁を中心に検討した上で、

省力化投資促進プランの対象業種に追加する。 

 

（３）12業種における省力化投資の具体策 

①飲食業 

ⅰ）目標 

飲食業の労働生産性を2029年度までに35％向上することを目指す（2024年度比・名

目値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

飲食業は、約400万人の雇用を創出しているが、パート・アルバイトの割合が多

く、中小企業がほとんどを占めている。人手不足も、調理・接客・店舗管理の全て

の工程で顕著であり、特に店舗管理を担う店長等の不足が深刻である。一方、調理

工程では、調理・食器洗浄ロボット、接客工程では、モバイルオーダー・セルフレ

ジ、配膳・下膳ロボット、店舗管理工程では、在庫・販売・人事管理のＩＴツール

の導入により省力化を実現する優良事例もある。 

ⅲ）省力化促進策 

・規模や業態に応じた細やかな省力化の指針や優良事例等をまとめたガイドブッ

ク（業界行動計画）を2025年度中に策定する。また、生産性向上に資する取組を

積極的に行っている飲食業者を表彰する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成
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金パッケージ等の活用を推進する。あわせて、日本政策金融公庫における設備

投資への資金繰り支援の活用も推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制として、農林

水産省と厚生労働省が連携し、新たに日本食品衛生協会等の協力も得ることで、こ

れまで国としてのアプローチが弱かった中規模事業者層も含め、支援策の徹底的な

周知を図る。 

ⅴ）主なKPI 

2025年度中に、約40万者の飲食業を営む企業の７割に支援策を周知する。また、

2030年までに、生産性を向上する等、「持続的な食料システムの確立に向けた取組

を促進する事業活動計画」の認定を累計100件行う。 

 

②宿泊業 

ⅰ）目標 

宿泊業の労働生産性を2029年度までに35％向上することを目指す（2024年度比・名

目値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

宿泊業は、長期的に人手不足状態が続いており、直近では、観光需要の回復等に

伴い人手不足感が更に高まっている。また、小規模事業者が多く省力化が十分に進

んでいない傾向がある。一方、リアルタイムでどこからでも予約情報の確認ができ、

会計との連携など全体の業務フローを効率化するPMS（予約等管理システム）やフロン

ト業務の作業負担を削減する自動チェックイン機の導入により省力化を実現する優

良事例も存在する。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、観光地・観光産業における人材不

足対策事業（設備投資補助）の活用も推進する。また、自動チェックイン機器等

を通じた情報の照合による本人確認により、従業員との面接を不要とする旅館

業法におけるフロント規制の緩和（2025年３月通知改正）により省力化を推進す

る。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成

金パッケージ等の活用を推進する。あわせて、日本政策金融公庫における設備

投資への資金繰り支援の活用も推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制を、自治体、

関係省庁、宿泊事業者団体等と連携して構築する。さらに、各都道府県の生活衛生

営業指導センターにおいて、専門家による伴走型の相談支援を実施する。 

ⅴ）主なKPI 

2025年度から2029年度において、補助制度活用件数を年900件、施策ホームペー

ジ閲覧数を年40万ＰＶ、説明会・相談会の参加人数を年500人達成する。 

 

③小売業 

ⅰ）目標 

小売業の労働生産性を2029年度までに28％向上することを目指す（2024年度比・名

目値）。 



 

 

12  

ⅱ）課題と省力化事例 

小売業は労働集約的な産業であり、生産性も他業種と比べて低い。接客対応やレ

ジでの精算、店内清掃等の店舗運営に大きく人手を要しているのが現状である。一

方、POSレジ、シフト管理など、ＤＸ推進に向けた基盤整備を進めたり、掃除ロボ

ットや遠隔接客システムを活用したり、省力化を実現したりする優良事例もある。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、ＩＴ導入、外注、協働、人的投資

等の省力化に関する取組に関する、分かりやすく、きめ細かな優良事例集を作

成する。さらに、業界団体とも連携した情報共有体制や説明会、セミナー等の

開催や、業界紙等の広報チャネルの活用により優良事例の情報提供・横展開を

実施する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成

金パッケージ等の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制として、複数

の業界団体等を通じて情報提供を実施する。また、中小企業支援機関等によるプッ

シュ型支援と、アドバイザーの伴走による専門的支援の組合せにより、業界団体に

属さない中小・小規模事業者を含め、幅広い事業者にアプローチする。 

ⅴ）主なKPI 

2026年度以降、業界団体等との懇談会を年に５回程度行い、各回延べ約4,300社

に適時情報発信する。補助制度活用件数を年1,000件達成する。 

 

④生活関連サービス業（理容業、美容業、クリーニング業、冠婚葬祭業） 

ⅰ）目標 

生活関連サービス業のうち、理容業、美容業、クリーニング業の労働生産性を

2029年度までに29％向上し、冠婚葬祭業の労働生産性を2029年度までに24％向上す

ることを目指す（2024年度比・名目値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

理容業、美容業、クリーニング業においては、中小零細企業や個人・家族経営が

多く、経営者の高齢化が進んでおり、自動券売機、POSレジや、会計管理システム

等の導入により、できる限り店舗の運営管理業務を中心に省力化を推進し、付加価

値の高い施術やサービスに注力できる環境整備が必要である。また、冠婚葬祭業に

おいても、顧客、受注、請求、入金等の情報をシステムで一元管理することで、コ

アとなる接客以外の事務作業の省力化が必要である。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、冠婚葬祭業においては、ＩＴ導入

等の省力化の取組に関するきめ細かな事例集を作成し、業界団体とも連携した

説明会等の開催等により優良事例の情報提供・横展開を実施する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成

金パッケージ等の活用を推進する。あわせて、日本政策金融公庫における設備

投資への資金繰り支援の活用も推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制として、業界

団体等を通じた情報提供を実施する。また、中小企業支援機関等によるプッシュ型
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支援と、アドバイザーの伴走による専門的支援の組合せにより、業界団体に属さな

い中小・小規模事業者を含め、幅広い事業者にアプローチする。理容業、美容業、

クリーニング業では、生活衛生営業指導センターを中心に、専門家による伴走型の

相談支援を実施する。 

ⅴ）主なKPI 

2025年度から2029年度にかけて、理容業、美容業、クリーニング業では、省力化

支援施策に関するセミナー等を年250回開催する。また、伴走型の相談支援を年

1,000件実施する。冠婚葬祭業では、補助制度活用件数を年平均110件以上とする。 

 

⑤その他サービス業（自動車整備業、ビルメンテナンス業） 

ⅰ）目標 

自動車整備業の労働生産性を2029年度までに25％向上することを目指す（2024年度

比・名目値）。また、ビルメンテナンス業の労働生産性を2029年度までに25％向上す

ることを目指す（2024年度比・名目値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

自動車整備業においては、専門学校への入学者が20年で半減し、人手不足と高齢

化が進展し、省力化が急務である。対応策として、システム導入による入庫・作業

管理、スキャンツールによる故障探求の効率化等が有効である。ビルメンテナンス

業においては、清掃作業を行う従事者が８割を占める労働集約型産業であり、心理

的・肉体的負担から人手不足が続き、省力化投資の後押しが必要である。対応策と

して、ロビー等の面積が広く平らな区画は清掃ロボットに任せることや、現場作業

者やパート従事者の出退勤を効率的に管理する勤怠管理システムの導入が有効であ

る。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、自動車整備業では、スキャンツー

ル補助金の活用を推進する。また、柔軟な人材育成・配置を可能とするため、

自動車整備士資格の実務要件の見直し等を進める。ビルメンテナンス業では、

省力化の好事例集の発行や、省力化に関するイベント等の優良事例の横展開を

支援する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成

金パッケージ等の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、自

動車整備業においては、業界団体に補助金の周知・相談を行うアドバイザーを設置

し、省力化投資に資する支援措置を全ての事業者に周知し、その利用を促す。ビル

メンテナンス業においても、業界団体と連携し、各種補助金等に関する情報提供を

行い、業界団体の広報チャネルから効果的に周知を行う。 

ⅴ）主なKPI 

2029年度までに、自動車整備業では、スキャンツール導入率を100％にする。

2025年度から2029年度までにおいて、ビルメンテナンス業では、オンラインセミナ

ーの延べ接続数を年2,800回とする。 

 

⑥製造業 

ⅰ）目標 
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製造業の労働生産性を2029年度までに24％向上することを目指す（2024年度比・名

目値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

繊維工業、プラスチック製品製造業、食品製造業等の一部の製造業では、中小企

業の割合が高く、労働集約的な業態であることから、全産業平均よりも労働生産性

が低い状況である。一方、ロボット導入による省力化やIoTシステム導入による稼

働状況の見える化・稼働率の向上等の製造工程の効率化や会計システム導入による

管理業務の効率化などの省力化の優良事例がある。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ

導入補助金や、「賃上げ」支援助成金パッケージ等の活用を推進する。また、

現場のニーズに合わせた多品種少量生産に対応するロボットの開発支援を行う。

さらに、ものづくり白書、中小企業白書において優良事例を紹介する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成

金パッケージ等の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、複

数の業界団体等を通じて情報提供を実施する。また、業界団体に属さない事業者に

対しても、取引適正化の業界への働き掛けや、特定技能制度を担う民間団体を通じ

た生産性向上等の条件付けなど、多方面からアプローチを実施する。さらに、食品

製造業においては、食品企業、機械メーカー、研究機関等から構成される「食品企

業生産性向上フォーラム」を通じて、施策情報をきめ細かく発信し、トータルでサ

ポートする体制を構築する。 

ⅴ）主なKPI 

2025年度から2029年度までにおいて、ＩＴ導入補助制度活用件数を年平均7,500

件以上とする。2030年までに「食品企業生産性向上フォーラム」会員企業数を

9,000社とする。 

 

⑦運輸業 

ⅰ）目標 

運輸業の労働生産性を2029年度までに、鉄道分野18％、自動車（物流）分野25％、

自動車（旅客運送）分野26％、水運分野22％、造船・舶用工業分野含む輸送用機械器

具製造業分野21％向上することを目指す（2024年度比・名目値）。また、航空分野で

は、2029年度までに労働生産性を５％向上することを目指す（2024年度比・実質値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

運輸業はいずれの分野においても人手不足が深刻化しており、自動車（物流・旅客

運送）分野においては、中小企業が多く、帳簿等を紙で管理していたり、配車計画

や運行ルートを手書きで作成したり、ＤＸ化が遅れている。一方、乗務員及び管理

者の業務負荷を軽減する運行管理、乗務日報自動作成、勤務管理のシステムや、配

車アプリ、キャッシュレス決済の導入や庫内作業の効率化に資する自動化機器によ

り、省力化を実現する優良事例も存在する。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、運送事業者や物流事業者について、

業務効率化等に資するシステム・設備の導入支援を継続する。また、業界団体
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による事業者向けセミナー等を通じて優良事例の情報提供・横展開を実施する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成

金パッケージ等の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制として、省力

化ニーズのある事業者に支援が行き届くよう、国土交通省本省・運輸局・支局が一

体となり、全国各地における幅広いサポート体制を構築するとともに、専門家によ

る相談・助言対応も含めたＤＸ化の支援を実施する。 

ⅴ）主なKPI 

鉄道分野では、2029年度において、省力化・効率化の取組を行う中小鉄軌道事業

者の割合を工務部門50％、電気部門45％にする。自動車（物流・旅客運送分野）では、

ＤＸ等により業務の効率化を図る。海事分野では、関係団体との説明会等において

事業成果や優良事例を周知する。航空分野では、毎年、省力化投資に係る支援制度

や優良事例の説明会を実施する。 

 

⑧建設業 

ⅰ）目標 

建設業の労働生産性を2029年度までに９％向上することを目指す（2024年度比・実

質値）。 

ⅱ）課題と省力化事例 

建設業は、他産業と比較して労働生産性が低い水準にとどまっており、また、就

業者の高齢化が進行していることから、将来的な人手不足を見込んだ労働生産性の

向上が喫緊の課題となっている。さらに、中小建設業者におけるICT活用は依然と

して課題がある状況である。一方、ウェアラブルカメラを用いた遠隔監視による労

務・安全管理、ドローンによる測量等の導入による現場業務の省力化、就業管理、

工事原価作成等のシステムの導入によるバックオフィス業務の省力化を実現する優

良事例もある。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、ICT活用の際の基本的な考え方や

留意すべき点をまとめた指針（ICT指針）及び優良事例集（ICT事例集）を建設業

者に広く周知する。また、ICTを活用した迅速かつ効率的な応急復旧体制構築

の補助事業の活用を推進することにより、建設業におけるICT活用の理解増

進・普及拡大を図る。あわせて、技術者の専任義務の緩和等による、人員配置

の合理化措置について周知を行い、施策の活用促進を図る。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金、ＩＴ導入補助金や、「賃上げ」支援助成

金パッケージ等の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、政

府は関係機関と連携し、ICT活用を積極的に促進するための各種施策を実施し、自

治体は、建設業者に対しICT活用の指導・助言等を行い、関係団体においては、政

府・自治体による施策も活用し、積極的なICT活用を行うとともに、現場ニーズに

ついて整理・集約し、関係者全体で省力化を目指す体制を構築する。 

ⅴ）主なKPI 

2029年度までに年間実労働時間（１人当たり）を全産業平均並みまで減少させる
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（2023年度の建設業は2,018時間に対し全産業は1,956時間）。また、説明会を通じ建設業

者に対し省力化投資を促進するための支援施策や優良事例について周知を行う。 

 

⑨医療 

ⅰ）目標 

労働生産性の向上の取組により、医師・看護師等の時間外労働の削減、合理的な

配置基準の見直しを目指す。また、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標は

もとより、持続的な賃上げにつなげていく。 

ⅱ）課題と省力化事例 

85歳以上を中心に高齢者数は2040年頃のピークまで増加すると見込まれる。また、

生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保は更に困難となることが見込まれる

ため、働き方改革等による労働環境の改善や、医療ＤＸ、タスクシフト・シェア等

の省力化の取組を着実に推進していくことが重要となる。 

ⅲ）省力化促進策 

・省力化を具体化する施策として、看護業務の効率化に資する電子カルテへの音

声入力及びバイタルサイン値等の自動反映、インカム等の導入支援、医師の労

働時間の短縮に資するICT機器の導入支援、中小・小規模事業者に対するＩＴ

導入補助金の活用を進めていく。また、電子カルテ情報の標準化等の医療ＤＸ

推進のための情報基盤の整備を進めるとともに、医療現場のニーズに即したサ

ービスの技術開発や、医療負担の軽減に資するものを含む医療機器等の開発・

実装を推進する。さらに、看護業務の効率化の優良事例集の充実を図る。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、各

都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターに、労務管理や医業経営の専

門家であるアドバイザーを配置し、省力化の取組に関する助言や、公的支援、優良

事例の紹介等を行う。 

ⅴ）主なKPI 

2030年までに、おおむね全ての医療機関において必要な患者の医療情報を共有す

るための電子カルテの導入を目指す。2029年度までに長時間労働となる医療機関に

勤務する医師の時間外労働の目標時間数を1,410時間にする（現状は1,860時間）。 

 

⑩介護・福祉 

ⅰ）目標 

労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老人福祉施

設、特定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1％、2040年までに

33.2％の業務効率化を目指す。障害福祉分野では、ICT活用等により業務量の縮減

を行う事業所の比率を2029年に90％以上を目指す。また、2020年代に最低賃金

1,500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。 

ⅱ）課題と省力化事例 

介護分野では、サービス需要が高まる一方、生産年齢人口が急速に減速していく

ことが見込まれる中、テクノロジー等を活用し、職員の業務負担軽減やケアの質の

向上に資する生産性向上の重要性が高まっている。また、障害福祉分野では、人手

不足が恒常化しているところ、提供するサービスが多様で、かつ小規模な事業所も

多く、介護分野に比べて生産性向上の取組が遅れているのが現状である。両分野共
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に、インカムを活用したコミュニケーションの効率化、音声入力による記録、見守

りセンサー、移乗支援機器等の介護テクノロジーの活用等の省力化の優良事例があ

る。 

ⅲ）省力化促進策 

・介護テクノロジー導入支援事業等の活用を推進する。また、優良事例の横展開

を具体化する施策として、介護分野における生産性向上ガイドラインをセミナ

ー等も通じて広く周知するとともに、介護現場の生産性向上の取組が特に優れ

た介護事業者を表彰し、事例集を作成・周知することで優良事例の横展開を図

る。加えて、介護現場におけるＡＩ技術の活用を促進する。 

・さらに、中小企業省力化投資補助金等の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、各

都道府県にワンストップ型の相談窓口を設置し、現場の課題に応じた適切な機器の

選定等について助言を行う。さらに、小規模事業者の生産性向上の取組等の伴走支

援ができる人材育成による機能強化を図る。 

ⅴ）主なKPI 

2029年までに、介護分野は、ICT・介護ロボット等の導入事業者割合を90％にす

る。また、残業時間を減少又は維持するとともに、離職率を低下させる。障害福祉

分野は、ワンストップ型相談窓口を47都道府県全てに設置する。 

 

⑪保育 

ⅰ）目標 

保育現場へのICTの導入等により、保育士が子供と向き合う時間を確保する。ま

た、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつ

なげていく。 

ⅱ）課題と省力化事例 

保育士の人手不足は深刻な状況にあり、配置基準の改善や「こども誰でも通園制

度」の制度化に伴い、今後も保育士の確保は必要である。保育士を退職した理由と

して、仕事量が多いことや労働時間が長いことが挙げられ、また、非効率な事務作

業や紙での業務によって子供と向き合う時間が取れないといった課題がある。一方、

これらの課題に対し、①保育に関する計画・記録や②保護者との連絡、③登降園管

理、④実費徴収等のキャッシュレス決済（いわゆる４機能）など保育の周辺業務や補

助業務をICT活用により解決する優良事例もある。 

ⅲ）省力化促進策 

・優良事例の横展開を具体化する施策として、ICT導入の目的・種類・効果・導

入のステップ、導入事例をまとめたハンドブックを事業者に広く周知する。ま

た、ICT等を活用した業務システムの導入補助の活用を推進する。さらに、ICT

環境整備についてのロールモデルとなる事例の創出を行い、横展開を行うため

の「保育ICTラボ」事業を実施する。 

・さらに、ＩＴ導入補助金の活用を推進する。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、保

育事業者支援コンサルタントが巡回を行い、ICT化の推進に関する助言や指導を実

施する事業の活用や、自治体において、自治体・ICT関連事業者・保育事業者など
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で構成される協議会を設置し、地域のICT導入園の事例紹介や、勉強会・研修会の

開催等を実施する取組を更に促進する。 

ⅴ）主なKPI 

2026年度までに登降園管理機能を始めとする４機能をいずれも導入している施設

の割合を20％とする。2029年度までに事務作業等時間を2026年度比で10％減少させ

る。 

 

⑫農林水産業 

ⅰ）目標 

農業では１経営体当たりの生産量を2030年までに2023年比で約1.8倍にすること

を目指す。林業では2030年に木材生産に係る林業経営体の労働生産性を2022年比で

５割向上することを目指す。水産業は操業の効率化・生産性の向上等により、2030

年に漁業就業者１人当たりの漁業生産量を2020年比で３割向上することを目指す。 

ⅱ）課題と省力化事例 

農林水産業では、いずれも就業者の急速な減少や高齢化が見込まれており、人手

不足を解消し、産業の持続的な発展を図るためには生産性向上が不可欠である。一

方、ロボット・ＡＩ・IoT等の先端技術やデータを活用したスマート技術により省

力化を実現する優良事例もある。 

ⅲ）省力化促進策 

・スマート技術を具体化する施策として、農業では、スマート農業技術活用促進

法に基づき、税制措置や金融等の優遇措置により、栽培方式の転換やスマート

農業技術の開発を集中的に後押しする。また、新たな食料・農業・農村基本計

画に基づき、初動５年間で構造転換を集中的に推進するため、スマート農業技

術活用促進集中支援プログラムにより、重点開発目標に沿った迅速な技術開発、

生産方式の転換、農地の大区画化、情報通信環境の整備等を実施する。 

・林業では、スマート林業技術の開発・現場実装に向けた支援を加速化するとと

もに、地域の多様な関係者がデジタル技術をフル活用するための拠点（デジタル

林業戦略拠点）を全国に展開する。 

・水産業では、スマート水産業普及推進事業により、スマート化の伴走者の育成

支援、スマート機器導入支援を行う。 

ⅳ）サポート体制 

施策の事業者への周知及び省力化に取り組む事業者のサポート体制について、農

業では、全国の普及指導センターへの相談窓口の設置等を通じて、民間事業者や関

係団体等との連携を促進する。林業では、デジタル林業戦略拠点にコーディネータ

を派遣し、伴走支援をできる体制を構築する。水産業では、各都道府県又は漁業関

係団体に拠点を設置し、スマート化の伴走支援体制を構築する。 

ⅴ）主なKPI 

2030年までに、農業分野では、スマート農業技術を活用した面積の割合を50％と

する。林業分野では、デジタル林業戦略拠点を25都道府県で展開する。水産業では、

2027年までにデジタル水産業戦略拠点を11地域で展開する。 

 

（４）成長志向の中小企業・小規模事業者の挑戦支援 

中小企業・小規模事業者の成長投資の後押し、販路開拓・海外展開の促進、マッ

チングの強化等により、成長志向の中小企業・小規模事業者の挑戦を支援する。 
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①成長志向の中小企業・小規模事業者の恒常的創出に向けたエコシステムの創出 

地域経済の好循環を生み出すためには、中小企業が果たしている役割を可視化し、

地域経済に波及力のある中小企業・小規模事業者の成長意欲を高め、「100億企業」

が次々と生まれてくるメカニズムを構築することで、賃上げ、外需獲得、域内の仕

入れ等を通じ、地域経済が成長することが重要である。そのため、経営者ネットワ

ークの構築等を通じて成長企業の裾野を拡大するとともに、売上高100億円を目指

す成長志向の中小企業の大胆な投資への支援（成長加速化補助金等）を切れ目なく強

力に進めるほか、経営強化税制の活用、リスクマネーの供給促進等を通じ、中小企

業・小規模事業者の成長投資を強力に後押しする。 

これらの取組を通じ、成長志向の企業が中小企業・小規模事業者から中堅企業、

更にその先へと成長していくことを後押しするシームレスな政策体系を構築する。 

 

②成長志向の中小企業・小規模事業者へのソフトインフラ構築 

足下で中小企業が直面する事業転換、革新的な新商品・サービスの開発、販路開

拓、海外展開、M&A、人材育成等の課題について官民連携して取り組むことを通じ、

成長志向の中小企業・小規模事業者へのソフトインフラを構築する。 

 

③新たな成長加速マッチングサービスの普及 

成長志向の中小企業・小規模事業者が、自社の基本情報や挑戦しようとする課題

を入力すれば、これまで接点のなかった金融機関・投資機関からの資金調達の機会

を得たり、商工会・商工会議所等の支援機関や税理士・中小企業診断士・弁護士等

の専門家からの成長提案・助言を得たりすることを可能とする、新たな成長加速マ

ッチングサービスを普及させ、中小企業の成長を後押しするとともに、民間支援サ

ービスの活性化を図る。 

 

（５）地域の中小企業・小規模事業者における人材の確保 

地方の中小企業・小規模事業者における省力化投資、ＤＸ、新製品・サービス開

発、新規事業開拓等を推進するためには、経営者を補佐する専門的な知見やマネジ

メント経験を有する経営人材の確保が必要である。他方で、都市部の経営人材が地

方の中小企業・小規模事業者にフルタイムで転職することには一定のハードルがあ

ることから、「週１副社長」（都市部の経営人材が、副業・兼業の形式で週に１回程度、

地方の中小企業等の経営に関与すること）といった取組10を進めるなど、そうした経営人

材の副業・兼業を一層促進することを含め、地域の経営人材の確保・育成に取り組

む。また、地方の人手不足分野の企業における人材確保に取り組むとともに、副

業・兼業のマッチングを進める。 

 

①地域の経営人材のマッチング機能の強化 

地域企業経営人材マッチング促進事業（金融庁・経済産業省による、株式会社地域経済

活性化支援機構（REVIC）のデータベースを活用した地域金融機関経由でのマッチング事業。通

称「レビキャリ」。）・プロフェッショナル人材事業（内閣府地方創生推進室による、民

間等のデータベースを活用した、各道府県の人材拠点経由でのマッチング支援事業）・先導的

人材マッチング事業（内閣府地方創生推進室による、民間等のデータベースを活用した、地

域金融機関等経由でのマッチング支援事業）といった人材マッチング支援を行う既存の
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３事業について、副業・兼業にも重点を置きつつ、地域企業、仲介事業者等及び経

営人材のなり手各々の目線に立った支援内容の見直し・拡充を図るとともに、上記

３事業におけるレビキャリ・民間のデータベースの双方向の活用の在り方を含めた

事業間連携や地域金融機関と民間人材事業者の連携を通じたマッチング機能の強化

に向けた見直しに取り組む。 

経営経験のない若年層であっても、地域中小企業に期間限定で雇用し、経営者の

直下で経営経験を積ませることで、起業や事業承継の担い手の育成につなげるとと

もに、地域中小企業における若者の新しい視点・スキルによる成長を促す取組を促

進する。 

あわせて、地方自治体による地域企業の人材マッチングの取組を促進する。 

 

②地方自治体・農協・地域金融機関の職員の副業・兼業の推進 

地方公務員の副業・兼業について、地域課題解決につながる活動を幅広く認める

観点から、許可基準の弾力化の検討を加速する。また、農協職員による農作業への

従事や販路開拓などの副業の促進に向けた働き掛けや、地域金融機関の職員の副

業・兼業の普及を進める。 

 

③地域内での人事・採用機能や専門人材の共有化 

地域の中堅企業等であっても人事を専門に担当する人材がいる企業は４割にとど

まるなど、地域の中小企業・小規模事業者の多くは、「稼ぐ力」の向上に不可欠な

人事戦略・人員配置を検討し、必要な人材を外部から確保する機能を十分に有して

いない。民間事業者等が地域内のハブになって、商工会・商工会議所、地域金融機

関、自治体等と連携して、人材の副業・兼業等を通じながら、地域内で人事機能や

専門人材の知見を共有化するといった先進事例の横展開を促す。 

 

④人手不足分野における人材確保支援の強化や副業・兼業のマッチング推進 

地方の生活インフラを支える物流、医療・介護、子育て等の分野における人材確

保のため、118か所のハローワークに設置している専門窓口の増設を図るとともに、

これまで行ってきた、業界連携による就職面接会等の開催、求職者への担当者制に

よる個別相談、窓口相談や事業所へのアウトリーチによる企業への求人条件や求人

票の助言指導に一層効果的に取り組む。 

ハローワークにおいて、長時間労働とならないための予防対策に関する留意点を

十分に周知しつつ、副業・兼業のマッチングを推進するとともに、支援する他の関

係機関との連携を図る。 

 

⑤商工会・商工会議所における経営支援体制の強化 

小規模企業振興基本計画を踏まえ、商工会・商工会議所の経営指導員等の人件

費・事業費の確保やデジタルツールの活用等による支援の質の向上・業務効率化、

広域的な支援体制の構築等を進め、小規模事業者の支援体制の充実を図っていく。 

 

３．事業承継・M&A等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化 

336 万者の中小企業・小規模事業者のうち、約 100 万者では経営者の年齢が 70 歳

以上である11。こうした経営者の高齢化などを背景に廃業は増加し、その半数以上

は黒字企業であるという現状や、若い経営者の企業ほど新商品開発等の新たな取組
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に積極的であるという傾向12を踏まえ、中小企業・小規模事業者の経営者が、自ら

の意向や経営基盤の状況に基づき、事業承継・M&A 等の選択肢も含めて先々の経営

判断を計画的に行うことができる事業環境を社会全体として作り上げる観点から、

中小企業・小規模事業者の事業承継・M&A に関する様々な障壁を取り払うための以

下の施策から成る「事業承継・M&A に関する新たな施策パッケージ」を策定し、こ

れに取り組む。 

具体的には、M&A 後の不安を解消するスキーム等の M&A の売手側の経営者に対す

る支援策の強化、M&A を仲介する機関の登録制度の実効的運用に加え、新たな専門

家の資格制度の創設の検討等の経営者から信頼される官民の M&A 支援機能の強化、

経営能力に優れた M&Aの買手とのマッチングの支援等の取組を進める。 

この中で、地域において経営者との継続的な関係の中で経営課題を把握できる立

場にある地域金融機関においても、中小企業・小規模事業者の計画的な事業承継・

M&Aを積極的に支援するよう促す。 

相続税・贈与税の 100％を猶予する事業承継税制（特例措置）に関し令和７年度与

党税制改正大綱において「事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影

響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については今後も検討する」と記載され

ていることに鑑み、事業承継に係る政策の在り方の検討を進める。 

また、労働者の雇用の維持や働く環境の重要性に鑑み、事業承継・M&A 時におい

て、労働者の保護に関する法令等にのっとった対応を徹底する。 
 

（１）M&Aの売手側の経営者に対する支援策の強化 

M&Aの売手となる中小企業・小規模企業の経営者からすると、従業員の雇用維持

や経営者自身の金銭面・生活面に対する不安、自社の事業の評価や信頼できる支援

機関が分からないといったことを背景に、そもそもM&Aの検討を躊躇（ちゅうちょ）

する場合が多い。こうした売手の経営者の課題に寄り添い、中小企業・小規模企業

の経営者がM&Aを経営の選択肢の一つとできるよう支援策を強化する。 

 

①M&A後の不安を解消するスキームの普及 

雇用維持や経営者保証の解除など売手企業としての重要な条件を遵守しない不適

切な買手の問題に対する不安に対処するため、M&A後に同意事項に反した場合に買

戻し又は解除を可能とするスキームの検討・普及を図る。 

 

②経営者の再チャレンジに対する支援の拡充 

廃業費用が出せないがゆえに事業を畳むことを決断できないという中小企業・小

規模事業者のニーズに応えるため、事業承継・M&A補助金を活用して廃業・再チャ

レンジの支援を強化する。 

 

③中小企業・小規模事業者のM&A市場における取引相場の醸成 

中小企業・小規模事業者のM&Aにおける取引実績が可視化されておらず、自社の

譲渡価格の相場の把握が困難な状況であることを踏まえ、M&A支援機関登録制度を

通じてM&Aの取引データを集計し個者を特定できない形で公開することにより、譲

渡価格の相場観の醸成につなげる。 
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④全国各地での事業承継・M&Aキャラバン（仮称）の実施 

将来の経営に漠然とした不安を抱えつつ、自社の具体的な経営課題として事業承

継・M&Aにどのように取り組んでよいか分からない経営者に対して気付きの機会を

提供するため、商工会・商工会議所等の支援機関や税理士・中小企業診断士・弁護

士等の専門家が、事業承継・引継ぎ支援センターに経営者を紹介することに対する

インセンティブを検討する。 

また、事業承継・M&Aの意向を有する中小企業・小規模事業者向けに、全国各地

でのシンポジウム等を実施することで、成功事例の共有を図る。 

 

⑤実質的な財務状況の把握の促進 

自らの事業に価値があるのか分からないといった声に対応するため、希望する中

小企業・小規模事業者に対して税理士・会計士等による、個人資産と事業資産の分

別、事業自体が持っている稼ぐ力の数値化を集中的に実施し、事業価値の可視化を

図るとともに、必要に応じて適切な支援機関（事業承継・引継ぎ支援センター、中小企

業活性化協議会、よろず支援拠点等）への橋渡しを促進する。 

 

⑥事業承継・引継ぎ支援センターの周知・広報 

公的相談窓口として全国47都道府県に設置されている中小企業庁の事業承継・引

継ぎ支援センターについて、中小企業・小規模事業者の経営者への認知度を更に高

めていくため、地方での広報活動を集中的に実施する。 

 

（２）経営者から信頼される官民のM&A支援機能の強化 

経営者からするとふだんの経営で関わりのない民間のM&Aアドバイザーの専門知

識や倫理観を信用しきれないという課題に対処するとともに、公的な総合窓口であ

る中小企業庁の事業承継・引継ぎ支援センターの体制を強化する。 

 

①M&Aアドバイザー個人の質・倫理観の向上 

M&Aの実施に当たっては、財務、税務、法務等の専門支援が総合的に求められる

一方で、M&Aアドバイザーの専門知識には大きなバラつきがあることや、業界全体

での規律の浸透を図るためには組織レベルでの規律に加えてM&Aアドバイザー個人

レベルでの規律浸透が求められることから、新たな資格制度を検討し、支援人材の

育成を図る。 

 

②事業承継・引継ぎ支援センターの体制強化 

事業承継・引継ぎ支援センターにおいて、今後見込まれる事業承継ニーズや将来

に向けた支援人材の育成にも対応する観点から、金融機関や地域の税理士・会計士

等の人材の活用などにより事業承継・引継ぎ支援センターの支援体制を強化する。

また、同センターによる都道府県のエリアを越えたM&Aのマッチングを促進する。 

 

（３）経営能力に優れたM&Aの買手とのマッチング等の支援 

一般的に経営者の年齢が若い企業ほど新たな取組に積極的で、事業承継を実施し

た企業は、承継後に成長を加速させる傾向にある。M&A後の事業の成長加速の観点
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から、経営能力に優れたM&Aの買手とのマッチング、成長を志向する中堅・中小企

業の連続M&A、計画的な事業統合（PMI（Post Merger Integration））を推進する。 

 

①経営能力のある経営者へのマッチング支援 

有望な事業を引き継ぎたい個人と優秀な経営者を迎えたい中小企業とのマッチン

グを進めるため、後継者となる個人がM&Aを行う場合の買収資金を供給するサーチ

ファンド及び収益性が低く投資資金が集まりにくい小型案件を扱う事業承継ファン

ドに対する資金供給を後押しする。 

 

②計画的なPMIの推進 

円滑な M&A のためには M&A 前後の事業統合（PMI）が計画的に実施される必要があ

ることから、中小企業・小規模事業者に対する PMI の重要性を事業承継・引継ぎ支

援センターや地域金融機関を通じて周知するとともに、事業承継・M&A 補助金等の

予算措置を活用して効果的な PMIを促していく。 

 

（４）地域金融機関による事業継続に向けたコンサルティングの促進 

中小企業・小規模事業者にとって、身近で信頼できる経営の相談先として地銀・

信金・信組等の地域金融機関が果たすべき役割は大きい。昨年、金融庁では、金融

機関が顧客企業に提案するソリューションの一例として、PMIを含むM&A支援につい

て監督指針に規定したところであるが、地域経済を支える中小企業・小規模事業者

の事業の持続可能性を支える観点から、金融機関が、顧客企業との継続的な関係の

中で、経営者の状況も踏まえつつ事業承継・M&Aを含む事業継続のためのプランが

検討されているかについても確認するよう改めて促していく。 

 

（５）事業承継税制等の検討 

相続税・贈与税の 100％を猶予する事業承継税制（特例措置（措置の適用に必要とな

る特例承継計画の提出期限が 2026 年３月に到来、対象となる相続・贈与の期限が 2027 年 12 月

に到来））に関し、令和７年度与党税制改正大綱において「事業承継による世代交代

の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方について

は今後も検討する」と記載されていることに鑑み、事業承継に係る政策の在り方の

検討を進める。 

「アトツギ甲子園」や後継者育成プログラムの提供などを通じ、事業を承継する

後継者の経営能力の育成を図る。 

 

（６）経営者保証に依存しない融資の促進と事業承継の際の解除の促進 

新規の債務については、「経営者保証に関するガイドライン」において、金融機

関は、①法人と経営者の一体性の解消、②法人のみの資産・収益力で借入れを返済

できる財務状況、③金融機関への適切な情報開示、という３要件が満たされる場合

には、経営者保証を求めない可能性を検討することが定められており、金融庁の監

督指針においても、金融機関に対し、同ガイドラインに沿った対応及びそのための

体制整備が規定されている。こうした取組により、経営者保証を付した融資の割合

は徐々に減少しているものの、民間金融機関の新規融資のうち５割で経営者保証が

付いている状況13に鑑み、中小企業庁、金融庁、財務省とで連携し、上記３要件を

満たす経営を中小企業・小規模事業者の経営者に対して推進し、経営者保証に依存
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しない融資慣行の確立を進めていく。 

既存の債務については、経営者保証が残っている場合も多く、M&Aや事業承継の

支障となるという指摘もある。こうした状況に対応するため、昨年、金融庁におい

て、事業承継・M&Aの際に、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、経営

者保証の解除の可能性を検討するよう、監督指針の改訂が行われたところであるが、

全ての金融機関において改訂監督指針の趣旨に沿った対応が徹底されるよう、中小

企業庁と金融庁が連携して取り組んでいく。 

 

４．地域で活躍する人材の育成と処遇改善 

それぞれの地域で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できることが重要

である。そのため、あらゆる労働者が、生成ＡＩ等のデジタル技術の台頭も踏まえ

た今後の産業と労働市場の見通しやその中での働き方の選択肢に関する十分な情報

を得つつ生涯を通じて自ら働き方を選択でき、リ・スキリングなどによる能力向上

や仕事について行った努力が、確実に賃金向上という形で報われるという社会の実

現のために、良質な雇用の提供や、地域で活躍する多様な人材の活躍を推進するた

めの環境整備を進める。また、賃上げの流れが地方にも波及するよう、地方版政労

使会議を引き続き開催する。 

 

（１）アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成 

社会の様々な機能を現場で支えるエッセンシャルワーカーについては人手不足が

より一層深刻化し、サービスの持続性自体が課題となってきている。 

人手不足の現場（自動車運転業（物流・人流）、建設・土木業、製品・機械等の製造・加

工業（修理・検査を含む。）、介護業、観光業、飲食業等）で、デジタル技術の活用を含

めて、現場人材のスキルが正当に評価され、そうした者の実際の処遇が改善される

ことが重要である。そのため、既存の公的資格ではカバーできていない産業や職種

におけるスキルの階層化・標準化のために、厚生労働大臣が外部労働市場にも通じ

る民間検定を認定する団体等検定制度の普及と活用を進めるべく、業所管省庁から、

業界団体等を通じて同制度の積極的な活用に向けた働き掛けを強化し、そうした業

種における現場人材の育成につなげる。あわせて、建設キャリアアップシステムな

どを参考に、業界団体等と連携し、技術・技能や経験を客観的に評価し、処遇につ

なげる仕組みの導入を促進する取組を進め、能力・経験に応じた処遇改善につなげ

ていく。 

Ⅵ．３に記載の「産業人材育成プラン」を策定し、在職者を含め、大学、短期大

学、高等専門学校及び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワーカー

（デジタル技術等も活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成に取

り組む。 

 

（２）ＡＩ等の技術の進展に応じた幅広い労働者のリ・スキリング 

生成ＡＩが人間の業務を自動化・代替することで、将来的に一部の事務職等の労

働需要が減少する可能性がある。こうした環境変化や技術トレンドも踏まえ、非正

規雇用で働く者を含む幅広い労働者に対する効果的なリ・スキリング支援に取り組

む。 

保育や介護などの分野を含め一定の資格や実務経験を持つ人材が現場のデジタル

化に必要なスキルを学ぶ場合等においては、既存資格や実務経験に付加する事項を
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学ぶものである点を踏まえ、受講期間が比較的短いリ・スキリングについても、現

在の支援事業の成果をいかし、支援策を強化する。 

2022年度から2026年度末までの230万人のデジタル人材の育成（「デジタル田園都市

国家構想総合戦略」で設定）に向けた取組について技術トレンドも踏まえた支援を着実

に推進する。そのためにも、関係省庁等のＡＩ・データの専門家を含むデジタル人

材育成の取組について、その進捗確認及び横串を通した推進に加え、必要に応じて

新たな人材育成策を講じることで、政府全体でデジタル人材育成を機能させる体制

を確保し、その取組を効果的に加速する。また、個人が継続的な学びと目的を持っ

たキャリア形成を行うことができるよう、個人のデジタルスキルの情報の蓄積・可

視化や証明を可能とするデジタル基盤の整備を進めるとともに、スキルごとのトレ

ンド等を企業側、研修事業者も含め市場全体で利用できるための環境整備を行う。 

職業訓練等の機会が少ない非正規雇用労働者等が、離職することなく、働きなが

ら学ぶことで、より待遇の高い仕事に挑戦できるよう、オンライン訓練の地域偏在

を踏まえて、国及び地方の適切な役割分担に留意しつつ、都道府県による委託訓練

に加えて、高齢・障害・求職者雇用支援機構を通じたオンライン訓練の全国展開を

行う。 

労働者が、キャリアコンサルタント等の継続的な支援を受けつつ、労働市場に関

する情報等を活用して、自律的にキャリアを考え、スキルアップやより高度な職務

に挑戦できる環境の整備を進める。 

加えて、 2028年技能五輪国際大会の日本開催を契機として、関係省庁や業界団体、

技能士等とも連携しつつ、中学・高校生の段階から若年層に対する技能尊重の機運

醸成を図るとともに、技能労働者のスキル向上に向けた支援策を強化する。 

 

（３）社内外のスキル・賃金水準の可視化と効果的な情報提供 

労働者個人が社内外の職種の需給動向やリ・スキリングして身に付けるべきスキ

ル・賃金水準を具体的に把握できるよう、官民の求人・求職・キャリアアップ情報

を共有化し、キャリアコンサルタントや求職者等に分かりやすく発信する取組を加

速する。まず、昨年度から着手した厚生労働省の求人情報の収集・分析事業につい

て、その対象地域・職種を拡大するとともに、経験や資格の有無と賃金との関係を

分析し、これらの結果を、職業情報提供サイト（job tag）等を通じて発信する。 

厚生労働省が運営する職場情報総合サイト（しょくばらぼ）、職業情報提供サイト

（job tag）の内容の充実と利便性向上を図るとともに、こうした情報提供サイトに

ばらばらに掲載されている情報に労働者個人がワンストップでアクセスできるプラ

ットフォームを構築する。 

こうしたプラットフォームを通じ、企業規模にかかわらず、経験者採用が普通の

選択肢となるための労働市場の整備にも努める。 

 

（４）医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ 

全国の医療、介護、障害福祉分野など医療・福祉の現場では、有業者のおよそ７

人に１人である900万人の方々が働いており、地域を支える一大産業となっている。 

 他方、こうした分野で働く方々の処遇については公的に価格が定まっており、近

年の物価高騰や賃金上昇の中で、他産業のようにコストの増加分を価格に転嫁する

ことができない。賃上げで先行する他産業との人材確保の競争が厳しくなる中、他

産業と比較して有効求人倍率が高くなっている状況にある。今後、高齢者の増加と
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生産年齢人口の減少が進む中で、将来にわたって必要なサービスを安心して受けら

れるよう、その担い手を確保することは喫緊の課題である。 

 公定価格の分野においても、医療・介護・障害福祉等における賃上げ、経営の安

定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明

確に図る必要がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努

力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、令和７年春季

労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経

営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対

応を行う。 

 未来を担う子供たちの命と育成を支える重要な役割を果たす保育士・幼稚園教諭

等の方々の処遇改善は極めて重要である。しかしながら、保育士・幼稚園教諭等の

処遇は全産業平均と比べ低い状況に置かれている。平成25年度以降、累計で約34％

の処遇の改善を図ってきているが、引き続き、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善に

ついて目標として掲げた他職種と遜色ない処遇の実現に向けて、「こども未来戦略」

に基づき、更なる処遇改善を進めていく。 

 介護、障害福祉、保育における令和６年人事院勧告を踏まえた地域区分への対応

については、隣接した市町村等との級地格差による人材確保への影響も踏まえ、早

急に検討を行い、次期報酬改定までに必要な見直しを実施する。 

 

５．最低賃金の引上げ 

 最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中

小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020年代に全国平均1,500円という高

い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を

５年間で集中的に実施する。 

 政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、

①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転

嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ

細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向

上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・M&Aに関する不安や障壁を取

り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍す

る人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行する。 

 また、EU指令においては、賃金の中央値の60％や平均値の50％が最低賃金設定に

当たっての参照指標として加盟国に示されている14。最低賃金の引上げについては、

我が国と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、こ

れらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッ

ケージも踏まえ、法定３要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論

いただく。 

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」には、中小企業・小規模

事業者の生産性向上、官公需の価格転嫁等が定められている。国は、計画を踏まえ、

都道府県・市町村が地域の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むこと

を、様々な政策手段を活用して後押しする。その中で、各都道府県の地方最低賃金

審議会において中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場

合は、持続的な形で売上拡大や生産性向上を図るための特別な対応として、政府の

補助金における重点的な支援を行うことや、交付金等を活用した都道府県の様々な
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取組を十分に後押しすることにより、生産性向上に取り組み、最低賃金の引上げに

対応する中小企業・小規模事業者を大胆に後押しする。 

 地方最低賃金審議会において、これらの政府全体の取組や各都道府県の賃上げ環

境も踏まえ、法定３要素のデータに基づき、実態を踏まえた審議決定となるよう、

議論いただく。 

 地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是

正を図る。 

 

 

Ⅲ．投資立国の実現 
2030年度135兆円、2040年度200兆円という新たな国内投資目標を官民で必ず実現

する。 

このためには、国内経済で回り始めた賃上げと投資の循環の動きをより強固なも

のにするために、海外市場とこうした循環を結び付けることによって、グローバル

市場で稼ぐ力を強化していくことが重要である。 

経済産業省の試算によると、国内投資拡大に向けた足下の官民の取組を継続し、

2030年度135兆円・2040年度200兆円という新たな官民国内投資目標を実現すること

ができれば、人口減少下でも拡大する内需が成長をけん引するとともに、不確実性

が高まる国際環境の中においても世界にとって不可欠な製品・サービスの輸出が拡

大することがあいまって、2040年度に名目GDPは約1,000兆円となるなど、中長期的

な経済成長を実現していくことが可能になる。 

この将来見通しの実現のため、ＧＸ、ＤＸ（ＡＩ・データ）等の次世代投資（研究

開発やソフトウェア、ロボット・通信機器等）を1.8倍にするべく、製造業では、ＧＸ・

革新技術による差別化や、ＤＸによるサービス化等を通じ、新需要の創出、高付加

価値化を実現する。また、情報通信業・専門サービス業では、新需要の開拓等を通

じ、新たな付加価値を創出する。加えて、エッセンシャルサービス業は、省力化設

備・サービスを駆使するアドバンスト・エッセンシャルサービス業への変化を図る。 

このためにも、「金利のある世界」に移行し、国際的な不確実性が高まる中でも、

企業が保有する現預金を積極的に国内で波及効果の大きな投資に振り向けるよう、

企業統治改革、資本市場改革に加え、思い切った償却措置による投資促進策など諸

外国の措置・動向も踏まえつつ、予算・税制によるインセンティブ措置も含めた、

企業からの国内投資を引き出すための大胆な方策を検討する。 

あわせて、こうした産業構造の変化に応じた人材需要を踏まえ、各産業における

生産性向上・省力化の取組、人材育成の取組等を政府全体で総合的に推進する。 

これらを含め、200兆円の目標の実現を見据えた国内投資喚起とグローバルサウ

ス等の需要取り込みのための「輸出拡大・多角化支援パッケージ」として、以下の

取組を進める。 

 

１．中堅企業の創出・成長加速 

国内に9,000者存在している中堅企業は、設備投資、人的投資、賃上げの全ての

側面で、国内経済の成長と地方創生のけん引役となるポテンシャルを有している15。

賃上げにつながる設備投資の支援に加え、世界市場の中でオンリーワンの製品・サ

－ビスを抱える中堅企業の輸出や研究開発を大胆に後押しする施策を具体化し、中


四角




 

 

87  

 

 

＜注釈一覧＞ 
1 基礎資料P1:春季労使交渉における賃上げ率の推移（連合調査） 
2 基礎資料P2:民間企業設備投資額の推移と官民国内投資目標 
3 基礎資料P3:賃金と民間設備投資の関係 
4 基礎資料P4～5:中小企業の価格転嫁の状況 

業種別の価格転嫁率（2024年９月調査） 
5 基礎資料P6:公的需要が都道府県GDPに占める割合 
6 基礎資料P7:低入札価格調査制度や最低制限価格制度を導入している地方自治体数 
7 基礎資料P8:中小企業における研究開発投資・知的財産の重要性 
8 基礎資料P9～10:職業別 有効求人倍率の動向 

業種別 最低賃金の影響率 
9 基礎資料P11～12:省力化投資の検討における課題 

職場におけるロボット利用の省力化効果 
10 基礎資料P13:地域経営人材の活躍状況 
11 基礎資料P14:中小企業・小規模事業者数の経営者年齢の分布 
12 基礎資料P15:代表者年齢別 事業における新たな取組 
13 基礎資料P16:金融機関別の新規融資に占める経営者保証が付いている融資件数の

割合の推移 
14 基礎資料P17:海外の最低賃金における指標 
15 基礎資料P18:中堅企業等の10年間における設備投資、人材投資、給与総額の伸び 
16 基礎資料P19:従業員規模別 研究開発投資（対売上高） 
17 基礎資料P20:中小企業における海外展開の課題 
18 基礎資料P21:世界の高齢化率（65歳以上人口割合）の推移 
19 基礎資料P22:世界の自然災害発生件数 
20 基礎資料P23:海外の日本食レストラン店舗数 
21 基礎資料P24:訪日外国人の旅行消費（2023年４-12月） 
22 基礎資料P25:企業誘致に関する地域の課題 
23 基礎資料P26:地方におけるスタートアップの現状 
24 基礎資料P27:世界のベンチャーキャピタル投資額におけるディープテック関連の

投資額 
25 基礎資料P28～29:官民合わせた研究開発投資額の伸び率の国際比較 

重要技術の研究における日本の順位 
26 基礎資料P30:被引用回数トップ10％の論文数の推移 
27 基礎資料P31～33:労働移動の円滑度と賃金上昇の関係 

生成ＡＩの影響を受ける労働者の割合 

生成ＡＩによる自動化対象率と平均年収との関係 
28 基礎資料P34～35:リ・スキリングによる賃金の変化 

国の在職者への学び直し支援策 
29 基礎資料P36～37:企業が職務給に対して感じているメリット 

職務給を採用した企業で働く社員における転職の希望状況 
30 基礎資料P38:若手・中堅社員におけるキャリア形成の意識 
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31 基礎資料P39:副業・兼業からの学びによる効果 
32 基礎資料P40:副業・兼業を容認している企業の割合 

 
＜法律名一覧＞ 

法律名につき、以下の略語等を用いている。 

中小受託取引適正化法 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律（令和

７年法律第 41 号）による改正後の下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第

120 号） 

官公需法 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和 41 年法律第 97

号） 

改正建設業法 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正

する法律（令和６年法律第 49号）による改正後の建設業法（昭和 24 年法律第

100 号） 

容器包装リサイクル法 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第

112 号） 

下請法改正法（中小受

託取引適正化法） 

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律による

改正後の下請代金支払遅延等防止法 

独占禁止法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号） 

旅館業法 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号） 

スマート農業技術活用

促進法 

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（令和

６年法律第 63 号） 

次世代医療基盤法 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関

する法律（平成 29 年法律第 28 号） 

改正食料・農業・農村

基本法 

食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律（令和６年法律第 44 号）による改

正後の食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号） 

改正森林経営管理法 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律（令和７年法律第 48 号）による

改正後の森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号） 

改正漁業災害補償法 漁業災害補償法の一部を改正する法律（令和７年法律第 31号）による改正後の漁

業災害補償法（昭和 39 年法律第 158 号） 

労働基準法 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

JICA 法 独立行政法人国際協力機構法（平成 14 年法律第 136 号） 

地球温暖化対策推進法 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117号） 

改正温対法 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第 56

号）による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律 

人工知能関連技術の研

究開発及び活用の推進

に関する法律 

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（令和７年法律第 53

号） 

情報流通プラットフォ

ーム対処法 

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法

律（平成 13 年法律第 137 号） 

情報処理の促進に関す

る法律 

情報処理の促進に関する法律（昭和 45 年法律第 90 号） 

個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

官民データ活用推進基

本法 

官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号） 
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スマートフォンにおい

て利用される特定ソフ

トウェアに係る競争の

促進に関する法律 

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する

法律（令和６年法律第 58 号） 

経済安全保障推進法 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和

４年法律第 43 号） 

グリーン購入法 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

宇宙活動法 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律（平成 28 年法律第 76 号） 

臨床研究法 臨床研究法（平成 29 年法律第 16 号） 

共生社会の実現を推進

するための認知症基本

法 

共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第 65 号） 

産業競争力強化法 産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号） 

働き方改革関連法 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71

号） 

パートタイム・有期雇

用労働法 

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法

律第 76 号） 

改正物流法 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一

部を改正する法律（令和６年法律第 23 号）による改正後の流通業務の総合化及び

効率化の促進に関する法律（平成 17 年法律第 85 号） 

貨物自動車運送事業法 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号） 

改正女性活躍推進法 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第 63 号）による改正後の女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号） 

利息制限法 利息制限法（昭和 29 年法律第 100 号） 

改正ＧＸ推進法 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用

の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第 52 号）による改正後

の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和５年法律第 32

号） 

改正資源法 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用

の促進に関する法律の一部を改正する法律による改正後の資源の有効な利用の促

進に関する法律（平成３年法律第 48 号） 

再資源化事業等高度化

法 

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年法律第

41 号） 

地域交通法 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号） 
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春季労使交渉における賃上げ率の推移（連合調査）

○ 連合の調査によると、2024年の賃上げ率は5.10％、中小企業に限った賃上げ率は4.45％となった。
○ 2025年の賃上げ率は、６月５日に公表された第６回 回答集計（注）では5.26％、中小企業に限った率は

4.70％。
      （注）春季労使交渉の集計結果は、初回集計（３月）から最終集計（７月）まで、７回に分けて結果が公表される。

（注１）調査対象は各労働組合のうち、平均賃金方式（労働者１人当たり平均賃金について賃上げ要求を行い、決定され、これを基準として労働者全体の賃金の改定が行わ
れる方式）で回答を引き出した組合。中小企業は組合員数300人未満の企業。 2024年は全体が5,284組合、中小企業が3,816組合。
2025年は第６回 回答集計（なお、2024年の第６回 回答集計は、全体賃上げ率5.08％、中小企業賃上げ率4.45％）。

（注２）賃上げ率は、各企業の定昇相当込み賃上げ率について、組合員数による加重平均を行った値を用いている。
（出所）連合「2024春季生活闘争第７回（最終）回答集計結果」（2024年７月３日公表）、連合「2025春季生活闘争第６回回答集計結果」（2025年６月５日公

表）を基に作成。

連合の調査による賃上げ率推移（全体・中小企業別）

全体
賃上げ率

中小企業
賃上げ率

賃上げ率 2025年
第6回 回答集計
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民間企業設備投資額の推移と官民国内投資目標

○ 近年、日本企業による設備投資額は増加を続けており、2023年度は101.8兆円と、1991年度（102.7兆円）から
32年ぶりに100兆円台を回復。

○ 2030年度135兆円、2040年度200兆円という新たな国内投資目標を官民で必ず実現する。

（注） 「民間企業設備」の名目値。1993年度以前の数値は、2015年（平成27年）基準支出側GDP系列簡易遡及。
（出所）内閣府「国民経済計算」、経団連「国内投資の拡大に向けて」（2025年１月27日 国内投資拡大のための官民連携フォーラム 資料５）を基に作成。 2

民間企業設備投資額の推移と官民国内投資目標（兆円）

135兆円
（2030年度官民国内投資目標）

・・・ ・・・

200兆円
（2040年度官民国内投資目標）



賃金と民間設備投資の関係

○ 国内投資の増加は、労働生産性の向上を通じて賃金上昇につながる。
○ 日本は、設備投資と賃金の両方とも上昇率が低い。

3

（注） 実質賃金（縦軸）は総雇用者報酬（実質値）を従業者数で割り、「正規労働者の平均労働時間/全労働者の平均労働時間」を乗じたもの。
すなわち労働者の平均労働時間の変化に伴う影響を取り除いた推移を示している。民間設備投資（横軸）は住宅を除く民間設備投資の実質値。

（出所）経済産業省資料（元データはOECD Data Explorer）を基に作成。

賃金と民間設備投資の関係（1991-2021年の年平均増減率）
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○ 中小企業庁の調査によると、「価格転嫁率10割（コストを全て価格転嫁できた）」又は「（コストが上昇せず、）価格転嫁は不
要」と回答した中小企業の割合は、2022年3月時点で28.6%であったが、2024年9月時点で47.2%に上昇。

○ 他方、「価格転嫁率0割（価格転嫁が全くできない）」と回答した企業も比率が減少しているとはいうものの（22.6％

→14.2％）、残っており、転嫁対策の徹底が必要。

中小企業の価格転嫁の状況

（注）  各年４月から９月末頃において、中小企業30万社に対して実施したアンケート調査（2024年９月調査の回答数は51,282社）の結果を集計したもの。
（出所）中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」を基に作成。

中小企業の価格転嫁の状況
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業種別の価格転嫁率（2024年9月調査）

○ 2024年9月調査における業種別の平均的な価格転嫁率は、化学（61.9％）、飲食サービス（59.0％）、造船
（57.0％）、食品製造（55.3％）、電機・情報通信機器（54.8％）で高い。

○ 一方、トラック運送（29.5％）、広告（31.4％）、放送コンテンツ（39.8％）、金融・保険（40.9％）、農業・林業
（41.2％）などの価格転嫁率が低い業種も存在し、事業所管省庁と連携した下請法の執行強化など更なる取組が
必要。

5
（注）  各年４月から９月末頃において、中小企業30万社に対して実施したアンケート調査（2024年9月調査の回答数は51,282社）の結果を集計したもの。
（出所）中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」を基に作成。

業種別の価格転嫁率（2024年9月調査）

全産業平均（49.7％）より高い業種 全産業平均（49.7％）より低い業種
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公的需要が都道府県GDPに占める割合

○ 2021年度における日本の国内総生産（554.6兆円）のうち公的需要（政府最終消費、公的固定資本など）の大きさは
148.5兆円。全体の26.8％を占めており、日本経済に重要な役割を担っている。

○ 公的需要が都道府県GDPに占める割合は、高知県（42.4％）、沖縄県（37.5％）、鳥取県（35.8％）、秋田県
（35.2％）、島根県（33.9％）など、地方部ほど公的需要が占める割合が高く、官公需は地域経済に重要な存在。

6

（注）  都道府県の数値は、「公的需要」（「地方政府等最終消費支出」、「公的固定資本形成」、「公的在庫変動」の合計値）を県内総生産で割った値。
全国の数値は、「公的需要」（「政府最終消費支出」、「公的固定資本形成」、「公的在庫変動」の合計値）を国内総生産で割った値。いずれも名目値。

（出所）内閣府「県民経済計算」（各都道府県）、内閣府「国民経済計算」（全国）を基に作成。

公的需要が都道府県GDPに占める割合（2021年度）



低入札価格調査制度や最低制限価格制度を導入している地方自治体数

○ 地方の官公需契約においては、低入札価格調査制度や最低制限価格制度（あらかじめ最低制限価格を設けた上で、当該

価格以上の申込みの中で、最も価格が低い者を落札者とする制度）の導入が可能。

○ これらの制度について、全ての都道府県及び約95％の市区町村において、低入札価格調査制度又は最低制限
価格制度が導入されているが、工事契約以外の契約については、特に市区町村において、制度の導入が進んでい
ない状況。

7（出所）総務省「低入札価格調査制度及び最低制限価格制度に関する実態調査の結果」（2025年１月）を基に作成。
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中小企業における研究開発投資・知的財産の重要性

○ 研究開発投資を「利益の主な使い道」として挙げている中小企業は、「株主に還元」、「内部留保」を挙げた中小企
業と比較して、売上高を大きく成長させる傾向にある。

○ 国内の知的財産訴訟（特許権等侵害訴訟事件）における権利者の47.5％は中小企業。さらに、知的財産の侵害は
「侵害されたら訴訟で取り返す」ことが前提となっているが、資金・人材が潤沢でない中小企業は、そもそも提訴を躊
躇（ちゅうちょ）し、泣き寝入りしている場合もあるとの声がある。

○ 中小企業の知的財産の活用促進と保護を図る必要。

8

（注）  ここでいう「訴訟件数」とは、裁判所ウェブサイトに掲載された判決（特許権等侵害事件、期間は2009年１月１日-2018年12月31日）に基づいて特許庁が調査し
た判決の件数を示しており、必ずしも実際の訴訟の件数を表すものではないことに留意。

（出所）中小企業庁「2022年版 中小企業白書」、日本商工会議所・東京商工会議所「知的財産政策に関する意見」、特許庁「実効的な権利保護に向けた知財紛争処
理システムの在り方」を基に作成。
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職業別 有効求人倍率の動向

（出所）厚生労働省「職業安定業務統計」を基に作成。

職業別 有効求人倍率の動向

○ 有効求人倍率（有効求人数を、有効求職者数で割った値）は、2014年の0.97倍から1.14倍に上昇。多様な職種で有効
求人倍率が１倍を超えており、人手不足が深刻化しつつある。

○ 特に人手不足が深刻な職種は、建設・採掘（5.12倍）、サービス（2.98倍）など。サービス職の中では、介護（3.89

倍）、家庭生活支援（3.38倍）などのサービスで有効求人倍率が高い状況。
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業種別 最低賃金の影響率

（注）  2023年度の地域別最低賃金額（全国加重平均1,004円）を下回る労働者数の割合。
（出所）厚生労働省「人手不足の状況、最低賃金の影響、生産性向上等の支援策について」（2025年１月17日）を基に作成。

業種別 影響率（2023年度の最低賃金引上げ）

○ 2023年度の最低賃金引上げの影響率（賃金を引き上げなければ、その年の引上げ後の最低賃金を下回ることとなる労働者の割合）は
全国平均で8.1％（大企業を含む全企業規模での平均） 。

○ 宿泊・飲食業（19.7％）、生活関連・娯楽業（11.9％）、卸売・小売業（11.5％）が大きい。

影響率
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）
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省力化投資の検討における課題

（注）  「人手不足対応を目的とした設備投資の検討における課題」について質問した回答を集計したもの（回答数は19,887社）。
（出所）中小企業庁「2024年版 中小企業白書」を基に作成。

省力化投資の検討における課題（複数回答）

○ 中小企業が省力化投資を検討する際の課題として、「業務の標準化が難しい」、「投資効果が不明」、「導入のため
の資金が足りない」を挙げる回答が多い。
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職場におけるロボット利用の省力化効果

‘（注） 2024年10月に、20歳以上の就労者12,763人に対し、ロボット利用による省力化効果（ロボットがなかった場合との比較）を尋ねた結果（8,633人が回答）。
ここでのロボットは、産業用ロボット、サービスロボットのいずれかを指す。産業用ロボットのみの場合は22.1％、サービスロボットのみの場合は19.5％の省力化効果があると
の結果となっている。

（出所）森川正之「人工知能・ロボットのマクロ経済効果：サーベイに基づく概算」（RIETI Discussion Paper Series 24-J-033）を基に作成。

○ 職場がロボット（産業用ロボット、サービスロボット）を使用している就労者に対し、ロボット導入の省力化効果を尋ねたところ、
サービス業を含む多くの業種で職場全体の業務の２割程度を削減する効果があると認識されている。
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職場におけるロボット利用の省力化効果
（職場がロボットを利用している就労者に質問）

省力化効果



地域経営人材の活躍状況

○ 鳥取県が実施している「とっとり週１副社長プロジェクト」は、県内企業と都市部の人材のマッチングを行い、都市部
の人材に副業・兼業の形で、鳥取県企業の「副社長」として、週１回程度、企業経営に携わってもらう仕組み（「プロ
フェッショナル人材事業」における取組）。

○ 当該プロジェクトにより採用された「週１副社長」について、受入れ企業の８割が「期待以上・期待どおりに活躍して
いる」と高く評価。販路拡大・マーケティングや、組織強化、新規事業開発など、多方面で活躍している。

（注）  2023年度までに「週１副社長」を受け入れた鳥取県内企業143社に対するアンケート調査（うち75社が回答）。
（出所）とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点「週１副社長プロジェクト 週１とっとりで副業兼業」を基に作成。 13

「週１副社長」の活躍状況
（受入れ企業に対する調査、単数回答）
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「週１副社長」の採用時のミッション
（受入れ企業に対する調査、単数回答）
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中小企業・小規模事業者数の経営者年齢の分布

14

（注）   合計302.2万者。当該調査の対象は、建設業、製造業、情報通信業、運輸・郵便業、卸売・小売業、不動産・物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス、宿泊・
飲食サービス業、生活関連サービス・娯楽業、サービス業（他に分類されないもの）。

（出所）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報（令和４年度決算実績））」（2024年７月30日公表）を基に作成。

経営者年齢別 中小企業・小規模事業者数の分布（2023年6月現在）

（万事業者）

○ 中小企業・小規模事業者数は、経営者の年齢が60歳代の事業者が最も多く、79.0万者存在。

○ また、経営者の年齢が70歳以上の事業者数は98.6万者（70歳代75.5万者、80歳代以上23.1万者）であり、事業承継
が必要な層が多く存在。
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代表者年齢別 事業における新たな取組

○ 新たな取組を行っていない企業は、70歳以上の経営者の企業が28.8％と最も高い。

○ これに対し、若い経営者の企業ほど、新たな販路開拓・取引先拡大（42.1％）や、新商品・サービスの開発
（28.8％）など、新たな取組を行う傾向にある。

15
（注）  2023年７月14日-８月10日にかけて、各商工会議所管内の会員企業に対して実施したアンケート調査の結果（4,062社が回答）。
（出所）日本商工会議所「事業承継に関する実態アンケート」（2024年３月22日公表）を基に作成。

代表者年齢別 事業における新たな取組（複数回答）
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金融機関別の新規融資に占める経営者保証が付いている融資件数の割合の推移

16
（出所）中小企業庁「政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績」、金融庁「民間金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」等の活用

実績」を基に作成。

○ 経営者保証ガイドラインにおいては、金融機関は、①法人と経営者の一体性の解消、②法人のみの資産・収益力
で借入れを返済できる財務状況、③金融機関への適切な情報開示、という要件が満たされる場合には、経営者保
証を求めない可能性を検討する、と定められている。

○ 経営者保証が付いている融資の割合は徐々に減少しているものの、引き続き、民間の新規融資のうち５割で経営
者保証が付いている。

金融機関別の新規融資に占める経営者保証が
付いている融資件数の割合の推移

政府系金融機関

民間金融機関



⚫ EU指令においては、賃金の中央値の60％や平均値の50％が最低賃金設定に当たっての参照指標として加盟
国に示されている。

海外の最低賃金における指標

EU指令（「適正な最低賃金に関する指令」）

4.   Member States shall use indicative reference values 
to guide their assessment of adequacy of statutory 
minimum wages. To that end, they may use indicative 
reference values commonly used at international level 
such as 60% of the gross median wage and 50% of the 
gross average wage, and/or indicative reference values 
used at national level.

4. 加盟国は、法定最低賃金の適正性を評価するための指標
として、指標的な参照値を使用しなければならない。そのた
め、加盟国は、国際的に一般的に使用されている指標的参
照値、例えば、賃金の中央値の60％や賃金の平均値の50％、
及び/又は、国内レベルで使用されている指標的参考値を使
用することができる。

※ 2022年10月制定、同年11月施行。
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第１章 マクロ経済運営の基本的考え方 
 

１．日本経済を取り巻く環境と目指す道 
 

世界に安定と繁栄をもたらしてきた国際秩序は、現在、自国第一主義や権威主義的国家

の台頭によって変化しつつある。力や威圧による一方的な現状変更の試みも続いている。 

 

政府は、いかなる状況下にあっても、国益を守り抜く。そのため、法の支配に基づく自

由で開かれた国際秩序を維持・強化すると同時に、パワーポリティクスの下で新たな国際

秩序が形成されることにも備える。そして、世界の安定と繁栄に貢献しながら、我が国経

済社会の持続性を確保していく。 

 

厳しさを増しているのは国際環境だけではない。国内では、例えば、頻発する自然災害

や甚大な被害が想定される大規模地震への対処、老朽化したインフラの保全、エネルギー・

食料・経済安全保障の確立など、強靱な経済構造をつくるための課題は山積している。 

 

本格的な人口減少を見据えた経済・財政・社会保障制度の持続可能性の確保など、これ

まで指摘されながら、必ずしも十分に進んでいない構造改革への取組。人口減少下にあっ

ても、経済のパイを縮小させないためのイノベーションや生産性の向上、そして、その前

提となる質の高い雇用の確保。我が国を取り巻く国際秩序が大きく変化する中にあっても、

官民が連携し、こうした課題解決のための取組を推進し、我が国経済の持続的成長と国民

生活の豊かさの向上を目指すことこそが、「新しい資本主義」の実現にほかならない。 

 

「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、30年続いたコストカット型経済は終

焉を迎えつつあり、５％を上回る賃上げが２年連続して実現した1。石破内閣は、その取組

を更に進め、「賃上げこそが成長戦略の要」との考え方に立って、最低賃金の引上げを含

め、物価上昇を安定的に上回る賃上げを実現する。そして、国民が「今日より明日はよく

なる」と実感でき、ふるさとへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」

を実現することを目指す。そのための経済財政運営と改革の基本方針が、本方針である。 

 

２．当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現 
 

米国による一連の関税措置及びその後の対抗措置の応酬は、これまで国際社会が培って

きた自由で開かれた貿易・投資体制をゆるがせにするものとして、我が国からの輸出を減

少させるだけでなく、家計や企業のマインドの慎重化を通じて消費や投資を下押しするお

それがあり、我が国経済全体を下振れさせるリスクとなっている。また、足元では、食料

品を中心とする物価高が継続し、家計や企業は、依然として厳しい状況に置かれている。 

 

まずは、これらのリスクへの備え・対応に万全を期す。 

 
1 「2024春季生活闘争第７回（最終）回答集計結果」（2024年７月３日日本労働組合総連合会公表）及び「2025春季生活闘争
第６回回答集計結果」（2025年６月５日日本労働組合総連合会公表）。 
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戦後国際社会が築き上げてきた自由貿易体制の恩恵を受ける我が国としては、米国に対

して措置の見直しを強く求めつつ、日米が共に成長するための協力関係を力強く推し進め

るため、粘り強く協議を続ける。同時に、関税措置による国内産業・経済への影響を想定

し、資金繰り対策など、必要な支援を行うだけでなく、あらゆる事態を想定して万全の措

置を講ずる。また、国内投資の拡大やサプライチェーンの強靱化、対日直接投資の促進、

円滑な労働移動等に取り組むとともに、内需の拡大を含め外的環境の変化に強い経済構造

を構築する。 

 

足元の物価高については、その動向が家計や事業活動に与える影響に細心の注意を払い

つつ、令和６年度補正予算や令和７年度予算に盛り込んだ施策に加え、物価や国民生活の

状況に応じて、政府備蓄米の売渡し、燃料油価格の定額引下げ、電気・ガス料金支援を追

加しており、あらゆる政策を総動員して、国民生活・事業活動を守り抜く。 

 

我が国経済は、これらのリスクに直面する一方で、現在、名目ＧＤＰは600兆円を超え、

賃金も２年連続で５％を上回る賃上げ率が実現するなど、成長と分配の好循環が動き始め

ている。コストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、成長型経済への移行を確

実なものとするため、当面のリスクへの備え・対応に万全を期すとともに、日本経済全国

津々浦々の成長力を強化する。 

 

「賃上げこそが成長戦略の要」である。持続的・安定的な物価上昇の下、日本経済全体

で１％程度の実質賃金上昇を定着させ、国民の所得と経済全体の生産性を向上させる。こ

の実現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、適切な価格転嫁や生産

性向上、経営基盤を強化する事業承継・Ｍ＆Ａを後押しするなど、賃上げ支援の施策を総

動員する。最低賃金を着実に引き上げ、2020年代に全国平均1,500円という高い目標に向か

ってたゆまぬ努力を続ける。将来における賃金・所得の増加にも取り組む。企業の稼ぐ力

を継続的に高めるため、ＧＸ・ＤＸ、スタートアップ、経済安全保障等の分野において、

官と民が連携した投資が行われる「投資立国」の取組を進める。貯蓄から投資への流れを

確実なものとし、中長期の視点から国民の資産形成を後押しする「資産運用立国」の取組

を進める。 

 

「地方創生２.０」は、「新しい日本・楽しい日本」を実現するための政策の核心である。

「令和の日本列島改造」としてこれを進め、「若者や女性にも選ばれる地方」を実現する

取組等を通じて、日本全体の活力を取り戻す。 

 

国民の安心・安全を確保することは、成長型経済への移行の礎となる。東日本大震災や

令和６年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興、防災・減災・国土強靱化、

外交・安全保障環境の変化への対応、犯罪対策の強化等に取り組む。 

 

減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減

税政策に加えて、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。その
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ために、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現

在及び将来の賃金・所得が継続的に増加する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現す

ることを目指す。 

 

政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価動向に応じた機動的なマクロ

経済政策運営を行う。政府は、競争力と成長力強化のための構造改革に取り組むとともに、

持続可能な財政構造を確立するための取組を推進する。日本銀行には、経済・物価・金融

情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、

２％の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 

 

経済財政諮問会議においては、今後とも、経済・財政の状況、金融政策を含むマクロ経

済政策運営、外的環境の変化に対する耐性が強い経済構造への変革に向けた取組等につい

て、定期的に検証する。 

 
３．人口減少下における持続可能な経済社会の構築 
 

我が国の生産年齢人口は、これからの20年で1,500万人弱、２割以上が減少する2。こう

した中、かつて人口増加期に作り上げられた経済社会システムを中長期的に持続可能なシ

ステムへと転換することが求められる。 

 

経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するためには、生産年齢人口の減少が本格化

する中にあっても、中長期的に実質１％を安定的に上回る成長を確保する必要がある。そ

の上で、それよりも更に高い成長の実現を目指す。こうした経済においては、２％の物価

安定目標を実現する下で、2040年頃に名目ＧＤＰ1,000兆円程度の経済が視野に入る。 

 

人口減少が本格化する2030年代以降も、こうした成長を実現するとともに、医療・介護

給付費対ＧＤＰ比の上昇基調に対する改革に取り組み、ＰＢの一定の黒字幅を確保してい

くことができれば、長期的な経済・財政・社会保障の持続可能性が確保される。 

 

こうしたビジョンの下、骨太方針20243で定めた「経済・財政新生計画」に基づき、経済

あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うととも

に、歳出・歳入両面の改革を継続する。人口減少下にある我が国においては、限られたリ

ソースからより一層高い政策効果を生み出すことが必要となる。全世代型社会保障の構築、

少子化対策及びこども・若者政策の推進、公教育の再生・研究活動の活性化、戦略的な社

会資本整備の推進、地方行財政基盤の強化など、経済・財政一体改革の取組を進める。 

 

国際秩序が根幹から揺らぎかねない不確実な時代にあって、我が国が世界の中で重要な

地位を担い続けるためには、財政が国民経済の中長期的な発展を支える役割を十分に果た

すことで成長を実現し、賃金や所得が拡大する中で成長と分配の好循環が実現し生活が豊

 
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）によれば、令和７
年から令和27年の20年間において、生産年齢人口（15～64歳）は約1,478万人減少する見込み。 
3 「経済財政運営と改革の基本方針2024」（令和６年６月21日閣議決定）。 
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かになる、活力ある経済社会を築いていく。 

 

４．人中心の国づくり 
 

「人材希少社会」に入っている我が国においては、人中心の国づくりを進めることが重

要である。国民の不安を取り除き、公教育の内容や質を充実させるとともに、自己実現を

可能とする環境を整備し、国や地域の経済社会を発展させ、ふるさとへの思いを高めるこ

とができるよう、あらゆる施策を総動員する。これらを通じ、国民一人一人にとって、Well-

being（幸福度）の高い、豊かさ、安心・安全、自由、自分らしさを実感できる活力ある経

済社会を構築する。 

 

国民の不安を取り除き、安心・安全な暮らしを実現するため、確実な賃上げの定着とと

もに、地方における質の高い産業・雇用の場の創出、様々な家計の実態を踏まえた所得再

分配機能の強化や格差の是正、就職氷河期世代及びその下の世代が感じている将来への不

安の解消に取り組む。一人一人が持つ可能性を最大限引き出すため、官民が連携した人づ

くりや公教育の再生・改革を進める。さらに、多様な価値観を持つ者が互いに尊重し合い、

自己実現を進めていくことができる環境整備を進めるため、女性・若者のスタートアップ

への挑戦や正規雇用の大幅増、リ・スキリングを行う者への支援、多様な働き方の推進に

取り組む。人中心の国づくりを進め、全ての人が幸せを実感でき、人を財産として尊重す

る「人財尊重社会」を築く。ふるさとへの思いを高めることができるよう、「地方創生２．

０」の取組によって、強い経済基盤と豊かな生活基盤を地方に構築する。人や組織のつな

がりを強化することで新しい価値が生まれる。それがまた新たな人を呼び、地域は更に多

様になり、より豊かで強い好循環が生まれ、新たな価値創造の場となる。都市と地方の二

項対立を超えて、より融合的な日本を創る。このため、別途定める「地方創生２.０基本構

想」4に基づき、今後10年間の枠組みを強力に推進する。これらの取組を通じて、「新しい

日本・楽しい日本」を実現することを目指す。 

 

５．不確実性が高まる国際情勢への備え  
 

ロシアによるウクライナ侵略等の地政学リスクの高まり、保護主義や権威主義国の台頭、

米中対立、デジタルテクノロジーをめぐる覇権争いなど、我が国を取り巻く国際秩序は変

化しつつある。 

 

資本主義は、過去、自由放任主義や修正資本主義・福祉国家に続き、1980年代から新自

由主義が台頭するなど、大きく変遷してきた。新自由主義は、グローバル化の進展とあい

まって世界経済の成長の原動力となった一方で、経済的格差の拡大や気候変動問題の深刻

化、サプライチェーンの脆弱化など、市場原理に基づく解決を期待することが困難な問題

を顕在化させたとも言われている。また、一部の権威主義国が、自由貿易体制やデジタル

化の恩恵を受けつつ急速な経済成長を成し遂げた結果、グローバル・インバランスの拡大

をもたらしたとの指摘もある。こうした中、一部の国において、保護主義や自国中心主義

 
4 令和７年６月13日閣議決定。 
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の動きが強まり、国際協調の形骸化や国際的分断が進行することが懸念されている。 

 

中国は、ＧＤＰが世界第２位の経済大国となる中、貿易や先端技術の面において、米国

との競合関係にある。他国の中国への依存を利用して、相手国に経済的な威圧を加える事

例も発生している。一帯一路構想とも連動した人民元決済による取引の拡大は、将来的に

は、基軸通貨としてのドルの役割に少なからず影響を及ぼすことを危惧する見方もある。 

 

こうした国際情勢の不確実性の高まりは、我が国の経済財政運営にとってのパラダイム・

シフトである。経済安全保障の観点から、官民の叡智を結集しつつ、重要物資のサプライ

チェーン強靱化や先端技術の保全・育成等を通じ、我が国の自律性の向上、技術等に関す

る我が国の優位性・不可欠性の確保に努めることが必要となる。また、価値や原則を共有

する同盟国・同志国等と連携し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化

に向け、政策努力を重ねると同時に、新たな国際秩序・ルール作りにも対応・参画すると

いう戦略・対応策を周到に備えておくことが求められる。 

 

 

本基本方針に示す政策運営の考え方や方向性については、国民の納得と共感を得ること

が重要であり、本方針を含む内閣の重要政策について、内外への機動的・戦略的広報を強

化する。 
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第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 
 

１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～ 
 

（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行 
 

2029年度までの５年間で、日本経済全体で年１％程度の実質賃金上昇、すなわち、持続

的・安定的な物価上昇の下、物価上昇を１％程度上回る賃金上昇をノルムとして定着させ

る。この実現に向け、中小企業・小規模事業者の賃上げを促進するため、価格転嫁・取引

適正化、生産性向上、事業承継・Ｍ＆Ａによる経営基盤強化及び地域の人材育成と処遇改

善に取り組む。 

価格転嫁・取引適正化については、「官公需における価格転嫁のための施策パッケージ」
5に基づく取組として、低入札価格調査制度6及び最低制限価格制度7の導入拡大・活用、「中

小企業者に関する国等の契約の基本方針」8に基づく物価上昇に伴うスライド対応や期中改

定、国・独立行政法人等及び地方公共団体において必要となる予算の確保9等10を進める。

中小受託取引適正化法11の執行体制を強化するとともに、「労務費の適切な転嫁のための価

格交渉に関する指針」12の周知広報を徹底する。パートナーシップ構築宣言の拡大や実効性

の向上を含め、サプライチェーン全体で取引適正化を進める。中小企業の知的財産への侵

害に関する実態調査を行い、独占禁止法13上の指針を策定するほか、知財経営支援ネットワ

ーク14を通じたリテラシーの向上等に取り組む。 
生産性向上については、飲食業、宿泊業、小売業等の12業種で策定した「省力化投資促

進プラン」5に基づく官民での取組の目標を達成するため、2029年度までの集中的な取組と

して、デジタル支援ツールを活用したサポート、全国的な伴走型支援、複数年にわたる生

産性向上支援を通じて、2029年度までの５年間でおおむね60兆円の生産性向上投資を官民

で実現する。地域の経営人材を確保するため、「週一副社長」15の普及、マッチング支援の

強化、副業・兼業の促進に取り組む。 

事業承継・Ｍ＆Ａについては、「事業承継・Ｍ＆Ａに関する新たな施策パッケージ」5に

基づき、支援機関による売手側のニーズの掘り起こしの強化、事業承継・引継ぎ支援セン

ターの体制強化等に取り組む。事業承継税制（特例措置）に関し、令和７年度与党税制改

正大綱の記載16に鑑み、事業承継に係る政策の在り方の検討を進めるとともに、後継者の経

営能力の育成に取り組む。 

 
5 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」（令和７年６月13日閣議決定）。 
6 工事・製造その他の請負契約において、最低の価格で申込みをした者が、その価格では契約に適合した履行がされないおそ
れがある場合に、その者が契約の相手方として適当か否かを調査し、不適当であると認める場合には、その者を落札者とし
ないこととすることができる制度。 
7 工事・製造その他の請負契約において、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、当該価格以上の価格で申込みをした者のう
ち、最低の価格で申し込んだ者を落札者とする制度。 
8 令和７年４月22日閣議決定。 
9 義務的経費への対応、地方財政計画への計上及び地方財政措置の実施を含む。 
10 関連する資格を有する者に見合った適切な公共工事設計労務単価の設定を行うことを含む。 
11 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（昭和31年法律第120号）。 
12 令和５年11月29日に、内閣官房及び公正取引委員会が策定・公表。 
13 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）。 
14 特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館、日本弁理士会及び中小企業庁が、日本商工会議所と連携して中小企業・
小規模事業者を知的財産の観点から支援する枠組み。 
15 都市部の経営人材が、副業・兼業の形式で週に１回程度、地方の中小企業等の経営に関与すること。 
16 事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継の在り方については今後も検討
する。 
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地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、高等専門学校

及び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワーカー17の育成に取り組むほか、

医療・介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公

定価格の引上げを始めとする処遇改善を進める。 
この他、（２）に記載する取組を含め、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か

年計画」5に基づく取組を進める。 

最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・

小規模事業者の賃上げを後押しし、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向

け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を５年間で集中的に実施する。 

政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」に定める、①地方

の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正

化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実

と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の

経営者の方々の事業承継・Ｍ＆Ａに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画

的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッ

ケージを実行する。また、ＥＵ指令においては、賃金の中央値の60％や平均値の50％が最

低賃金設定に当たっての参照指標として、加盟国に示されている。最低賃金の引上げにつ

いては、我が国と欧州では制度・雇用慣行の一部に異なる点があることにも留意しつつ、

これらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていること及び上記の施策パッケー

ジも踏まえ、法定３要素のデータに基づき、中央最低賃金審議会において議論いただく。 
「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」には、中小企業・小規模事業者

の生産性向上、官公需の価格転嫁等が定められている。国は、計画を踏まえ、都道府県・

市町村が地域の状況に応じてきめ細かな賃上げ環境整備に取り組むことを、様々な政策手

段を活用して後押しする。その中で、各都道府県の地方最低賃金審議会において中央最低

賃金審議会の目安を超える最低賃金の引上げが行われた場合は、持続的な形で売上拡大や

生産性向上を図るための特別な対応として、政府の補助金による重点的な支援を行うこと

や、交付金等を活用した都道府県の様々な取組を十分に後押しすることにより、生産性向

上に取り組み、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者を大胆に後押しする。 

地方最低賃金審議会において、これらの政府全体の取組や各都道府県の賃上げ環境も踏

まえ、法定３要素のデータに基づき、実態を踏まえた審議決定となるよう、議論いただく。 

地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る。 

 

（２）三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し 
 

1990年代のバブル崩壊以降、経済全体が力強さを欠く中で、企業はコストカットを迫ら

れ、既存の雇用を維持しつつ人件費を抑制し、また、非正規雇用労働を採用した結果、労

働生産性の変化が的確に反映されず、賃金全体が伸び悩んだ。人手不足の深刻化が見込ま

れる中、成長型経済への移行を確実なものとするためには、労働者一人一人の雇用の質・

労働生産性を向上させるとともに、労働市場の流動性を高め、我が国経済全体の生産性向

上と持続的な賃上げにつなげていくことが求められる。 

 
17 デジタル技術等も活用して、現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー。 
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（三位一体の労働市場改革） 
生成ＡＩが人間の業務を代替することによって、将来的に一部の事務職等の労働需要が

減少する可能性があることも考慮して、技術トレンドを踏まえた幅広い労働者に対する効

果的なリ・スキリング支援18に取り組む。具体的には、ＡＩを含むデジタルスキルに関する

教育訓練給付金対象講座を拡大するとともに、全国の非正規雇用労働者等がオンラインで

職業訓練を受講することを可能とする。中高年齢層のセカンドキャリアに向けたリ・スキ

リングを含め、キャリアプランニングを支援する。産学協働によるリ・スキリングプログ

ラムについて、毎年約3,000人が修得できるよう、提供拠点・プログラムを拡充する。2028

年技能五輪国際大会の日本開催の決定を契機として、現場人材のスキル向上と処遇改善の

ための環境を整備するとともに、スキルアップを目指す国民運動を展開する。「ジョブ型

人事指針」19を周知するとともに、「人的資本可視化指針」20の見直し、有価証券報告書の

人的資本に関する情報開示の充実を進める。労働移動の円滑化について、官民の公開求人

情報の収集・分析や検定のスキル評価を充実させ、職業情報提供サイト（job tag）の機能

を強化する。ハローワークの体制強化やＡＩの活用を進め、在職者を含めたキャリアサポ

ートを強化する。 

生産性の高い成長産業・企業への労働移動の円滑化及び多様で柔軟な働き方の推進を通

じた労働参加率の向上による就業構造改革を経済・産業構造改革と一体で進める。 

 

（多様で柔軟な働き方の推進） 
短時間正社員を始めとする多様な正社員制度21、勤務間インターバル制度の導入促進、選

択的週休３日制の普及、仕事と育児・介護の両立支援、全ての就労困難者22に届く就労支援

に取り組む。  

いわゆる「年収130万円の壁」を意識せず働くことができるよう、2025年度中に、労働時

間の延長や賃上げを通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を実施する。 

働き方改革関連法23施行後５年の総点検を行い、働き方の実態及びニーズを踏まえた労

働基準法制の見直しについて、検討を行う。 

国家公務員について、優秀な人材の獲得及び定着のため、民間の人材獲得に向けた取組

を踏まえ、働く時間や場所の柔軟化、人材マネジメントの強化、採用プロセスの弾力化、

処遇の改善を進める24。 

 

（個別業種における賃上げに向けた取組） 
建設業や自動車運送業の賃上げに向け、労務費の基準の設定及び実効性確保、建設キャ

リアアップシステムの利用拡大、賃上げに対応した運賃設定や荷主への是正指導の強化等

を通じ、処遇改善や取引適正化を推進する。警備業やビルメンテナンス業の賃上げに向け、

官公需におけるリスクや重要度に応じた割増加算を含め、適切な単価設定や分離発注の徹

底により、労務費の価格転嫁を進める。 

 
18 リ・スキリングに関するプラットフォームの活用を含む。 
19 令和６年８月28日に、内閣官房、経済産業省及び厚生労働省が策定・公表。 
20 令和４年８月30日に、非財務情報可視化研究会が策定・公表。 
21 短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度など、勤務時間、勤務地、職種・職務等を限定した制度。 
22 生活困窮、障害、ひきこもり、疾病、刑務所出所者であること等により就労が困難な状況にある者。 
23 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）。 
24 この点に関し、人事院において、官民給与の比較対象となる企業規模の見直しについて、検討がなされている。 
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医療・介護・障害福祉の処遇改善について、過去の報酬改定等における取組の効果を把

握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。 

 

（中堅・中小企業による賃上げの後押し） 
事業者の定期的な情報提供を促す仕組みを検討するとともに、地域金融機関・信用保証

協会のＩＴ化を進め、予兆管理を強化する。政府系金融機関、中小企業基盤整備機構又は

中小企業活性化協議会の支援を通じ、再生支援が必要な企業25のロールアップ26を促進する。

事業者選択型経営者保証非提供制度27の活用状況をフォローアップし、経営者保証に依存

しない融資慣行の確立を目指す。「再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージ」28に基づく

取組を進める。 

地域経済への波及効果が大きい重点支援企業を選定し、地域ごとの支援体制を整備する。

中堅企業の研究開発や大規模設備投資を支援するとともに、ファンド等からの出資を通じ、

資金調達環境を整備する。海外展開を担える高度人材の受入れ、家族経営形態のガバナン

スの強化を促進する。100億円超えの売上げを目指すことを宣言する企業の設備投資支援等

を行うとともに、中小・小規模事業者の新事業進出・事業構造転換、研究開発及び新製品・

サービス開発を支援する。 

地域の社会課題解決の担い手となるローカル・ゼブラ企業の育成に向け、社会的インパ

クト評価を資金調達につなげる環境整備を進める。地域の生活を支えるサービスの供給を

維持・発展させる「地域協同プラットフォーム」29を支援する。 

中小企業・小規模事業者の人材管理30を含めた経営に対する支援の体制・機能を強化する。

企業の情報・支援ニーズを集約した、中小企業と支援機関とのマッチングに係る基盤（セ

カマチ）の機能を拡充する。「小規模企業振興基本計画」31を踏まえ、経営力向上のための

商工会・商工会議所による支援を行う。独立行政法人工業所有権情報・研修館の機能の地

方展開に取り組む。 

 

２．地方創生２.０の推進及び地域における社会課題への対応 
 

（１）地方創生２.０の推進 ～令和の日本列島改造～ 
 

（地方創生２.０基本構想） 
全ての人が安心と安全を感じ、自分の夢に挑戦し、「今日より明日はよくなる」と実感

できる、多様な価値観を持つ一人一人が、互いに尊重し合い、自己実現を図っていくこと

ができる活力ある地方・国家である「新しい日本・楽しい日本」を創り出していく。その

実現には、持続可能な社会として、我が国の基盤である「強い」経済と、「豊かな」生活

 
25 資金繰りが悪化している又は今後悪化するおそれがあり、将来の事業継続に問題を抱えているなど、金融支援（条件変更、
債務減免等）を必要とする事業者層。 
26 連続的なＭ＆Ａによる集約化・統合。 
27 信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件として、経営者保証を提供しないこ
とを選択できる制度。 
28 令和７年３月17日に、経済産業省、金融庁及び財務省が策定・公表。 
29 人口減少地域では、地域社会に不可欠なサービスの供給が困難になりつつあることを踏まえ、省力化・デジタル化、協同
化等の生産性向上を図り、サービス供給を維持・発展させることに取り組む協同組合や住民出資会社等を主体とした新たな
共助型事業体。 
30 「中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン」（令和５年６月22日に、中小企業庁が公表）を踏まえた、経営者が行
う人材確保・定着・活用に対する支援。 
31 令和７年３月25日閣議決定。 
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月 日 曜日

中賃審諮問

予定日　→ 7月 11 金
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中賃審目安報告
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31 木

８月 1 金
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7 木
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④：異議申出に係る諮問・答申

令和７年度　奈良地方最低賃金審議会日程（案）　【７～８月（地域別最低賃金関係）】

本審 地賃専門部会日程案(参考) 運営小委員会or特賃専門部会 【本審審議予定内容】

①【諮問】　10:00

①　10:00

④　10:00

②　15:00

②【目安】　13:15 ③　15:00

③【答申】　13:30 ⑤(予備日)　10:00

④【異議審】　10:00

（未定）

①：地域別最賃　諮問

      審議の進め方について

      審議日程について

　　　特定最賃必要性審議の進め方について

③：専門部会　審議結果報告

　　  地域別最賃　答申

　　  特定最賃　必要性諮問

②：中賃の目安報告

      専門部会委員の任命（報告）

　　  関係労使からの意見聴取



●令和７年度 特定最低賃金の必要性審議の進め方（案）

第３回本審（8/8）

・特賃必要性審議（及び改正決定審議）諮問

特賃専門部会

【一般機械】

・必要性審議

特賃専門部会

【電気機械】

・必要性審議

特賃専門部会

【自動車小売】

・必要性審議

① 改正の必要性審議のため各専門部会を設置し、必要性を審議する。

【最賃法第25条第1項】

・委員構成：９名（公労使各３名）【各専門部会運営規程】

※ 労使委員各３名のうち２名は各産業を代表する者

・委員選出：関係者による推薦による【審議会令第6条第4項】

※推薦公示期間は、8/8～8/25

・開催時期：委員選出後に日程調整（8月下旬から9月中旬）

運営小委員会

・必要性審議（３業種）

全て「必要性なし」

第５回本審

（9月下旬～10月）

・特賃必要性答申

「必要性あり」の特賃

特賃専門部会

【●●業】

・金額審議

（３～４回）

特賃専門部会

【〇〇業】

・金額審議

（３～４回）

第５回本審（11月頃）

・特賃必要性答申

・特賃金額答申

④ 金額審議を行う専門部会【最賃法第25条第2項】も同じ専門部会で行う。

③ 専門部会の決議をもって審議会の議決とする。

【審議会令第6条第5項】

（従来）

② 改正申出書における協約最低賃金が改正後の地域別最低賃金を下回る場合、

（この場合、制度上必然的に「必要性なし」の結論になる）

専門部会を開催せず本審（第５回）で答申を得る。

開催時期：10月から11月


